
備 考

　２３条第１項」とすること。

別記様式第２号（その１の２）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ ﾌｸｲﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸｲﾝ

開設時期及
び開設年次

所在地

大 学 本 部 の 位 置 福井県福井市文京３丁目９番１号

計 画 の 区 分 研究科の専攻に係る課程の変更

フ リ ガ ナ ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ　ﾌｸｲﾀﾞｲｶﾞｸ

設 置 者 国立大学法人　福井大学

新 設 研 究 科 等 の 目 的

医学系研究科看護学専攻博士後期課程では高い倫理観と良識のもと、グローカルな視点と多角的・科学的
な分析能力を備え、卓越した看護理論・技術と異分野を融合し、データやICT・ロボット・AI等を利活用
しながら、様々な課題の解決策を国内外に応用する“広域ヘルスケア”及び乳幼児から老年期にいたる生
涯を通じた個人の発達を促進させる“生涯発達ヘルスケア”を統合・実践できる研究・教育者、トップ
リーダーを養成し、看護学の発展と国内外の地域社会に貢献することを目的とする。

新
設
研
究
科
等
の
概
要

新 設 研 究 科 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位 学位の分野

－ 9 博士（看護
学）

保健衛生学関係
（看護学関係）

令和７年４月
第１年次

9

大 学 の 名 称 福井大学大学院

大 学 の 目 的
学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめ，又は高度の専門性が求められる職業を担うための
深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展に寄与することを目的とする。

14条特例の実施

年 人 年次
人

人 　　年　月
第　年次

医学系研究科看護学専攻博
士後期課程

3 3 福井県吉田郡永
平寺町松岡下合
月２３号３番地

計 3 3 －

同一設置者内における変
更 状 況
（定員の移行，名称の変
更 等 ）

工学研究科

　産業創成工学専攻〔定員増〕　　　(6)（令和７年４月）

　安全社会基盤工学専攻〔定員増〕 （6）(令和７年４月）

教育
課程

新設研究科等の名称
開設する授業科目の総数

修了要件単位数
講義 演習 実験・実習 計

医学系研究科看護学専攻博
士後期課程

10科目 2科目 0科目 12科目 16単位

　※令和５年度大学・高専機能強化支援事業

　医学系研究科看護学専攻修士課程　→　医学系研究科看護学専攻博士前期課程

令和７年４月名称変更予定

専任教員

助手
専任教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授

16

計
9 3 4 0 16

(8)

講師 助教 計
研　究　科　等　の　名　称

新

設
分

医学系研究科 9 3 4 0 0 8

　看護学専攻（博士後期課程） (9) (3) (4) (0) (16) (0) (8)

0 8

(9) (3) (4) (0) (16) (0)

医学系研究科 7 6 5 0

(0)

18 0 0

　看護学専攻（修士課程） (7) (6) (5) (0) (18) (0)

0 112 0 0

(0) (112) (0) (0)　統合先進医学専攻（博士課程） (42) (35) (35)

医学系研究科 42 35 35

工学系研究科 23 12 5 0 40 0 16

　産業創成工学専攻（博士前期課程） (23) (12) (5) (0) (40) (0) (16)

工学系研究科 20 21 8 2 51 0 29

　安全社会基盤工学専攻（博士前期課程） (20) (21) (8) (2) (51) (0) (29)

工学系研究科 30 23 4 6 63 0 10

　知識社会基礎工学専攻（博士前期課程） (30) (23) (4) (6) (63) (0) (10)

工学系研究科 73 55 5 0 133 0 4

　総合創成工学専攻（博士後期課程） (73) (55) (5) (0) (133) (0) (4)

国際地域マネジメント研究科 9 6 0 0 15 0 5
　国際地域マネジメント専攻（専門職学位課程） (9) (6) (0) (0) (15) (0) (5)

(23) (0) (17)

大学院福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際
大学連合教職開発研究科

13 8 2 0 23

既

設

分

0 89

0 17

　教職開発専攻（教職大学院の課程） (13) (8) (2) (0)

計
217 166 64 8 455

471

0 81

(217) (166) (64) (8) (455)

合　　　　計
226 169 68 8

(226) (169) (68) (8) (471) (0)

(0) (81)

(89)
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年 人 年
次

人 倍

4 －

4 － － 平成28年度より学生募
集停止

2年次

6 5

4 －

3年次

4 10

4 20

4 10

4 －

4 －

4 － 平成28年度より学生募
集停止

4

専　　属 その他 計

図 書 館 職 員
4 3 7

(4) (3) (7)

技 術 職 員
1,162 184 1,346

(1,162) (184)

事 務 職 員
人 人 人

312 329 641

職　　　種

(312) (329) (641)

そ の 他 の 職 員
16 16 32

(16) (16) (32)

(1,346)

指 導 補 助 者
6 0 6

(6) (0) (6)

計
1,500 532 2,032

(1,500) (532) (2,032)

計

180,852 ㎡

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

145,104 ㎡

合 計 542,984 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 542,984 ㎡

0 ㎡ 0 ㎡

共用する他の
学校等の専用

計

校 舎 敷 地 362,132 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 362,132 ㎡

そ の 他 180,852 ㎡

（　　　　0　㎡） （　　　　145,104 ㎡）

校　　　舎

専　　用 共　　用

新設研究科等の名称

図書 学術雑誌 機械・器具 標本

 0 ㎡  0 ㎡ 145,104 ㎡

（　　　　145,104 ㎡） （　　　　0　㎡）

冊 〔うち外国書〕 種 〔うち外国書〕 点 点

医学系研究科看護学専
攻博士後期課程

734,463〔211,696〕 12,607〔8,267〕　 29,861〔16,414〕　 12,759〔11,138〕　 6,000

(5,893) ( 1 )

講義 室等 ・ 新 設研 究科等
の 専 任 教 員 研 究 室

講義室 実験・実習室 演習室
新設研究科等の
専任教員研究室

図
書
・
設
備

1

(5,893) ( 1 )
計

29,861〔16,414〕　 12,759〔11,138〕　 6000

（713,163〔210,781〕） （12,307〔8,252〕） （29,861〔16,414〕）

大学全体

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

1

研究科単位での
特定不能なた
め，大学全体の数

（713,163〔210,781〕） （12,307〔8,252〕） （29,861〔16,414〕） （12,759〔11,138〕）

76 室 726 室 194 室 16室

（12,759〔11,138〕）

734,463〔211,696〕 12,607〔8,267〕　

－ －

第５年次

設備購入費 －　千円 － － － － －

開設前年度 第１年次 第２年次 第３年次

国費（運営費交
付金）による

教員１人当り研究費等 － － － － －

共同研究費等

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次

　－　千円 　－　千円 　－　千円 　－　千円

学生納付金以外の維持方法の概要 －

第４年次

－図書購入費 －　千円

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

経費
の見
積り

区　分

大 学 等 の 名 称 　福井大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

学生１人当り
納付金

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

　－　千円

－ － － －

－ － －

教育学部 1.09 福井県福井市文京
３丁目９番１号

　学校教育課程 100 400 学士（教育学） 1.09 平成28年度

福井県吉田郡永平寺町
松岡下合月２３号３番
地　医学科 110 685 学士（医学）

工学部

教育地域科学部 － 福井県福井市文京
３丁目９番１号

　地域科学課程 － 学士（地域科学） － 平成20年度

医学部 1.04

平成28年度

　電気電子情報工学科 155 540 学士（工学） 1.08 平成28年度

1.03 昭和55年度

　看護学科 60 240 学士（看護学） 1.05 平成9年度

260 学士（工学） 1.06 平成28年度

福井県福井市文京
３丁目９番１号

　機械・システム工学科 155 640 学士（工学） 1.11

1.08

　物質・生命化学科 135 540 学士（工学） 1.02 平成28年度

　建築・都市環境工学科 60

　応用物理学科 50 200 学士（工学） 1.11 平成28年度

  電気・電子工学科 － － 学士（工学） － 平成11年度

国際地域学部 1.10 福井県福井市文京
３丁目９番１号　国際地域学科 60 － 240 1.10 平成28年度学士（国際地域）既

設
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2 60 －

2 12 －

4 25 －

2 85 －

2 84 －

2 －

3 22 －

2 7 －
国際マネジメント
修士（専門職）

○医学部附属病院
　　目　　的：診療を通じて医学の教育及び研究の向上を図る。
　　所 在 地：吉田郡永平寺町松岡下合月23号3番地
　　設置年月：昭和58年4月1日

　　規 模 等：71,690m2

○教育学部附属幼稚園・義務教育学校
　　目　　的：幼児の保育，児童・生徒の教育を実施し，保育又は教育の理論及び
              実践に関する研究に寄与するとともに，教育学部学生の教育実習の
　　　　　　　実施に当たることを目的とする。
　　所 在 地：福井市二の宮4丁目45番1号
　　設置年月：〔幼稚園〕昭和42年6月1日，〔義務教育学校〕平成29年4月1日

　　規 模 等：12,289m2

○教育学部附属特別支援学校
　　目　　的：知的障害児が，その障害に基づく生活上の困難を改善・克服し，可能
              な限り社会参加ができるような生活態度と能力を育成することを目的
　　　　　　　とする。
　　所 在 地：福井市八ツ島町1字3
　　設置年月：昭和46年4月1日

　　規 模 等：4,583m2

○産学官連携本部
　　目　　的：地域企業に「技術開発」と「人材育成」に関するソリューションを
　　　　　　　提供し，その連携を通じて大学における多様かつ持続的な「知」の
　　　　　　　創出に貢献する。
　　所 在 地：福井市文京三丁目9番1号
　　設置年月：平成19年11月1日

　　規 模 等：3,556m2

○附属国際原子力工学研究所
　　目　　的：世界トップレベルの特色ある原子力人材育成及び研究開発を行い，
　　　　　　　環境と調和した持続的なエネルギー供給基盤を持つ世界の構築に
　　　　　　　貢献することを目的とする。
　　所 在 地：敦賀市鉄輪町1丁目3番33号
　　設置年月：平成21年4月1日

　　規 模 等：6,997m2（借地）

○高エネルギー医学研究センター
　　目　　的：放射線医学研究を通じて，原子力の平和利用と未来への扉をたたく，
　　　　　　　高度先端医療技術推進水準の向上を目的とする。
　　所 在 地：吉田郡永平寺町松岡下合月23号3番地
　　設置年月：平成6年5月20日

　　規 模 等：1,236m2

○遠赤外領域開発研究センター
　　目　　的：独自に開発した高出力遠赤外光源「ジャイロトロン」をさらに高度化
　　　　　　　する研究開発とともに，高出力遠赤外光源を用いて初めて可能になる
　　　　　　　遠赤外領域の先進的・先導的研究の実践を目的とする。
　　所 在 地：福井市文京三丁目9番1号
　　設置年月：平成11年4月1日

　　規 模 等：2,629m2

【大学院】

福井大学・岐阜聖徳学園大
学・富山国際大学連合教職
開発研究科

福井県福井市文京
３丁目９番１号

 教職開発専攻 120  教職修士（専門職） 0.93 平成30年度

（教職大学院の課程）

医学系研究科 福井県吉田郡永平寺町
松岡下合月２３号３番
地 　看護学専攻 24 修士（看護学） 1.33 平成13年度

　　　　（修士課程）

 　統合先進医学専攻 100 博士（医学） 1.42

令和２年度

平成25年度

　　　　（博士課程）

工学研究科 福井県福井市文京
３丁目９番１号

　 産業創成工学専攻 170 修士（工学） 1.25 令和２年度

66 博士（工学） 1.18

令和２年度

平成25年度

　　（博士前期課程）

　 安全社会基盤工学専攻 168 修士（工学） 1.11

　　（博士前期課程）

　 知識社会基礎工学専攻 210 修士（工学） 1.20105

附属施設の概要

設
大
学
等
の
状
況

　　（博士後期課程）

国際地域マネジメント研究科 福井県福井市文京
３丁目９番１号

　国際地域マネジメント専攻 14 0.92 令和２年度

　（専門職学位課程）

　　（博士前期課程）

　 総合創成工学専攻

－ 基本計画書 － 3 －



○総合情報基盤センター
　　目　　的：情報処理システムサービスを整備，提供し，本学における教育，
　　　　　　　研究，医療，学術情報サービス及びその他の業務利用に供する
　　　　　　　ことにより，本学における情報処理の高度化，最適化及び効率化
　　　　　　　の進展に資する。
　　所 在 地：福井市文京三丁目9番1号
　　設置年月：平成21年4月1日

　　規 模 等：846m2

○保健管理センター
　　目　　的：大学における保健管理に関する専門的業務を一体的に行い，学生
　　　　　　　及び教職員の心身の健康の保持増進を図る。
　　所 在 地：福井市文京三丁目9番1号
　　設置年月：昭和47年4月1日

　　規 模 等：354m2

－ 基本計画書 － 4 －



入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由

福井大学 福井大学

教育学部 教育学部

学校教育課程 100 － 400 学校教育課程 100 － 400

医学部  2年次 医学部  2年次

医学科 110 5 685 医学科 100 5 675 定員変更（△10）

看護学科 60 － 240 看護学科 60 － 240 ※臨時定員増の

　 期間終了によるもの

工学部  3年次 工学部  3年次

機械・システム工学科 155 10 640 機械・システム工学科 155 10 640

電気電子情報工学科 125 20 540 電気電子情報工学科 125 20 540

建築・都市環境工学科 60 10 260 建築・都市環境工学科 60 10 260

物質・生命化学科 135 － 540 物質・生命化学科 135 － 540

応用物理学科 50 － 200 応用物理学科 50 － 200

国際地域学部 国際地域学部

国際地域学科 60 － 240 国際地域学科 60 － 240

 2年次  2年次

5 5
 3年次  3年次

40 40

福井大学大学院 福井大学大学院

教職開発専攻（Ｐ） 60 － 120 教職開発専攻（Ｐ） 60 － 120

医学系研究科 医学系研究科

看護学専攻（Ｍ） 12 － 24 看護学専攻（Ｍ） 12 － 24

看護学専攻（Ｄ） 3 － 9 課程変更（意見伺い）

統合先進医学専攻（4年制Ｄ） 25 － 100 統合先進医学専攻（4年制Ｄ） 25 － 100

工学研究科 工学研究科

産業創成工学専攻（Ｍ） 85 － 170 産業創成工学専攻（Ｍ） 88 － 176 定員変更（３）

安全社会基盤工学専攻（Ｍ） 84 － 168 安全社会基盤工学専攻（Ｍ） 90 － 180 定員変更（６）

知識社会基礎工学専攻（Ｍ） 105 － 210 知識社会基礎工学専攻（Ｍ） 105 － 210

総合創成工学専攻（Ｄ） 22 － 66 総合創成工学専攻（Ｄ） 22 － 66

国際地域マネジメント専攻（Ｐ） 7 － 14 国際地域マネジメント専攻（Ｐ） 7 － 14

計 400 872 計 412 899

国際地域マネジメント研究科 国際地域マネジメント研究科

国立大学法人福井大学　設置認可等に関わる組織の移行表

令和６年度 令和７年度

計 855 3,745 計 845 3,735

福井大学・岐阜聖徳学園大学・富
山国際大学連合教職開発研究科

福井大学・岐阜聖徳学園大学・富
山国際大学連合教職開発研究科

－ 基本計画書 － 5 －



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

（

助
手
を
除
く
）

基
幹
教
員
以
外
の
教
員

1前 1 ◯ 4 2
オムニバス方
式・共同（一
部）

1後 1 ◯ 3 2 オムニバス方式

1後 1 ◯ 2 2
オムニバス方
式・共同（一
部）

－ － 1 2 0 9 2 4 0 0 0

1・2前 2 ◯ 1 ※演習

1・2後 2 ◯ 1 ※演習

1前 1 ◯ 2 2
オムニバス方
式・共同（一
部）※演習

1・2後 1 ◯ 3
オムニバス方式
※演習

1・2前 1 ◯ 2 1 1
オムニバス方式
※演習

1・2前 1 ◯ 1 2 1
オムニバス方
式・共同（一
部）※演習

－ － 1 7 0 4 1 3 0 0 9

1通 2 ◯ 2 2
オムニバス方
式・共同（一
部）

2通 2 ◯ 8 2

－ － 4 0 0 10 4 0 0 0 0

1～3通 8 ◯ 9 2 3

－ － 8 0 0 9 2 3 0 0 0

－ － 14 9 0 32 9 10 0 0 9

保健医学におけるデータ解析法（質的）

小計（3科目） －

共
通
科
目
B

アントレプレナーシップ論

デザイン思考

地域医療ケア・マネジメント

生涯発達とこころ

小計（6科目） －

ヘルステック実践論

異文化コミュニケーション

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（医学系研究科看護学専攻博士後期課程）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
主要授
業科目

単位数 授業形態

小計（1科目）

基幹教員等の配置

備考

専門
科目 次世代ヘルスケア創生看護学特論

次世代ヘルスケア創生看護学演習

小計（2科目） －

共
通
科
目

共
通
科
目
A

アドバンストナーシングリサーチ

保健医学におけるデータ解析法（量的）

－

特別
研究
科目

次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

合計（12科目） －

学位又は称号 　博士（看護学） 学位又は学科の分野 　保健衛生学関係（看護学関係）

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週

１時限の授業の標準時間 90分

16単位（共通科目４単位以上【共通科目A：必修科目１単位、選択科目１単位
以上、共通科目B：必修科目１単位、選択科目１単位以上】、専門科目４単
位、特別研究科目８単位）以上を修得し、かつ、学位論文を提出しその審査及
び最終試験に合格することにより、博士（看護学）の学位を授与する。

－ 基本計画書 － 6 －



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

（

助
手
を

除
く
）

基
幹
教
員
以

外
の
教
員

1前 1 ◯ 4 2
オムニバス方
式・共同（一

部）

1後 1 ◯ 3 2 オムニバス方式

1後 1 ◯ 2 2
オムニバス方
式・共同（一

部）

－ － 1 2 0 9 2 4 0 0 0

1・2前 2 ◯ 1 ※演習

1・2後 2 ◯ 1 ※演習

1・2前 1 ◯ 2 2
オムニバス方
式・共同（一
部）※演習

1・2後 1 ◯ 1 2 3
オムニバス方
式・共同※演習

1・2前 1 ◯ 2 1 1
オムニバス方式
※演習

1・2前 1 ◯ 1 2 1
オムニバス方
式・共同（一
部）※演習

－ － 0 8 0 5 1 5 0 0 9

1通 2 ◯ 2 2
オムニバス方
式・共同（一

部）

2通 2 ◯ 8 2

－ － 4 0 0 10 4 0 0 0 0

1～3通 8 ◯ 9 3 4

－ － 8 0 0 9 3 4 0 0 0

－ － 13 10 0 33 10 13 0 0 9

保健医学におけるデータ解析法（質的）

小計（3科目） －

共
通
科
目
B

アントレプレナーシップ論

デザイン思考

地域医療ケア・マネジメント

生涯発達とこころ

小計（6科目） －

ヘルステック実践論

異文化ヘルスコミュニケーション

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（医学系研究科看護学専攻博士後期課程）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
主要授
業科目

単位数 授業形態

小計（1科目）

基幹教員等の配置

備考

専門
科目 次世代ヘルスケア創生看護学特論

次世代ヘルスケア創生看護学演習

小計（2科目） －

共
通
科
目

共
通
科
目
A

アドバンストナーシングリサーチ

保健医学におけるデータ解析法（量的）

－

特別
研究
科目

次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

合計（12科目） －

学位又は称号 　博士（看護学） 学位又は学科の分野 　保健衛生学関係（看護学関係）

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週

１時限の授業の標準時間 90分

16単位（共通科目４単位以上【共通科目A：必修科目１単位、選択科目１単位以
上、共通科目B：選択科目２科目・２単位以上】、専門科目４単位、特別研究科
目８単位）以上を修得し、かつ、学位論文を提出しその審査及び最終試験に合
格することにより、博士（看護学）の学位を授与する。

－ 基本計画書 － 7 －
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

（

助
手
を
除
く
）

基
幹
教
員
以
外
の
教
員

1前 2 ◯ 4 1 3 1 8

1前 1 ◯ 2

1前 1 ◯ 2

1前 1 ◯ 2

1前 1 ◯ 2
保健体

育科目 1前 2 ◯ 1 1

情報処理

基礎科目 1前 2 ◯ 1

1後 2 ◯ 1

1前 2 ◯ 2

1前 2 ◯ 3 1 2

2前 2 ◯ 1

1後 2 ◯ 1

1後 2 ◯ 2 1 1

1後 2 ◯ 1

1前 2 ◯ 6

1後 2 ◯ 1

1後 2 ◯ 1

2前 2 ◯ 1

2前 2 ◯ 1

1後 〇 2 ◯ 1

1後 〇 2 ◯ 1

1後 〇 2 ◯ 1 3

1前 2 ◯ 2

1後 1 ◯ 1

1後 2 ◯ 1

－ － 10 35 0 17 4 3 13 0 27

1前 〇 1 ◯ 5 1 3 2

1前 1 ◯ 1

1前 〇 2 ◯ 2 1 1

1前 〇 2 ◯ 2 1 3

1後 〇 2 ◯ 1 1 1 1

1後 1 ◯ 2 1 3

1後 〇 1 ◯ 2 1 1 1

1後 〇 2 ◯ 2 2 1

2前 〇 2 ◯ 1

2前 〇 2 ◯ 1

2前 〇 4 ◯ 6 2 2 11 2

2後 〇 2 ◯ 1 9 1

2後 1 ◯ 1 2 1 2

1前 〇 2 ◯ 1

1後 2 ◯ 1

1後 〇 2 ◯ 1

4前 1 ◯ 1 1

1前 〇 2 ◯ 1

3前 2 ◯ 1 2

3前 2 ◯ 1

2前 2 ◯ 1

2前 〇 2 ◯ 1

－ － 28 12 0 27 15 12 30 0 12

保
健

統
計

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（医学部看護学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
主要授
業科目

単位数 授業形態 基幹教員等の配置

備考

入門科目

外
国
語
科
目

基
礎
教
育
科
目

地
域
コ
ア

科
目
群

スポーツ健康科学

数理・データサイエンス入門

地域コアⅠ

地域コアⅡ

地域コアⅢ

大学教育入門セミナー

英語Ⅰ

英語Ⅱ

英語Ⅲ

英語Ⅳ

教
養
教
育
科
目
群

健康科学論

教育学

教養特別講義

基礎物理Ⅰ

基礎物理Ⅱ

基礎化学

歴史学

文化人類学

法学（日本国憲法）

医療経済学入門

社会学

哲学的人間学

芸術学

薬理作用論

疾病論Ⅰ

看護学のための生物学入門

生命科学

形態機能論Ⅰ

形態機能論Ⅱ

形態機能論実習

総合教養ゼミナール

数理・データサイエンス基礎演習

医療統計学入門

専
門
基
礎
科
目

小計（22科目）

共
通
教
養
科
目

共
通
教
育
科
目

小計（25科目）

環境科学論

保健医療福祉論

健
康
科
学

環
境

保
健

心理測定論

医療情報学

疫学

保健統計論

疾病論Ⅱ

臨床栄養学

生命倫理学Ⅰ

生命倫理学Ⅱ

行動科学

生体反応論Ⅰ

生体反応論Ⅱ

健康管理論

－

－

－ 基本計画書 － 8 －



1前 〇 1 ◯ 2 1 1

1前 〇 2 ◯ 2 2 2

1後 〇 2 ◯ 3 2 2

2前 〇 1 ◯ 2 2 2

2前 〇 1 ◯ 1 3 2 2

2後 〇 1 ◯ 2 2 2 4

2後 〇 1 ◯ 5 1 3

3後 〇 1 ◯ 1 1 2

3後 〇 1 ◯ 1 1

1通 〇 1 ◯ 1 4 5 11 2

2通 〇 1 ◯ 1 4 5 11 2

4前 1 ◯ 3 1 2 2

2前 1 ◯ 1

3後 1 ◯ 1

－ － 13 3 0 26 9 25 36 0 16

1前 〇 2 ◯ 2 1 1 1

1後 〇 2 ◯ 3 2 4

2前 1 ◯ 2 1 2 1

2前 〇 1 ◯ 1 3 3

2後 〇 3 ◯ 1 2 2 3 6

2前 1 ◯ 1 6

2前 1 ◯ 4

3前 1 ◯ 1 1 4

3後 1 ◯ 1 1 2 5

3後・4前 3 ◯ 1 1 6 2

3後・4前 2 ◯ 1 1 2 1

－ － 8 10 0 13 7 14 17 0 31

2前 〇 1 ◯ 3 1 2 4 7

2前 〇 1 ◯ 1 1 1 3 2

2後 〇 2 ◯ 3 1 1 4 1

2後 〇 2 ◯ 1 1 8

2後 〇 2 ◯ 4 2 3 8

2後 〇 2 ◯ 2 1 5

－ － 10 0 0 13 6 8 20 0 23

1前 〇 2 ◯ 1 1 4

1後 〇 1 ◯ 2 1 2 2

4後 〇 1 ◯ 4 2 2 3

2後 〇 2 ◯ 1 1 2

2前 〇 2 ◯ 2 1 1

3前 1 ◯ 1 1

3前 2 ◯ 1 1 2

3前 2 ◯ 1 1 1

3前 2 ◯ 1 1 1

3前 〇 2 ◯ 1 1 1 5

3前 1 ◯ 1

3前 1 ◯ 1 2

3前 1 ◯ 1 2

－ － 10 10 0 14 9 6 16 0 14

1前 〇 1 ◯ 2 2 2

2後 〇 2 ◯ 2 2 2

③ 〇 2 ◯ 2 2 1 1

③ 〇 2 ◯ 3 2 1 3

③ 〇 2 ◯ 3 2 1 3

③ 〇 2 ◯ 1 2

③ 〇 2 ◯ 1 1 1

③ 〇 2 ◯ 1 1 2

③ 〇 2 ◯ 1 1

③ 〇 2 ◯ 1 1 1

③ 〇 1 ◯ 1 1 1

4前 〇 3 ◯ 7 5 5 10

③・④ 1 ◯ 2 2 2

③・④ 6 ◯ 1 1 1

④ 11 ◯ 1 1 2

－ － 23 18 0 28 16 16 34 0 0

療養生活援助論

看護過程論

看護コミュニケーション論

助産学実践方法論

小計（11科目）

生
涯
発
達
看
護

老年看護実践方法論

育成期看護実践方法論

子どもの発達と障がい看護論

育児援助論

助産学概論

小計（14科目）

基
盤
看
護

ライフサイクル論Ⅰ

ライフサイクル論Ⅱ

ライフサイクルとセクシュアリティ

キャリア開発方法
キャリア開発とプロフェッショナリ
ズム
看護英語Ⅰ

看護英語Ⅱ

ヘルスアセスメント論

リスクマネージメント論

看護管理

看護倫理

キャリア開発入門

看護学概論

日常生活援助論

母性看護学実習

精神看護学実習

在宅看護学実習

日常生活ケア実習

看護展開実習

継続看護学実習

成熟期看護学実習Ⅰ

成熟期看護学実習Ⅱ

専
　
門
　
科
　
目 ふくい看護論Ⅲ

ふくい在宅看護論

公衆衛生看護学概論

公衆衛生看護技術論

がん看護学

小計（6科目）

健
康
障
害
時
の
看
護

ふくい看護論Ⅰ

急性期・回復期看護実践方法論

慢性期・緩和ケア看護実践方法論

成熟期看護実践方法論

メンタルヘルス看護実践方法論

看護実践総合演習

助産管理

助産診断・技術学

学校保健論

産業保健論

小計（13科目）

看
護
と
社
会

公衆衛生看護展開論Ⅰ

公衆衛生看護展開論Ⅱ

公衆衛生看護管理論

災害看護学

国際保健論

ふくい看護論Ⅱ

小計（15科目）

臨
地
実
習

地域ケア実習

マネジメント看護学実習

キャリアアップ実習

公衆衛生看護学実習

助産学実習

高齢者看護学実習

小児看護学実習

－

－

－

－

－

－ 基本計画書 － 9 －



1後 〇 1 ◯ 2 1 3 3

2通 〇 1 ◯ 2 4 5 10

4通 〇 2 ◯ 7 5 5 10

－ － 4 0 0 11 10 13 23 0 0

－ － 68 41 0 105 57 82 146 0 84

－ － 106 88 0 149 76 97 189 0 123

小計（62科目）

126単位以上（共通教育科目20単位以上（必須科目10単位＋地域コア科目群４単位以
上＋教養教育科目群６単位以上），専門基礎科目33単位以上（必修科目28単位＋選
択科目５単位以上），専門科目73単位以上（必修科目68単位＋選択科目５単位以
上）を修得することにより学士（看護学）の学位を授与する。

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週

１時限の授業の標準時間 90分

学位又は称号 　学士（看護学） 学位又は学科の分野 　保健衛生学関係（看護学関係）

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

－合計（109科目）

看護学研究実践論

看
護
学

研
究

小計（3科目）

リサーチマインド

看護学研究概論

－

－

－ 基本計画書 － 10 －



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

（

助

手

を

除

く
）

基

幹

教

員

以

外

の

教

員

1前 2 〇 2 4 1

1後 2 〇 2 1 3

1前 2 〇 1 1 1

1後 2 〇 1 1 3

1前 2 〇 1 1 1

1通 2 〇 2 1 3

1前 2 〇 2 2 1

1通 2 〇 4 1

1通 2 〇 5

1通 2 〇 4 1

1通 1 〇 1 2 3

1前 2 〇 3 2

1通 2 〇 3 2

－ － 2 23 0 31 6 17 0 0 12

1前 2 〇 2 2 2

1後 4 〇 2 2

2通年 12 〇 ※ 2 2
※演習の外、研究題目
により適宜実験等を行
う

－ － 18 0 0 6 0 6 0 0 2

1前 2 〇 2 1 1

1後 4 〇 2 1 1

2通年 12 〇 ※ 2 1 1
※演習の外、研究題目
により適宜実験等を行
う

－ － 18 0 0 6 3 3 0 0 0

1前 2 〇 1 1 1

1後 4 〇 1 1 1

2通年 12 〇 ※ 1 1 1
※演習の外、研究題目
により適宜実験等を行
う

－ － 18 0 0 3 3 0 3 0 0

1前 2 〇 1 1 1

1後 4 〇 1 1 1

2通年 12 〇 ※ 1 1 1
※演習の外、研究題目
により適宜実験等を行
う

－ － 18 0 0 3 0 3 3 0 0

1前 2 〇 1 1 1 1

1後 4 〇 1 1 1

2通年 12 〇 ※ 1 1 1
※演習の外、研究題目
により適宜実験等を行
う

－ － 18 0 0 3 3 3 1 0 0

1前 2 〇 1 1 1

1後 4 〇 1 2

2通年 12 〇 ※ 1 1
※演習の外、研究題目
により適宜実験等を行
う

－ － 18 0 0 3 0 0 4 0 1

1前 2 〇 1 1

1後 4 〇 1 1

2通年 12 〇 ※ 1 1
※演習の外、研究題目
により適宜実験等を行
う

－ － 18 0 0 0 0 3 3 0 0

専
門
科
目

－

小計（3科目） －

精
神

看
護
学

老
年

看
護
学

－

災
害

看
護
学

小計（3科目） －

地
域

看
護
学

－

小計（3科目） －

成
人

看
護
学

小計（3科目） －

が
ん

看
護
学

基
礎

看
護
学

精神看護学特別研究

基礎看護学特別研究

成人看護学特論

成人看護学演習

成人看護学特別研究

小計（3科目）

がん看護学特論

がん看護学演習

がん看護学特別研究

小計（3科目）

小計（3科目）

老年看護学特論

老年看護学演習

老年看護学特別研究

精神看護学特論

精神看護学演習

災害看護学演習

災害看護学特別研究

地域看護学特論

地域看護学演習

地域看護学特別研究

災害看護学特論

コンサルテーション論

ヘルスアセスメント

病態生理学

臨床薬理学

看護研究

看護倫理

看護理論

看護教育論

看護管理論

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（医学系研究科看護学専攻博士前期課程）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
主要授
業科目

単位数 授業形態 基幹教員等の配置

備考

－

保健医学統計

基礎看護学特論

基礎看護学演習

国際地域看護学

英語論文閲読

小計（13科目）

共
通
科
目

看護政策論

－ 基本計画書 － 11 －



1 2 〇 2 1 1 1 4

1 4 〇 1 1 1 1

2 12 〇 ※ 1 1 1
※演習の外、研究題目
により適宜実験等を行
う

－ － 18 0 0 4 3 3 2 0 4

－ － 144 0 0 28 12 21 16 0 7

1前 2 〇 4 3 5 1

1前 2 〇 4 4

1前 2 〇 3 2 3

1後 2 〇 1 1 5

1後 2 〇 2 1 5

1後 2 〇 ※ 2 1 1 4 ※フィールドワーク含む

1後 2 〇 ※ 3 2 1 5 ※フィールドワーク含む

2前 2 〇 1 1 1 2

2前 2 〇 1 1 1 1

2前 4 〇 1 1 1 1

2後 2 〇 2 2 1 1

2通 2 〇 ※ 1 1 1
※演習の外、研究題目
により適宜実験等を行
う

－ － 26 0 0 25 19 6 8 0 27

1前 2 〇 2 1 1

1前 2 〇 2 2 1 1 1

1前 2 〇 3 2 1 3

1前 2 〇 ※ 1 1 1 1 ※講義・演習の併用

1後 2 〇 ※ 2 1 1 4 ※講義・演習の併用

1後 2 〇 ※ 3 1 2 1 2 ※講義・演習の併用

1後 2 〇 ※ 1 1 1 1 ※講義・演習の併用

2前 2 〇 1 1 1 1

2前 3 〇 1 1 1 2

2後 2 〇 1 1 1 1

2後 3 〇 1 1 1 1 2

1・2 2 〇 ※ 1 1 1
※演習の外、研究題目
により適宜実験等を行
う

－ － 26 0 0 19 6 13 11 0 18

1前 2 〇 2 1

1前 2 〇 1 3

1前 2 〇 3 3 1 2

1後 2 〇 2 3

1後 2 〇 2 1 4

1後 2 〇 3 2 4

1後 2 〇 ※ 1 1 1 2 ※フィールドワーク含む

1後 2 〇 1 2

2前 4 〇 1 2

2前 4 〇 1 2

2通 2 〇 ※ 1 1
※演習の外、研究題目
により適宜実験等を行
う

－ － 26 0 0 18 6 4 1 0 24

－ － 78 0 0 62 31 23 20 0 69

－ 224 23 0 121 49 61 36 0 88

老年看護学課題研究

小計（11科目） －

老
年
看
護

専
門
看
護
師
教
育
課
程
（

Ｃ
Ｎ
Ｓ
）

小計（35科目） －

老年看護学演習Ⅰ

老年看護学演習Ⅱ

老年看護学実習Ⅰ

老年看護学実習Ⅱ

老年看護学実習Ⅲ

老年看護学特論Ⅰ

老年看護学特論Ⅱ

老年看護学特論Ⅲ

老年看護学特論Ⅳ

老年看護学特論Ⅴ

災害看護学実習Ⅳ

災害看護学課題研究

小計（12科目） －

災
害
看
護

災害看護学特論Ⅵ

災害看護学特論Ⅶ

災害看護学実習Ⅰ

災害看護学実習Ⅱ

災害看護学実習Ⅲ

災害看護学特論Ⅰ

災害看護学特論Ⅱ

災害看護学特論Ⅲ

災害看護学特論Ⅳ

災害看護学特論Ⅴ

がん看護学実習Ⅳ

がん看護学課題研究

が
ん
看
護

小計（12科目）

－

－

がん看護学演習Ⅰ

がん看護学演習Ⅱ

がん看護学実習Ⅰ

がん看護学実習Ⅱ

がん看護学実習Ⅲ

がん看護学特論Ⅰ

がん看護学特論Ⅱ

がん看護学特論Ⅲ

がん看護学特論Ⅳ

がん看護学特論Ⅴ

小計（3科目） －

母
子

看
護
学

小計（24科目）

母子看護学特論

母子看護学演習

母子看護学特別研究

　所定の授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修
士論文の審査及び最終試験に合格することにより修士（看護学）の学位を授与する。
　専門看護師教育課程においては、共通科目A（看護研究，看護倫理，看護理論，看護教
育論，看護管理論，看護政策論，コンサルテーション論）から８単位以上かつ共通科目B
（ヘルスアセスメント，病態生理学，臨床薬理学）６単位の計14単位以上を修得し、か
つ、各専攻教育課程の指定する必修科目を全て修得し、必要な研究指導を受けた課題研
究の論文を提出しその審査に合格することで修士（看護学）の学位を授与する（専門看
護師教育課程においては、課題研究の論文をもって修士論文に代えることができる）。

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週

１時限の授業の標準時間 90分

学位又は称号 　修士（看護学） 学位又は学科の分野 　保健衛生学関係（看護学関係）

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

－合計（73科目）

－ 基本計画書 － 12 －



主要授業科目 講義等の内容 備考
看護学の構築に資する研究手法を学び、看護研究論文の分析を通して論じる。その上で、リサーチク
エスションに適した研究手法を選択し博士論文の計画立案、実施のための基礎的能力を獲得する。看
護研究に必要な倫理規定の背景や原則、法規制を踏まえた正しい研究のあり方や、EBPや研究の質、
システマティックレビューの内容とプロセスについて理解したうえで研究活動ができる基礎的能力を
養う。また、代表的なシステマティックレビューの検索データベース（コクランライブラリーや
JBIEBPデータベース）を使用してエビデンスの検索方法や活用について教授する。

＜オムニバス方式・共同（一部）/全8回＞
（3　佐藤大介/1回）
看護研究とは何か、看護研究の重要な概念について学修する。

（9　波﨑由美子/2回）
看護研究における倫理と各種倫理規定の背景と原則、主に看護研究に関連する法規制について学修す
る。

（2　上原佳子/1回）
エビデンス（科学的根拠）やEBP、ガイドラインの有用性とその評価について学修する。

（14　平井孝治/1回）
システマティックレビューの作成手順（PRISMA声明）や代表的なシステマティックレビューの検索
データベース（コクランライブラリーやJBIEBPデータベース）について学修する。

（15　青木未来/2回）
代表的なシステマティックレビューの検索データベース（コクランライブラリーやJBIEBPデータベー
ス）を使用し、実際にエビデンスの検索を行う。

（4　四谷淳子・3　佐藤大介・14　平井孝治・15　青木未来/1回）（共同）
データベースの検索結果についてプレゼンテーションし、ディスカッションを通じて学修する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

看護現象を探究する研究方法について量的な観点から検討・吟味し、独自の研究方法を開発する。記
述統計と推測統計において基礎統計量の読み方から多変量解析まで、量的データを用いた看護研究論
文のクリティークを通して、目的に対応した尺度の選択と開発、および統計解析手法の利用方法を修
得する。

＜オムニバス方式/全8回＞
（3　佐藤大介/1回）
リスク（前向き観察と後ろ向き観察、コホート研究、患者対照研究など）
予後の推定（予後因子、生存分析、各種バイアス）などデータの要約方法について学修する。

（8　宇隨弘泰/1回）
治療の解析方法（ランダム化比較試験、二重盲検法など）や、偶然と結果（統計学的検定法、因果関
係、交互作用など）、系統的総説（メタ分析）を学修する。

（3　平井孝治/1回）
連続量データの比較（t検定、Wilcoxon検定）や離散量データの比較（χ2検定） を学修する。

（15　青木未来/1回）
関連性の検討（相関と回帰） について学修する。

（5　藤田亮介/4回）
多変量有意性検定（一元配置分散分析，二元配置分散分析，多重比較法ほか）や年齢による影響の除
去方法（重回帰分析，Mantel-Haenszel検定ほか） 年齢による影響の除去方法（重回帰分析，
Mantel-Haenszel検定ほか） 等について学び、研究結果の妥当性・信頼性とその評価について学修す
る。

オムニバス
方式

看護現象の解釈及び理論創出をめざした研究手法として、各種の質的研究法の方法論と解釈法につい
て概説し、質的帰納的研究による記述理論の開発から説明理論の検証、予測理論へと至る過程につい
て、データ解釈の方法として、主にグラウンデッド・セオリー・アプローチの方法とその実際を論究
する。また看護研究者の立場から、質的研究における倫理的課題について解説し、その基本理念を教
授する。

＜オムニバス方式・共同（一部）/全8回＞
（9　波﨑由美子/2回）
質的研究についての説明（定義、特徴、分析のプロセス、分析手法の種類、特徴、理論化）と質的研
究結果の妥当性・信頼性とその評価について学修する。

（10　川口めぐみ/2回）
分析手法の種類とその特性（記述のコード化、モデル構成、理論構築、記述の意味づけ）、混合研究
法、アクションリサーチについて学修する。

（11　嶋雅代/1回）
データ収集の方法と特徴、インタビュー技法・ガイドについて学修する。

（9　波﨑由美子・11　嶋雅代・10　川口めぐみ・7　酒井明子/3回）（共同）
インタビュー演習や分析演習をグループワークを通して学修する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

医療の世界では、従来の分野で解決が実現できなかった深刻な課題が多数存在する。そして常に新た
な課題が生まれている。従来の知識や技術を応用し，様々な技術を結集させ連携することで，イノヘ
ー゙ションが起きる。そしてそれを支えるのがアントレプレナーシップ(起業家精神)である。その上
で、組織管理やグローバルな視点での医療における諸問題に対して、新たな視点での解決方法を創造
する能力を養う。

共
通
科
目
A

アドバンストナー
シングリサーチ

保健医学における
データ解析法（量
的）

保健医学における
データ解析法（質
的）

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要
（医学系研究科看護学専攻博士後期課程）

科目 授業科目の名称

アントレプレナー
シップ論
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主要授業科目 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要
（医学系研究科看護学専攻博士後期課程）

科目 授業科目の名称
ものづくりを中心にした福井の産業は、小さいけれどきらりと光る技術や、ビジネスモデルのイノ
ベーションに成功している企業が多くある。それら企業の成功までの紆余曲折や、独特の企業文化を
学び、そこから医療・ヘルスケアにデザイン思考を取り入れ、イノベショーションを起こしていくた
めのメソッドを学ぶ。

ヘルステックは、健康（ヘルス）と技術（テクノロジー）を融合した言葉であり、医学と工学の双方
を含んだ幅広い領域にわたる。高齢化の進展に伴い、人々が健康で幸福に生活を送るためには、保
健・医療・福祉の役割がますます重要になっている。ケアの中核を担う看護学が、データやICT・ロ
ボット・AI 等を利活用し異分野を融合させたアドバンストなケアを導入し、新たなケアイノベー
ションの創出と変化が求められている。本講義では，看護学の臨床ニーズと工学技術（データ、
ICT、ロボット、AIなど）を融合させ、臨床や地域のヘルスケアに還元できる看護ケア技術や機器・
システムを開発するために必要な基礎知識の習得を目指す。さらに、データやICT・ロボット・AI 等
を利活用するための方法論を理解し、自らの研究に応用する能力を養う。

＜オムニバス方式・共同（一部）/全8回＞
（4 四谷淳子/2回）
　看護における工学的アプローチの意義、工学的開発研究の構成、機器機械を用いた開発研究の手法
について理解し、可視化装置の活用（AI搭載型エコー：体圧センサなど））について学ぶ。

（18 長宗高樹/3回）
　看護において使用する生体情報計測（血圧計・体温計・パルスオキシメーターなど）の基礎知識
や、非侵襲的なモニタリング機器（ウェアラブル生体・環境センサー・光音響計測技術など）につい
て学び、人々を支援する医用福祉ロボットへの理解を深める。

（19 井上博行/1回）
　ヘルスケアに対するAI・ICTの活用としてソフトコンピューティングやAI手法に基づいた分析を理
解し、身につける。

（3 佐藤大介/1回）
　災害看護におけるVRの活用例、がん患者の憎悪予防への遠隔看護システム、大災害時におけるICT
の活用について理解を深める。

（4 四谷淳子・3 佐藤大介・18 長宗高樹・19 井上博行/1回）（共同）
　次世代ヘルスケアへ応用できる看護技術開発への応用と発展について討論を行い、多角的な視点か
ら理解し、学ぶ。

オムニバス
方式・共同
（一部）

グローバル化の中で変容する地域社会の現状と課題について理解する際には，地域から見た視点，お
よび異なった社会的文脈にあるグローバルな視点の双方から諸課題をとらえる必要がある。本講義で
は、グローバル化における地域社会の役割や課題、社会経済格差の現状と異文化コミュニケーション
の課題を理解し、専門領域における学際的な貢献につなげる能力を養う。併せて、英語文献や資料を
読解し、英語でのプレゼンテーションができる能力を養う。

＜オムニバス方式/全8回＞
（20　磯崎康太郎/1回）
近年欧州において顕著となっている国民や愛国心をめぐる問題の背景について考え，現在の欧州諸国
における社会事情について理解を深める。

（21　生駒俊英/3回）
現在までの欧州諸国における家族制度や家族政策について理解を深める。また、LGBT等欧米で新たに
議論されている問題について理解を深める。

（23　清水麻友美/4回）
多人種多民族国家・ブラジルについての基礎知識や議論されてきた人権問題、人種・民族形成の歴史
的経緯について理解を深める。

また、これまで学び調べたことをもとに、ブラジルにおける社会経済格差の現状とアファーマティ
ブ・アクションの課題についてディベートを通して学修する。

オムニバス
方式

疾病予防対策、医療保険制度、医療提供体制、医療評価など、種々の健康・医療に関わる制度・政策
の背景並びに立案・実施、社会への影響について、様々なステークホルダーの立場、関連の法令、費
用負担のあり方などを講義をもとに学習するとともに、実際の事例をとおして理解を深める。 

＜オムニバス方式/全8回＞
（8　宇隨弘泰/3回）
世界、および日本の保健医療対策、制度、体制、政策などの現状と課題を学修する。また、プライマ
リケア、地域包括ケアシステムなど、地域医療に必要な概念や必要性、かかりつけ医の役割やかかり
つけ医による医療の実際などについて学修する。

（23　山村修/3回）
日本の保険医療の発展過程や近年の問題となっている地域医療の崩壊について学び、地域医療におけ
る課題に対する実際の取り組みについて、現地を見学し、学修する。

（7　酒井明子/1回）
災害時における地域医療の現状と課題について学修する。

（13　北野華奈恵/1回）
福井県の強みを活かした地域看護活動の実際について学修する。

オムニバス
方式

共
通
科
目

共
通
科
目
B

デザイン思考

ヘルステック実践
論

異文化コミュニ
ケーション

地域医療ケア・マ
ネジメント
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主要授業科目 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要
（医学系研究科看護学専攻博士後期課程）

科目 授業科目の名称
人間の発達を生涯発達の視点からとらえ、人間の胎児期から老年期までの各段階の発達、心理的な特
徴を理解する。また看護の対象となる方々が抱え問題・課題に対して多様な視点からアプローチする
ため、諸理論を深く探究し、その相互の関係性や相違を理解し、実践への応用の基盤を習得する。

＜オムニバス方式・共同（一部）/全8回＞
（10　川口めぐみ/1回）
生涯発達と健康問題について学修する。

（24　岸俊行/4回）
人の発達と発達の理論と、発達における環境・文化的背景の重要性について理解を深め、こころの測
定と様々な心理支援方法（精神力動アプローチ、認知行動アプローチ、人間性アプローチ、ナラティ
ブアプローチ）について学修する。

（14　平井孝治/1回）
発達障害をもつ人とその家族への看護支援について学修する。

（16　梅田尚子/1回）
疾患をもつこどもとその親への看護支援について学修する。

（10　川口めぐみ・14　平井孝治・16　梅田尚子・25　岸俊行/1回）（共同）
生涯発達の観点から人間を捉えるために課題を設定し、プレゼンテーションとディスカッションを通
して理解を深める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

健康寿命の延伸には、生活の困難性の緩和や国民が自律的に暮らすせるケア社会の実現が課題となっ
ており、またグローバルで多様化する社会におけるケア社会実現には、ケアの中核を担う看護学が新
たな分野を築くことが不可欠であることから、データやICT・ロボット・AI 等を利活用した異分野融
合型のイノベーティブな看護学研究を推進する必要がある。本講義では、学際的・異分野融合的研究
領域の進展に伴い，学際的な視野を持つ優れた研究者を養成するために自己にとっての異分野とは何
かを最新の学問の進展を俯瞰的に理解し，学際的・横串的な視野の重要性を体感する。次に、共通科
目で得た工学的技術の基礎的知識や方法論を基に、看護理論・技術と異分野を融合した看護技術・ケ
アシステムの開発や社会実装への方策、そしてそれらを学際的に発展、体系化させる方法を探求し、
理解する。

＜オムニバス方式・共同（一部）/全15回＞
（4　四谷淳子/2回）
看護科学の歴史と異分野融合の意義、異分野融合による将来像や可能性について学修し、「新しい看
護の創生」について理解を深める。

（3　佐藤大介/1回）
看護におけるデータやICT等の技術革新の積極的な導入、費用対効果の高い形での活用について学修
する。

（4　四谷淳子・3　佐藤大介・10　川口めぐみ・11　嶋雅代/12回）（共同）
看護学以外の学問分野との融合により生み出された看護現象のメカニズム解明やその知見に基づく機
器・システム開発の実際について学修し、異分野融合による看護実践や教育への応用、健康課題解決
の可能性についてプレゼンテーションを通して理解を深める。また、関心のある看護分野における国
内外の異分野融合研究についてクリティークし、プレゼンテーションを通して学修する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

専門
科目

次世代ヘルスケア
創生看護学特論

次世代ヘルスケア
創生看護学演習

広い視野を持って対象の健康の維持・増進およびＱＯＬを向上させるために、事象の関係性や関連要
因の分析、環境との関係性など共通科目および次世代ヘルスケア創生看護学特論で獲得した異分野融
合の知識や技術を活用し、専門分野における看護実践を発展させるケア開発及びシステム構築につい
て教授する。本演習では、コア概念として、人と看護のあり方を環境や社会的側面、ライフサイク
ル、個別および集団へのアプローチに関して、最新のエビデンスから探求し、多角的に分析および統
合発展させる考え方、方法を教授し、研究遂行力を養う。さらに地域の健康課題やグローバル化を視
点に新しい保健・医療・福祉のヘルスケアシステムの創出につながる地域的・国際的課題解決のため
の研究力を養う。

（2 上原佳子）
慢性疾患患者や子育て中の親等へのタクティールマッサージの効果に関連する研究

（4 四谷淳子）
老年症候群の予測、予防に向けた老年看護学・看護理工学に関連する研究

（1 長谷川智子）
慢性疾患患者のライフサイエンスに関連する研究

（3 佐藤大介）
看護における生体情報及びＡＩ等のシステム利用に関連する研究

（5 藤田亮介）
数学・統計学に関連する研究

（6 横山修）
下部尿路機能障害、性機能障害に関連する研究

（7 酒井明子）
災害状況下におけるストレス反応への支援や回復に関連する研究

（8 宇隨弘泰）
虚血性心疾患等、循環器内科全般に関連する研究

（10　川口めぐみ）
精神疾患を持つ人やその家族への支援などの精神看護学に関連する研究

（11 嶋雅代）
生殖補助医療に起因する心身の健康状態の変化とその支援に関連する研究

生涯発達とこころ
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主要授業科目 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要
（医学系研究科看護学専攻博士後期課程）

科目 授業科目の名称

次世代ヘルスケア
創生看護学特別研
究

卓越した高度な看護実践、多角的な教育という観点から、実践の根拠となりうる研究成果を輩出する
ための研究指導を行い、ヘルスケア創生看護学についての論文指導を行う。

具体的には、以下のプロセスを通じて学生を指導する
1.研究課題の焦点化：学生が自分のデータやICT・ロボット・AI 等を利活用した異分野融合型のイノ
ベーティブな研究テーマを明確に定義し、現場のニーズや社会的課題に対応するための焦点を絞り込
む支援を行う。
2.研究方法論の決定：適切な研究方法論を選定するためのガイドラインを提供し、定量的・定性的な
アプローチを含む多様な方法を学生が理解・選択できるようサポートする。
3.研究計画書の作成：研究の全体像を描き、明確な目標と具体的なステップを含む計画書を作成する
過程での指導を行う。
4.介入プロトコールの構築：研究計画に基づいた具体的な介入プロトコールを策定し、その実行可能
性を検討する支援を行う。
5.データ収集・分析：実地でのデータ収集方法を学び、得られたデータを適切に分析するための技術
を習得する指導を行う。
6.論文作成、発表、評価：研究結果を論文としてまとめ、国際学会やシンポジウムでの発表を通じて
フィードバックを受け、最終的な評価を行うプロセスを支援する。

これらの一連の研究過程を通じ、異分野の叡智を結集させた上で、看護学研究の成果を産出・蓄積す
る意義を深く理解させる。また、研究者として自立して研究活動を行い、必要な研究能力と看護専門
職としての研究的態度を修得し、実践科学としての看護学の深奥を究めることができるように支援す
る。このようにして、学生が将来的にヘルスケアの分野でリーダーシップを発揮し、社会に貢献でき
る人材となることを目指す。

（4 四谷淳子）
老年症候群の予測、予防に向けた老年看護学・看護理工学に関連する研究

（1 長谷川智子）
慢性疾患患者のライフサイエンスに関連する研究

（2 上原佳子）
慢性疾患患者や子育て中の親等へのタクティールマッサージの効果に関連する研究

（3 佐藤大介）
看護における生体情報及びＡＩ等のシステム利用に関連する研究

（5 藤田亮介）
数学・統計学に関連する研究

（8 宇隨弘泰）
虚血性心疾患等、循環器内科全般に関連する研究

（9 波﨑由美子）
妊孕性温存支援など母性看護学に関連する研究

（6 横山修）
下部尿路機能障害、性機能障害に関連する研究

（7 酒井明子）
災害状況下におけるストレス反応への支援や回復に関連する研究

（10　川口めぐみ）
精神疾患を持つ人やその家族への支援などの精神看護学に関連する研究

（12 本田信治）
エピジェネティクス・微生物とウイルスに関連する研究

（13　北野華奈恵）
高齢者の睡眠とＱＯＬに関連する研究

（14 平井孝治）
神経発達症および家族支援に関わる精神看護学に関連する研究

（15青木未来）
高齢者の皮膚機能不全や皮膚評価に関連する研究

特別
研究
科目
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校地校舎等の図面 

（１）都道府県における位置関係 

 
 

（２）最寄り駅からの距離，交通機関及び所要時間 
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福井大学学則 

平成 16 年４月１日 

福大学則第１号 

目 次 

第１章 総則 

第１節 目的及び使命（第１条） 

第２節 組織（第２条－第 11 条） 

第３節 職員（第 12 条－第 12 条の２） 

第４節 組織の長（第 13 条－第 19 条の２） 

第５節 教授会等（第 20 条－第 21 条） 

第６節 自己評価及び教育研究の状況の公表等（第 22 条－第 23 条） 

第２章 学部通則 

第１節 学年，学期及び休業日（第 24 条－第 26 条） 

第２節 修業年限及び在学期間（第 27 条－第 29 条） 

第３節 入学（第 30 条－第 38 条） 

第４節 教育課程，履修方法，単位の授与等（第 39 条－第 52 条の２） 

第５節 卒業及び学位の授与等（第 53 条－第 56 条） 

第６節 休学，留学，転学，転部，退学及び除籍（第 57 条－第 62 条） 

第７節 賞罰（第 63 条－第 64 条） 

第８節 検定料，入学料，授業料及び寄宿料（第 65 条－第 73 条） 

第９節 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び特別の課程（第 74 条－第 77 条） 

第１０節 外国人留学生（第 78 条） 

附 則 

第１章 総則 

第１節 目的及び使命 

（目的及び使命） 

第１条 福井大学（以下「本学」という。）は，学術と文化の拠点として，高い倫理観のもと，人々が健や

かに暮らせるための科学と技術に関する世界的水準での教育・研究を推進し，地域，国及び国際社会に

貢献し得る人材の育成と，独創的でかつ地域の特色に鑑みた教育科学研究，先端科学技術研究及び医学

研究を行い，専門医療を実践することを目的とする。 

第２節 組織 

（学部，学科及び課程） 

第２条 本学に，次の学部，学科及び課程を置く。 

教育学部 学校教育課程 

医学部 医学科 

    看護学科 

工学部 機械・システム工学科 

    電気電子情報工学科 
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    建築・都市環境工学科 

    物質・生命化学科 

    応用物理学科 

国際地域学部 国際地域学科 

２ 前項の各学部に置く学科及び課程の入学定員，編入学定員及び収容定員は，別表１のとおりとする。 

３ 各学部，学科又は課程ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は，学長が別に定め

る。 

４ 学長は，前項により目的を定めるに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

５ 学部に関し必要な事項は，別に定める。 

（共通教育部） 

第２条の２ 本学に，共通教育部を置く。 

２ 共通教育部に関し必要な事項は，別に定める。 

（総合教職開発本部）  

第２条の３ 本学に，総合教職開発本部を置く。 

２ 総合教職開発本部に関し必要な事項は，別に定める。 

（社会共創教育部）  

第２条の４ 本学に，社会共創教育部を置く。 

２ 社会共創教育部に関し必要な事項は，別に定める。 

（大学院） 

第３条 本学に，大学院を置き，次の研究科を置く。 

福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科 

医学系研究科 

工学研究科 

国際地域マネジメント研究科 

２ 福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科は，本学を基幹大学とし，岐阜聖徳学

園大学及び富山国際大学を参加大学として組織する。 

３ この学則に定めるもののほか，大学院に関し必要な事項は，大学院学則に定める。 

（学術研究院） 

第４条 本学に，教員組織として学術研究院を置き，次の部門等を置く。 

教育・人文社会系部門 

医学系部門 

工学系部門 

先進部門 

基盤部門  

先端研究推進特区 

２ 学術研究院に関し必要な事項は，別に定める。 

（教育学部附属学園及び附属学校）  

第５条 本学の教育学部に，附属学園を置き，附属学園に，次の附属学校を置く。 

附属幼稚園 

附属義務教育学校 
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附属特別支援学校 

２ 附属特別支援学校においては，学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号，以下「学校教育法」という。）第

72 条に規定する知的障害者に対する教育を行う。 

３ 附属学園及び附属学校に関し必要な事項は，別に定める。 

（医学部附属病院）  

第５条の２ 本学の医学部に，附属病院を置く。 

２ 附属病院に関し必要な事項は，別に定める。 

（学部及び研究科附属教育研究施設等） 

第６条 本学に，学部及び研究科に附属する教育研究施設等として，次の施設を置き，これらを総称して附

属教育研究施設等という。 

教育学部   総合自然教育センター 

医学部    附属教育支援センター 

       附属先進イメージングセンター 

工学部    附属超低温物性実験施設 

       先端科学技術育成センター 

医学系研究科 附属地域医療高度化教育研究センター 

２ 附属教育研究施設等に関し必要な事項は，別に定める。 

（工学部技術部）  

第６条の２ 本学工学部に，技術に関する専門的業務を処理するため，技術部を置く。 

２ 技術部に関し必要な事項は，別に定める。 

（附属図書館） 

第７条 本学に，附属図書館を置く。 

２ 附属図書館に関し必要な事項は，別に定める。 

（産学官連携本部） 

第７条の２ 本学に，産学官連携活動を行う拠点として，産学官連携本部を置く。 

２ 産学官連携本部に関し必要な事項は，別に定める。 

（先進教育研究系施設）  

第８条 本学に，先進教育研究等を行う拠点として，次の施設を置き，これらを総称して先進教育研究系施

設という。 

附属国際原子力工学研究所 

高エネルギー医学研究センター 

遠赤外領域開発研究センター 

子どものこころの発達研究センター 

 繊維・マテリアル研究センター  

（学内共同教育研究施設） 

第８条の２ 本学に，教職員が共同して教育若しくは研究を行い，又は教育若しくは研究のため共用する施

設及びその他の全学的業務を行う施設として，次の施設を置き，これらを総称して学内共同教育研究施

設という。 

テニュアトラック推進本部 

地域創生推進本部 
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リカレント教育推進本部 

カーボンニュートラル推進本部 

グローバル・エンゲージメント推進本部 

ライフサイエンス支援センター 

ライフサイエンスイノベーションセンター 

地域環境研究教育センター 

アドミッションセンター 

高等教育推進センター 

キャリアセンター 

災害ボランティア活動支援センター 

総合情報基盤センター 

データ科学・AI 教育研究センター 

ダイバーシティ推進センター 

（学内共同教育研究施設等） 

第８条の３ 前２条に規定する組織を総称して学内共同教育研究施設等という。 

２ 学内共同教育研究施設等に関し必要な事項は，別に定める。 

（機構） 

第８条の４ 本学に，関係する組織と有機的に連携して本学の特に重要な業務を行う組織として，次の機構

を置く。 

全学教育改革推進機構 

原子力医工統合研究推進機構 

ライフサイエンスイノベーション推進機構 

子どものこころの発達教育研究推進機構 

社会共創機構 

２ 機構に関し必要な事項は，別に定める。 

（保健管理センター） 

第９条 本学に，保健管理センターを置く。 

２ 保健管理センターに関し必要な事項は，別に定める。 

（厚生補導施設） 

第１０条 本学に，福利厚生施設及び課外活動施設等（以下「厚生補導施設」という。）を置く。 

２ 厚生補導施設に関し必要な事項は，別に定める。 

（事務組織） 

第１１条 本学に，事務局その他事務組織を置く。 

２ 事務組織に関し必要な事項は，別に定める。 

第３節 職員 

（職員） 

第１２条 本学に，次の職員を置き，国立大学法人福井大学の役員及び職員をもって充てる。 

学長，副学長，教授，准教授，講師，助教，助手，副校長，副園長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教

諭，栄養教諭，ＵＲＡ職員，事務職員，技術職員及びその他の職員 

（組織的な研修等）  
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第１２条の２ 本学は，教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため，職員に必要な知識及び技能を

習得させ，並びにその能力及び資質を向上させるための研修（次項に規定する研修に該当するものを除

く。）の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。 

２ 本学は，学生に対する教育の充実を図るため，授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び

研究を実施するものとする。 

３ 本学は，第 44 条の２第３項の規定により授業科目を補助又は授業の一部を分担する者（教員を除

く。）に対し，必要な研修を行うものとする。 

第４節 組織の長 

（学長） 

第１３条 学長は，校務をつかさどり，所属職員を統督する。 

（副学長） 

第１４条 副学長は，学長を助け，命を受けて校務をつかさどる。 

２ 副学長に関し必要な事項は，別に定める。 

（学部長及び研究科長） 

第１５条 各学部に学部長を，各研究科に研究科長を置く。 

２ 学部長は，当該学部の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

３ 研究科長は，当該研究科の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（共通教育部長）  

第１５条の２ 共通教育部に共通教育部長を置く。 

２ 共通教育部長は，共通教育部の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（総合教職開発本部長） 

第１５条の３ 総合教職開発本部に総合教職開発本部長を置く。 

２ 総合教職開発本部長は，総合教職開発本部の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（社会共創教育部長） 

第１５条の４ 社会共創教育部に社会共創教育部長を置く。 

２ 社会共創教育部長は，社会共創教育部の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（部門長） 

第１５条の５ 学術研究院の各部門に部門長を置く。 

２ 部門長は，当該部門の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（教育学部附属学園長及び附属学校長） 

第１６条 教育学部附属学園に学園長を，附属学校に校長（幼稚園にあっては園長）を置く。 

２ 学園長は，附属学園の校務を総括整理する。 

３ 校長（幼稚園にあっては園長）は，当該附属学校の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（医学部附属病院長） 

第１６条の２ 医学部附属病院に病院長を置く。 

２ 病院長は，附属病院の管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（附属教育研究施設等の長） 

第１７条 附属教育研究施設等にそれぞれ長を置く。 

２ 附属教育研究施設等の長は，命を受けて当該施設の管理運営をつかさどる。 

（工学部技術部長） 
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第１７条の２ 工学部技術部に技術部長を置く。 

２ 技術部長は，命を受けて技術部の管理運営をつかさどる。 

（附属図書館長） 

第１８条 附属図書館に館長を置く。 

２ 館長は，附属図書館の管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（産学官連携本部長） 

第１８条の２ 産学官連携本部に産学官連携本部長を置く。 

２ 産学官連携本部長は，産学官連携本部の管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（学内共同教育研究施設等の長） 

第１８条の３ 学内共同教育研究施設等にそれぞれ施設長を置く。 

２ 施設長は，当該施設の管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（機構長及び本部長） 

第１８条の４ 各機構に機構長を，各本部に本部長を置く。 

２ 機構長は，当該機構の業務を総括整理する。 

３ 本部長は，当該本部の管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（保健管理センター所長） 

第１９条 保健管理センターに所長を置く。 

２ 所長は，保健管理センターの管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（組織の長の任命等） 

第１９条の２ 第 15 条から前条までに規定する組織の長の任命等に関し必要な事項は，別に定める。 

第５節 教授会等 

（教授会） 

第２０条 本学に，学校教育法第 93 条第１項の規定により教授会を置く。 

２ 教授会に関し必要な事項は，別に定める。 

（委員会等） 

第２１条 本学に，特定の事項を審議するため，委員会等を置く。 

２ 委員会等に関し必要な事項は，別に定める。 

第６節 自己評価及び教育研究の状況の公表等 

（質保証） 

第２２条 本学は，その教育研究水準の向上を図り，本学の目的及び社会的使命を達成するため，本学にお

ける教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表するものとする。 

２ 前項の点検及び評価の結果について，本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。 

３ 第１項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ，教育研究活動等について不断の見直しを

行うものとする。 

４ 前３項の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

（教育研究の状況等の公表） 

第２３条 本学は，教育研究並びに組織及び運営の状況を積極的に公表するものとする。 

第２章 学部通則 

第１節 学年，学期及び休業日 

（学年） 

－ 学則 － 6 － 



第２４条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月 31 日に終わる。 

（学期） 

第２５条 学年を，次の２期に分ける。 

前期 ４月１日から９月 30 日まで 

後期 10 月１日から翌年３月 31 日まで 

２ 前項に規定する各学期を前半及び後半に分けることができるものとする。 

（休業日） 

第２６条 休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

(3) 春季休業 

(4) 夏季休業 

(5) 冬季休業 

２ 必要がある場合は，学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。 

３ 臨時休業日は，その都度学長が定める。 

第２節 修業年限及び在学期間 

（修業年限） 

第２７条 学部の修業年限は，４年とする。ただし，医学部医学科にあっては，６年とする。 

２ 再入学，転入学及び編入学の場合は，入学以前における大学又は大学に相当する課程の在学年数以下の

期間を，前項の修業年限から控除することができる。 

（修業年限の通算） 

第２８条 第 75 条の科目等履修生又は第 77 条の特別の課程履修生として本学において一定の単位を修得し

た者が本学に入学する場合において，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認めら

れるときは，別に定めるところにより，修得した単位数その他の事項を勘案して本学が定める期間を修

業年限に通算することができる。ただし，その期間は，修業年限の２分の１を超えてはならない。 

（在学期間） 

第２９条 在学期間は，修業年限の２倍の年数を超えることはできない。ただし，医学部医学科にあって

は，11 年を超えることができない。 

２ 第 35 条の規定により編入学した者の在学期間は，編入学後の在学すべき年数の２倍の年数を超えるこ

とはできない。ただし，同条第２項の規定により編入学した者の在学期間は，９年を超えることができ

ない。 

３ 第 52 条に規定する長期にわたる教育課程の履修を認められた者の在学期間については，別に定める。 

４ 学部において必要と認めるときは，進級等の基準を設け，同一年次等に在学できる期間を別に定めるこ

とができる。 

第３節 入学 

（入学の時期） 

第３０条 入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

（入学資格） 

第３１条 本学に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 
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(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校

教育を修了した者を含む。） 

(3) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定

したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程

を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試験

に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和 26 年文部省令第

13 号）に合格した者を含む。） 

(8) 学校教育法第 90 条第２項の規定により大学に入学した者であって，当該者をその後に入学させる本

学において，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者で，18 歳に達したもの 

（入学志願手続） 

第３２条 入学志願者は，所定の手続により願い出なければならない。 

（入学者選抜） 

第３３条 入学志願者については，別に定めるところにより選考を行い，学長が合格者を決定する。 

２ 入学者の選抜は，学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）（以下「施行規則」という。）第

165 条の２第１項第３号の規定により定める方針に基づき，公正かつ妥当な方法により，適正な体制を整

えて行うものとする。 

３ 学長は，第１項の決定を行うに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（入学手続及び入学許可） 

第３４条 合格者は，指定の期日までに入学の手続をしなければならない。 

２ 学長は，前項の入学手続を完了した者（入学料の免除申請又は徴収猶予を申請し，受理された者を含

む。）に入学を許可する。 

（編入学） 

第３５条 本学の学部に編入学を志願する者がある場合は，選考の上，学長はその学部に入学を許可するこ

とがある。 

２ 前項に定めるもののほか，別表１に定める編入学定員により医学部医学科の第２年次に編入学すること

のできる者は，次の各号の一に該当する者とし，別に定めるところにより選考を行い，学長が入学を許

可する。 

(1) 修業年限４年以上の大学を卒業した者（医学部医学科を卒業した者又は在籍中の者は除く。） 

(2) 大学院の修士課程又は博士課程を修了した者（医学部医学科を卒業した者又は在籍中の者は除

く。） 

(3) 学校教育法第 104 条の規定により学士の学位を授与された者 

(4) 外国において，学校教育における 16 年の課程を修了した者 
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(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了することにより，学士の

学位に相当する学位を授与された者 

３ 第１項に定めるもののほか，別表１に定める編入学定員により工学部の第３年次に編入学することので

きる者は，次の各号の一に該当する者とし，別に定めるところにより選考を行い，学長が入学を許可す

る。 

(1) 大学において２年以上の課程を修了した者（当該者が学校教育法第 90 条第２項の規定により大学に

入学した者である場合は，当該者をその後に編入学させる本学において，大学における２年の課程を

修了した者と同等以上の学力があると認めたもの） 

(2) 短期大学を卒業した者 

(3) 高等専門学校を卒業した者 

(4) 専修学校の専門課程のうち，文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者（学校教育法第

90 条に規定する者に限る。） 

(5) 外国において，学校教育における 14 年の課程を修了した者 

(6) 施行規則附則第７条に該当する者のうち，大学の２年の課程を修了した者と同等以上の学力がある

と本学において認めた者 

(7) 学校教育法第 58 条の２に規定する者 

４ 学長は，第１項から第３項により入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（再入学） 

第３６条 本学を退学した者で，同じ学部に再入学を志願する者があるときは，別に定めるところにより選

考の上，学長は相当年次に再入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項により再入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（転入学） 

第３７条 他の大学に在学中の者で，本学に転入学を志願する者があるときは，別に定めるところにより選

考の上，学長は相当年次に転入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項により転入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（単位認定） 

第３８条 編入学，再入学及び転入学により入学を許可された者の既修得単位の認定は，当該学部において

行う。 

第４節 教育課程，履修方法，単位の授与等 

（教育課程の編成方針） 

第３９条 各学部に，施行規則第 165 条の２第１項第１号及び第２号の規定により定める方針に基づき，本

学，学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し，体系的に教育

課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては，学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに，幅広く深い教養及

び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。 

３ 教育課程は，各授業科目を必修科目及び選択科目に分けるものとする。ただし，必要に応じて，自由科

目を加えることができるものとする。 
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４ 授業科目は，共通教育に関する科目及び専門教育に関する科目に区分し，これを各年次に配当して編成

するものとする。 

第４０条 削除  

（履修方法）  

第４１条 各学部の学生は，所定の教育課程に従って授業科目を履修しなければならない。 

２ 教育課程の授業科目，単位等（医学部医学科にあっては，授業時間数を含む。以下同じ。）及び履修方

法は，別に定めるところによる。 

（１年間の授業期間） 

第４２条 １年間の授業を行う期間は，35 週にわたることを原則とする。 

（各授業科目の授業期間） 

第４３条 各授業科目の授業は，十分な教育効果を上げることができるよう，８週，15 週その他の本学が

定める適切な期間を単位として行うものとする。 

（授業の方法） 

第４４条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うも

のとする。 

２ 文部科学大臣が別に定めるところにより，前項の授業を，多様なメディアを高度に利用して，当該授業

を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業を，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディアを高度に

利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。 

（授業科目の担当） 

第４４条の２ 各教育課程上主要と認める授業科目（以下「主要授業科目」という。）については原則とし

て大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28 号。）第８条第１項に規定する基幹教員に，主要授業科目以

外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。 

２ 演習，実験，実習又は実技を伴う授業科目については，なるべく助手に補助させるものとする。 

３ 各授業科目について，当該授業科目を担当する教員以外の教員，学生その他の本学が定める者（以下

「指導補助者」という。）に補助させることができ，また，十分な教育効果を上げることができると認

められる場合は，当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき，指導補助者に授業の一部を分担さ

せることができる。 

 （単位） 

第４４条の３ 各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構

成することを標準とし，第 44 条第１項に規定する授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業

時間外に必要な学修等を考慮して，おおむね 15 時間から 45 時間までの範囲で別に定める時間の授業

をもって１単位とするものとする。ただし，芸術等の分野における個人指導による実技の授業につい

ては，別に定める時間の授業をもって１単位とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成果を評価して単位を与

えることが適切と認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮して，単位数を定めることができ

る。 

（単位の授与） 

第４５条 一の授業科目を履修し，試験その他の適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるもの

とする。 
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２ 授業科目の成績の評語については，別に定める。 

（成績評価基準等） 

第４６条 各学部は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらかじめ明示する

ものとする。 

２ 各学部は，学修の成果に係る評価については，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基

準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

（履修科目の登録の上限） 

第４７条 各学部は，学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学生が修

得すべき単位数について，学生が１年間又は１学期に履修科目として登録することができる単位数の上

限を定めるように努めるものとする。 

２ 各学部は，別に定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，前項

に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

（他学部等の授業科目の履修等） 

第４８条 学生は，他の学部の授業科目を履修することができる。 

２ 学生は，卒業研究について，他の学部等の教員から指導を受けることができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は，別に定める。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第４９条 教育上有益と認めるときは，学生が本学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履

修した授業科目について修得した単位を，60 単位（医学部医学科にあってはこれに相当する授業時間と

する。以下第 50 条第２項及び第 51 条第３項において同じ。）を超えない範囲で本学における授業科目

の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は，学生が，第 58 条の規定により留学する場合，休学期間中に外国の大学又は短期大学に

おいて授業科目を履修する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国

において履修する場合について準用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第５０条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他

文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，本学の定めるところにより

単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は，前条第１項及び第２項により当該大学において修得したもの

とみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位数の認定） 

第５１条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業

科目について修得した単位（第 75 条（科目等履修生）及び第 77 条（特別の課程）の規定により修得し

た単位を含む。）を，本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこ

とができる。 

２ 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を，本学にお

ける授業科目の履修とみなし，本学の定めるところにより単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，転学等の場合

を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第 49 条第１項及び第２項並びに前条第１項

により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 
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（長期にわたる教育課程の履修） 

第５２条 大学の定めるところにより，学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定

の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，その計画的な

履修を認めることができる。 

（教育課程の編成及び関連事項の制定について） 

第５２条の２ 学長は，教育課程を編成するとともに，教育課程の実施について必要な事項を定める。 

２ 学長は，前項により教育課程を編成し及び教育課程の実施について必要な事項を定めるに当たり関係学

部の教授会の意見を聴くものとする。 

第５節 卒業及び学位の授与等 

（卒業） 

第５３条 別に定める所定の単位等を修得した者は，学長が卒業を認定する。ただし，各学部において必要

と認めるときは，卒業要件として修得すべき単位に加え，他の要件を課すことができるものとする。 

２ 学長は，前項の規定により卒業を認定するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 第１項の規定により卒業要件として修得すべき単位のうち，第 44 条第２項に定める授業の方法により

修得する単位数は，60 単位を超えないものとする。 

（早期卒業） 

第５４条 前条の規定にかかわらず，本学の学生（医学部医学科の学生を除く。）で３年以上在学し，卒業

の要件として修得すべき単位を優秀な成績をもって修得したと認める学生が，学校教育法第 89 条に規定

する卒業（以下「早期卒業」という。）を希望する場合は，学長は，卒業を認定することができる。 

２ 学長は，前項の規定により早期卒業を認定するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（卒業及び早期卒業の認定の基準） 

第５４条の２ 学長は，客観性及び厳格性を確保するため卒業及び早期卒業の認定の基準を定め公表するも

のとする。 

２ 学長は，前項の規定により基準を定めるに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（学位） 

第５５条 学長は，卒業を認定した者に対して，学士の学位を授与する。 

２ 学長は，前項の規定により学位を授与するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第５６条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147

号）及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）に定める所要の単位を修得しなければ

ならない。 

２ 本学の学部の課程及び学科において，当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，

別表２のとおりとする。 

第６節 休学，留学，転学，転部，退学及び除籍 

（休学） 

第５７条 疾病その他の事由により，引き続き２か月以上修学できない者は，所定の手続により，学長の許

可を得て休学することができる。ただし，疾病の場合には，医師の診断書を添えなければならない。 

２ 前項の休学は，１年（医学部医学科にあっては，２年）を超えることができない。ただし，特別の事情

がある場合は，１年を限度として休学期間の延長を許可することがある。 
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３ 疾病その他の事由により，修学することが適当でないと認められる者については，学長は休学を命ずる

ことができる。 

４ 休学期間内にその事由が消滅した場合は，学長に願い出て許可を受けて復学することができる。 

５ 休学期間は，通算して４年（医学部医学科にあっては，通算して３年）を超えることができない。 

６ 休学期間は，第 27 条に規定する修業年限及び第 29 条に規定する在学期間に算入しない。 

（留学） 

第５８条 外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は，学長の許可を受けて，留学することができ

る。 

２ 前項の規定により留学した期間は，第 27 条に規定する修業年限及び第 29 条に規定する在学期間に算入

する。 

（転学） 

第５９条 他の大学へ転学しようとする者は，学長に願い出て，その許可を受けなければならない。 

（転学部又は転学科） 

第６０条 転学部又は転学科を志願する者があるときは，別に定めるところにより選考の上，学長が許可す

ることがある。 

（願い出による退学） 

第６１条 退学しようとする者は，学長に願い出て，その許可を受けなければならない。 

（除籍） 

第６２条 次の各号のいずれかに該当する者は，学長が除籍する。 

(1) 第 29 条に規定する在学期間を超えた者 

(2) 第 57 条第５項に規定する休学期間を経過しても，なお修学できない者 

(3) 入学料の免除又は徴収猶予を不許可とされた者及び半額免除又は徴収猶予を許可された者で，納付

すべき入学料を指定の期日までに納付しない者 

(4) 授業料を期日までに納付せず，督促を受けても納付しない者 

(5) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者 

２ 長期欠席その他の理由により，成業の見込みがない者に対しては，学長が除籍する。 

３ 学長は，前項の規定により除籍するに当たり当該学部の教授会の意見を求めることができる。 

第７節 賞罰 

（表彰） 

第６３条 学生として表彰に価する行為があった者は，学部長の推薦により，学長が表彰することがある。 

２ 学長は，前項の規定により表彰を行うに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（懲戒） 

第６４条 本学の規則に違反し，又は学生としての本分に反する行為がある者は，学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は，退学，停学及び訓告とする。 

３ 退学は，次の各号のいずれかに該当する場合に行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 正当な理由がなく出席常でない者 

(3) 本学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者 

４ 停学の期間は，第 27 条に規定する修業年限及び第 29 条に規定する在学期間に算入する。ただし，停学

の期間が１か月を超えるときは，修業年限に算入しないものとする。 
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５ 学長は，第１項の規定により懲戒を行うに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

６ 前項までに定めるもののほか，懲戒に関し必要な事項は，別に定める。 

第８節 検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

（検定料，入学料，授業料及び寄宿料） 

第６５条 検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額は，国立大学法人福井大学における授業料その他の費用

に関する規程（平成 16 年福大規程第 26 号）の定めるところによる。 

（授業料の徴収） 

第６６条 授業料は，次の２期に分けて年額の２分の１に相当する額を徴収する。ただし，学生の申出があ

ったときは，前期に係る授業料を徴収するときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収すること

ができる。 

前期（４月１日から９月 30 日まで） 徴収期 ４月１日から５月 31 日まで 

後期（10 月１日から翌年の３月 31 日まで） 徴収期 10 月１日から 11 月 30 日まで 

２ 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，前項の規定にかかわらず，入学を許可され

る者の申出があったときは，入学を許可するときに徴収することができる。 

（休学の場合における授業料） 

第６７条 休学を許可され又は命ぜられた者の休学中の授業料に関し必要な事項は，別に定める。 

（復学の場合における授業料） 

第６８条 休学中の者が，前期又は後期の中途において復学した場合の授業料の額は，月割計算により復学

当月から次の徴収期の前月までの授業料を復学した月に納付しなければならない。 

（学年の中途で卒業する場合の授業料） 

第６９条 学年の中途で卒業する見込みの者は，卒業する見込みの月までの授業料を納付するものとする。 

２ 前項の期間を超えて在学する必要が生じたときは，その期間に相当する授業料を，その当初の月に納付

しなければならない。 

（退学等の場合における授業料） 

第７０条 退学，転学，停学及び除籍の場合には，その期の授業料は納付しなければならない。ただし，第

62 条第４号及び第５号による除籍の場合はこの限りでない。 

（寄宿料の徴収） 

第７１条 寄宿料は，次により徴収する。ただし，学生の申出があったときは，当該年度の総額の範囲内で

徴収する。 

(1) 当月分をその月の末日まで 

(2) 休業期間中の分は休業開始の前日まで 

（検定料，入学料，授業料及び寄宿料の免除及び徴収猶予） 

第７２条 特別な理由のあるものに対しては，本人の申請によって検定料，入学料，授業料及び寄宿料の全

部若しくは一部を免除し，又は授業料の徴収猶予（月割分納を含む。）若しくは入学料の徴収猶予を許

可することがある。 

２ 検定料，入学料，授業料及び寄宿料の免除並びに授業料若しくは入学料の徴収猶予に関し必要な事項

は，別に定める。 

（納付した授業料等） 

第７３条 納付した検定料，入学料，授業料及び寄宿料は，次の各号のいずれかに該当する場合を除き，返

還しない。 
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(1) 入学志願者に対して，出願書類等による選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）を行い，その

合格者に限り，学力検査その他による選抜（以下「第２段階目の選抜」という。）を行う場合の検定

料については，第１段階目の選抜で不合格となった者の申出があった場合には，第２段階目の選抜に

係る検定料相当額を返還することができる。 

(2) 入学者選抜の出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが

判明した者に対しては，当該者の申出により，既に納付した検定料のうち前号に規定する第２段階目

の選抜に係る検定料相当額を返還することができる。 

(3) 前期分授業料の徴収の際，後期分授業料を併せて納付した者が，後期分授業料の徴収期前に休学又

は退学した場合には，納付した者の申出により後期分授業料を返還することができる。 

(4) 入学を許可するときに授業料を納付した者が，入学年度前に入学を辞退した場合には，納付した者

の申出により当該授業料を返還することができる。 

(5) 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）に基づく授業料等減免対象者につ

いては，納付した者の申出により当該入学料及び授業料の全部又は一部を返還することができる。 

(6) その他学長が必要と認める場合。 

第９節 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び特別の課程 

（研究生） 

第７４条 本学において，特定の事項について研究を希望する者があるときは，学長が研究生として入学を

許可することがある。 

２ 学長は，前項の規定により入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

（科目等履修生） 

第７５条 本学において，本学の学生以外の者で，一又は複数の授業科目について履修を志願する者がある

ときは，学長が科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項の規定により入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 科目等履修生に対する単位の授与については，第 45 条の規定を準用する。 

４ 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第７６条 他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）並びに高等専門学校（以下「他の大

学等」という。）の学生で，本学の授業科目を履修しようとする者があるときは，当該他の大学等との

協議に基づき，学長が特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項の規定により入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 特別聴講学生に対する単位の授与については，第 45 条の規定を準用する。 

４ 特別聴講学生に関し必要な事項は，別に定める。 

（特別の課程） 

第７７条 学長は，文部科学大臣の定めるところにより，本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編

成することができる。 

２ 学長は，特別の課程の履修を志願する者があるときは，当該特別の課程に係る開設学部の教授会の意見

を聴いて，特別の課程履修生として履修を許可する。  

３ 学長は，特別の課程を修了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。  

４ 特別の課程履修生に対する単位の授与については，第 45 条の規定を準用する。 
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５ 前項までに定めるもののほか，特別の課程に関し必要な事項は，別に定める。 

第１０節 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第７８条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志願する者があるとき

は，選考の上，外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 前項の外国人留学生に対しては，第 39 条に定めるもののほか，日本語科目及び日本事情に関する科目

を置くことができる。 

３ 外国人留学生に関し必要な事項は，別に定める。 

  

附 則 

１ この学則は，平成 16 年４月１日から施行する。 

２ 国立学校設置法（昭和 24 年法律第 150 号）の廃止に伴い本学に在学することとなった学生（平成 16 年

４月１日入学者を除く。）は，当該学生が在学していた福井大学又は福井医科大学を卒業するために必

要であった教育課程の履修を本学において行うものとし，本学はそのために必要な教育を行うものとす

る。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は，別に定める。 

３ 国立学校設置法（昭和 24 年法律第 150 号）の廃止に伴い本学に在学することとなった学生（平成 16 年

４月１日入学者）は，この学則により入学したものとする。 

４ この学則第２条第２項の別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の収容定員は，同条同項の規定にか

かわらず，平成 16 年度から平成 18 年度までは，次のとおりとする。 

  

学 部 課 程・学 科 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

工学部 機械工学科 

電気・電子工学科 

情報・メディア工学科 

建築建設工学科 

材料開発工学科 

生物応用化学科 

物理工学科 

  319 

  278 

  289 

  289 

  309 

  269 

  212 

  314 

  272 

  284 

  284 

  304 

  264 

  208 

  312 

  269 

  282 

  282 

  302 

  262 

  206 

 計 2,225 2,190 2,175 

合    計 3,720 3,685 3,670 

  

附 則（平成 18 年３月 30 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 18 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 18 年７月５日福大学則第３号） 

この学則は，平成 18 年７月５日から施行し，改正後の福井大学学則の規定は，平成 18 年４月１日から

適用する。 

附 則（平成 18 年 12 月６日福大学則第５号） 

１ この学則は，平成 19 年４月１日から施行する。 
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２ この学則の施行日の前日に教務職員として在職している者が，施行日以後も引き続き教務職員として在

職する場合は，この学則による改正後の福井大学学則第 12 条の規定にかかわらず，教務職員を置くこと

ができる。 

附 則（平成 19 年１月 10 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 19 年１月 10 日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 22 日福大学則第２号） 

この学則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年４月 18 日福大学則第４号） 

この学則は，平成 19 年４月４日から施行し，改正後の福井大学学則の規定は，平成 19 年４月１日から

適用する。 

附 則（平成 19 年 10 月 17 日福大学則第５号） 

この学則は，平成 19 年 11 月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年３月 19 日福大学則第１号） 

１ この学則は，平成 20 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則（以下「新学則」という。）第６条，第 35 条第２項第３号，同条第４項及び第

54 条の規定は，平成 19 年 12 月 26 日から適用する。 

３ 平成 20 年３月 31 日における教育地域科学部地域文化課程及び地域社会課程は，新学則第２条第１項及

び別表１の規定にかかわらず，平成 20 年３月 31 日に当該課程に在学する者及び平成 20 年４月１日以降

に当該課程に転入学，編入学又は再入学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間，存続するものと

する。 

４ 新学則別表１中，次に掲げる課程の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 20 年度から平成 22 年

度までは，次のとおりとする。 

  

学  部 課  程 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

教育地域科学部 地域文化課程 

地域社会課程 

地域科学課程 

90 

90 

60 

60 

60 

120 

30 

30 

180 

  

附 則（平成 20 年 10 月 21 日福大学則第３号） 

この学則は，平成 20 年 11 月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年２月４日福大学則第１号） 

１ この学則は，平成 21 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は，同表の規

定にかかわらず，平成 21 年度から平成 34 年度までは，次のとおりとする。 

  

学  部 学  科 定員の区分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

医学部 医学科 入学定員  105  105  105 

収容定員  605  615  625 

計 入学定員  165  165  165 
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収容定員  865  875  885 

合  計 
入学定員  850  850  850 

収容定員 3,665 3,675 3,685 

  

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 105  105  105  105  105  105 

 635  645  655  655  655  655 

 165  165  165  165  165  165 

 895  905  915  915  915  915 

 850  850  850  850  850  850 

3,695 3,705 3,715 3,715 3,715 3,715 

  

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

  100   100   100   100   100 

  650   645   640   635   630 

  160   160   160   160   160 

  910   905   900   895   890 

  845   845   845   845   845 

3,710 3,705 3,700 3,695 3,690 

注 平成 30 年度からの定員減は，緊急医師確保対策に基づく増員措置の終了による。 

  

附 則（平成 21 年２月 17 日福大学則第２号） 

この学則は，平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年３月 17 日福大学則第３号） 

この学則は，平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年１月６日福大学則第１号） 

１ この学則は，平成 22 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は，同表の規

定にかかわらず，平成 22 年度から平成 36 年度までは，次のとおりとする。 

  

学  部 学  科 定員の区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

医学部 医学科 入学定員  110  110  110 

収容定員  620  635  650 

計 入学定員  170  170  170 

収容定員  880  895  910 
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合  計 
入学定員  855  855  855 

収容定員 3,680 3,695 3,710 

  

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

 110  110  110  110  110  105 

 665  680  685  685  685  680 

 170  170  170  170  170  165 

 925  940  945  945  945  940 

 855  855  855  855  855  850 

3,725 3,740 3,745 3,745 3,745 3,740 

  

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 

 105  100  100  100  100  100 

 675  665  655  645  635  630 

 165  160  160  160  160  160 

 935  925  915  905  895  890 

 850  845  845  845  845  845 

3,735 3,725 3,715 3,705 3,695 3,690 

注 平成 30 年度からの定員減は，緊急医師確保対策に基づく増員措置の終了，平成 32 年度からの定

員減は，医師等人材確保対策に基づく増員措置の終了によるものである。 

  

附 則（平成 22 年３月 16 日福大学則第２号） 

この学則は，平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 23 年３月９日福大学則第１号） 

この学則は，平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年２月 15 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年９月 19 日福大学則第３号） 

この学則は，平成 24 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年 10 月３日福大学則第４号） 

この学則は，平成 24 年 10 月３日から施行する。 

附 則（平成 25 年２月 20 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年５月８日福大学則第３号） 

この学則は，平成 25 年５月８日から施行する。 

附 則（平成 26 年 10 月 15 日福大学則第１号） 

１ この学則は，平成 27 年４月１日から施行する。 
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２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学部，学科の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成

27 年度から平成 36 年度までは，次のとおりとする。 

  

学部 学科・課程 定員の区分 平成 27 年度 

医学部 看護学科 収容定員   250 

計 収容定員   935 

工学部 機械工学科 

収容定員 

  314 

電気・電子工学科   270 

知能システム工学科   262 

計 収容定員 2,170 

  

学 部 学科・課程 定員の区分 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

医学部 計 収容定員 925 925 920 

  

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 

915 905 895 885 875 870 

  

附 則（平成 27 年２月 23 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年３月 18 日福大学則第３号） 

この学則は，平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 15 日福大学則第１号） 

１ この学則は，平成 28 年４月１日から施行する。 

２ 平成 28 年３月 31 日における教育地域科学部各課程及び工学部各学科（以下この項において「旧学部

等」という。）は，改正後の福井大学学則（以下「新学則」という。）第２条第１項及び別表１の規定

にかかわらず，平成 28 年３月 31 日に旧学部等に在学する者及び平成 28 年４月１日以降に旧学部等に転

入学，編入学又は再入学する者が旧学部等に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

３ 新学則別表１中，次に掲げる学部及び課程・学科の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 28 年

度から平成 30 年度までは，次のとおりとする。 

  

学  部 課程・学科 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

教育地域科学部 学校教育課程 300 200 100 

地域科学課程 180 120 60 

計 480 320 160 

教育学部 学校教育課程 100 200 300 

計 100 200 300 
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工学部 機械工学科 243 168 84 

電気・電子工学科 210 146 73 

情報・メディア工学科 215 150 75 

建築建設工学科 215 150 75 

材料開発工学科 225 150 75 

生物応用化学科 195 130 65 

物理工学科 153 102 51 

知能システム工学科 199 134 67 

機械・システム工学 155 310 475 

電気電子情報工学科 125 250 395 

建築・都市環境工学科 60 120 190 

物質・生命化学科 135 270 405 

応用物理学科 50 100 150 

計 2,180     2,180   2,180   

国際地域学部 国際地域学科 60 120 180 

計 60 120 180 

  

４ 平成 28 年３月 31 日における工学部（以下この項において「旧工学部」という。）に在学する者及び平

成 28 年４月１日以降に旧工学部に転入学，編入学又は再入学する者が取得できる教員の免許状は，新学

則別表２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

  

附 則（平成 29 年１月１日福大学則第１号） 

この学則は，平成 29 年１月１日から施行する。 

附 則（平成 29 年３月 13 日福大学則第３号） 

１ この学則は，平成 29 年４月１日から施行する。 

２ 平成 29 年３月 31 日以前の医学部医学科の編入学生に係る編入学の時期及び在学期間については，改正

後の福井大学学則（以下「新学則」という。）第 29 条第２項ただし書き，第 35 条第２項の規定にかか

わらず，なお従前の例による。 

３ 平成 29 年３月 31 日以前に入学した者及び当該者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者が取

得できる教員の免許状については，新学則別表２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（平成 29 年９月 20 日福大学則第５号） 

この学則は，平成 29 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年２月 21 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年３月１日福大学則第３号） 

１ この学則は，平成 30 年４月１日から施行する。 
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２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は，同表の規

定にかかわらず平成 30 年度から平成 36 年度までは，次のとおりとする。 

  

学  部 学  科 定員の区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

医学部 

医学科 
入学定員  110   110   100 

収容定員  685   685   675 

計 
入学定員  170   170   160 

収容定員  925   925   915 

合  計 
入学定員  855   855   845 

収容定員 3,745 3,745 3,735 

  

平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 

  100  100  100  100 

  665  655  645  635 

  160  160  160  160 

  905  895  885  875 

  845  845  845  845 

3,725 3,715 3,705 3,695 

 注 平成 32 年度からの定員減は，新成長戦略等に基づく増員措置の終了によるものである。 

  

附 則（平成 31 年３月 27 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 31 年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年 10 月７日福大学則第２号）  

この学則は，令和元年 10 月７日から施行する。 

附 則（令和２年３月 25 日福大学則第１号） 

１ この学則は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則第 72 条及び第 73 条第１項第６号の規定は，令和２年１月 16 日から適用する。 

３ 令和２年３月 31 日における教育学研究科（以下この項において「旧研究科」という。）は，改正後の

福井大学学則（以下「新学則」という。）第３条第１項の規定にかかわらず，令和２年３月 31 日に旧研

究科に在学する者及び令和２年４月１日以降に旧研究科に転入学，編入学又は再入学する者が旧研究科

に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

４ 新学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は，同表の規定にかかわら

ず，令和２年度から令和８年度までは，次のとおりとする。 

学 部 学科 定員の区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

医学部 医学科 
入学定員   110   110   100 

収容定員   685   685   675 
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計 
入学定員   170   170   160 

収容定員   925   925   915 

合計 
入学定員   855   855   845 

収容定員 3,745 3,745 3,735 

   

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

  100   100   100   100 

  665   655   645   635 

  160   160   160   160 

  905   895   885   875 

  845   845   845   845 

3,725 3,715 3,705 3,695 

 注 令和４年度からの定員減は，経済財政運営と改革の基本方針 2018 に基づく増員措置の終了によるも

のである。 

  

附 則（令和２年５月 20 日福大学則第３号） 

この学則は，令和２年５月 20 日から施行し，改正後の福井大学学則の規定は，令和２年４月１日から適

用する。  

附 則（令和３年３月 24 日福大学則第１号）  

この学則は，令和３年４月１日から施行する。  

附 則（令和３年４月 21 日福大学則第２号）  

この学則は，令和３年５月１日から施行する。  

附 則（令和３年６月 23 日福大学則第３号） 

この学則は，令和３年７月１日から施行する。  

附 則（令和４年３月 16 日福大学則第１号） 

１ この学則は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は,同表の規

定にかかわらず，令和４年度から令和９年度までは，次のとおりとする。 

 

学部 学科 定員の区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

医学部 

医学科 
入学定員 110 100 100 

収容定員 685 675 665 

計 
入学定員 170 160 160 

収容定員 925 915 905 

合計 
入学定員 855 845 845 

収容定員 3,745 3,735 3,725 

 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 
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100 100 100 

655 645 635 

160 160 160 

895 885 875 

845 845 845 

3,715 3,705 3,695 

注 令和５年度からの定員減は，経済財政運営と改革の基本方針 2019 等に基づく増員措置の終了によるも

のである。 

 

附 則（令和４年９月 26 日福大学則第２号） 

この学則は，令和４年 10 月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月 20 日福大学則第１号） 

１ この学則は，令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は,同表の規

定にかかわらず，令和５年度から令和 10 年度までは，次のとおりとする。 

３ 令和５年３月 31 日以前に入学した者及び当該者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者が取

得できる教員の免許状については，新学則別表２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

学部 学科 定員の区分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

医学部 

医学科 
入学定員 110 100 100 

収容定員 685 675 665 

計 
入学定員 170 160 160 

収容定員 925 915 905 

合計 
入学定員 855 845 845 

収容定員 3,745 3,735 3,725 

 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

100 100 100 

655 645 635 

160 160 160 

895 885 875 

845 845 845 

3,715 3,705 3,695 

注 令和６年度からの定員減は，経済財政運営と改革の基本方針 2019 等に基づく増員措置の終了による

ものである。 

 

附 則（令和５年６月 27 日福大学則第２号） 

この学則は，令和５年６月 27 日から施行する。 

附 則（令和５年 10 月 31 日福大学則第３号） 
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この学則は，令和５年 11 月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月 19 日福大学則第１号） 

１ この学則は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は,同表の

規定にかかわらず，令和６年度から令和 11 年度までは，次のとおりとする。 

 

学部 学科 定員の区分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

医学部 

医学科 
入学定員 110 100 100 

収容定員 685 675 665 

計 
入学定員 170 160 160 

収容定員 925 915 905 

合計 
入学定員 855 845 845 

収容定員 3,745 3,735 3,725 

 

令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

100 100 100 

655 645 635 

160 160 160 

895 885 875 

845 845 845 

3,715 3,705 3,695 

注 令和７年度からの定員減は，経済財政運営と改革の基本方針 2019 等に基づく増員措置の終了による

ものである。 

 

別表１（第２条第２項関係） 

学  部 学科・課程 入学定員 編入学定員 収容定員 

教育学部 学校教育課程 100   

 

400 

計 100   

 

400 

医学部 医学科 

看護学科 

100   

60 

 5 625 

240 

計 160    5 865 

工学部 機械・システム工学科 

電気電子情報工学科 

建築・都市環境工学科 

物質・生命化学科 

応用物理学科 

155   

125   

60 

135   

50 

10 

20 

10 

  

640 

540 

260 

540 

200 

計 525   40 2,180    

国際地域学部 国際地域学科 60 

 

240 

－ 学則 － 25 － 



計 60 

 

240 

合    計 845   45 3,685    

※ 医学部医学科の編入学は第２年次，工学部の編入学は第３年次である。 

  

別表２(第 56 条第２項関係） 

学部 課程・学科 教員免許状の種類 免許教科 

  

  

教 

  

育 

  

学 

  

部 

学校教育課程 小学校教諭一種免許状   

中学校教諭一種免許状 

国語，社会，数学，理科，音

楽，美術，保健体育，技術，

家庭，英語 

高等学校教諭一種免許状 

国語，地理歴史，公民，数

学，理科，音楽，美術，保健

体育，家庭，工業，英語 

特別支援学校教諭一種免許状   

幼稚園教諭一種免許状   

  

工 

学 

部 

機械・システム工学科 

高等学校教諭一種免許状 

工業 

電気電子情報工学科 工業 

建築・都市環境工学科 工業 

物質・生命化学科 理科 

応用物理学科 理科 
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福井大学大学院学則 

平成 16 年４月１日 

福大学則第２号 

目 次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 組織（第４条－第８条） 

第３章 自己評価等（第９条） 

第４章 学年，学期及び休業日（第 10 条） 

第５章 標準修業年限及び在学期間（第 11 条－第 12 条） 

第６章 入学，再入学，転入学，留学，転専攻，休学，転学，退学及び除籍（第 13 条－第 28 条） 

第７章 教育課程（第 29 条－第 35 条の３） 

第８章 課程の修了及び学位の授与（第 36 条－第 39 条） 

第９章 教育職員免許（第 40 条） 

第１０章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料（第 41 条－第 42 条） 

第１１章 賞罰（第 43 条） 

第１２章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生，特別研究学生及び特別の課程（第 44 条－第 46 条） 

第１３章 外国人留学生（第 47 条） 

第１４章 雑則（第 48 条） 

附 則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この学則は，福井大学学則（平成 16 年福大学則第１号）第３条第３項の規定により，福井大学大

学院（以下「本学大学院」という。）に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 本学大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめ，又は高度の専門性が求めら

れる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展に寄与することを目的とする。 

（修士課程及び博士課程） 

第３条 本学大学院に修士課程及び博士課程を置く。 

２ 博士課程（医学を履修する博士課程（以下「医学博士課程」という。）を除く。）は，前期２年の課程

（以下「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後期課程」という。）に区分し，前期２年

の課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。 

３ 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要す

る職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

４ 博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な

業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

（専門職学位課程） 

第３条の２ 本学大学院に，専門職学位課程を置く。 

２ 専門職学位課程は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うこと

を目的とする。 
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第２章 組織 

（研究科） 

第４条 本学大学院に置く研究科及び専攻は，別表１のとおりとし，福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国

際大学連合教職開発研究科を教職大学院と称する。 

２ 本学大学院の入学定員及び収容定員は別表２のとおりとし,募集人員は別に定める。 

３ 各研究科又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は，学長が別に定める。 

４ 学長は，前項により目的を定めるに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

５ この学則に定めるもののほか，各研究科に関し必要な事項は，別に定める。 

（教職大学院） 

第５条 教職大学院の教育研究は，福井大学（以下「本学」という。），岐阜聖徳学園大学及び富山国際大

学の協力により実施するものとする。 

（大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科にお

ける教育研究の実施） 

第６条 大阪大学大学院に置かれる大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達

学研究科の教育研究の実施に当たっては，大阪大学，金沢大学，浜松医科大学，千葉大学及び本学が協

力するものとする。 

（大学院の教育を担当する教員） 

第７条 本学大学院（教職大学院を除く。）の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」

という。）を担当する教員は，大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第 28 号）及び専門職大学院設置基

準（平成 15 年文部科学省令第 16 号）に定める資格を有する本学の教授，准教授，講師及び助教をもっ

て充てる。 

２ 教職大学院の授業及び研究指導を担当する教員は，専門職大学院設置基準に定める資格を有する本学，

岐阜聖徳学園大学及び富山国際大学の教授，准教授，講師及び助教をもって充てる。 

第８条 削除 

第３章 自己評価等 

（質保証） 

第９条 本学大学院は，その教育研究水準の向上を図り，大学院の目的及び社会的使命を達成するため，大

学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表するものとす

る。 

２ 前項の点検及び評価の結果について，本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。 

３ 第１項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ，教育研究活動等について不断の見直しを

行うものとする。 

４ 前３項の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

第４章 学年，学期及び休業日 

（学年及び学期） 

第１０条 学年及び学期については，本学学則第 24 条及び第 25 条までの規定を準用する。 

 （休業日） 

第１０条の２ 休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 土曜日（ただし，国際地域マネジメント研究科を除く。） 
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(3) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

(4) 春季休業 

(5) 夏季休業 

(6) 冬季休業 

２ 必要がある場合は，学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。 

３ 臨時休業日は，その都度学長が定める。 

第５章 標準修業年限及び在学期間 

（標準修業年限） 

第１１条 修士課程の標準修業年限は，２年とする。 

２ 博士課程の標準修業年限は５年（前期課程にあっては２年，後期課程にあっては３年）とする。ただ

し，医学を履修する博士課程の標準修業年限は，４年とする。 

３ 専門職学位課程の標準修業年限は，２年とする。 

（在学期間） 

第１２条 在学期間は，標準修業年限の２倍の年数を超えることができない。ただし，第 35 条に規定する

長期にわたる教育課程の履修を認められた者の在学期間については，別に定める。 

第６章 入学，再入学，転入学，留学，転専攻，休学，転学，退学及び除籍 

（入学の時期） 

第１３条 入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

（修士課程，前期課程及び専門職学位課程の入学資格） 

第１４条 修士課程，前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 104 条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより，当該外国の学

校教育における 16 年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学

校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及

び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおい

て課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者 

(9) 大学に３年以上在学し，又は外国において学校教育における 15 年の課程を修了し，外国の学校が行

う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 15 年
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の課程を修了し，若しくは我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育に

おける 15 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，所

定の単位を優れた成績をもって修得したものと研究科において認めた者 

(10) 学校教育法第 102 条第２項の規定により大学院に入学した者であって，当該者をその後に入学させ

る本学研究科において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(11) 研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で，22 歳に達したもの 

（後期課程の入学資格） 

第１５条 後期課程に進学又は入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位（学位規則（昭和 28 年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学

位をいう。以下同じ。）を有する者 

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学位

に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51 年法律

第 72 号）第１条第２項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連

合大学（以下「国際連合大学」という。）の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された

者 

(6) 外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置基

準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士の学位を有する者と同等以上の

学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 研究科において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の

学力があると認めた者で，24 歳に達したもの 

（医学博士課程の入学資格） 

第１６条 医学博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学の医学，歯学又は修業年限６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者 

(2) 外国において，学校教育における 18 年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における 18 年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 18 年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において，修業年限が５年以上である課程を修了すること（当該外国の学

－ 学則 － 30 － 



校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及

び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおい

て課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 大学の医学，歯学又は修業年限６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に４年以上在学し，又は

外国において学校教育における 16 年の課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含むもの

に限る。）を修了し，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと研究科において認めた者 

(8) 学校教育法第 102 条第２項の規定により大学院に入学した者であって，当該者をその後に入学させ

る本学研究科において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学又は修業年限６年の薬学若しくは獣医学を履修する

課程を卒業した者と同等以上の学力があると研究科において認めた者で，24 歳に達したもの 

（入学志願の手続） 

第１７条 入学志願者は，所定の手続きにより，願い出なければならない。 

（入学者の選考） 

第１８条 入学志願者については，別に定めるところにより選考を行い，学長が合格者を決定する。 

２ 入学者の選抜は，学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）（以下「施行規則」という。）第

165 条の２第１項第３号の規定により定める方針に基づき，公正かつ妥当な方法により，適正な体制を整

えて行うものとする。 

３ 学長は，第１項の決定を行うに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

（入学手続及び入学の許可） 

第１９条 前条の選考に合格した者は，指定の期日までに，入学の手続をしなければならない。 

２ 学長は，前項の手続を完了した者に入学を許可する。 

（再入学） 

第２０条 本学大学院を退学した者が再入学を願い出たときは，別に定めるところにより選考の上，学長は

相当年次に再入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項により再入学を許可するに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。  

（編入学） 

第２１条 他の大学の大学院を退学した者から本学大学院に編入学を志願する者があるときは，別に定める

ところにより選考の上，学長は相当年次に入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項により入学を許可するに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

（転入学） 

第２２条 他の大学の大学院から本学大学院に転入学を志願する者があるときは，別に定めるところにより

選考の上，学長は相当年次に転入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項により転入学を許可するに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

（留学） 

第２３条 外国の大学院等に留学しようとする者は，学長の許可を受けて，留学することができる。 

２ 前項の許可を受けて留学した期間は，第 11 条に規定する標準修業年限及び第 12 条に規定する在学期間

に算入する。 

（転専攻） 
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第２４条 研究科内の他の専攻に転専攻を志願する者については，別に定めるところにより，学長が許可す

ることがある。 

（休学） 

第２５条 疾病その他の事由により，引き続き２か月以上修学できない者は，所定の手続により，学長の許

可を得て休学することができる。ただし，疾病の場合には，医師の診断書を添えなければならない。 

２ 前項の休学期間は，１年（医学博士課程にあっては２年）を超えることができない。ただし，特別の事

情がある場合には，１年を限度として休学期間の延長を許可することがある。 

３ 疾病その他の事由により，修学することが適当でないと認められる者については，学長は休学を命ずる

ことができる。 

４ 休学期間内にその事由が消滅した場合は，学長に願い出て許可を受けて復学することができる。 

５ 休学期間は，通算して２年（医学博士課程及び後期課程にあっては，通算して３年）を超えることがで

きない。 

６ 休学期間は，第 11 条に規定する標準修業年限及び第 12 条に規定する在学期間に算入しない。 

（転学） 

第２６条 他の大学院に転学しようとする者は，学長に願い出て，その許可を受けなければならない。 

（願い出による退学） 

第２７条 退学しようとする者は，その理由を具し，学長に願い出て，その許可を受けなければならない。 

（除籍） 

第２８条 次の各号のいずれかに該当する者は，学長が除籍する。 

(1) 第 12 条に規定する在学期間を超えた者 

(2) 第 25 条第２項に規定する休学期間を経過しても，なお修学できない者 

(3) 入学料の免除又は徴収猶予を不許可とされた者及び半額免除又は徴収猶予を許可された者で，納付

すべき入学料を指定の期日までに納付しない者 

(4) 授業料を期日までに納付せず，督促を受けても納付しない者 

(5) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者 

２ 長期欠席その他の理由により，成業の見込みがない者は，当該研究科の教授会の議を経て，学長が除籍

する。 

３ 学長は，前項の規定により除籍するに当たり当該研究科の教授会の意見を求めることができる。 

第７章 教育課程 

（教育課程の編成） 

第２９条 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）に，施行規則第 165 条の２

第１項第１号及び第２号の規定により定める方針に基づき，研究科及び専攻の教育上の目的を達成する

ために必要な授業科目を自ら開設するとともに研究指導の計画を策定し，体系的に教育課程を編成する

ものとする。 

２ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科に，施行規則 165 条の２第１項第１号及び第２号の規定に

より定める方針に基づき，研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し，

体系的に教育課程を編成するものとする。 

３ 教育課程の編成に当たって，本学大学院は，専攻分野に関する高度の専門知識及び能力を修得させると

ともに，当該専攻分野に関する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 

（授業及び研究指導） 
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第２９条の２ 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）の教育は，授業科目の

授業及び研究指導によって行うものとし，授業の方法は本学学則第 44 条の規定を準用する。 

２ 前項の授業科目の内容，単位数及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法は，別に定める。 

３ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科においては，その目的を達成し得る実践的な教育を行うよ

う専門分野に応じ事例研究，現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その

他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮するものとし，授業の方法は本学学則第 44 条の規定を

準用する。 

４ 前項の授業科目の内容，単位数及び履修方法は，別に定める。 

（授業を行う学生数） 

第２９条の３ 本学大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は，授業の方法及び施設，設備

その他の教育上の諸条件を考慮して，教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとす

る。 

第２９条の４ 削除 

（成績評価基準等の明示等） 

第２９条の５ 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）は，学生に対して，授

業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとす

る。 

２ 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）は，学修の成果及び学位論文に係

る評価並びに修了の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあ

らかじめ明示するとともに，当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

３ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに１年間の授

業の計画をあらかじめ明示するものとする。 

４ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科は，学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては，

客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準に

したがって適切に行うものとする。 

５ 学長は，第２項及び前項に規定する基準を定めるに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとす

る。 

（履修科目の登録の上限） 

第２９条の６ 本学大学院は，学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，学生が１年間又は

１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第２９条の７ 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）は，当該研究科の授業

及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

２ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科は，当該研究科の授業の内容及び方法の改善を図るための

組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

第３０条 削除 

（教育方法の特例） 

第３１条 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）において，教育上特別の必

要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の

適当な方法により教育を行うことができる。 
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２ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科において，教育上特別の必要があると認められる場合に

は，夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適当な方法により教育を行うことができ

る。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第３２条 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。以下この項において同じ。）

が教育上有益と認めるときは，学生が他の大学（外国の大学を含む。）の大学院において履修した授業

科目について修得した単位を，15 単位を超えない範囲で，本学大学院における授業科目の履修により修

得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は，学生が，第 23 条の規定により留学する場合，休学期間中に外国の大学院において授業

科目を履修する場合，外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合，

外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設

であって文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する

場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51 年

法律第 72 号）第１条第２項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国際

連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。 

３ 教職大学院が教育上有益と認めるときは，学生が他の大学（外国の大学を含む。）の大学院において履

修した授業科目について修得した単位を，修了要件として定める 45 単位以上の単位数の２分の１を超え

ない範囲で，教職大学院の課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

４ 国際地域マネジメント研究科が教育上有益と認めるときは，学生が他の大学（外国の大学を含む。）の

大学院において履修した授業科目について修得した単位を，修了要件として定める 30 単位以上の単位数

の２分の１を超えない範囲で，国際地域マネジメント研究科における授業科目の履修により修得したも

のとみなすことができる。 

５ 前２項の規定は，学生が，第 23 条の規定により留学する場合，休学期間中に外国の大学院において授

業科目を履修する場合，外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置づけられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目

を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について

準用する。 

（他の大学院等における研究指導） 

第３３条 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。以下この条において同じ。）

が教育上有益と認めるときは，他の大学（外国の大学を含む。）の大学院又は研究所等との協議に基づ

き，学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただ

し，修士課程及び前期課程の学生について認める場合には，当該研究指導を受ける期間は，１年を超え

ないものとする。 

２ 前項の規定により学生が受けた研究指導は，本学大学院において受けた研究指導とみなすことができ

る。 

３ 前２項の規定は，第 23 条の規定により学生が留学する場合に準用する。 

４ 本学大学院が教育上有益と認めるときは，本学大学院の他の研究科（専攻）において必要な研究指導を

受けることができる。この場合において，当該研究指導を受ける期間は，第１項の規定を準用する。 

（入学前の既修得単位等の認定） 
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第３４条 本学大学院が教育上有益と認めるときは，学生が本学大学院に入学する前に大学院（外国の大学

院を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含

む。）を，本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす

ことができる。 

２ 前項の規定により，本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。以下この項にお

いて同じ。）における授業科目の履修により修得したものとみなすことのできる単位数は，転入学等の

場合を除き，本学大学院において修得した単位以外のものについては，15 単位を超えないものとし，ま

た，第 32 条第１項及び第２項により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて 20 単

位を超えないものとする。 

３ 第１項の規定により，教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことのできる単

位数は，転入学等の場合を除き，教職大学院において修得した単位以外のものについては，第 32 条第３

項及び第５項の規定により教職大学院において修得したものとみなす単位数及び第 38 条の３第２項の規

定により免除する単位数と合わせて 22 単位を超えないものとする。 

４ 第１項の規定により，国際地域マネジメント研究科における授業科目の履修により修得したものとみな

すことのできる単位数は，転入学等の場合を除き，国際地域マネジメント研究科において修得した単位

以外のものについては，第 32 条第４項及び第５項の規定により国際地域マネジメント研究科において修

得したものとみなす単位数と合わせて 15 単位を超えないものとする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第３５条 本学大学院は，学生が，職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間に

わたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは，その計画的な履

修を認めることができる。 

（教育課程の編成及び関連事項の制定について） 

第３５条の２ 学長は，教育課程を編成するとともに，教育課程の実施について必要な事項を定める。 

２ 学長は，前項により教育課程を編成し及び教育課程の実施について必要な事項を定めるに当たり当該研

究科の教授会の意見を聴くものとする。 

（学則の準用） 

第３５条の３ １年間の授業期間，各授業科目の授業期間，授業の方法，単位，単位の授与については，本

学学則第４２条から第４４条まで，第４４条の３，第４５条の規定を準用する。 

第８章 課程の修了及び学位の授与 

（修士課程及び前期課程の修了要件） 

第３６条 修士課程及び前期課程の修了要件は，当該課程に２年以上在学し，研究科の定めるところにより

30 単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該課程の目的に応じ，当該課程の行う修士

論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期

間に関しては，優れた業績を上げたものについては，当該課程に１年以上在学すれば足りるものとす

る。 

（後期課程の修了要件） 

第３７条 後期課程の修了要件は，当該課程に３年（法科大学院の課程を修了した者にあっては，２年）以

上在学し，16 単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合

格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に

１年（標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程，前期課程又は専門職学位課程を修了した者に
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あっては，３年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間とし，修士課程又は前期課程において，

優れた業績を上げ，２年未満の在学期間をもって当該課程を修了した者にあっては，３年から当該課程

における在学期間を減じた期間とする。）以上在学すれば足りるものとする。 

（医学博士課程の修了要件） 

第３８条 医学博士課程の修了の要件は，当該課程に４年以上在学し，所定の授業科目について 30 単位以

上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に３年以上在学すれば

足りるものとする。 

 （修士課程，前期課程及び医学博士課程における在学期間の短縮） 

第３８条の２ 本学大学院（後期課程，教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。以下この条に

おいて同じ。）は，第 34 条第２項の規定により，本学大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法

第 102 条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を本学大学院において修得

したものとみなす場合であって，当該単位の修得により本学大学院の修士課程，前期課程又は医学博士

課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案し

て１年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場

合においても，修士課程及び前期課程については，当該課程に少なくとも１年以上在学するものとす

る。 

（教職大学院の専門職学位課程（教職大学院の課程）の修了要件） 

第３８条の３ 教職大学院の専門職学位課程（教職大学院の課程）の修了要件は，当該課程に２年以上在学

し，45 単位以上（高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目

的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る 10 単位以上を含む。）を修得することとする。 

２ 教職大学院は，教育上有益と認めるときは，教職大学院に入学する前の小学校等の教員としての実務の

経験を有する者について，10 単位を超えない範囲で前項に規定する実習により修得する単位の全部又は

一部を免除することができる。 

（教職大学院における在学期間の短縮） 

第３８条の４ 教職大学院は，第 34 条第３項の規定により教職大学院に入学する前に修得した単位（学校

教育法第 102 条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を教職大学院の課程

において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修し

たと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の２

分の１を超えない範囲で教職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場

合においても，教職大学院の課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

（教職大学院に係る連携協力校） 

第３８条の５ 教職大学院は，第 38 条の３第１項に規定する実習その他の教育上の目的を達成するために

必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。 

（国際地域マネジメント研究科の専門職学位課程の修了要件） 

第３８条の６ 国際地域マネジメント研究科の専門職学位課程の修了の要件は，当該課程に２年以上在学

し，研究科が定める 30 単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。 

（国際地域マネジメント研究科における在学期間の短縮） 

第３８条の７ 国際地域マネジメント研究科は，第 34 条第４項の規定により国際地域マネジメント研究科

に入学する前に修得した単位（学校教育法第 102 条第１項の規定により入学資格を有した後，修得した
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ものに限る。）を国際地域マネジメント研究科において修得したものとみなす場合であって当該単位の

修得により国際地域マネジメント研究科の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，そ

の修得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の２分の１を超えない範囲で国際地域マ

ネジメント研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，国

際地域マネジメント研究科に少なくとも１年以上在学するものとする。 

（学位の授与） 

第３９条 学長は，本学大学院の課程の修了を認定した者に対して，修士，博士，修士（専門職）又は教職

修士（専門職）の学位を授与する。 

２ 学長は，前項の規定により学位を授与するに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。 

第９章 教育職員免許 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第４０条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147

号）及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）に定める所要の単位を修得しなければ

ならない。 

２ 本学大学院の専攻において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，別表３のと

おりとする。 

第１０章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

（検定料，入学料，授業料及び寄宿料） 

第４１条 検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額及び徴収方法は，国立大学法人福井大学における授業料

その他の費用に関する規程（平成 16 年福大規程第 26 号）の定めるところによる。 

第４２条 入学料，授業料及び寄宿料等については，本学学則第 66 条から第 73 条までの規定を準用する。

この場合において，「第 62 条第４号及び第５号による除籍」とあるのは，「第 28 条第４号及び第５号

による除籍」と読み替えるものとする。 

第１１章 賞罰 

（表彰及び懲戒） 

第４３条 表彰及び懲戒については，本学学則第 63 条及び第 64 条の規定を準用する。この場合において，

「学部長」とあるのは，「研究科長」に，「当該学部の教授会」とあるのは，「当該研究科の教授会」

と読み替えるものとする。 

第１２章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生，特別研究学生及び特別の課程 

（研究生等） 

第４４条 研究生，科目等履修生及び特別聴講学生については，本学学則第 74 条から第 76 条までの規定を

準用する。この場合において，「当該学部の教授会」とあるのは，「当該研究科の教授会」と読み替え

るものとする。 

（特別研究学生） 

第４５条 他の大学（外国の大学を含む。）の大学院等の学生で，本学大学院において，研究指導を受けよ

うとする者があるときは，当該大学院等との協議に基づき，学長が特別研究学生として入学を許可する

ことがある。 

２ 学長は，前項の規定により入学を許可するに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 特別研究学生に関し必要な事項は，別に定める。 
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（特別の課程） 

第４６条 学長は，文部科学大臣の定めるところにより，本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編

成し，これを修了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

第１３章 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第４７条 外国人で教育を受ける目的をもって入国し，本学大学院に入学を志願する者があるときは，選考

の上，外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関し必要な事項については，別に定める。 

第１４章 雑則 

（雑則） 

第４８条 この学則に定めるもののほか，この学則の施行に必要な事項は，別に定める。 

  

附 則 

１ この学則は，平成 16 年４月１日から施行する。 

２ 国立学校設置法（昭和 24 年法律第 150 号）の廃止に伴い本学大学院に在学することとなった学生（平

成 16 年４月１日入学者を除く。）は，当該学生が在学していた福井大学又は福井医科大学の大学院の課

程を修了するために必要であった教育課程の履修を本学において行うものとし，本学はそのために必要

な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項

は，別に定める。 

３ 国立学校設置法（昭和 24 年法律第 150 号）の廃止に伴い本学大学院に在学することとなった学生（平

成 16 年４月１日入学者）は，この学則により入学したものとする。 

４ この学則第５条の別表２中，次に掲げる専攻，小計，計及び合計欄の収容定員は，同条の規定にかかわ

らず，平成 16 年度は，次のとおりとする。 

  

研究科 課 程 専    攻 収容定員 

工学研究科 前期課程 機械工学専攻 52 

電気・電子工学専攻 42 

情報・メディア工学専攻 48 

建築建設工学専攻 46 

物理工学専攻 30 

原子力・エネルギー安全工学専攻 27 

小   計 461 

計 551 

合    計 829 

  

附 則（平成 18 年３月 30 日福大学則第２号） 

１ この学則は，平成 18 年４月１日から施行する。 
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２ この学則による改正後の福井大学大学院学則第５条別表２の表中，工学研究科博士後期課程の各専攻，

小計，計及び合計欄の収容定員は，同条の規定にかかわらず，平成 18 年度及び平成 19 年度は，次のと

おりとする。 

 研究科 課程 専  攻 収 容 定 員 

平成 18 年度 平成 19 年度 

工学研究科 後期課程 物質工学専攻 20 19 

システム設計工学専攻 23 22 

ファイバーアメニティ工学専攻 45 45 

原子力・エネルギー安全工学専攻 12 24 

小   計 100 110 

計 578 588 

合    計 856 866 

  

附 則（平成 18 年７月５日福大学則第４号） 

この学則は，平成 18 年７月５日から施行し，改正後の福井大学大学院学則の規定は，平成 18 年４月１

日から適用する。 

附 則（平成 18 年 12 月６日福大学則第６号） 

この学則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 22 日福大学則第３号） 

この学則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年 3月 19 日福大学則第２号） 

１ この学則は，平成 20 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学大学院学則（以下「新学則」という。）第 14 条第２号の規定は，平成 19 年 12 月 26

日から適用する。 

３ 平成 20 年３月 31 日における教育学研究科障害児教育専攻並びに医学系研究科形態系専攻，生理系専

攻，生化系専攻及び生態系専攻は，新学則別表１の規定にかかわらず，平成 20 年３月 31 日に当該専攻

に在学する者及び平成 20 年４月１日以後に当該専攻に転入学，編入学又は再入学する者が在学しなくな

る日までの間，存続するものとする。 

４ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 20 年度は，次の

とおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 平成 20 年度 

教育学研究科 修士課程 学校教育専攻 28 

障害児教育専攻 8 

教科教育専攻 68 

小  計 104 

－ 学則 － 39 － 



教職大学院の課程 教職開発専攻 30 

  

５ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 20 年度から平成

22 年度までは，次のとおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

医学系研

究科 

博士課程 形態系専攻 21 14 7 

生理系専攻 27 18 9 

生化系専攻 27 18 9 

生態系専攻 15 10 5 

医科学専攻 5 10 15 

先端応用医学専攻 25 50 75 

  

６ 平成 20 年３月 31 日以前に教育学研究科学校教育専攻及び障害児教育専攻に入学した者（以下「在学

者」という。）及び平成 20 年４月１日以後に在学者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者に

係る教員の免許状の種類及び免許教科は，新学則別表３の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（平成 22 年 10 月６日福大学則第３号） 

この学則は，平成 22 年 10 月６日から施行し，改正後の福井大学大学院学則の規定は，平成 22 年７月 15

日から適用する。 

附 則（平成 24 年６月 12 日福大学則第２号） 

この学則は，平成 24 年６月 12 日から施行する。 

附 則（平成 24 年 10 月３日福大学則第５号） 

この学則は，平成 24 年 10 月３日から施行する。 

附 則（平成 25 年２月 20 日福大学則第２号） 

１ この学則は，平成 25 年４月１日から施行する。 

２ 平成 25 年３月 31 日以前に工学研究科後期課程に入学した者の修了要件は，改正後の福井大学大学院学

則（以下「新学則」という。）第 37 条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 平成 25 年３月 31 日における医学系研究科博士課程医科学専攻及び先端応用医学専攻並びに工学研究科

前期課程ファイバーアメニティ工学専攻並びに後期課程全専攻は，新学則別表１の規定にかかわらず，

平成 25 年３月 31 日に当該専攻に在学する者及び平成 25 年４月１日以後に当該専攻に転入学，編入学又

は再入学する者が在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

４ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻，小計及び計欄の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成

25 年度から平成 27 年度までは，次のとおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

医学系研究科 博士課程 医科学専攻 15 10 5 

先端応用医学専攻 75 50 25 

－ 学則 － 40 － 



統合先進医学専攻 25 50 75 

小 計 115 110 105 

計 139 134 129 

  

５ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻及び小計欄の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 25 年

度は次のとおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 平成 25 年度 

工学研究科 前期課程 機械工学専攻 57 

電気・電子工学専攻 50 

情報・メディア工学専攻 54 

建築建設工学専攻 50 

物理工学専攻 32 

ファイバーアメニティ工学専攻 36 

繊維先端工学専攻 15 

小 計 492 

  

６ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻，小計，計及び合計欄の収容定員は，同表の規定にかかわらず，

平成 25 年度から平成 27 年度までは，次のとおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 
平成 25 年

度 

平成 26 年

度 

平成 27 年

度 

工学研究科 後期課程 物質工学専攻 12 6 - 

システム設計工学専攻 14 7 - 

ファイバーアメニティ工学専攻 30 15 - 

原子力・エネルギー安全工学専攻 24 12 - 

総合創成工学専攻 22 44 66 

小 計 102 84 66 

計 594 590 572 

合  計 867 858 835 

  

７ 平成 25 年３月 31 日以前に工学研究科前期課程ファイバーアメニティ工学専攻に入学した者（以下「在

学者」という。）及び平成 25 年４月１日以後に在学者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者

に係る教員の免許状の種類及び免許教科は，新学則別表３の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（平成 27 年２月 23 日福大学則第２号）  

－ 学則 － 41 － 



この学則は，平成 27 年４月１日から施行する。  

附 則（平成 27 年３月 18 日福大学則第２号）  

この学則は，平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 15 日福大学則第２号） 

１ この学則は，平成 28 年４月１日から施行する。 

２ 平成 28 年３月 31 日における教育学研究科教科教育専攻は，改正後の福井大学大学院学則（以下「新学

則」という。）別表１の規定にかかわらず，平成 28 年３月 31 日に当該専攻に在学する者及び平成 28 年

４月１日以降に当該専攻に転入学，編入学又は再入学する者が在学しなくなる日までの間，存続するも

のとする。 

３ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 28 年度は，次の

とおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 平成 28 年度 

教育学研究科 修士課程 学校教育専攻 42 

教科教育専攻 25 

小計 67 

教職大学院の課程 教職開発専攻 67 

  

４ 平成 28 年３月 31 日以前に教育学研究科学校教育専攻，教科教育専攻に入学した者及び工学研究科物理

工学専攻に入学した者（以下「在学者」という。）並びに平成 28 年４月１日以降に在学者の属する年次

に転入学，編入学又は再入学する者が取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，新学則別表３の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（平成 28 年６月７日福大学則第３号） 

この学則は，平成 28 年６月７日から施行する。 

附 則（平成 29 年１月１日福大学則第２号） 

この学則は，平成 29 年１月 1日から施行する。 

附 則（平成 29 年３月 13 日福大学則第４号） 

この学則は，平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 29 年９月 20 日福大学則第６号） 

この学則は，平成 29 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年２月 21 日福大学則第２号） 

１ この学則は，平成 30 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学大学院学則（以下「新学則」という。）の施行前に教育学研究科教職開発専攻に在学

していた学生は，この規程の施行に伴い，福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研

究科に在学させるものとする。 

３ 前項に基づき福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科に在学することとなった

学生は，当該学生が在学していた教育学研究科教職開発専攻を修了するために必要であった教育課程の

履修を福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科において行うものとする。 

－ 学則 － 42 － 



４ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 30 年度は，次の

とおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 
平成 30

年度 

教育学研究科 修士課程 学校教育専攻 57 

福井大学・奈良女子大学・

岐阜聖徳学園大学連合教職

開発研究科 

教職大学院の課程 教職開発専攻 77 

 

附 則（令和２年３月 25 日福大学則第２号） 

１ この学則は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 令和２年３月 31 日における教育学研究科（学校教育専攻を含む。）及び工学研究科各専攻（以下この

項において「旧研究科等」という。）は，改正後の福井大学大学院学則（以下「新学則」という。）別

表１の規定にかかわらず，令和２年３月 31 日に旧研究科等に在学する者及び令和２年４月１日以降に旧

研究科等に転入学，編入学又は再入学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

３ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，令和２年度は，次のと

おりとする。 

 

研究科 課 程 専  攻 令和２年度 

教育学研究科 修士課程 学校教育専攻 27 

計 27 

福井大学・奈良女子

大学・岐阜聖徳学園

大学連合教職開発研

究科 

専門職学位課

程(教職大学

院の課程) 

教職開発専攻 100 

計 100 

工学研究科 前期課程 機械工学専攻 32 

電気・電子工学専攻 30 

情報・メディア工学専攻 31 

建築建設工学専攻 28 

材料開発工学専攻 24 

生物応用化学専攻 21 

物理工学専攻 18 

知能システム工学専攻 27 

繊維先端工学専攻 15 

原子力・エネルギー安全工学専攻 27 

－ 学則 － 43 － 



産業創成工学専攻 85 

安全社会基盤工学専攻 84 

知識社会基礎工学専攻 84 

小計 506 

国際地域マネジメン

ト研究科 

専門職学位課

程 
国際地域マネジメント専攻 7 

計 7 

 

附 則（令和２年５月 20 日福大学則第４号） 

この学則は，令和２年５月 20 日から施行し，改正後の福井大学大学院学則の規定は，令和２年４月１日

から適用する。 

附 則（令和２年７月 29 日福大学則第５号） 

この学則は，令和２年７月 29 日から施行し，改正後の福井大学大学院学則の規定は，令和２年６月 30 日

から適用する。 

附 則（令和２年 10 月 27 日福大学則第６号） 

この学則は，令和２年 10 月 27 日から施行する。 

附 則（令和５年 10 月 25 日福大学則第４号） 

１ この学則は，令和５年 10 月 25 日から施行し，改正後の福井大学大学院学則（以下「新学則」とい

う。）別表２は，令和６年４月１日から適用する。 

２ 新学則別表２中，次に掲げる専攻，小計，計及び合計欄の収容定員は，同表の規定にかかわらず，令和

６年度は，次のとおりとする。 

研究科 課 程 専  攻 収容定員 

工学研究科 前期課程 知識社会基礎工学専攻 189 

小  計 527 

計 593 

合   計 851 

 

  附 則（令和６年３月 19 日福大学則第２号） 

１ この学則は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和６年３月 31 日における福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科（以下こ

の項において「旧研究科」という。）は，改正後の福井大学大学院学則（以下「新学則」という。）別表

１の規定にかかわらず，令和６年３月 31 日に旧研究科に在学する者及び令和６年４月１日以降に旧研究

科等に転入学，編入学又は再入学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

３ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，令和６年度は，次のと

おりとする。  

－ 学則 － 44 － 



研究科 課 程 専  攻 令和６年度 

福井大学・奈良女子大学・

岐阜聖徳学園大学連合教職

開発研究科 

専門職学位課程(教職大学院の

課程) 

教職開発専攻 60 

福井大学・岐阜聖徳学園大

学・富山国際大学連合教職

開発研究科 

専門職学位課程(教職大学院の

課程) 

教職開発専攻 60 

 

附 則（（承認申請日）福大学則第 号） 

１ この学則は，令和７年４月１日から施行する。 

２ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，令和７年度から令和８

年度までは，次のとおりとする。 

研究科 課 程 専  攻 令和７年度 令和８年度 

医学系研究科 後期課程 看護学専攻 3 6 

 

別表１（第４条関係） 

研究科（課程） 専  攻 

福井大学・岐阜聖徳学園

大学・富山国際大学連合

教職開発研究科 

専門職学位課程(教職大

学院の課程) 

教職開発専攻 

医学系研究科 前期課程 看護学専攻 

後期課程 看護学専攻 

博士課程 統合先進医学専攻 

工学研究科 前期課程 産業創成工学専攻 

安全社会基盤工学専攻 

知識社会基礎工学専攻 

後期課程 総合創成工学専攻 

国際地域マネジメント研

究科 専門職学位課程 国際地域マネジメント専攻 

  

別表２（第４条関係） 

研究科 課 程 専  攻 入学定員 収容定員 

福井大学・岐阜聖徳

学園大学・富山国際

大学連合教職開発研

究科 

専門職学位課

程(教職大学

院の課程) 

教職開発専攻 60 120 

計 60 120 

－ 学則 － 45 － 



医学系研究科 前期課程 看護学専攻 12 24 

後期課程 看護学専攻 3 9 

博士課程 統合先進医学専攻 25 100 

計 40 133 

工学研究科 前期課程 産業創成工学専攻 88 176 

安全社会基盤工学専攻 90 180 

知識社会基礎工学専攻 105 210 

小  計 283 566 

後期課程 総合創成工学専攻 22 66 

計 305 632 

国際地域マネジメン

ト研究科 

専門職学位課

程 

国際地域マネジメント専攻 7 14 

計 7 14 

合   計 412 899 

  

別表３（第 40 条関係） 

研究科 専  攻 教員の免許状の種類 免許教科 

福井大

学・岐阜

聖徳学園

大学・富

山国際大

学連合教

職開発研

究科 

教職開発専攻 小学校教諭専修免許状   

中学校教諭専修免許状 国語，社会，数学，理科，音

楽，美術，保健体育，保健，技

術，家庭，英語 

高等学校教諭専修免許状 国語，地理歴史，公民，数学，

理科，音楽，美術，工芸，書

道，保健体育，保健，家庭，工

業，英語 

特別支援学校教諭専修免許状 

 

幼稚園教諭専修免許状 

 

工学研究

科 

産業創成工学専攻 高等学校教諭専修免許状 理科 

安全社会基盤工学専攻 高等学校教諭専修免許状 工業 

知識社会基礎工学専攻 高等学校教諭専修免許状 理科，工業 

 

－ 学則 － 46 － 



1 

変更事項を記載した書類 

 

１．変更の事由 

令和７年度４月に医学系研究科博士後期課程看護学専攻を設置し、同修士課程を博士前期課程に

名称変更することから、大学院学則を㇐部改正する。 

 

２．変更点 

・修士課程及び博士課程について、「医学を履修する博士課程」を「医学を履修する博士課程（以下

「医学博士課程」という。）」とする規定に改正（第 3 条）。 

・研究科に博士後期課程看護学専攻を加える（第 4 条別表 1）。 

・修士課程看護学専攻を看護学専攻博士前期課程に変更（第 4 条別表 1）。 

これに伴い、修士課程を博士前期課程に変更（第 4 条別表 1）。 

・博士後期課程看護学専攻の入学定員・収容定員を加える（第 4 条別表 2）。 

・入学資格について、「医学系研究科」を「医学を履修する博士課程」とする規定に改正（第 16 条）。 

・休学期間について、「医学系研究科」を「医学を履修する博士課程」とする規定に改正（第 25 条）。 

・修了要件について、「医学系研究科」を「医学を履修する博士課程」とする規定に改正（第 38 条）。 

・在学期間の短縮について、「医学系研究科」を「医学を履修する博士課程」とする規定に改正（第

38 条の 2）。 
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福井大学大学院学則 新旧対照表（案） 

改 正（案） 現 行 

 

（略） 

（修士課程及び博士課程） 

第３条 本学大学院に修士課程及び博士課程を置く。 

２ 博士課程（医学を履修する博士課程（以下「医学博士課程」という。）を

除く。）は，前期２年の課程（以下「前期課程」という。）及び後期３年の

課程（以下「後期課程」という。）に区分し，前期２年の課程は，これを修

士課程として取り扱うものとする。 

３～４ （略） 

（研究科） 

第４条 本学大学院に置く研究科及び専攻は，別表１のとおりとし，福井大

学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科を教職大学院と

称する。 

２ 本学大学院の入学定員及び収容定員は別表２のとおりとし，募集人員は

別に定める。 

３ 各研究科又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の

目的は，学長が別に定める。 

４ 学長は，前項により目的を定めるに当たり当該研究科の教授会の意見を

聴くものとする。 

５ この学則に定めるもののほか，各研究科に関し必要な事項は，別に定め

る。 

 

（医学博士課程の入学資格） 

第１６条 医学博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

  (1)～(9) （略） 

 

（略） 

（修士課程及び博士課程） 

第３条 本学大学院に修士課程及び博士課程を置く。 

２ 博士課程（医学を履修する博士課程を除く。）は，前期２年の課程（以下

「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後期課程」という。）

に区分し，前期２年の課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。 

３～４ （略） 

 

（研究科） 

第４条 本学大学院に置く研究科及び専攻は，別表１のとおりとし，福井大

学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科を教職大学院と

称する。 

２ 本学大学院の入学定員及び収容定員は別表２のとおりとし，募集人員は

別に定める。 

３ 各研究科又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の

目的は，学長が別に定める。 

４ 学長は，前項により目的を定めるに当たり当該研究科の教授会の意見を

聴くものとする。 

５ この学則に定めるもののほか，各研究科に関し必要な事項は，別に定め

る。 

（略） 

 （医学系研究科の入学資格） 

第１６条 医学系研究科博士課程に入学することのできる者は，次の各号 

のいずれかに該当する者とする。 

 (1)～(9) （略） 
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（略） 

（休学） 

第２５条 疾病その他の事由により，引き続き２か月以上修学できない者は，

所定の手続により，学長の許可を得て休学することができる。ただし，疾

病の場合には，医師の診断書を添えなければならない。 

２ 前項の休学期間は，１年（医学博士課程にあっては２年）を超えること

ができない。ただし，特別の事情がある場合には，１年を限度として休学

期間の延長を許可することがある。 

３ 疾病その他の事由により，修学することが適当でないと認められる者に

ついては，学長は休学を命ずることができる。 

４ 休学期間内にその事由が消滅した場合は，学長に願い出て許可を受けて

復学することができる。 

５ 休学期間は，通算して２年（医学博士課程及び後期課程にあっては，通

算して３年）を超えることができない。 

６ 休学期間は，第 11 条に規定する標準修業年限及び第 12 条に規定する在

学期間に算入しない。 

（略） 

（医学博士課程の修了要件） 

第３８条 医学博士課程の修了の要件は，当該課程に４年以上在学し，所定

の授業科目について 30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた

上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期

間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に３年以

上在学すれば足りるものとする。 

（修士課程，前期課程及び医学博士課程における在学期間の短縮）  

第３８条の２ 本学大学院（後期課程，教職大学院及び国際地域マネジメン

ト研究科を除く。以下この条において同じ。）は，第 34 条第２項の規定に

より，本学大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法第 102 条第１

項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を本学大学院

において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により本学

（略） 

（休学） 

第２５条 疾病その他の事由により，引き続き２か月以上修学できない者は，

所定の手続により，学長の許可を得て休学することができる。ただし，疾

病の場合には，医師の診断書を添えなければならない。 

２ 前項の休学期間は，１年（医学系研究科の博士課程にあっては２年）を

超えることができない。ただし，特別の事情がある場合には，１年を限度

として休学期間の延長を許可することがある。 

３ 疾病その他の事由により，修学することが適当でないと認められる者に

ついては，学長は休学を命ずることができる。 

４ 休学期間内にその事由が消滅した場合は，学長に願い出て許可を受けて

復学することができる。 

５ 休学期間は，通算して２年（医学系研究科の博士課程及び後期課程にあ

っては，通算して３年）を超えることができない。 

６ 休学期間は，第 11 条に規定する標準修業年限及び第 12 条に規定する在

学期間に算入しない。 

（略） 

（医学系研究科の博士課程の修了要件） 

第３８条 医学系研究科の博士課程の修了の要件は，当該課程に４年以上在

学し，所定の授業科目について 30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指

導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただ

し，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課

程に３年以上在学すれば足りるものとする。 

（修士課程，前期課程及び医学系研究科の博士課程における在学期間の短

縮）  

第３８条の２ 本学大学院（後期課程，教職大学院及び国際地域マネジメン

ト研究科を除く。以下この条において同じ。）は，第 34 条第２項の規定に

より，本学大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法第 102 条第１

項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を本学大学院
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大学院の修士課程，前期課程又は医学博士課程の教育課程の一部を履修し

たと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して

１年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすこと

ができる。ただし，この場合においても，修士課程及び前期課程について

は，当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

（略） 

 

 

附 則（（承認申請日）福大学則第 号） 

１ この学則は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかか

わらず，令和７年度から令和８年度までは，次のとおりとする。  

研究科 課 程 専  攻 令和７年度 令和８年度 

医学系研究科 博士課程 看護学専攻 3 6 

 

別表１（第４条関係） 

研究科（課程） 専  攻 

福井大学・岐阜聖

徳学園大学・富山

国際大学連合教職

開発研究科 

専門職学位課程

(教職大学院の課

程) 

教職開発専攻 

医学系研究科 前期課程 看護学専攻 

後期課程 看護学専攻 

博士課程 統合先進医学専攻 

工学研究科 前期課程 産業創成工学専攻 

において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により本学

大学院の修士課程，前期課程又は医学系研究科の博士課程の教育課程の一

部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他

を勘案して１年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものと

みなすことができる。ただし，この場合においても，修士課程及び前期課

程については，当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

（略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

別表１（第４条関係） 

研究科（課程） 専  攻 

福井大学・岐阜聖

徳学園大学・富山

国際大学連合教職

開発研究科 

専門職学位課程

(教職大学院の課

程) 

教職開発専攻 

医学系研究科 修士課程 看護学専攻 

（新設） （新設） 

博士課程 統合先進医学専攻 

工学研究科 前期課程 産業創成工学専攻 
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安全社会基盤工学専攻 

知識社会基礎工学専攻 

後期課程 総合創成工学専攻 

国際地域マネジメ

ント研究科 
専門職学位課程 国際地域マネジメント専攻 

 

別表２（第４条関係） 

研究科 課 程 専  攻 入学定員 収容定員 

福井大学・岐

阜聖徳学園大

学・富山国際

大学連合教職

開発研究科 

専門職学位課

程(教職大学院

の課程) 

教職開発専攻 60 120 

計 60 120 

医学系研究科 

前期課程 看護学専攻 12 24 

後期課程 看護学専攻 3 9 

博士課程 統合先進医学専攻 25 100 

計 40 133 

工学研究科 前期課程 

産業創成工学専攻 88 176 

安全社会基盤工学

専攻 
90 180 

知識社会基礎工学

専攻 
105 210 

小  計 283 566 

安全社会基盤工学専攻 

知識社会基礎工学専攻 

後期課程 総合創成工学専攻 

国際地域マネジメ

ント研究科 
専門職学位課程 国際地域マネジメント専攻 

 

別表２（第４条関係） 

研究科 課 程 専  攻 入学定員 収容定員 

福井大学・岐

阜聖徳学園大

学・富山国際

大学連合教職

開発研究科 

専門職学位課

程(教職大学院

の課程) 

教職開発専攻 60 120 

計 60 120 

医学系研究科 

修士課程 看護学専攻 12 24 

（新設） （新設）   

博士課程 統合先進医学専攻 25 100 

計 37 124 

工学研究科 前期課程 

産業創成工学専攻 88 176 

安全社会基盤工学

専攻 
90 180 

知識社会基礎工学

専攻 
105 210 

小  計 283 566 
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後期課程 総合創成工学専攻 22 66 

計 305 632 

国際地域マネ

ジメント研究

科 

専門職学位 

課程 

国際地域マネジメ

ント専攻 
7 14 

計 7 14 

合   計 412 889 

  

別表３（第40条関係） （略） 

 

後期課程 総合創成工学専攻 22 66 

計 305 632 

国際地域マネ

ジメント研究

科 

専門職学位 

課程 

国際地域マネジメ

ント専攻 
7 14 

計 7 14 

合   計 409 890 

  

別表３（第40条関係） （略） 
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福井大学大学院医学系研究科教授会規程（案） 

 
平成16年４月１日 

福大院医規程第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，福井大学教授会規則（平成27年福大規則第３号，以下「教授会規則」とい

う。）第10条の規定に基づき，福井大学大学院医学系研究科（以下「本研究科」という。）教授会

（以下「研究科教授会」という。）の議事及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 研究科教授会は，医学系研究科長（以下「研究科長」という。）及び研究科担当教授をもっ

て構成する。 

（任務） 

第３条 研究科教授会は，学長が教授会規則第４条第１項第１号から第６号に掲げる次の事項（教育

に関する事項に限る。）について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学，卒業及び課程の修了に関する事項 

(2) 学位の授与に関する事項 

(3) 教育課程の編成・実施に関する事項 

(4) 学生の表彰に関する事項 

(5) 学生の懲戒に関する事項 

(6) 教育組織の教育研究上の目的及び編成に関する事項（教育研究関係のみ） 

２ 研究科教授会は，学長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し，及び学長の求め

に応じ，意見を述べることができる。 

(1) 自己評価（教育に関する事項に限る。）に関する事項 

(2) その他教育研究に関する事項で，研究科教授会の意見を聴いて学長が定める事項 

３ 研究科教授会は，研究科長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し，及び研究科

長の求めに応じ，意見を述べることができる。 

(1) 研究科の教育に係わる要請に関する事項 

(2) その他研究科長が定める事項 

（会議の主宰及び議長） 

第４条 研究科長は，研究科教授会を主宰し，その議長となる。 

２ 研究科長に事故あるときは，構成員の中から研究科長があらかじめ指名した者が，議長の職を行

う。 

（会議） 

第５条 研究科教授会は，定例研究科教授会及び臨時研究科教授会とする。 

２ 定例研究科教授会は，原則として毎月１回招集する。 

３ 臨時研究科教授会は，研究科長が必要と認めたとき，又は構成員の３分の１以上の者から議題を

付し，文書にて要請があったとき招集する。 

（会議の成立） 

第６条 研究科教授会は，構成員の３分の２以上の出席をもって成立する。ただし，次の各号に掲げ

る者は，構成員の数から除くものとする。 

(1) 外国出張中の者又は海外研修中の者 

(2) １か月以上の病気休暇中の者 

(3) 休職中の者 

（議決） 

第７条 研究科教授会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長がこれを決

する。 

（構成員以外の者の出席） 

第８条 議長は，必要があると認めたときは，教授会規則第９条に基づき，研究科教授会の承認を得

て構成員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

（課程委員会） 

第９条 研究科教授会は，研究科教授会の円滑な運営を図るため，教授会規則第８条に基づき，次の

－ 学則 － 53 － 



 

委員会（以下「課程委員会」という。）を置く。 

(1) 統合先進医学専攻課程委員会 

(2) 看護学専攻課程委員会 

２ 研究科教授会は，研究科教授会の議に基づき，第３条に規定する審議事項のうち，一部の審議を

課程委員会に付託し，議決させることができる。 

３ 前項の規定に基づき課程委員会が行った議決は，この規程の定めに基づき議決したものとみな

す。 

４ 課程委員会は，課程委員会の審議結果等のうち，必要と認める事項について研究科教授会に報告

するものとする。 

５ 課程委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

（議事及び運営等） 

第１０条 この規程に定めるもののほか，研究科教授会の議事及び運営等必要な事項については，研

究科教授会で定める。 

（事務） 

第１１条 研究科教授会に関する事務は，総務部松岡キャンパス運営管理課において処理する。 

（規程の改廃等） 

第１２条 この規程の改廃に関することについては，研究科教授会が定める。 

２ 研究科教授会がこの規程の改廃，第３条第２項に規定する議事について定めたときは，学長に報

告しなければならない。 

  

附 則 

この規程は，平成16年4月１日から施行する。 

附 則（平成18年3月30日福大院医規程第1号） 

この規程は，平成18年4月1日から施行する。 

附 則（平成28年3月17日福大院医規程第2号） 

この規程は，平成28年4月１日から施行する。 

附 則（平成31年3月30日福大規程第85号）  

この規程は，平成31年4月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月17日福大規程第45号）  

この規程は，令和４年４月１日から施行する。  

附 則（令和 年 月 日福大規程第 号）  

この規程は，令和 年 月 日から施行する。  
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Ⅰ．設置の趣旨及び必要性 

１．設置の趣旨 

 １）福井大学の沿革 

  福井県は 17 市町からなり、総人口は 74 万 4568 人（2023 年推計人口（10 月 1 日現在））、

本州の中部に位置し、日本海に面している。 

平成 15 年に旧福井大学と旧福井医科大学が統合し、新福井大学が開学した。医学部は昭和 55

年に開学した旧福井医科⼤学が前⾝であり、「愛と医術で人と社会を健やかに」を理念として、

人間形成を基盤に生命尊重を第一義とする医の心の態度を体得するとともに、世界水準の医学お

よび看護学の知識と技能を修得し、地域社会や国際社会で活躍できる医療人および研究者を育成

してきている。 

医学部看護学科は、平成９年に旧福井医科大学に設置されて以来、高度専門職業人を育成し、

看護学の発展と地域社会に貢献することを目的として、1,450 名の卒業生を輩出しており、看護

師養成の他、保健師・助産師を輩出している。また、過去５年間の入学者選抜実施結果において

は、平均して 3.0 倍以上の志願倍率となっているところである。（資料１） 

大学院医学系研究科看護学専攻修士課程は、平成 13 年に地域保健医療福祉に貢献できる看護

職及び看護学研究を遂行できる指導的役割を担う研究・教育者を養成することを目的に設置され、

令和５年３月までに 198名の修了生を輩出し、福井県のみならず北陸圏内外の看護系教育機関や

保健医療機関で、研究・教育者や看護職としてその専門性と優れた能力を活かして活躍している。

（資料１） 

  

２）福井県の保健医療福祉の課題 

福井県は、⾼齢化率が 31.3％（令和 3 年）で全国よりも 5 年程度⾼齢化が先⾏している⼀⽅

で、社会活動を行う⾼齢者が多く、平均寿命も全国トップクラスの健康⻑寿県である。⾼齢者の

就業割合は 27.8%で全国 3 位、⾼齢者のボランティア行動者率は 29.3%で 9 位、就労・社会貢

献意欲が高い⾼齢者が多く、三世代家族で暮らしながら⼦育てに協⼒するなど、⾼齢者が地域や

家庭で⼀定の役割と⽣きがいを持って生活している。これらの要因から⾼齢者の元気⽣活率(要

介護 1 以上の認定を受けていない⾼齢者の割合)は、65 歳から 74 歳までの⾼齢者が 97.6%で全

国 3 位、75 歳から 79 歳までの⾼齢者が 92.7%で全国 3 位となっている。現在、全国的にも⾼

齢化率の上昇による多死社会と出⽣率の低下による⼈⼝減少が社会問題となっているが、福井県

においても、2000 年に 82 万 9 千⼈のピークを迎えて以来、⼈⼝減少が始まっており、国⽴社

会保障・⼈⼝問題研究所による推計では、2040 年には 64.7 万⼈まで減少する⾒通しとなって

いる。年齢区分別にみると、65 歳以上の⽼年⼈⼝が増加する⼀⽅、15 歳未満の年少⼈⼝や 15

〜64 歳の⽣産年齢⼈⼝は一貫して減少を続ける⾒込みであり、⾼齢化は 2040 年には約 37％ま

で上昇すると報告されている。 

また、福井県内の外国人住民数は、2005 年から 2013 年までは減少傾向にあったものの、

2014 年からはコロナ禍の影響の大きかった 2021 年を除き、増加基調で推移しており、2022

年 12 月末現在の本県の外国人住民数は、15,683 人、前年末比 399 人増（2.6％増）、総人口に

占める外国人住民割合は 2.09%と過去最高となっている。また、国籍別で見ると、世界 82 か

国・地域の人々が県内に在住しており、ブラジルが最も多く、次いでベトナム、韓国・朝鮮、中

国、フィリピンと多様性を増している状況にある。 

本県では 2015 年より「ふくい創⽣・⼈⼝減少対策戦略」を策定し、現在は第 2 期戦略を実施

しており、⼀⼈あたりの県⺠所得、安定した雇⽤環境や⼥性の働きやすさ、教育環境の⾼さ等が

総合的に評価され、福井県は「全４７都道府県幸福度ランキング 2022 年版」（一般財団法人日

本総合研究所編）において、総合１位となり、2014 年版、2016 年版、2018 年版、2020 年

版に続き、５回連続の「幸福度日本一」の評価を受けている。一方で、先述のように、本県では
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今後さらなる⼈⼝減少が予測され、長寿命化及び人口減少下における人材不足に対応し、増加す

る外国人住民も含め、医療・介護・福祉サービスを安心して利用できる環境整備が課題となって

おり、これまでの看護専門領域のみによる地域保健医療の課題解決から脱却し、異分野融合に基

づくイノベーション創出による次世代医療の実現、及び生涯健康を志向し、年齢を重ねても元気

に生活できる社会の醸成が急務となっている。このような問題意識から、令和２年 福井県長期ビ

ジョンの重点施策には、「新しい「健康文化」を創造するため、子どもから働く世代、高齢者ま

で全世代にわたる疾病予防や就労促進など社会の仕組みを人生 100年時代型に転換」や「本県が

先進的に進めてきた医療と介護の融合による在宅ケア体制の整備をさらに進め、フレイル予防や

生活支援など、医療や介護の必要がない高齢者へのアプローチも含めて、高齢者が状態に応じた

適切な支援を受けながら住み慣れた地域で暮らすことのできる「次世代包括ケアシステム」を作

出」が謳われており、これらは福井県のみならず国内外に共通する地域課題となっているところ

である。この様な現況下においては、国内外の地域で生じる様々な課題に対峙していく卓越した

実践能力を有するトップリーダー、国内外の様々な課題に応用できる看護学研究を先導できる研

究・教育者の育成が重要となる。 

 

３）医学部看護学科と⼤学院医学系研究科修⼠課程が果たしてきた現状と課題 

福井⼤学医学部看護学科は、福井県で最初に開学された看護系 4 年制⼤学（1997 年）で、看

護師のみならず、保健師と助産師の国家試験受験資格を得ることができる。医学部医学科と合同

で行う科⽬や実習もあり、附属病院を併設しているため、学⽣のうちから多職種協働を学ぶこと

ができる。また、⼤学院では基礎看護学、成⼈看護学、災害看護学、地域看護学、⽼年看護学お

よび⺟⼦看護学の各教育研究分野を設けており、新たに精神看護学（R６）およびがん看護学

（R7）を設けることとしている。本学の修⼠課程では⾼度な看護理論・技術を有し、⾼度専⾨

的看護実践能⼒を備えたリーダーとなる⼈材や、優れた指導的役割を担う研究・教育者および国

際社会に貢献できる⼈材を育成している。 

しかし、修⼠課程が開設された 2000 年代初頭から今⽇に至るまで、経済の変動や社会の変化

は、人々の働き⽅や暮らしに大きな影響を与えてきた。⽇本経済は、戦後復興から⾼度経済成⻑、

安定成⻑を経て、国⺠の⽣活⽔準の向上を実現していったが、バブル経済の崩壊以降、⻑期の経

済停滞のもとで、厳しい雇⽤情勢が続き、新規学卒者の就職率も⼤きく低下した。同時に急速な

⾼齢化の進展、慢性疾患の増加などによる疾病構造の変化、保健サービスに対する国⺠ニーズの

⾼度化、多様化等により保健医療福祉を取りまく状況は著しく変化した。2020 年から新型コロ

ナウイルス感染症が広がり、⾼齢者の⽣活様式や⾏動にも変化が見られた。⾼齢者が社会参加を

通じて、知識や経験を活かし活躍する機会を充実し、加齢に伴う虚弱の進⾏や⽣活機能の低下を

防ぎながら、可能な限り元気な状態を維持することが重要である。近年、認知症⾼齢者や⾼齢者

の⼀⼈暮らしや夫婦のみ世帯が増加しており、⾼齢者が医療や介護の必要な状態になっても、

「誰もが住み慣れた地域で⾃分らしく最後まで暮らすことができる社会」の実現に向けた取組み

を強化していくことが喫緊の課題である。既存の看護学の範疇では対応に難渋する新興感染症や

2024 年初頭に起きた能登半島地震に代表されるような自然災害による健康課題に対しては、異

分野を融合した新しいケア開発やシステムの構築を看護職が担っていく必要がある。 

保健・医療・福祉の⼈的資源と財源が限界を迎えている中で、人々の医療・介護ニーズは増⼤

し、多様化・複雑化している。国⺠のニーズに応え、健康な社会をつくるために、日本は地域を

基盤とした「地域包括ケアシステム」へと舵をきった。健康問題をもちながら地域で生活してい

くための包括的かつ継続的なヘルスケアを創造するためには、異分野を融合し、データや ICT・

ロボット・AI 等を利活用しながら、国内外の地域で生じる様々な課題への解決策をそれ以外の地

域に応用する“広域ヘルスケア”及び乳幼児から老年期にいたる生涯を通じた個人の発達を促進

させる“生涯発達ヘルスケア”を統合した新たな実践手法の開発が切実に求められている。 
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本学が構想した博士後期課程では、国内外の様々な課題に対峙していく卓越した実践能力を有

するトップリーダー、かつ、福井県のみならず国内外の様々な課題に応用でき看護学研究を先導

できる研究・教育者の育成を行いたいと考えている。 

 

２．設置の必要性及び理由 

 看護学専攻に博士後期課程を設置して養成したい人材像は以下のとおりである。 

 異分野を融合し、データや ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら、様々な課題の解決策を国内

外に応用する“広域ヘルスケア”及び乳幼児から老年期にいたる生涯を通じた個人の発達を促進さ

せる“生涯発達ヘルスケア”を統合・実践できる研究・教育者、トップリーダー 

上記人材は、高齢者が健康問題をもちながら地域で生活していくための包括的かつ継続的なヘル

スケアシステムを創造したり、既存の看護学では対応に難渋する新興感染症や自然災害による健康

課題に対応できる新たなケアシステムを構築したりするためには不可欠である。したがってこの様

な人材を育成することが本課程を設置する理由である。 

 

３．「次世代ヘルスケア創生看護学」の考え方 

 博士後期課程の教育研究分野を「次世代ヘルスケア創生看護学」とする。 

 「次世代ヘルスケア創生看護学」とは、異分野を融合し、データや ICT・ロボット・AI 等を利活

用しながら、様々な課題の解決策を国内外に応用する“広域ヘルスケア”及び乳幼児から老年期に

いたる生涯を通じた個人の発達を促進させる“生涯発達ヘルスケア”を統合し、看護研究・実践を

行う専門分野である。 

  

４．博士後期課程の教育目標 

１）大学の理念・使命等  

 福井大学は、「格致(かくち)によりて 人と社会の未来を拓(ひら)く」を理念とし、学術と文化

の拠点として、高い倫理観のもと、人々が健やかに暮らせるための科学と技術に関する世界的水準

での教育・研究を推進し、地域、国及び国際社会に貢献し得る人材の育成と、独創的でかつ地域の

特色に鑑みた教育科学研究、先端科学技術研究及び医学研究を行い、専門医療を実践することを使

命としている。 

 医学研究科においては、高度な医学及び看護学の知識を修得し、高い水準の医学研究を遂行でき

る研究能力や先端的で高度専門的な臨床技術を提供できる実践能力を身につけ、高い倫理観と豊か

な人間性のもと、人類の健康福祉と社会福祉に貢献できる医療人を育成することを目的としている。 

 

２）修士課程の教育目標 

修士課程では、高い倫理観と良識のもと、国際的な視野と科学的な分析能力を備え、高度な看護

理論・技術と異分野の融合を見据え、看護学を体系化・深化させる研究を遂行・発信できる研究・

教育者、並びに高度な実践能力を備え、地域ヘルスケアを自律して行うことができる看護実践者を

養成し、看護学の発展と地域社会に貢献することを教育目標とし、研究コースと高度実践コースを

設けている。 

研究コースの「基礎看護学」では、看護の質やプロセスなどについての研究、「成⼈看護学」で

は、成⼈期における様々な健康問題に対する看護についての研究、「災害看護学」では、減災・防

災を含む災害の特性を踏まえた適切な看護についての研究、「地域看護学」では、地域で暮らす

人々の様々なライフステージや健康課題への看護についての研究、「⽼年看護学」では、複雑な健

康問題を持つ高齢者の QOL を向上させるための看護についての研究、「⺟⼦看護学」では、次世代

の健康・養育を担う女性と子どもへの看護について研究している。2013 年には専門看護師（CNS）

教育を行う高度実践コースを設け、2013 年に「災害看護学」を、2014 年に「がん看護学」、
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2017 年には「⽼⼈看護学」を開設した。専門看護師（CNS）教育は福井県内唯⼀であり、高度な

看護実践⼒を修得し、今後の医療・看護界のリーダー的存在の養成に貢献している。新たに設ける

「がん看護学」では、がん患者の身体的・精神的な苦痛を理解し、患者やその家族に対して QOL

の視点に立った看護についての研究、「精神看護学」では、様々なライフステージにある人のメン

タルヘルスやこころの疾患をもつ人とその家族への看護についての研究を行う予定であり、新⽣児

から⾼齢者まで⽣涯にわたる健康や課題について深く学び、看護⽀援に繋げることができる。 

 

３）博士後期課程の教育目標 

高い倫理観と良識のもと、グローカルな視点と多角的・科学的な分析能力を備え、卓越した看護

理論・技術と異分野を融合し、データや ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら、様々な課題の解

決策を国内外に応用する“広域ヘルスケア”及び乳幼児から老年期にいたる生涯を通じた個人の発

達を促進させる“生涯発達ヘルスケア”を統合・実践できる研究・教育者、トップリーダーを養成

し、看護学の発展と国内外の地域社会に貢献することを教育目標とする。 

 

４）ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

 博士後期課程においては、本学大学院の学位授与方針及び修了後の進路等社会のニーズを踏まえ、

所定の年限在籍し、体系的な教育課程により学業を修め、学術的価値を有する国際的学術誌に公表

された原著論文に対する審査に合格し、かつ、高い倫理観と良識のもと、卓越高度専門職業人とし

て備えるべき以下の全ての能力を修得した者に対し、博士（看護学）の学位を授与する。 

① 卓越した看護理論・技術と異分野の融合により、データや ICT・ロボット・AI 等を利活用し

た次世代ヘルスケア実践能力と研究完遂力 

② 多角的・科学的な分析により、グローカルな視点から様々な課題の解決策を国内外に応用する

“広域ヘルスケア”及び生涯を通じて個人の発達を促進させる“生涯発達ヘルスケア”双方の

視点から諸問題を解決できる実行力 

 

５．入学者の確保の見通し 

以下のとおり、本学が博士後期課程を設置した後の入学希望者は十分に見込まれると考える。ま

た、これにより、博士後期課程への進学を志す者の県外流出を回避し、将来を嘱望される優秀な人

材が県内に定着することも期待できる。 

 

１）本学医学部附属病院に勤務するフルタイム看護師のキャリアアップ  

本学医学部附属病院に勤務するフルタイム看護師 753 名（R5.9.1 現在）のうち、修士号取得者

（33 名、うち本学修了者 29 名）及び本学医学系研究科看護学専攻（修士課程）在学者（29 名、

うち本学医学部附属病院に勤務する看護師 11 名）の計 62 名にアンケート調査を実施した。調査

結果では、20 名が本学博士後期課程への進学を希望または将来的に検討したいと回答している。

（資料２参照）この修士号取得者の中には、自身のキャリアアップや研鑽のため博士課程への進学

の意志はあるが職務や家庭の状況から他県への進学を断念している者が潜在的に存在していること

が推測され、本学博士後期課程の設置により進学希望者の掘り起こしが期待される。 

また、上記修士号既取得者 33 名のうち 29 名は本学の修了生、在学者 29 名のうち 11 名が本学

医学部附属病院に勤務する看護師であることから、これらの層を中心に積極的に本学博士後期課程

への進学を促していく。 

同時に学部段階から博士後期課程までのカリキュラム接続を一層強化することにより、所属看護

師に修士課程（改組後は博士前期課程）進学を呼びかけ、博士後期課程へ繋げていくとともに、学

部段階から大学院進学を見据えた意識付けを行い、学部からのストレート進学者の増加も図ってい

く。 
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２）県外の博士後期課程に進学せざるを得ない修士課程修了生の実態 

県内大学（福井県立大学、敦賀市立看護大学及び福井医療大学）の看護学科教員の博士号取得状

況を見ると、教授 81.6%、准教授 27.3%、講師 0%、助教 5.6%と、職位が上がることに伴いそ

の取得割合が増加している。学位の分野については、修士号取得者では「看護学」が最も多く、博

士号取得者においても「医学」に次いで「看護学」が多い。また、博士号取得者に係る学位授与機

関の地域区分を見ると、北陸・甲信越（福井県外）及び近畿が大半を占めており、福井県の近隣地

域で学位を取得していることが確認される。（資料３参照）このことから、今後も県内大学の看護

学科教員がキャリアアップのため「看護学」の博士号の取得を希望することが期待されるが、現在、

県内には「看護学」の博士号を授与する機関がなく、設置後は本学博士後期課程への高い進学需要

が見込まれる。 

 

３）福井県からの要望 

 本学看護学科長が福井県庁大学私学課に看護学専攻博士後期課程の構想を説明し、意見交換を行

った際には、福井県長期ビジョンの重点施策の推進に資する構想であり、是非、設置願いたいとの

積極的な後押しの言葉があり、２月に福井県知事から要望書をいただいた。（資料４－１） 

 なお、本学医学部には、福井県の地域医療の推進に寄与することを目的として、地域医療推進講

座（福井県からの寄附講座）が設置されており、構想している看護学専攻博士後期課程において、

同講座の教員による「地域医療ケア・マネジメント」の講義を予定している。 

 

４）福井県看護協会長と福井県看護連盟会長の座談会 

 先頃行われた両会長の座談会において、タスクシフト・多職種連携、AI・ICT の活用による業務

改善の重要性とともに、在宅療養や訪問看護を中心的に担うのは看護師で、ショートステイやデイ

ケアなどの介護施設でも看護機能が一層必要になり、人材確保はより大きな課題との認識が示され、

併せて、自宅で療養する人がどのような生き方をしたいのか、人生をどう全うしたいのか、その人

らしい選択ができるようお手伝いをするのも、看護師の努めであり、新しい取組が新しい看護の技

術や体制作りにつながるとのメッセージも伝えられた。 

本学看護学科長が福井県看護協会長に看護学専攻博士後期課程の構想を説明し、意見交換を行っ

た際にも上述したメッセージと併せて、今後、県内病院の看護部長職等には、本後期課程設置によ

り養成するトップリーダーの能力が必要不可欠であるとの認識が示された上で、後期課程設置に向

けた強い期待が寄せられ、３月に福井県看護協会長より要望書をいただいた。（資料４－２） 

 

５）近隣大学の博士後期課程定員と充足率 

福井県に博士（看護学）の学位を取得できる課程はなく、福井県が位置する北陸地区（富山県・

石川県・福井県）において、博士（看護学）の学位が取得できる課程の定員及び充足率を確認した

ところ、３大学（富山大学医学薬学教育部看護学専攻博士後期課程、金沢大学医薬保健学総合研究

科保健学専攻博士後期課程、石川県立看護大学看護学研究科博士後期課程）中３大学が 100％以上

の充足率であり、本学看護学専攻博士後期課程においても入学者の確保が十分に見込まれる。 

 

６）学生確保に向けた取組の推進 

 本学看護学専攻博士後期課程で予定している入学定員３名は近年設置認可された他国立大学看護

系後期課程と同程度（浜松医科大学３名（R4)、滋賀医科大学３名（R6））であり、妥当な設定と

考えているが、設置後は、修士課程（改組後は博士前期課程）も含め、社会人大学院生を対象とし

た独自の奨学金制度「福井大学大学院医学系研究科振興奨学金」の取組を強化し、併せて、修士課

程（改組後は博士前期課程）の実績を踏まえた博士後期課程の学生確保に向けた具体的な取組を行

っていくことにより、需要を喚起し、質の高い学生の確保を図ることとしている。なお、この取組
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が奏功した暁には入学定員の増についても検討する。 

 

６．博士後期課程修了後の進路及びその見通し 

 博士後期課程修了者には、研究・教育者、トップリーダーとして、異分野を融合し、データや

ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら、“広域ヘルスケア”と“生涯発達ヘルスケア” を統合し

た新たな手法を開発し、実践・研究していくことが期待される。 

 本学修士課程修了生の動向からは、博士後期課程への進学者は、就労を継続しながら看護研究者

としてのキャリアを積むことを目的に社会人学生として入学することが予想されるため、修了後も

就職先は確保されていると見込まれる。 

また、県内大学各看護学科長へのアンケート調査の結果、自大学の教員に本学博士後期課程への

進学を勧める意向、自大学の教員として本学博士後期課程修了生を採用したい意向が強いことから、

大学教員としても十分期待されるところである。（資料５） 

併せて、県内地域医療支援病院のうち大規模病院の看護管理職へのアンケート調査の結果、部下

に大学院への進学を勧める意向、大学院修了者を積極的に採用したい意向が強く、看護師のキャリ

アアップのための大学院進学ニーズの高まりを確認したことから、トップリーダーとしての需要も

十分であることが確認されている。（資料６） 

 

Ⅱ．研究科の名称及び学位の名称 

１．組織構成及び課程名称 

福井大学大学院医学系研究科看護学専攻博士後期課程とする。これに伴い修士課程（看護学専攻）

は看護学専攻博士前期課程に変更する。 

 

２．学位の名称 

博士（看護学）とする。 

 

３．当該名称とする理由 

博士後期課程は、修士課程で修得した高度な専門性と能力を基盤とし、卓越した高度な看護理

論・技術と異分野の融合による実践能力と研究完遂力、看護専門分野における異文化理解と実践的

な言語運用能力を備えたコミュニケーション力、多角的・科学的な分析により、グローカルな課題

を設定でき、それらを解決することができる実行力の修得を基軸に、様々な課題に対峙していく卓

越した実践能力を有するトップリーダー、国内外の様々な課題に応用できる看護学研究を先導でき

る研究・教育者を育成し、看護学の発展と国内外の地域社会に貢献することを目指すものであるこ

とから、学位の名称を博士（看護学）とする。 

 

４．英語名称 
研究科： 医学系研究科 Graduate School of Medicine  

専 攻： 看護学専攻 Division of Nursing Science 

課 程： 博士後期課程 Doctoral Program 

学 位： 博士（看護学）Doctor of Philosophy in Nursing 

 

学位の英語名称は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による「学位に付記する専攻分野

の名称」調査の「R４年度 学位に付記する専攻分野の名称の英語表記一覧（博士）」を見ると 22 件

用いられており、国際通用性があるものと考える。 

URL   https://www.niad.ac.jp/storage/011/202309/R4meisyou_doctor_English.pdf 
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Ⅲ．教育課程の編成の考え方及び特色  

１．教育課程の編成の考え方 

博士後期課程では、前述した教育目標を達成するために、教育課程の編成方針（カリキュラム・ポ

リシー）に基づき教育課程を編成し、アセスメント・ポリシーに従い教育の成果の評価を行いなが

ら、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針（資料７－１））に示す能力の修得を目指す教育を行う。 

１）カリキュラム・ポリシー（教育課程編成方針（資料７－１））  

様々な課題に対峙していく卓越した実践能力を有するトップリーダー、国内外の様々な課題に

応用できる看護学研究を先導できる研究・教育者を育成するため、以下の方針に則りカリキュラ

ムを編成する。 

（1）工学や社会学、教育学など他の学問領域との融合を図り、データやICT・ロボット・AI等

の利活用法を習得することにより、研究対象を多角的・科学的に分析する方法を学修する。 

（2）あらゆる年代や地域で生じる様々な健康課題を、“広域ヘルスケア”及び“生涯発達ヘルス

ケア” 双方の視点から解決する方法を探求する。 

（3）看護学と他の学問領域との融合により、次世代ヘルスケアを創生する看護学研究を遂行し、

その成果を社会に還元することを学修する。 

これらの科目は、講義・演習・実験・実習等の授業形態に応じて、アクティブ・ラーニング

（能動的学修）を導入する。 

 
２）アセスメント・ポリシー（学修成果の評価方針（資料７－１）） 

 研究・学修成果の評価は、「福井大学における多面的かつ厳格な成績評価のガイドライン」に

基づき評価を行う。（資料７－２） 

共通科目、専門科目、特別研究科目の評価にあたっては、以下の各観点を重視する。 

(1) グローカルな視点に立ち、研究対象を多角的・科学的に分析する方法を習得しているか。 

(2) 様々な健康課題を、“広域ヘルスケア”及び“生涯発達ヘルスケア” 双方の視点から解決する

方法を習得しているか。 

(3) 看護学と他の学問領域との融合により、次世代ヘルスケアを創生する看護学研究を自立し

て実施し、その成果を社会に還元することを意図しているか

博士後期課程で実施する教育をより良いものとしていくため、随時、研究成果について多角

的・総合的評価と検証を行い、継続的な改善に努める。 
 

２．教育課程編成の特色（資料８－１・８－２・８－３・８－４（ カリキュラム構成・カリキュラ

ムマップ・「Program of Study Committee」について・QE実施要項について） ） 

１）共通科目 

共通科目をAとBに区分する。共通科目A において「アドバンストナーシングリサーチ」を履修し、リサーチ

クエスチョンに適した研究手法の選択・博士論文の計画立案を行い、「保健医学におけるデータ解析法」で

は、研究手法・博士論文の計画立案に則したデータ解析法（量的、若しくは質的）を１年次に履修する。共通

科目Bの異分野融合科目では、データやICT・ロボット・AI 等を利活用するための基礎を学ぶ「ヘルステック

実践論」を必修とし、それ以外の異分野融合科目の中から学生の研究課題に見合った科目を学生と主研究

指導教員が相談して適切な科目を選択していく。 

 

（１）共通科目 A 

「アドバンストナーシングリサーチ」を１年次前期に、「保健医学におけるデータ解析法（量

的）」、「保健医学におけるデータ解析法（質的）」を１年次後期に開講する。 
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（２）共通科目 B 

「ヘルステック実践論」を１年次前期に、「アントレプレナーシップ論」、「デザイン思考」、「異

文化コミュニケーション」、「地域医療ケア・マネジメント」、「生涯発達とこころ」を１～２年次に

開講する異分野融合科目とする。 

 

２）専門科目 

「次世代ヘルスケア創生看護学特論」を１～２年次に、「次世代ヘルスケア創生看護学演習」を

２年次に開講する。 

 

３）特別研究科目 

 特別研究科目として、「次世代ヘルスケア創生看護学特別研究」を 1～3 年次に配置する。 

本科目は、各指導教員の下に、「次世代ヘルスケア創生看護学」に関する博士論文の課題研究を

企画・実施し、英語論文もしくは和文論文として公表し、博士論文にまとめる科目としてゼミ形式

で運営する。後述する「Program of Study 」を構築し、博士論文をまとめる過程において、デー

タや ICT・ロボット・AI 等の利活用やその他の異分野に関する助言を行っていくこととしている。 

履修学生は、研究課題に応じた文献検討、研究計画の策定、研究倫理審査委員会への申請と承認

を得たのち、研究の実施、データ分析、論文作成・発表に取り組む。この一連の過程には主研究指

導教員・副研究指導教員等と十分な討議を繰り返すことが予想され多くの時間を要することから、

演習の総時間から８単位の科目とした。 

 

Ⅳ．教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

１．教育方法に関する基本的な考え方 

「次世代ヘルスケア創生看護学」を探求し、その知見と研究能力の獲得のため必修専門科目や共

通科目を履修し、規定の単位を修得すること、そして研究活動を進めていくという２つを教育の柱

とする。 

修士課程から引き続き博士後期課程に進学する学生が設置当初は少ないことが見込まれること、

また、他大学の修士課程修了生の入学も見込まれることから、研究基礎力試験（QE；Qualifying 

Examination）を実施し、研究の質と進捗を確認するものとする。 

 

２．入学から修了までの履修指導、研究指導の方法 

１）教員の研究指導体制 

学生が適切な指導を受け、博士論文を完成させるためには、学生と主研究指導教員、副研究指導

教員とのマッチングが重要であることから、入学後すぐに学生が適切な研究指導を受け、研究を進

められる体制を整えている。 

学生は、本学の各教員の教育研究業績等を公開する Web データベース「研究者総覧」にアクセ

スして、自己の研究課題に専門的指導が教授される教員を検索することができる。学生は、入学ま

でに指導を受けることを希望する研究指導教員と面談し、研究課題等を確認したうえで指導希望教

員を申請する。全ての学生について、主研究指導教員は、学生との入学前の事前面談等の内容を踏

まえ、2 名以上の副研究指導教員を選定する。このように学生ごとに主研究指導教員と２名以上の

副研究指導教員からなる「Program of Study Committee」を構築し、医学系研究科教授会で審議

のうえ、４月に研究指導教員（「Program of Study Committee」）を決定する。なお、構築する

「Program of Study Committee」には、データや ICT・ロボット・AI 等を専門分野とする本学

大学院の異分野の教員が参画し、学生の履修指導ならびに博士論文研究において、異分野に関する

助言を行っていくこととしている。 

指導教員は指導する学生に研究指導計画を明示し、学生は各教員の研究及び指導計画を確認する
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ことができる。研究テーマを変更する場合には、申請によって指導教員を変更することができる。 

指導教員の決定後は、学生ごとに研究計画書を作成し、研究テーマ、研究計画及び研究方法を決

定する。研究計画書は学生、指導教員及び松岡キャンパス学務課で保管する。指導教員は、毎年 6

月および 12 月に学生への個別指導を行うことで、学生の状況に応じたオーダーメイドの履修指導、

研究指導を実現する。また、１年次末に、全ての学生を対象として研究計画を発表する機会を設け

る。研究計画発表会では、指導教員のみならず、「Program of Study Committee」に参画するデ

ータや ICT・ロボット・AI 等を専門分野とする本学大学院の異分野の教員からも横断的に助言を

受けるものとする。必要に応じて、指導教員と相談のうえ、研究計画を見直すことができるように

する。また、2 年次の 10 月にプログレスレポート、レポートに基づく口頭試問による研究基礎力

試験（QE；Qualifying Examination）を実施する。QE は、論文投稿に向けた研究の質の確認及び

その向上を図ることを主な目的として「Program of Study Committee」が審査に当たり、評価平

均の 60%以上を合格とする。2 年次 10 月に不合格であった場合は 2 年次終了までに毎月再受験可

能とし、指導教員を中心に看護学科教員で合格に向けてフォローアップ（2 年次終了までに合格し

なかった場合は 10 月に再受験とする。）する。 

 

２）履修指導 

博士後期課程修了のために、主研究指導教員は、学生が履修モデルに基づいて、共通科目４単位以上

（共通科目A：必修科目１単位、選択科目１単位以上、共通科目B：必修科目１単位、選択科目１単位以上）、

専門科目４単位、特別研究科目８単位の16単位以上を履修し単位を取得すると共に、必要な研究指導を受

けて学位論文を作成するよう指導する。学生が諸科目の学修成果を「次世代ヘルスケア創生看護学特別研

究」に統合させて研究を達成できるように指導する。 

主研究指導教員は、学生が履修モデルを参考に修業年限を定め、具体的な学修計画を立案し、主体的に

計画に沿って研究を行い学位論文が完成できるように支援する。 

 

（１）入学時の履修に関するガイダンスの実施 

博士後期課程での３年間の履修過程が理解できるよう、入学時にガイダンスを実施する。学則や

シラバス、履修のプロセス、履修モデルの提示により、博士後期課程の教育目標、教育課程の編成、

時間割、履修方法、研究指導方法、研究倫理審査申請方法と必要な受講プログラム、博士論文作成

までのスケジュールと審査時期を具体的に説明する。 

 

（２）個別指導による履修計画の実施 

入学者の個々の背景や事情に配慮し、主研究指導教員が中心となって個別に履修計画および研究

進捗状況の報告を受け、指導と助言を行う。時期は毎年 6 月および 12 月とするが、社会人の入学

が多いと考えられるため、個々の学生の都合にフレキシブルに対応し、また就労と履修のバランス

がとれるよう、学生の事情に応じた履修計画を指導する。 

 

３）標準的な履修スケジュール 
入学から修了までの研究指導の標準的な履修スケジュールは資料９のとおりである。 

また、標準的な履修モデルと長期履修生の履修モデルは、資料１０のとおりである。 

 

３．修了要件 

16単位（共通科目４単位以上【共通科目A：必修科目１単位、選択科目１単位以上、共通科目B：必修科

目１単位、選択科目１単位以上】、専門科目４単位、特別研究科目８単位）以上を修得し、かつ、学位論文を

提出しその審査及び最終試験に合格することにより、博士（看護学）の学位を授与する。 
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４．研究の倫理審査体制 

１）研究倫理の教育 

 本学では、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に関する講習会を「臨床

研究講習会」として受講ルールを定めて実施している。また、研究倫理や「研究機関における公的

研究費の管理・監査のガイドライン」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイド

ライン」で示す研究不正等については、一般財団法人公正研究推進協会（APRIN）提供の研究倫理

教育 e ラーニングの受講を必須としている。また、大学院生にも、APRIN の e ラーニングの受講

を義務付けている。（資料１１） 

 

２）福井大学の倫理審査に関する委員会の組織及び役割 

本学では、「福井大学におけるヒトを対象とする研究に関する規程」第８条第１項の規定に基づ

き、本学の研究者が行う医学系研究及び医療行為の適正な実施に関し、ヘルシンキ宣言に示された

倫理規範、国が策定した指針、その他関係法令等の趣旨と倫理的配慮のもとに検討し、調査審議す

ることを目的とするため、福井大学医学系研究倫理審査委員会（資料１２）を設置している。 

博士後期課程の学生が行う研究に関しては、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針」の適用となる研究内容の場合は、指導教員の指導の下、本委員会の承認を得て実施してい

る。（資料１３） 

 

５．学位論文審査体制 

博士論文の審査は、福井大学学位規程の規定に基づき、博士論文１編ごとに審査委員会を設置し、医学

系研究科所属マル合教員のうちから３名以上の審査委員を選出し、博士論文の審査を行わせるものとする。

なお、学位規程においては、教授会において必要があると認めるときは、他の研究科、大学院又は研究所等

の教員等を審査委員として加えることができると規定としており、この規定に基づき、教授会において必要が

あると認めるときは、関連する本学大学院の異分野の教員を審査委員として加え、論文審査の客観性を担

保するものとする。 

 

１）審査申請資格要件 

 （１）本学の医学系研究科本課程に２年以上在籍していること 

（２）共通科目４単位以上【共通科目 A：必修科目１単位、選択科目１単位以上、共通科目 B：

必修科目１単位、選択科目１単位以上】、専門科目４単位を修得していること 

（３）QE を受審し、合格していること 

（４）学位論文 

・以下の要件を満たす査読有の学術誌に原則として原著論文として受理されていること（掲

載可とされた論文を含む）。学術論文申請者が筆頭著者であること。 

①英文；インパクトファクターのある英文誌、もしくは  

    関連する和文学会誌に英文原稿を投稿し掲載されていること 

②和文；日本学術会議協力学術研究団体である学会の学会誌であること 

・英文原稿を必須としないが、英語論文であることが望ましい。  

・和文の場合には、関連する国際学会での英語による発表を条件とする。 

 

２）審査体制 

主査１名、副査２名以上で編成する。主査及び副査１名は主研究指導教員及び副研究指導教員

（共にマル合教員）とは異なるマル合教員が担当し、副査のうち１名を主研究指導教員が担当す

る。口頭発表と口頭試問による公開の最終試験を実施する。なお、提出された学位論文の審査は、

データや ICT・ロボット・AI 等、関連する異分野を評価するため、審査委員会を設置する教授会
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において必要があると認めるときは、関連する異分野の研究科教員１名以上を審査委員として加

え、それ以外の場合は、主査の判断のもと、関連する異分野の研究科教員への相談や助言を柔軟

に求めることができる協力体制を構築しておく。また最終試験は、公開による口頭発表と口頭試

問によって実施する。これにより論文審査の客観性と公平性を担保する。 

最終試験の後、「大学院医学系研究科教授会」において、学位論文審査の報告に基づき審査し、

学位授与の可否を決定する。 

 

３）審査基準 

 （１）専門看護学分野において、学術的な貢献や社会的な意義を有している。 

・卓越した看護理論・技術と異分野の融合により、データや ICT・ロボット・AI 等を利活用

した生涯健康を実現するためのヘルスケアシステム創生に資する研究課題であるか 

・ 多角的・科学的な分析により、グローカルな視点から様々な課題の解決策を国内外に応用

する“広域ヘルスケア”及び生涯を通じて個人の発達を促進させる“生涯発達ヘルスケア”双

方の視点から、健康課題への新たな看護実践におけるエビデンスが実証された研究課題で

あるか 

 （２）研究方法が妥当である。 

・目的に適した 研究デザインであるか 

・科学的根拠に基づいた研究方法が詳述されているか 

・目的に適した分析方法であるか 

 （３）適切な研究倫理審査を受審している。 

・任意性が保証されているか 

・同意の取得方法が適切か 

・不利益・リスクへの対策が講じられているか 

・個人情報が保護され、データ管理がなされているか 

・研究公正の観点から問題がないか 

 （４）適切な論文が引用され、論旨に一貫性がある。 

 （５）学位論文として学術的意義、新規性、創造性、独創性がある。 

・看護学の発展に貢献し、波及効果が期待できるか 

 （６）研究結果についての質疑に明晰に応答できる。  

 （７）看護学に資する研究成果である。 

  

６．学位論文の公表 

学位規則（昭和28年文部省令第９号）第 8 条に従って学位論文の要旨及び審査結果の要旨を本学ホ
ームページにおいて公表する。 

また、学位規則（昭和28年文部省令第９号）第 8 条に従って学位論文の要旨及び審査結果の要旨を本
学ホームページにおいて公表する。 

 

Ⅴ．既設の修士課程との関係 

１．本研究科修士課程の特色 

修士課程は、研究コースと高度実践コースから構成され、看護学を体系化・深化させる研究を遂行・発信

できる研究・教育者、並びに高度な実践能力を備え、地域ヘルスケアを自律して行うことができる看護実践

者の養成に尽力してきた。 

「看護学専攻」のもと、基礎看護学、成人看護学、災害看護学、地域看護学、老年看護学および母子看護

学において、優れた看護学の知識と技能を修得する研究コースと、卓越した看護実践能力を修得する専門

看護師（CNS）教育を行う高度実践コースを設け、複数の大学院担当教員により体系的に教育・研究指導
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を行っており、附属病院のみならず、福井県下の病院から多くの看護職者が志願している。 

 

２．修士課程の教育の特色 

研究を通じ人類に対する高い倫理観と、豊かな人間性の涵養を目指し、看護学領域を主として構成し、ま

た、学びやすいように長期履修制度や昼夜開講制度を設けている。 

研究コース 

① 基礎看護学において、あらゆる看護場面に共通した看護過程の展開と看護技術、および看護管理、看

護理論に関する研究を行っている。 

② 成人看護学において、慢性病患者の生活と“病い”の体験、手術・救急などクリティカルな状況におけ

る看護の役割、がん患者の理解と QOL について探求し、対象理解を基盤とした看護に関する研究を行

っている。 

③ 災害看護学において、災害による人々の健康や生活への影響、被災者特性、活動現場特性を踏まえ、

各災害サイクルにおける被災者に対する援助方法について研究を行っている。 

④ 地域看護学において、生活者としての個人、家族、集団が健康な生活を送るための看護支援、地域ケ

アシステムの構築について研究を行っている。 

⑤ 老年看護学において、高齢者の発達特性を基盤に、自分らしい生活の維持や QOL 向上に向けたケア

を探求し、自律に向けたセルフケアおよび家族支援などの研究を行っている。 

⑥ 母子看護学において、母子を取り巻く健康問題や心身の健全な育成、助産師活動評価、周産期看護

など、女性と家族のライフサイクルを視点とした研究を行っている。 

 

高度実践コース 

⑦ がん看護専門看護師教育では、 がんに関する専門的知識を深め、エビデンスに基づく的確な臨床判

断を行い、熟練した高度なケア技術とキュアの知識を用いた高度な看護実践を追究している。 

⑧ 災害看護専門看護師教育では、個人・家族・組織・地域における防災・減災に向けた諸活動について

人間科学の視点から探求すると共に、高度な災害看護の能力を有する専門看護師の育成を行っている。 

⑨ 老年看護専門看護師教育では、複雑で多様な健康問題をもつ高齢者とその家族が尊厳のある質の

高い生活を送れるよう、多角的なアセスメント能力、QOL 向上に向けた卓越した高度な看護実践能力

を有する専門看護師の育成を行っている。 

  

３．修士課程（博士前期課程）と博士後期課程との関係  

博士前期課程（現修士課程）と博士後期課程設置後の関係を資料１４に示す。 

博士前期課程（現修士課程）の研究コース及び高度実践コースにおいては、上記「修士課程の教

育の特色」のとおり特色ある研究や高度な看護実践⼒の修得を行っている。そして新たに設ける

「がん看護学」では、がん患者の身体的・精神的な苦痛を理解し、患者やその家族に対して QOL

の視点に立った看護についての研究、「精神看護学」では、様々なライフステージにある人のメン

タルヘルスやこころの疾患をもつ人とその家族への看護についての研究 を行う予定である。これら、

研究コース及び高度実践コースでは、上記８つの教育研究分野の１つを核としつつ、１～２の他教

育研究分野を重ね、乳幼児から⾼齢者まで生涯を通じた個人の発達を促進させる“生涯発達ヘルス

ケア”と“地域ヘルスケア”双方の視点を基盤とした研究と実践能力の修得を進めていく。 

博士後期課程では、異分野を融合し、データや ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら、上記８

つの教育研究分野の１つを核としつつも、更に多くの他教育研究分野を重ね、“生涯発達ヘルスケ

ア”と、様々な課題の解決策を国内外に応用する“広域ヘルスケア”を統合することにより、人々

が生活を営む地域の特性に応じたヘルスケアを追求する“次世代ヘルスケア創生看護学”の研究を進

めていく。 

例えば、現在取り組んでいる研究では、母子看護学と災害看護学双方の視点を取り入れた、学童
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期にある子どもへの VR 教材を用いた防災教育や、老年看護学と基礎看護学の視点に加え、工学的

手法を取り入れた褥瘡予防用具の開発があり、異分野と看護学各分野の融合から新たな看護学を創

生している。これらは、日本の看護系大学にはない革新的な取り組みである。 

以上により、博士後期課程では博士前期課程（現修士課程）の様な教育研究分野を設けずに、学

部から博士前期課程、博士後期課程の教育・研究の連動性と継続性を整備する。 

 

Ⅵ．多様なメディアを高度に利用して、授業を教室以外の場所で履修させる場合 

福井大学学則第４４条第２項の規定にて、「文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授

業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがで

きる。」としている。 

講義は対面を基本とするものの、社会人学生への教育支援は必要であり、遠隔授業システムを利

用したオンデマンド型やライブ配信による授業も積極的に実施する。 

オンデマンド型の場合、学生は、講義の動画を所定サイトから視聴でき、担当教員は、学生から

の質問等をサイト経由で受け取ることにより、質疑応答や理解度の確認を随時行い、対面授業と同

等の教育効果を確保する。 

ライブ配信の場合は、音声通信やチャット機能により、学生間の意見交換を可能とすることで、

対面での実施により近い形での講義を行う。 

 

Ⅶ．大学院設置基準第 14 条による教育方法の実施 

１．必要とされる分野であること 

大学の教育機能として、リカレント・リスキリング教育を積極的に行うことが期待されている。

福井県をはじめ国内外の様々な課題に対峙していく卓越した看護実践能力を希求する人材や、健康

格差を是正するための新たな実践手法の開発やシステム構築ができる人材を養成していくためには、

生涯教育の環境を提供し、社会に門戸を広げた大学院教育が必要といえる。 

本学修士課程では、長期履修制度や夜間開講を実施し、就労先からの支援を講じることで修士課

程の学生を支援してきた実績がある。 

博士後期課程の入学者も、修士課程と同様に社会人入学者の希望が多く、看護職としてのキャリ

アを継続しながら進学を希望する学生は多いと考えており、大学院設置基準第 14 条の教育方法の

特例の適用は不可欠で、博士後期課程で高度な研究活動を進めていくには、多くの学修時間を必要

とすることから、引き続き就労先との連絡・調整・協働により学修環境を整備していく。 

 

２．長期履修制度の導入と修業年限 

博士後期課程の標準修業年限は3年であるが、社会人入学者の修学を積極的に支援するために、

大学院設置基準第14条の教育方法の特例により、福井大学大学院学則に則り長期履修制度を導入

していく。長期履修の許可を受けた学生は、修業年限を４～６年とすることで、それまでに必要な

単位を修得し、学位論文を完成させていくことができる。 

 

３．履修指導及び研究指導の方法 

長期履修の許可を受けた学生は、入学前に主研究指導教員と履修計画と学位論文完成までのスケ

ジュールを十分に検討し、離職することなく修業年限内で学位取得できるように複数教員の指導体

制のもと支援するものとする。 

科目履修については、入学時オリエンテーションで説明するとともに、特例措置の時間帯

（18 時～21 時）を設け、通常の就学時間外でも履修が可能となるよう配慮するものとする。 

特別研究については、主・副研究指導教員が連携をとり、時間的配慮を心がけ、遠隔授業システ

ムを積極的に取り入れることで、計画的に就学できるよう支援する。 
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４．授業の実施方法 

博士後期課程は 1 学年３名の定員であることから、一般学生と在職する学生を分けた開講は設定

せずに、学生の就業状況等個々の状況を勘案しながら講義を開講する。 

必修専門科目は午後から夕方の時間帯に、共通科目は平日の夜間及び土日に履修ができるように

配慮するものとする。 

学位論文指導は、学生と主・副研究指導教員の間で就業と修学が可能になるように日程の調整を

行うとともに、適宜遠隔授業システムを積極的に活用しながら指導する。 

 

５．教員の負担の程度  

本学では、国立大学法人福井大学職員就業規則第４４条の４の規定に基づき、専門業務型裁量労

働制を採用しており、教職員の過半数代表者との間で専門業務型裁量労働制に関する協定書を締結

している。教員が夜間（18 時～21 時）、休日に授業を開講する場合、専門業務型裁量労働制を適

用し、過剰な負担が生じないよう協定書に基づき健康と福祉の確保を講じる。 

 

６．図書館、情報処理室等の利用方法及び学生の厚生に対する配慮 

１）図書館・情報処理施設等の利用方法 

松岡キャンパスに医学図書館を設置し、医学専門資料を整備している。閲覧席は 427 席あり、グ

ループディスカッション等ができる情報工房・グループラボを１４室整備している。開館時間は、

平日は 9 時から 20 時、土日休日は 10 時から 17 時としており、学生等で申請があった者は 24 時

間の特別利用を可能としている。 

また、学外からも、蔵書や文献データベースの検索、電子ジャーナルの閲覧ができるようにして

いるほか、学内に所蔵していない資料や文献の取り寄せを可能にしており、令和 5 年度からは外国

語論文の取り寄せについては学生に対しても無料となるサービスを提供している。 

 

２）食堂・売店等 

福利厚生施設として、大学構内に食堂、購買を設置している。購買では書籍も取扱っており、定

期購読や取り寄せの対応もしている。 

また、附属病院内には、レストラン、喫茶店、コンビニエンスストア等があり、大学院生の利用

が可能である。 

 

３）交通機関、駐車スペース等 

通学のための交通手段として、越前鉄道と京福バスの利用、または自家用車の利用を認めている。

交通機関利用の場合、福井駅から約 25 分～35 分と好アクセスとなっている。大学院生について

は、自家用車での通学において、教職員と同等に許可しており、教職員と同様に月 1,000 円の利用

負担金で駐車場を利用することができる。 

 

４）健康管理体制と必要な職員の配置 

学生の健康管理のために松岡地区保健センターを設置している。大学院生は教職員と同様に、年

に１度の定期健康診断を大学構内で受けることができる。また、専任の医師及び保健師、看護師、

学校医による健康相談を行っており、必要に応じて医療機関への紹介も行っている。 

その他、同センターに、カウンセラーを配置し、公認心理士・臨床心理士によるカウンセリング

を行っている。 

 

７．入学者選抜の概要 

博士後期課程では、異分野を融合し、データや ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら、“広域
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ヘルスケア”と“生涯発達ヘルスケア”を統合・実践できる研究・教育者、トップリーダーを育成

することを目的として、多様な観点から受験者の学力や資質を公平かつ多面的・総合的に評価する

一般選抜と社会人特別選抜を実施するものとする。 

 

８．大学院を専門に担当する専任教員を配置するなどの教員組織と整備状況  

博士後期課程は、博士前期課程の各専門分野を統合したものであり、修士課程における教育実績

のある教員を主に配置する。 

 

Ⅷ．入学者選抜の方法 

博士後期課程の入学定員は、社会人を含む３名とする。この人数の妥当性は、修士課程の入学定

員数（12名）や充足率、福井大学大学院医学系研究科 博士後期課程（看護学専攻）アンケート

調査による博士後期課程への希望状況（資料３）、並びに教育課程、研究指導体制及び教員組織と

教員の専門性（資料１５）、施設設備を考慮した。この定員数により、教育の精度を維持しつつ、

入学時から複数の研究指導教員・補助教員による手厚い指導が可能となり、学生への確実な教育支

援、学生の研究能力の向上を図ることが可能になると考える。 

 

表１   博士後期課程の入学定員・収容定員 

研究科 専攻 修学年数 入学定員 収容定員 

医学系研究科 看護学専攻 

（博士後期課程） 
3 年 ３名 ９名 

 

１．アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針（資料７－１）） 

人間の存在や生命の尊厳への深い理解に基づき、卓越した知識と技術、豊かな人間性と高い倫理

観、地域および世界を臨むことができる広い視野を有し、自律して研究活動を行うことにより、看

護学の創造的・実践的な発展に貢献できる研究者、教育者、実践者、管理者を育成することを目指

しており、以下の能力を有する人を入学生として受け入れる。 

 

1）求める学生像 

（1）能力、意欲等 

① 看護学分野に関する高度な専門知識とともに、自律した研究活動を行うことができる能力を有

すること（AP１） 

② 看護学以外の多様な学問分野にも高い関心があり、看護学と他の学問領域を融合し、看護学研

究に応用できる柔軟な発想力・対応力を有すること（AP２） 

③ 次世代医療の実現・発展に貢献できる高い倫理観と、問題解決に向けた方法を探求できる能力

を有すること（AP３） 

④ 国内外の研究論文を読み解く基礎的な語学力を有し、地域から国際的な問題・課題やそれに対

する自分の意見をわかりやすく表現できる能力を有すること（AP４） 

 

（2）入学までに学習・修得しておくことが期待される内容 

 修士課程・博士前期課程またはそれに準ずる教育課程あるいは社会生活において、看護学領域の

知識・技能・洞察力を獲得し、正確な文書読解、論理的な記述、明快で適切な表現など、看護学分

野の研究を進めるための基本的な言語運用能力を身に付けておくことを期待する。 
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２）入学者選抜の基本方針 

 求める学生像を踏まえて、多様な観点から受験者の学力や資質を公平かつ多面的・総合的に評価

することで、入学者を選抜する。 

 

（1）一般選抜 

修士の学位や専門職学位を有する者および同等以上の学力があると認めた者に対し、成績証明書、

研究計画書、 口頭試問および英語能力試験（TOEIC スコア）で評価して選抜する。 研究計画書、

口頭試問および英語能力試験では、志望する教育研究区分の専門的知識、語学力、大学院で学ぶ意

欲、適性、看護に対する姿勢、目的意識等を総合的に評価する。 

口頭試問を重視するが、成績証明書、研究計画書の評価が著しく低い場合には、判定に影響する。 

 

（2）社会人選抜 

 修士の学位や専門職学位を有する者および同等以上の学力があると認めた者で、看護師、保健師

または助産師の免許を有し、一定期間看護職として活躍している社会人に対し、成績証明書、研究

計画書、口頭試問および英語能力試験（TOEIC スコア）で評価して選抜する。研究計画書、口頭

試問および英語能力試験では、志望する教育研究区分の専門的知識、語学力、大学院で学ぶ意欲、

適性、看護に対する姿勢・経験を踏まえた看護の課題、目的意識等を総合的に評価する。 

口頭試問を重視するが、成績証明書、研究計画書の評価が著しく低い場合には、判定に影響する。 

試験方法とアドミッション・ポリシーの対応は下表のとおり。 

 

表２   試 験 方 法 と ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー の 対 応  
試験方法 アドミッション・ポリシー 

成績証明書 AP１ 

研究計画書 AP１、AP２、AP３ 

口頭試問 AP１、AP２、AP３、AP４ 

英語能力試験 AP４ 

 

２．出願資格 

博士後期課程に出願することができる者は、次の何れかに該当する者とする。 

(1) 修士の学位や専門職学位を有する者、及び入学年度前年度末までに取得見込みの者 

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者、及び入学年度

前年度末までに授与される見込みの者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授与された者、及び入学年度前年度末までに授与される見込み

の者 

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了

し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者、及び入学年度前年度末まで

に授与される見込みの者 

(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者、及び入学年

度前年度末までに授与される見込みの者 

(6) 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大

学院設置基準第16条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を

有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 
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(8) 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と

同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者 

 

Ⅸ．教員組織の編成の考え方及び特色 

１．教員配置の考え方 

博士後期課程の教員組織は、博士の学位を有する 16 名の専任教員（看護学３名、医学２名、小

児発達学 4 名、保健学 4 名、人間科学１名、理学２名）からなる。専任教員全員が博士前期課程

（修士課程）も担当することから、博士前期課程と後期課程の一貫した連続性のある教育・研究活

動を行うことができる。また、共通科目では、異分野融合の観点から大学院福井大学・岐阜聖徳学

園大学・富山国際大学連合教職開発研究科、大学院医学系研究科（統合先進医学専攻）、大学院工

学研究科、大学院国際地域マネジメント研究科の教員が兼担する。授業科目別の担当教員の一覧を

資料１６に示した。 

科目によっては、専門的内容を教授する点から複数の教員が担うが、科目代表者を置き、当該科

目の学修目標の到達に向けて授業全体の調整を行う。 

 

２．共通科目（共通科目 A） 

「アドバンストナーシングリサーチ」、「保健医学におけるデータ解析法（量的）」、「保健医学におけるデー

タ解析法（質的）」は、複数の専任教員が担当するオムニバス形式の科目とする。 

 

３．共通科目（共通科目 B） 

異分野融合科目として、「アントレプレナーシップ論」、「デザイン思考」は大学院工学研究科の教員（専任
教員以外の教員）が、「異文化コミュニケーション」は大学院国際地域マネジメント研究科の教員（専任教員
以外の教員）が担当（兼担）し、「ヘルステック実践論」は大学院工学研究科及び大学院国際地域マネジメ
ント研究科の教員（専任教員以外の教員）と専任教員が、「地域医療ケア・マネジメント」は大学院医学系研
究科の教員（専任教員以外の教員）と専任教員が、「生涯発達とこころ」は大学院福井大学・岐阜聖徳学園
大学・富山国際大学連合教職開発研究科の教員（専任教員以外の教員）と専任教員が担当するオムニバ
ス形式の科目とする。 

 

４．専門科目 

専門科目である「次世代ヘルスケア創生看護学特論」、および「次世代ヘルスケア創生看護学演習」は、

博士前期課程（現修士課程）で基礎看護学、成⼈看護学、災害看護学、地域看護学、⽼年看護学、⺟⼦看

護学、がん看護学、精神看護学の教育・研究実績のある専任教員を配置し、一部教員担当で個別化するの

ではなく、複数教員がチームとして担当する相互作用可能な編成とし、「Program of Study Committee」

に参画するデータやICT・ロボット・AI 等を専門分野とする本学大学院の異分野の教員を含めて学生への

助言を行っていくことで、卓越した看護理論・技術と異分野の融合を図る。 

 

５．特別研究科目 
「次世代ヘルスケア創生看護学特別研究」は、専門科目の講義・演習との一貫性を保証し、学生が

次世代ヘルスケア創生看護学に寄与する研究課題について、研究計画の策定、研究の遂行、結果の

解析、論文化を進められるように学修する科目である。主研究指導教員・研究指導補助教員１６名

を配置するとともに、「Program of Study Committee」に参画するデータやICT・ロボット・AI 

等を専門分野とする本学大学院の異分野の教員を助言者として配置するものとする。 

各教員の専門性に基づいた研究概要及びテーマを資料１５に示す。 

 
 



－設置等の趣旨（本文）－19－ 

６．教員の年齢構成 

教員の年齢構成は、開設年度においては、30歳代1名、４０歳代3名、５０歳代7名、６０歳代5名である。完

成年度は、４０歳代4名、５０歳代5名、６０歳代7名である。このうち、定年退職した教授２名を完成年度まで、

国立大学法人福井大学特別雇用職員就業規則（資料１７）に基づき専任教員である教授（特命教授）とし

て雇用するが、年齢のバランスはとれているものと考える。 

なお、定年退職した教授の後任は、完成年度までに選考し、博士後期課程の教育に支障を来さないように

する。 

以上より、教員の年齢構成のバランスからも、博士後期課程での教育・研究活動の質の維持・向上が確

保できる体制となっている。 

 

Ⅹ．研究の実施についての考え方、体制、取組 

博士後期課程の教育内容と研究指導を実効性あるものにするために、組織的に計画することが重
要である。博士後期課程では、特に研究者の育成を主たる目的とするため、一部教員担当で個別化
するのではなく、複数教員がチームとして担当して相互作用可能な編成を行い、倫理教育も兼ねて
実施するようにする。 

博士論文を完成させるため、学生が適切な研究指導を受け、研究を進められる体制を整える。具
体には、学生ごとに主指導教員と２名以上の副研究指導教員からなる「Program of Study 
Committee」を構築し、学生の履修指導ならびに博士論文研究に係る指導を行っていく。
「Program of Study Committee」には、データやICT・ロボット・AI 等を専門分野とする本学大
学院の異分野の教員が参画し、学生の履修指導ならびに博士論文研究において、異分野に関する指
導を行っていくこととしている。全ての学生の主研究指導教員、副研究指導教員は、大学院医学系
研究科教授会で審議のうえ、指導教員を決定するものとする。 

指導教員の決定後は、学生ごとに研究計画書を作成し、研究テーマ、研究計画及び研究方法を決
定し、研究計画書は学務課で保管する。１年次末に、全ての学生を対象として研究の進捗状況を報
告する機会を設ける。研究の進捗状況報告においては、指導教員のみならず、「Program of 
Study Committee」に参画するデータやICT・ロボット・AI 等を専門分野とする本学大学院の異
分野の教員からも横断的に助言を受けブラッシュアップできる体制とする。これにより、必要に応
じて指導教員と相談のうえ、研究計画を見直すことができる。学位論文研究発表によって、研究テ
ーマについて他研究科からの意見を得る機会を提供し、ブラッシュアップできる体制とする。 

2 年次の 10 月には、QE（Qualifying Examination）を実施する、QE は研究基礎力を問う試験

であり、体系的な博士課程における研究の質を確認するために、研究途中での審査と試験を行う。

これを経ることで学位申請資格要件である学術雑誌に論文が掲載されるに先立ち、大学における評

価の過程を経験でき、これまでの研究を振り返る機会となる。QE には、マル合教員、合教員の他

に関連する他研究科の教員も参画することとする。 

研究における倫理審査は、当該委員会へ主研究指導教員が申請するものとし、学生は研究分担者
として審査を受けるものとする。 

 

ＸⅠ．施設・設備等の整備計画 

１．博士後期課程の大学院生研究室の整備 

 本学看護学科棟には、看護大講義室（170 名収容）、看護第 1 講義室（80 名収容）、看護第 2 講

義室（80 名収容）、大学院演習室 2 室と大学院講義室 1 室のほか、研究室９室を整備している。 

今回、博士後期課程の講義や研究指導は、同看護学科棟で行うが、講義室・研究室は、収容定員

が９名であることから、修士課程から改組する博士前期課程の学生と共有することで対応する。 

研究室は、修士課程の学生には就業者が多いことから、夜間・休日開講する授業への対応、また、

常に研究できるよう学生証により、24 時間利用できるようにしており、博士後期課程の学生に対

しても同様の対応を行う。 
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なお、パソコンとプリンター等の設置と定型的な備品も備え、各自が有するパソコンのインター

ネットへの接続に対しても、大学内 LAN・無線 LAN が利用できる環境を整備している。 

 

２．図書館等の資料及び図書館の整備計画 

松岡キャンパスに医学図書館を設置し、開館時間は、平日は 9 時から 20 時、土日休日は 10 時

から 17 時としており、学生等で申請があった者は 24 時間の特別利用を可能としている。 

医学図書館には、医学・看護学系を中心に、図書を 139,157 冊（うち外国語 64,773 冊）、学術

雑誌は 4,673 種（うち外国誌 2,336 種）、学術雑誌のうち電子ジャーナルは 20,987 種（うち外国

誌 19,294 種）を備えている。特に、看護系の学術雑誌として全文情報データベース CINAHL 

Complete を導入し、外国誌 780 種の全文情報の利用を可能としている。また、医学・看護系以外

の資料についても、文京キャンパスに設置されている総合図書館にある教育、国際、工学系その他

一般教養書の約 55 万冊の資料について利用が可能である。 

 

ＸⅡ．管理運営 

１．本学博士後期課程における管理運営方法 

現在、大学院における教授会に相当する組織としては、教授をもって組織する大学院医学系研究

科教授会を置き、学生の入学及び課程の修了に関する事項、学位論文の審査、最終試験及び学力の

確認に関する事項、博士及び修士の学位授与に関することを審議事項として、毎月１回（８月を除

く）開催して審議している。 

さらに、本学には、医学・看護学に関する教学等の具体的事項を審議する機関として大学院医学

系研究科課程委員会を置き、教育課程の編成及び研究指導に関する事項、試験及び単位の認定に関

する事項、学位論文の審査並びに最終試験に関する事項、学生の身分異動に関する事項、学生の支

援に関する事項、その他大学院の教育、研究及び管理運営に関する重要事項について審議している。 

今回、設置を計画している看護学専攻博士後期課程に関しても、既存の医学系研究科教授会、お

よび医学系研究科課程委員会において審議等を行う。 

 

２．カリキュラムの運営に関する仕組み 

今回、設置を計画している看護学専攻博士後期課程に関しては、大学院医学系研究科教授会規程

に基づき、大学院医学系研究科課程委員会において、看護学専攻博士後期課程における授業科目、

配当単位数、研究指導の内容並びにこれらの履修方法を定め、大学院医学系研究科教授会で審議の

うえカリキュラムを運営する。 

 

ＸⅢ．自己点検と評価 

本学では、全学的な内部質保証の方針を「国立大学法人福井大学教育の内部質保証に関する基本

方針」として、また特に教育内部質保証に関する方針を「国立大学法人福井大学「学生の学びのた

めの教育内部質保証」に関する基本方針」を定め、これらの基本方針をもとに次のとおり自己点

検・評価の実施体制を整備している。  

・各学部・研究科については、それぞれの使命や目的に照らし、外部評価を含む自己点検・評価

を実施する。  

・教育課程については、基本的事項を確認するモニタリング及び質の継続的な改善・向上を図る

ためのプログラム・レビューを行うほか、施設及び設備、学生支援、学生受入について自己点

検・評価を実施する。 

・上記を実施した上で、国立大学法人評価、大学機関別認証評価等の第三者評価も活用しながら、

改善・向上のための計画策定・実施、課題の抽出と改善策の検討を行い、順次改善を図る。 

自己点検・評価の結果については、社会的説明責任を果し、内部質保証が機能していることを示
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すため、第三者評価の結果も含め積極的に学内外に公表するものとしている。  

なお、本学の内部質保証体制は、令和４年度に受審した大学機関別認証評価において、「優れて

機能している」と高い評価を受けており、このような高い評価を受けたのは、直近３年間に受審し

た国立大学 57 校のうち、本学のみである。 

 

ⅩⅣ．情報の公表 

１．大学としての情報公開 

学校教育法施行規則第 172 条の２の規定に基づき、各情報を本学サイトで公開している。 

１）大学の教育研究上の目的及びディプロマ、カリキュラム、アドミッションの各ポリシー 

２）教育研究上の基本組織 

３）教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績 

４）入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び

就職者数その他進学及び就職等の状況 

５）授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画 

６）学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準 

７）校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境 

８）授業料、入学料その他の大学が徴収する費用 

９）大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援 

（教育情報の公表） 

https://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/disclosure/obiligation/ 

10）学位論文に係る評価に当たっての基準 

（学位申請） 

https://www4.kitei-kanri.jp/unv/fukui/doc/extramural/listall.html?rule=188 

11）その他 

（学部・大学院等の設置計画に関する情報） 

https://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/disclosure/obiligation/establishment/ 

（内部質保証に関する情報） 

https://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/outline/management06/ 

（大学機関別認証評価） 

https://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/outline/management06/estimate/ 

 

２．修士課程としての情報公開 

修士課程の情報は、本学ウェブサイトで公表するとともに、修士課程の教員が所属する医学系部

門看護学領域の研究活動一覧を公表している。 

（大学院医学系研究科修士課程のサイト） 

https://www.med.u-fukui.ac.jp/department/graduate/master/ 

（研究活動一覧） 

https://www.med.u-fukui.ac.jp/research/activity/ 

 

ＸＶ．教育内容等の改善のための組織的な研修等 

  以下の方略や取組により、教員の資質向上を図るものとする。 

１．教員採用時の厳正な審査 

教員の採用は、国立大学法人福井大学職員人事規程、国立大学法人福井大学大学教育職員の採用

及び昇格等に係る人事手続きに関する細則及び福井大学の大学教育職員の選考基準に関する細則に

基づき実施している。原則として、公募により人材を募ることとしており、医学系部門長、医学部
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附属病院長及び医学系部門選出の教育研究評議会評議員等で構成する企画調整会議において求める

人材像等の基本方針に関して検討を行い、それに基づき、教授会において選考委員会を設置してい

る。なお、企画調整会議において検討された基本方針、選考委員会にて検討された公募要項につい

ては、学長・常勤理事で構成する役員会の下に置かれた人事会議においても検討することとしてい

る。 

応募者には、履歴書、教育研究業績書等の提出を求め、選考委員会及び教授会での審査を経て、

最終候補者を決定している。  

 

２．教育改善及び教育の内部質保証組織 

医学部及び大学院医学系研究科の教育の内部質保証組織として、福井大学学則第 6 条の規定に基

づき、附属教育支援センターを設置し、教学 IR（インスティテューショナル・リサーチ）に基づく

教育の点検・評価と改善に係る業務を行っている 。大学院の教学 IR としては、学修成果の達成状

況を確認するため、修了後一定期間就業経験のある修了生に対して学位授与の方針に掲げた能力及

びトランスファラブル・スキルの実践・活用状況や、大学院教育への満足度などのアンケート調査

を実施し、今後の教育の改善に活用することとしている 。 

 

３．教員業績評価の実施 

教員の評価に関しては、国立大学法人福井大学教員業績評価規程を定め、毎年度、「教育」「研究」

「社会貢献・国際交流」「管理運営」を評価項目として、業績確認調書による自己評価及び所属長

等評価を実施している。評価にあたっては、部門長及び各部門に設置された業績評価実施委員会が

業績評価案を作成し、全学内部質保証委員会の議を経て学長が業績評価結果を決定することとして

いる。 

また、本学教員は、大学の教員等の任期に関する法律に基づき国立大学法人福井大学大学教育職

員の任期に関する規程を定めて、教員任期制を採用しており、医学部が定める領域の教授、准教授、

講師は５年以内（再任可）、医学部全講座の助教の職は５年以内（再任可）の任期としている。 

再任しようとする場合、その可否は、当該大学教育職員の任期中の業績審査に基づくものとして

おり、審査委員会を設置し厳格な再任審査を行っている。 

 

４．ファカルティ・ディベロップメント（FD）とスタッフ・ディベロップメント（SD） 

看護学専攻博士後期課程を担当する教員に対するファカルティ・ディベロップメント（FD）は、

他の専攻と同じく、福井大学学則第４４条の２に基づき、授業の内容及び方法の改善を図るための

組織的な研修を実施している。特に看護教育に関する FD は毎年度開催し、看護系教員の参加を必

須としている 。また全学及び医学部が開催する教育に関する FD への参加を推進している 。 

スタッフ・ディベロップメント（SD）としては、職員の管理運営能力及びその質の向上を図る

ため、個人情報の保護に関する研修、リスクマネジメントに関する研修、コンプライアンス教育研

修等、職員全員が修得すべき事項の研修、管理職等の職階別研修のほか、教学、学生相談、労務、

会計等の職能別研修といった諸研修の実施や学外研修に参加させている。 

また、今後、教職協働を推進していく必要のある業務を整理し、現状と課題、今後の方向性につ

いて、「教職協働に関する提言書」にまとめた（令和３年 12 月）。令和４年１月には「教職協働体

制の整備」と「職員の専門性向上」を柱とする「福井大学教職協働推進ポリシー」を策定し、全学

に周知するとともに本学ホームページに掲載し、社会に広く公表した。「教職協働に関する提言書」

や「福井大学教職協働推進ポリシー」において、大学経営をめぐる課題が高度化・複雑化する中、

教員と職員が共通の認識の下に大学運営に携わることが不可欠であり、教員と職員の合同 FD・SD

研修等の実施により、教職協働の機運を上昇させることが明記されていることから、「FD・SD 研

修検討プロジェクトチーム」を令和４年４月に設置し、令和５年度には、同プロジェクトチームの
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企画により、福井⼤学のブランド⼒アップをテーマとした教員と職員の合同 FD・SD 研修を実施し

た。 
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入学定員 志願倍率

60 169 (164) 137 (133) 66 (63) 63 (60) 2.8

60 251 (233) 198 (182) 67 (62) 64 (60) 4.2

60 137 (129) 98 (92) 61 (59) 61 (59) 2.3

60 173 (163) 137 (128) 66 (66) 63 (63) 2.9

60 228 (220) 157 (151) 64 (61) 62 (59) 3.8

※ （   ）は女子で内数

入学定員 志願倍率

12 14 (9) 14 (9) 12 (7) 12 (7) 1.2

12 13 (11) 13 (11) 13 (11) 13 (11) 1.1

12 8 (7) 8 (7) 8 (7) 7 (6) 0.7

12 10 (10) 9 (9) 9 (9) 9 (9) 0.8

12 15 (9) 15 (9) 14 (9) 13 (9) 1.3

※ （   ）は女子で内数

令和３年度

令和２年度

令和元年度

医学部看護学科入学者選抜実施結果

入試年度 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

令和５年度

令和４年度

令和３年度

令和５年度

令和４年度

大学院医学系研究科看護学専攻（修士課程）入学者選抜実施結果

入試年度 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

令和２年度

令和元年度

－ 設置等の趣旨（資料） － 2 － 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

福井大学大学院医学系研究科 博士後期課程（看護学専攻）アンケート調査 

日 時：R5.10.27（金）締切 
対象者：福井大学医学部附属病院在職中の修士課程修了者（33 名）※うち 29 名は本学修了者、 

本学医学系研究科看護学専攻（修士課程）在学者（29 名）  計 62 名 
※うち 11 名は本学医学部附属病院所属、18 名はそれ以外の医療機関に在職中の者 

回答者：39 名 

－ 設置等の趣旨（資料） － 3 － 
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5 件の回答 
ぜひ実現してほしいです 

博士課程への進学を希望する方もおられると思うため設置は必要だと考えます。 

博士課程には興味がありましたが、通える距離では大学がなかったため、開設になれば入学を希望したいと

考えてます。 

大学院への進学は、仕事をしながらであったため、体力がついていかないと思う。又、当然のことながら費用

の捻出も考えなければならないため、今の年齢では難しいと考える。設置計画の内容は素晴らしいものであ

るため、仕事との調整や費用捻出の件が何とかなれば進学の検討を考えられるかもしれない。 

博士後期課程の設置楽しみにしています。 

－ 設置等の趣旨（資料） － 7 － 
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※福井県立大学、敦賀市立看護大学及び福井医療大学の各看護学科 

県内大学※看護学科教員に係る職位別学位の種類及び分野の集計

看護学 保健学 医学 その他
博士 8 4 10 9 31 (81.6%)
修士 5 1 6 (15.8%)
学士 1 1 (2.6%)
小計 13 4 11 10 38 (100.0%)
博士 1 2 3 (27.3%)
修士 5 3 8 (72.7%)
学士 0 (0.0%)
小計 6 2 3 11 (100.0%)
博士 0 (0.0%)
修士 6 1 7 (100.0%)
学士 0 (0.0%)
小計 6 1 7 (100.0%)
博士 1 1 (5.6%)
修士 14 2 16 (88.9%)
学士 1 1 (5.6%)
小計 15 1 2 18 (100.0%)

40 8 11 15 74

職位毎の
構成比職位 種類

分野
総計

総計

教授

准教授

講師

助教

県内大学※看護学科教員の博士号授与機関の集計

本学 北陸・甲信越
（福井県外） 東海 近畿 関東 （不明） 総計

看護学 3 2 3 1 9

保健学 7 7

医学 2 3 1 2 1 1 10

その他 1 6 2 9

総計 2 14 3 11 4 1 35

－ 設置等の趣旨（資料） － 11 － 
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令和６年３月７日 

 

国立大学法人 

福井大学 

  学長  上田 孝典 殿 

 

公益社団法人 福井県看護協会 

会長 江守 直美 

 

博士後期課程の設置に関する要望書 

 

公益社団法人福井県看護協会の活動に対しまして、平素から深いご理解とご支援を

賜り感謝申し上げます。 

また、福井県の医療看護人材の育成にご尽力いただいておりますことに、心より感

謝申し上げます。 

新興感染症や自然災害が頻発する現在、「誰もが住み慣れた地域で自分らしく最後ま

で暮らすことのできる社会」を実現するためには、保健・医療・福祉の各分野の看護

職や他職種との連携強化はもちろん、これまでと異なる視点で新しいケアシステムを

開発、構築、実践できるリーダーとなる看護職が必要と考えます。 

そして、福井大学医学部研究科看護学専攻の「博士後期課程」の設置は、地域と連

携し県民の命と健康を守り、看護の機能強化及び看護職連携強化を実践できる看護職

のリーダーの養成に貢献できると考えています。 

そこで、博士後期課程の設置を強く要望します。 

－ 設置等の趣旨（資料） － 13 － 



看護学教員に求める要件に関するアンケート調査について 
 
調査実施期間：令和６年２月８日～１６日 
調 査 対 象 ：福井県内の看護系修士課程を有する３大学の看護学科長 
 

 

 

 

－ 設置等の趣旨（資料） － 14 － 



 

【質問５】その他、看護学分野の研究・教育者の育成に関し、ご要望等があればご記載くださ

い。（自由記述） 

県内、県外の枠を超えて、研究、教育に関する交流の必要性を感じています。現在、看護

界、看護教育の現場は看護の本質を改めて問い直さないといけない岐路に立たされている

と思います。まずは、県内の看護学部を有する大学間の研究や教育の交流を活性化し、質を

上げる努力が必要かと考えます。 
 

－ 設置等の趣旨（資料） － 15 － 



主要病院に対する看護キャリアアップに関するアンケート調査について 
 
調査実施期間：令和６年２月８日～１６日 
調 査 対 象 ：福井県内の病床数 400 床以上の大規模病院及び同 100 床以上の公的病院（10

病院）の看護管理職 

 

 

 

－ 設置等の趣旨（資料） － 16 － 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【質問５】その他、貴院における看護キャリアアップ等の人材育成面に関し、ご意見等があれば

ご記載ください。（自由記述） 

人材不足のため、積極的にすすめられない。組織全体の理解不足があるのが残念。 
質問 3 について、大学院修了だから優先するもしくは優先しないという考えはないです。 
質問 4 について、看護管理学、経営学等について博士号は取得している方が望ましいと

思います。 
勤務を継続しながらの大学院進学を推奨していますが、対面のみだと通学の時間調整の

負担が大きいので、オンライン授業を取り入れていただけると進学希望者が増えるように

思います。 
 

－ 設置等の趣旨（資料） － 17 － 
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看護学科・看護学専攻（博士前期課程）・看護学専攻（博士後期課程）の三つのポリシー 

【教育研究上の目的】 

医学部:福井大学医学部理念である「愛と医術で人と社会を健やかに」に基づき、人間形成を基盤に生命尊重を第一義とする医の心の態度を体得するとともに、世界水準の医学および

看護学の知識と技能を修得し、地域社会や国際社会で活躍できる医療人および研究者を育成する。 

医学系研究科:高度な医学及び看護学の知識を修得し，高い水準の医学研究を遂行できる研究能力や先端的で高度専門的な臨床技術を提供できる実践能力を身につけ，高い倫

理観と豊かな人間性のもと，人類の健康福祉と社会福祉に貢献できる医療人を育成することを目的とする。 

医学部看護学科 医学系研究科看護学専攻（博士前期課程） 医学系研究科看護学専攻（博士後期課程） 

高い倫理観と良識を有し、科学的根拠に基づいた看護を

実践でき、知識・技能を生涯にわたり修得し続ける高度専

門職業人を養成し、看護学の発展と多職種や異分野と協

働しながら地域社会に貢献することを目的とする。 

 

高い倫理観と良識のもと、国際的な視野と科学的な分析

能力を備え、高度な看護理論・技術と異分野の融合を見

据え、看護学を体系化・深化させる研究を遂行・発信でき

る研究・教育者、並びに高度な実践能力を備え、地域ヘル

スケアを自律して行うことができる看護実践者を養成し、看

護学の発展と地域社会に貢献することを目的とする。 

高い倫理観と良識のもと、グローカルな視点と多角的・科学

的な分析能力を備え、卓越した看護理論・技術と異分野

を融合し、データや ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら、

様々な課題の解決策を国内外に応用する“広域ヘルスケ

ア”及び乳幼児から老年期にいたる生涯を通じた個人の発

達を促進させる“生涯発達ヘルスケア”を統合・実践できる

研究・教育者、トップリーダーを養成し、看護学の発展と国

内外の地域社会に貢献することを目的とする。 

 

【ディプロマポリシー】 

医学部看護学科 医学系研究科看護学専攻（博士前期課程） 医学系研究科看護学専攻（博士後期課程） 

アウトカム 

1.医療人としての態度 

 生命と人間の尊重を第一義とする倫理観・責任感と、良

識ある人間性を有し、医療・保健・福祉チームの構成員とし

て、共感力、多様 性とコミュニケーション力を備えた対象者

中心の看護を実践できる。 

2.医療人としての知識・技能 

 医療・保健・福祉分野における高度専門職業人として、

看護学及び関連領域の知識と技能を応用して、科学的根

本学大学院の学位授与方針及び修了後の進路等社会の

ニーズを踏まえ、所定の年限在籍し、体系的な教育課程に

より学業を修め、必要な研究指導を受けた上で修士論文

の審査および最終試験に合格し、かつ、高い倫理観と良識

のもと、高度専門職業人として備えるべき以下の全ての能

力を修得した者に対し、修士（看護学）の学位を授与す

る。 

1.高度な看護理論・技術に裏打ちされた実践能力と研究

遂行力 

博士後期課程においては、本学大学院の学位授与方針

及び修了後の進路等社会のニーズを踏まえ、所定の年限

在籍し、体系的な教育課程により学業を修め、学術的価

値を有する国際的学術誌に公表された原著論文に対する

審査に合格し、かつ、高い倫理観と良識のもと、卓越高度

専門職業人として備えるべき以下の全ての能力を修得した

者に対し、博士（看護学）の学位を授与する。 

1. 卓越した看護理論・技術と異分野の融合により、データ

や ICT・ロボット・AI 等を利活用した次世代ヘルスケア実践

－ 設置等の趣旨（資料） － 18 － 
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拠に基づいた適切なヒューマンケアを実践できるとともに、

日々進歩する医学・看護学的知識・技能を、生涯に渡って

学修することができる。 

3.医療人としての地域性・国際性 

 地域（特にふくい）の社会的ニーズを踏まえた地域医療・

ケアを実践できるとともに、グローカルな視点に立ってふくいの

地域医療に貢献できる。 

 

コンピテンシー 

1.人間性の形成とコミュニケーション 

 対象者中心の看護を展開するため、人間性の基盤となる

教養的知識を有し、共感と多様性に基づく人間関係の構

築、適切なコミュニケーションを実践できる。 

2.全人的理解とプロフェッショナリズム 

 対象となる人及び集団の健康、生活、環境を包括的に

理解し、医療・保健・福祉における高度専門職業人として

の価値観と責任感を有し、礼節ある態度・良識と、自己管

理能力をもって行動できる。 

3.看護倫理とヒューマンケア 

 生命と人間の尊重を第一義とする倫理観を持ち、人々の

尊厳・権利擁護を考慮し、対象者の意思決定に基づく看

護を、敬意をもって実践できる。 

4.看護学及び関連領域の知識と根拠に基づいた看護実

践 

 看護学及び関連領域の知識に基づいた看護技術を用い

て、身体的、心理・社会的安楽をもたらす、効果的かつ安

全な看護を実践できる。 

5.特定の健康課題に対応する看護実践 

2.看護専門分野における国際的な視野と科学的な分析

能力 

3.地域を視野に入れ、地域医療に資する看護課題を自ら

見つけ、行動することができる能力 

4.研究コースでは、自らの知識と技術を磨く自己研鑽能

力、科学的・理論的に判断し説明する能力、及び医学・看

護学の発展のために研究を計画・実行し、その成果を発信

できる能力 

5.高度実践コースでは、高度な看護学の知識・技術を活

用して対象の治療・療養・生活過程の全般を統合・管理

し、高度な看護ケアを提供できる能力、及び高度な実践、

教育、相談、研究、調整、倫理の６つの能力を駆使し、看

護活動を創意工夫して変革できる能力 

能力と研究完遂力 

2. 多角的・科学的な分析により、グローカルな視点から

様々な課題の解決策を国内外に応用する“広域ヘルスケ

ア”及び生涯を通じて個人の発達を促進させる“生涯発達

ヘルスケア”双方の視点から諸問題を解決できる実行力 

－ 設置等の趣旨（資料） － 19 － 
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 看護の社会的役割を理解し、対象者のライフステージ、健

康レベル、特定の健康課題に対応した看護を実践できる。 

6.科学的思考と生涯にわたる看護の探求・研鑽 

 看護学研究の意義を理解し、科学的根拠に基づいた看

護実践のため、情報の収集と評価のための論理的・批判的

思考ができる。そのために、自ら学ぶ意欲とリサーチマインドを

持ち、生涯に渡って学修する基本的能力を有する。 

7.多様なケア環境・地域特性と支援チーム体制・協働 

 対象者の文化的背景、地域特性を考慮した支援チーム

構築のため、医療・保健・福祉に関わる人々の役割を認

識・理解し、チーム構成員として看護職同士・多職種・地

域住民と協働・連携することができる。 

8.ふくい看護力 

 ふくいの風土、医療・保健・福祉の実情、社会的ニーズを

踏まえて、ふくいに暮らす生活者の視点に立ち、ふくいの健

康課題、へき地での医療課題に対応可能な看護を実践で

きる。また、学生間で指導・相談対応ができる。 

 

【カリキュラムポリシー】 

医学部看護学科 医学系研究科看護学専攻（博士前期課程） 医学系研究科看護学専攻（博士後期課程） 

1.教育課程の編成の方針 

1.本邦における看護学教育の指針である「看護学教育モ

デル・コア・カリキュラム」、「看護学士課程教育におけるコアコ

ンピテンシーと卒業時到達目標」、「大学教育の分野別質

保証のための教育課程編成上の参照基準 看護学分野」

及び「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」を参

考に独自のカリキュラムを編成します。 

2.本学の共通・教養教育の理念に基づき、医療人としてふ

1.教育課程の編成の方針 

高度な研究能力と看護実践能力を有し、自律して看護学

研究や教育、看護実践を遂行できる研究者・教育者・看

護実践者を育成するため、看護学分野に研究コースと高度

実践コースを設け、以下の方針に則りカリキュラムを編成す

る。 

 

 

1.教育課程の編成の方針 

様々な課題に対峙していく卓越した実践能力を有するトップ

リーダー、国内外の様々な課題に応用できる看護学研究を

先導できる研究・教育者を育成するため、以下の方針に則

りカリキュラムを編成する。 

 

 

 

－ 設置等の趣旨（資料） － 20 － 
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さわしい良識・教養を養うための共通教育科目を編成しま

す。 

3.専門基礎科目と専門科目を関連づけて学習できるように

カリキュラムを編成します。 

4.看護のプロフェッショナル（高度専門職業人）として倫理

的であるために必要な能力と、生涯にわたり自発的にキャリ

ア開発を継続する基本的能力を涵養するカリキュラムを編

成します。 

5.グローカルな視点で地域社会のニーズに対応できるよう、

1 年次から 4 年次まで発展的に学ぶカリキュラムを編成しま

す。 

6.看護師国家試験受験資格に加えて、保健師／助産師

国家試験受験資格（選択制）を満たす統合カリキュラム

を編成します。 

 

2.教育課程における教育・学修方法に関する方針 

7.自学・自修の機会を十分に取り入れたカリキュラムにより、

学生の能動的学修を支援します。 

8.1 年次から 4 年次まで看護学研究を体験する機会を設

けることで、自ら学ぶ意欲とリサーチマインドを涵養します。 

9.臨地実習では、対象者を多面的にアセスメントし、科学

的根拠に基づいた看護計画を立案・実践できる能力を育

成します。 

 

3.学修成果の評価の方針 

10.各科目は、予め定められた評価方法に基づき、厳格に

成績評価を行います。 

11.各アウトカム、コンピテンシーの達成度、および各学年ま

2. カリキュラム編成 

CP1）国際的な視野と科学的な分析能力を身に付け、自

己の専門分野と他の専門分野・学問領域との関連を理解

しながら、地域で生じる多様な看護課題を自ら探求し、解

決に導く能力を養う。 

CP2）研究コースでは、自己研鑽能力を高めつつ、論理

的・批判的思考に基づく研究計画・実行、意見交換、成

果報告に必要な能力を養う。 

CP3)高度実践コースでは、看護学の知識・技術を活用し

て対象者の治療・療養・生活過程全般を統合・管理し、高

度な看護ケアを提供する能力、および実践、教育、相談、

研究、調整、倫理という６つの能力を駆使し、看護活動を

創意工夫して変革する能力を養う。 

 

3. 学修評価 

研究・学修成果の評価は、「福井大学における多面的か

つ厳格な成績評価のガイドライン」に基づき評価を行う。 

 

共通科目、専門科目、専門看護師教育科目 の評価

にあたっては、以下の各観点を重視する。 

1) 国際的な視野と科学的な分析能力を身に付け、看護

学と他の専門分野との関連を理解した上で、地域で生じる

多様な看護課題を自ら探求し、解決に導く能力を習得して

いるか。 

2)研究コースでは、論理的・批判的思考に基づく研究計

画・実行、意見交換、成果報告に必要な能力を習得して

いるか。 

3)高度実践コースでは、看護対象者の治療・療養・生活

2. カリキュラム編成 

CP1）工学や社会学、教育学など他の学問領域との融合

を図り、データや ICT・ロボット・AI 等の利活用法を習得する

ことにより、研究対象を多角的・科学的に分析する方法を

学修する。 

CP2）あらゆる年代や地域で生じる様々な健康課題を、

“広域ヘルスケア”及び“生涯発達ヘルスケア” 双方の視点

から解決する方法を探求する。 

CP3）看護学と他の学問領域との融合により、次世代ヘル

スケアを創生する看護学研究を遂行し、その成果を社会に

還元することを学修する。 

 

 

 

3. 学修評価 

研究・学修成果の評価は、「福井大学における多面的か

つ厳格な成績評価のガイドライン」に基づき評価を行う。 

 

共通科目、専門科目、特別研究科目の評価にあたって

は、以下の各観点を重視する。 

1)グローカルな視点に立ち、研究対象を多角的・科学的に

分析する方法を習得しているか。 

2)様々な健康課題を、“広域ヘルスケア”及び“生涯発達ヘ

ルスケア” 双方の視点から解決する方法を習得しているか。 

3)看護学と他の学問領域との融合により、次世代ヘルスケ

アを創生する看護学研究を自律して実施し、その成果を社

会に還元することを意図しているか。 

 博士後期課程で実施する教育をより良いものとしていくた
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5 
 

でに修得した知識や技能の総合的評価は「看護学科アウト

カム・コンピテンシー・評価対応表」により行います。 

12.本学の看護学教育をより良いものとしていくため、カリキ

ュラムの評価と検証を行い、継続的に改善します。その評

価・検証体制は、「アセスメント・ポリシー」に明示していま

す。 

過程全般を統合・管理し、高度な看護ケアを提供する能

力、および実践、教育、相談、研究、調整、倫理という６つ

の能力を駆使し、看護活動を変革する能力を習得している

か。 

博士前期課程で実施する教育をより良いものとしていくた

め、随時、研究成果について多角的・総合的評価と検証を

行い、継続的な改善に努める。 

 

4. 学位論文審査 

 学位論文の審査は学位審査基準にしたがい、論文内容

の信頼性及び発展性等の観点から厳格に審査する。 

め、随時、研究成果について多角的・総合的評価と検証を

行い、継続的な改善に努める。 

 

 

 

 

 

 

4. 学位論文審査 

 学位論文の審査は学位審査基準にしたがい、論文内容

の信頼性及び発展性等の観点から厳格に審査する。 

 

【アドミッションポリシー】 

医学部看護学科 医学系研究科看護学専攻（博士前期課程） 医学系研究科看護学専攻（博士後期課程） 

（1）医学部で養成する人物像 

①高い倫理観・責任感，良識ある人間性とコミュニケーショ

ン力を備えた対象者中心の看護を実践できる看護師・保

健師・助産師を育成する。 

② 看護学及び関連領域の知識と技能を応用し，高度専

門職業人として活躍できる看護師・保健師・助産師を育成

する。 

③ 地域のニーズを踏まえた看護を実践できるとともに，グロ

ーカルな視点に立ち「ふくい」の地域医療に貢献できる看護

師・保健師・助産師を育成する。 

 

（２）求める学生像 

２-１）求める学生像 

① 看護に関心を持ち，将来看護職として，地域医療に

人間の存在や生命の尊厳への深い理解に基づき、高度な

知識と技術、豊かな人間性と高い倫理観、地域および世

界を臨むことができる広い視野を有し、看護学の創造的・実

践的な発展に貢献できる研究者、教育者、実践者、管理

者を育成することを目指しており、以下の能力を有する人を

入学生として受け入れる。 

 

 

 

 

 

1. 求める学生像 

1）能力、意欲等 

(1) 専攻する学問分野に関する専門基礎知識と技術力を

人間の存在や生命の尊厳への深い理解に基づき、卓越し

た知識と技術、豊かな人間性と高い倫理観、地域および世

界を臨むことができる広い視野を有し、自律して研究活動を

行うことにより、看護学の創造的・実践的な発展に貢献でき

る研究者、教育者、実践者、管理者を育成することを目指

しており、以下の能力を有する人を入学生として受け入れ

る。 

 

 

 

 

1.求める学生像 

1）能力、意欲等 

(1) 看護学分野に関する高度な専門知識とともに、自律
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貢献したいと考える人 

② 倫理的感性を有し，人間の尊厳と権利を尊重すること

ができる人 

③ グローバル化が進展する社会に関心をもつことができる

人 

④ 基礎学力の上にたって，人と地域社会に関心をもって

学習に臨める人 

⑤ 協調性がありコミュニケーション能力のある人 

⑥ 誠実な心を持ち，主体的で意欲のある人 

 

２-２）入学前に学習しておくことが期待される内容 

看護学科では，高等学校段階までの数学，理科，英

語，国語，地歴公民などの５教科について基礎学力が幅

広く十分身についていることが必要です。その中で人間性や

コミュニケーション力を養い，基礎学力の上に立って人と地

域社会に関心をもって学習に臨むことを期待します。（看:

学生像①②） 

 

（３）入学者選抜の基本方針 

「求める学生像」にふさわしい者を選抜するため，多様な観

点から受験者の学力や資質を評価します。また，全ての試

験に面接を課し，看護を学ぶ意欲・積極性・表現力・協調

性・一般的態度を評価することにより，アドミッションポリシー

に沿った入学者選抜に努めています。 

 

①一般選抜（前期日程・後期日程） 

高等学校卒業者及び同等以上の学力があると認めた者に

対し，大学入学共通テスト，小論文，面接の成績及び

有すること 

(2) 研究に対する高い関心と意欲をもち、主体的に行動・

判断できる能力を有すること 

(3) 批判的・論理的思考ができ、自分の意見をわかりやす

く表現できる能力を有すること 

(4) 倫理的判断力があり、あらゆる世代や健康レベルの

人々と柔軟に対応できる能力を有すること 

(5) 地域から国際的な問題や課題に対する広い視野をも

ち、探求できる能力を有すること 

 

2）入学までに学習・修得しておくことが期待される内容 

 大学卒業またはそれに準ずる教育課程あるいは社会生活

において，看護学領域の知識・技能・洞察力を獲得し、正

確な文書読解、論理的な記述、適切な表現など、看護学

分野の研究を進めるための基本的な言語運用能力を身に

付けておくことを期待する。 

 

 

２．入学者選抜の基本方針 

求める学生像を踏まえて，多様な観点から受験者の学力

や資質を公平かつ多面的・総合的に評価することで，入学

者を選抜する。 

 

 

 

1）一般選抜 

 大学を卒業した者および同等以上の学力があると認めた

者に対し，成績証明書，研究計画書，口頭試問および

した研究活動を行うことができる能力を有すること 

(2) 看護学以外の多様な学問分野にも高い関心があり、

看護学と他の学問領域を融合し、看護学研究に応用でき

る柔軟な発想力・対応力を有すること 

(3) 次世代医療の実現・発展に貢献できる高い倫理観

と、問題解決に向けた方法を探求できる能力を有すること 

(4) 国内外の研究論文を読み解く基礎的な語学力を有

し、地域から国際的な問題・課題やそれに対する自分の意

見をわかりやすく表現できる能力を有すること 

 

2）入学までに学習・修得しておくことが期待される内容 

 修士課程・博士前期課程またはそれに準ずる教育課程

あるいは社会生活において、看護学領域の知識・技能・洞

察力を獲得し、正確な文書読解、論理的な記述、明快で

適切な表現など、看護学分野の研究を進めるための基本

的な言語運用能力を身に付けておくことを期待する。 

 

 

2.入学者選抜の基本方針 

 求める学生像を踏まえて、多様な観点から受験者の学力

や資質を公平かつ多面的・総合的に評価することで、入学

者を選抜する。 

 

 

 

1）一般選抜 

修士の学位や専門職学位を有する者および同等以上の

学力があると認めた者に対し、成績証明書、研究計画書、 
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調査書の内容を総合的に評価して選抜します。大学入学

共通テストでは高等学校等での教科面における学習達成

度を評価します。小論文及び面接では，看護を学ぶための

適性を総合的に評価するとともに，調査書により受験者の

資質を評価します。 

 

②学校推薦型選抜Ⅰ 

人物，学力ともに優秀であると高等学校⾧から推薦された

高等学校卒業見込者に対し，小論文，面接の成績及び

提出書類（推薦書，志願理由書，調査書）を審査

し，総合的に評価して選抜します。小論文及び面接で

は，看護を学ぶための適性を総合的に評価するとともに，

書類審査により受験者の資質を評価します。 

英語能力試験で評価して選抜します。 

 研究計画書，口頭試問および英語能力試験では，志

望する教育研究区分の専門的知識，語学力，大学院で

学ぶ意欲，適性，看護に対する姿勢，目的意識等を総

合的に評価します。 

 

 

 

2）社会人特別選抜 

 大学を卒業した者および同等以上の学力があると認めた

者で，看護師，保健師または助産師の免許を有し，一

定期間の看護実務経験を有する者に対し，成績証明

書，研究計画書および口頭試問で評価して選抜します。 

 研究計画書および口頭試問では，志望する教育研究区

分の専門的知識，論理的思考力，大学院で学ぶ意

欲，適性，看護に対する姿勢，目的意識等を総合的に

評価します。 

口頭試問および英語能力試験（TOEICスコア）で評価し

て選抜します。 研究計画書、口頭試問および英語能力試

験では、専門的知識、語学力、大学院で学ぶ意欲、適

性、看護に対する姿勢、目的意識等を総合的に評価しま

す。 

口頭試問を重視しますが、成績証明書、研究計画書の

評価が著しく低い場合には、判定に影響します。 

 

2）社会人選抜 

 修士の学位や専門職学位を有する者および同等以上の

学力があると認めた者で、看護師、保健師または助産師の

免許を有し、一定期間看護職として活躍している社会人に

対し、成績証明書、研究計画書、口頭試問および英語能

力試験（TOEIC スコア）で評価して選抜します。研究計

画書、口頭試問および英語能力試験では、専門的知識、

語学力、大学院で学ぶ意欲、適性、看護に対する姿勢・

経験を踏まえた看護の課題、目的意識等を総合的に評価

します。 

口頭試問を重視しますが、成績証明書、研究計画書の評

価が著しく低い場合には、判定に影響します。 
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全学教育改革推進機構
教育改革推進会議決定
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医学系研究科看護学専攻（博士後期課程）カリキュラム構成 

 

科目群 科目名 
配当 

年次 

開講 

形式 

単位数 
備 考 

必修 選択 

共

通 

科

目 

共 通 

科 目 

A 

アドバンストナーシングリサーチ 
１ 

（前期） 
講義 １  １単位 

保健医学におけるデータ解析法（量的） 
１ 

（後期） 
講義  １ 

１単位以上 

保健医学におけるデータ解析法（質的） 
１ 

（後期） 
講義  １ 

共 通 

科 目 

B 

アントレプレナーシップ論 
１～２ 

（前期） 
講義  ２ 

必修１単位、

選択１単位

以上 

デザイン思考 
１～２ 

（後期） 
講義  ２ 

ヘルステック実践論 
１ 

（前期） 
講義 １  

異文化コミュニケーション 
１～２ 

（後期） 
講義  １ 

地域医療ケア・マネジメント 
１～２ 

（前期） 
講義  １ 

生涯発達とこころ 
１～２ 

（前期） 
講義  １ 

専 門 

科 目 

次世代ヘルスケア創生看護学特論 
１ 

（通年） 
講義 ２  

４単位 

次世代ヘルスケア創生看護学演習 
２ 

（通年） 
演習 ２  

特 別 

研究科目 
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 

１～３ 

（通年） 
演習 ８  ８単位 

総  計 １６単位以上 
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医 学 系 研 究 科 看 護 学 専 攻 （ 博 士 後 期 課 程 ） カ リ キ ュ ラ ム マ ッ プ

アドミッション・ポリシー カリキュラム・ポリシー ディプロマ・ポリシー 養成したい人材像

AP1:看護学分野に関する
高度な専門知識とともに、
自律した研究活動を行う
ことができる能力を有す
ること

AP2:看護学以外の多様
な学問分野にも高い関
心があり、看護学と他
の学問領域を融合し、
看護学研究に応用でき
る柔軟な発想力・対応
力を有すること

AP3:次世代医療の実
現・発展に貢献できる
高い倫理観と、問題解
決に向けた方法を探求
できる能力を有するこ
と

CP1:工学や社会学、教育学など他の学問領域との融合を
図り、データやICT・ロボット・AI等の利活用法を習得す
ることにより、研究対象を多角的・科学的に分析する方
法を学修する。

CP2:あらゆる年代や地域で生じる様々な健康課題を、
“広域ヘルスケア”及び“生涯発達ヘルスケア”
双方の視点から解決する方法を探求する。

CP3:看護学と他の学問領域との融合により、次世代ヘ
ルスケアを創生する看護学研究を遂行し、その成果を
社会に還元することを学修する

異分野を融合
し、データや
ICT・ロボッ
ト・AI等を利
活用しながら、
様々な課題の
解決策を国内
外に応用する
“広域ヘルス
ケア”及び乳
幼児から老年
期にいたる生
涯を通じた個
人の発達を促
進させる“生
涯発達ヘルス
ケア”を統
合・実践でき
る研究・教育
者、トップリ
ーダー

大
学
院
博
士
後
期
課
程

入
学
者
選
抜

入学 １年 ２年 ３年 修了 博士（看護学）授与

AP4:国内外の研究論文
を読み解く基礎的な語
学力を有し、地域から
国際的な問題・課題や
それに対する自分の意
見をわかりやすく表現
できる能力を有するこ
と

アントレプレナーシップ論
デザイン思考
ヘルステック実践論
異文化コミュニケーション
地域医療ケア・マネジメント
生涯発達とこころ

次世代ヘルスケア創生
看護学特論

次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

アドバンストナーシング
リサーチ
保健医学におけるデータ
解析法（量的）・（質的）

DP1:卓越した看護理論・技
術と異分野の融合により、
データやICT・ロボット・
AI等を利活用した次世代ヘ
ルスケア実践能力と研究完
遂力

DP2:多角的・科学的な分析
により、グローカルな視点
から様々な課題の解決策を
国内外に応用する“広域ヘ
ルスケア”及び生涯を通じ
て個人の発達を促進させる
“生涯発達ヘルスケア”双
方の視点から諸問題を解決
できる実行力

次世代ヘルスケア創生
看護学演習
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「 P r o g r a m  o f  S t u d y  C o m m i t t e e 」に ついて

「Program of Study Committee」とは、学生ごとに最適な履修・研究計画をオーダーメイド
的に決め、複数教員で指導する教育支援制度のことです。

オーダーメイド化した教育・研究を実現し、本研究科が養成したい人材を着実に輩出

３年間にわたって学生を指導する教員集団が学生ごとに

学生 主研究指導教員 副研究指導教員

入学前

研究者総覧から自己の研究課題に適した
教員を検索

Program of Study Committee

事前面談、研究課題等確認

入試合格 合格確認 協議・承諾

事前面談等の内容から適する教員２名以上を選定

医学系研究科教授会審議「Program of Study Committee」決定

D1 研究指導計画を明示

（2名以上：異分野教員も参画）

研究指導計画を確認

4月 4月

2月

履修登録

翌2月 翌2月
研究計画発表 助言指導

D2 10月 10月QE（プログレスレポート、口頭試問） 助言指導

D3

6月,12月

博士学位発表会（公開発表・口頭試問） 審査

毎年 履修、研究内容の見直し・向上 助言指導
毎学期、適時・適切に最適な教育・研究の状態に

【博士論文指導】

異分野の教員を含めた
教員集団が指導・助言

【履修指導】

必要な教育・研究内容を
適時適切に指導・助言

学生と教員集団が相談し、研究課題を設定し、それにふさわしい３年間の履修計画を立てる

－ 設置等の趣旨（資料） － 30 － 



福井大学大学院医学系研究科博士後期課程看護学専攻における研究基礎力試験 

（QE；Qualifying Examination）実施要項 

令和 年  月  日 

医学系研究科長裁定 

 
（目的） 

第１条 この要項は、福井大学医学系研究科博士後期課程看護学専攻における、論文投稿に

向けた研究の質を確保し、その向上を図るとともに、研究進捗を確認するために実施する

研究基礎力試験（QE；Qualifying Examination）の実施に関し必要な事項を定める。 

（対象者） 

第２条 大学院医学系研究科博士後期課程看護学専攻に在学している原則第２学年学生を対

象とする。 

（試験方法） 

第３条 試験は、20 分の口頭発表、10分の質疑応答により、毎年 10月に実施する。 

２ 発表内容は次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 研究テーマ 

(2) 研究目的 

(3) データ収集等、研究方法 

(4) 分析方法 

(5) 結果と考察 

(6) 今後の展望 

３ 評価は、当該学生の研究指導教員（「Program of Study Committee」）を審査員とし、

次の各号に定める項目により、合計 50点の配点で行う。 

(1) 研究内容に関するレポート（20 点） 

(2) プレゼンテーション技術・論理性（10点） 

(3) 今後の研究計画（10点）  

(4) 質疑への応答（10点） 

（合否判定） 

第４条 合否判定は、大学院医学系研究科課程委員会において行う。 

２ 合格基準は次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 合格基準は、審査員の評価点数平均が 30 点以上であること 

(2) 評価点平均が 30 点以上であっても、各審査員の評価項目において１つでも０点があ

った場合は不合格とする 

（不合格者の取り扱い） 

第５条 不合格者がいる限り、11月以降、毎月、第３条に規定する試験方法により再試験を

実施し、不合格者はこれを受験するものとする。 

２ この試験に合格できない場合は、学位論文審査申請資格を得ることができない。 

（雑則） 

第６条 この要項に定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は、医学系研究科長が

定める。 

 

附 則 

この要項は、令和 年 月日から施行する。 
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履修スケジュール

年次 月 年次 月
４月 入学式、入学時ガイダンス ４月 入学式、入学時ガイダンス

指導教員（主１名、副２名）の決定 指導教員（主１名、副２名）の決定
前期履修登録 前期履修登録

６月 研究課題及び研究計画立案
６月 履修計画及び研究計画指導

１０月 後期履修登録
１０月 後期履修登録 １２月 履修計画及び研究計画指導

４月 前期履修登録
６月 履修計画及び研究計画指導

１２月 履修計画及び研究計画指導
１０月 後期履修登録
１２月 履修計画及び研究計画指導

２月 研究計画発表会
２月 研究計画発表会

４月 前期履修登録 ４月 前期履修登録
６月 履修計画及び研究計画指導

６月 履修計画及び研究計画指導 １０月 後期履修登録
１２月 履修計画及び研究計画指導

１０月 後期履修登録 ４月 前期履修登録
QE ６月 履修計画及び研究計画指導

１２月 履修計画及び研究計画指導 １０月 後期履修登録
QE

１２月履修計画及び研究計画指導

４月 前期履修登録 ４月 前期履修登録
６月 履修計画及び研究計画指導

６月 履修計画及び研究計画指導
１０月 後期履修登録

９月 博士審査（予備審査用）提出 １２月 履修計画及び研究計画指導

４月 前期履修登録
１２月 学位論文審査願、博士学位論文（審査用）提出 ６月 履修計画及び研究計画指導

９月 博士審査（予備審査用）提出
１月 博士学位論文審査

１２月 学位論文審査願、博士学位論文（審査用）提出
２月 博士論文発表会（公開発表会と口頭試問） １月 博士学位論文審査

２月 博士論文発表会（公開発表会と口頭試問）
３月 博士後期課程修了・学位授与 ３月 博士後期課程修了・学位授与

履修モデル（標準） 履修モデル（長期履修生）
内容 内容

１
年

１
年

２
年

２
年

３
年

４
年

５
年

3
年

６
年
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履修モデル（標準）

アドバンストナーシングリサーチ 1

保健医学におけるデータ解析法（量的） 1

ヘルステック実践論 1

アントレプレナーシップ論 2

次世代ヘルスケア創生看護学特論 2

次世代ヘルスケア創生看護学演習 2

特別研究科目 次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 8

17

履修モデル（⾧期履修）

アドバンストナーシングリサーチ 1

保健医学におけるデータ解析法（量的） 1

ヘルステック実践論 1

アントレプレナーシップ論 2

次世代ヘルスケア創生看護学特論 2

次世代ヘルスケア創生看護学演習 2

特別研究科目 次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 8

17

履修科目名 単位
履修時期

１年次 ２年次 ３年次

単位
履修時期

１年次 ２年次 ３年次 ４・５・６年次

共通科目A

共通科目A

専門科目

合計

共通科目B

共通科目B

専門科目

合計

履修科目名
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「福井大学臨床研究講習会」の受講ルールについて 

                           平成２５年５月３１日制定 

                                  平成２９年４月１日改定 

                         令和２年１０月１９日承認 

令和２年１１月１６日承認 

１．講習の目的 

  人を対象とする医学系研究に関する倫理指針において、研究者等の基本的責務の一つとして、

「研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに当該研究の実施に必要な知識及び技術に関する教

育・研修を受けなければならない。また、研究期間中も適宜継続して、教育・研修を受けなければ

ならない。」と定められているため、福井大学における受講ルールの詳細について策定するもので

ある。 

２．講習の概要 

 ○講習会名称：福井大学臨床研究講習会 

 ○主   催：医学系部門長 

 ○講習の種類：①学内講師による初心者用基礎講習（年２回程度） 

        ②学内講師による実務講習（年２回程度） 

        ③学外講師による講演会（年 1回程度） 

        ④ライブまたはアーカイブ配信による学外セミナー等（年６回以上） 

        ⑤その他、医学系部門長が認めた講習 

 ○対 象 者：原則として、人を対象とする医学系研究に関わる本学の教育職員、医療職員、研

究者等（研究に係る事務補助者や研究者の技術補助者等を含む）とする。ただし、

学外施設に所属する研究者等が受講を希望する場合は、別途相談に応じる。 

３．講習の方法 

○基 礎 講 習：初めて講習を受ける者は、基礎講習を受講する。 

研究申請時に未受講であり急を要する場合は、基礎講習の収録 DVD を視聴しレポ

ートを提出する。 

○更 新 講 習：②～⑤の講習、講演、セミナー等を受講する。 

研究申請時に期限切れであり急を要する場合は、基礎講習以外の更新講習等の収

録 DVD を視聴しレポートを提出する。 

但し、過去に視聴したDVDと同一内容のDVD講習を受講することは妨げないが、これ 

をもって更新講習とすることはできない。 

４．講習の義務および有効期限 

福井大学医学系研究倫理審査委員会に申請する研究の研究責任者および研究分担者（学外施設

に所属する研究協力者は除く）は、倫理審査申請までに受講を終了しなければならない。 

有効期間は講習会受講日から一年間とする。 
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５．受講記録の管理 

   講習会の出席表等により受講の有無を確認し、倫理審査申請システムの受講記録を更新する。

受講記録の管理は松岡キャンパス研究推進課 臨床研究担当において行う。 

６．その他 

○学会等が主催する臨床研究および研究倫理に関するセミナー、講習会、各種 e-ラーニング 

を受講した場合は、受講内容と受講済み証明書等を提出することで基礎講習あるいは更新 

講習に替えることができる。 

  ○原則として受講証の発行はしないが、臨床研究を行うために研究者が発行を必要とした場合 

は発行する。 

事 務 担 当：研究・地域連携推進部 松岡キャンパス研究推進課 

臨床研究担当（内線 2021） 
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福井大学医学系研究倫理審査委員会要項

平成28年12月15日

医学系部門長裁定

（趣旨）

第１条　福井大学（以下「本学」という。）におけるヒトを対象とする研究に関する規程第８条第１項の規定に

基づき，本学の教授，准教授，講師，助教及び医学系部門長が認めた者（以下「研究者」という。）が行う医

学系研究及び医療行為（以下「研究等」という。）の適正な実施に関し，ヘルシンキ宣言に示された倫理規

範，国が策定した指針，その他関係法令等の趣旨と倫理的配慮のもとに検討し，調査審議することを目的とす

るため，本学に福井大学医学系研究倫理審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（役割・責務等）

第２条　委員会は，次の各号に掲げる事項を実施し，遵守する。

(1) 研究責任者から研究の実施の適否等について意見を求められたときは，前条に定める指針等に基づき，倫

理的観点及び科学的観点から，当該研究に係る研究機関及び研究者等の利益相反に関する情報も含めて中立

的かつ公正に審査を行い，文書又は電磁的方法により意見を述べなければならない。

(2) 前号の規定により審査を行った研究等について，倫理的観点及び科学的観点から必要な調査を行い，研究

責任者に対して，研究計画書の変更，研究等の中止その他当該研究に関し必要な意見を述べるものとする。

(3) 第１号の規定により審査を行った研究等のうち，侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を

行うものについて，当該研究の実施の適正性及び研究結果の信頼性を確保するために必要な調査を行い，研

究責任者に対して，研究計画書の変更，研究の中止その他当該研究に関し必要な意見を述べるものとする。

(4) 委員及びその事務に従事する者は，第１号の規定により審査を行った研究等に関連する情報の漏えい等，

研究対象者等の人権を尊重する観点並びに当該研究の実施上の観点及び審査の中立性若しくは公正性の観点

から重大な懸念が生じた場合には，速やかに医学系部門長に報告しなければならない。

(5) 委員及びその事務に従事する者は，審査及び関連する業務に先立ち，倫理的観点及び科学的観点からの審

査等に必要な知識を習得するための教育・研修を受けなければならない。また，その後も，適宜継続して教

育・研修を受けなければならない。

（組織）

第３条　委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし，委員のうち，少なくとも２名は，女性と

する。

(1) 医学領域の基礎医学系の専任教授 ２名

(2) 医学領域の臨床医学系（附属病院部を含む。）の専任教授 ４名

(3) 看護学領域の専任教授　２名

(4) 人文・社会科学の有識者　２名以上

(5) 一般の立場の者　２名以上

(6) その他委員会が必要と認めた者　若干名

２　前項に掲げる委員は，医学系部門長が委嘱する。

３　第１項第４号から第６号までの委員については，本学の職員以外の者（以下「外部委員」という。）を複数

含むものとする。

（任期）

第４条　前条第１項に掲げる委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。

２　欠員により補充された委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（委員長）

第５条　委員会に委員長を置き，第３条第１項第１号から第３号の委員の互選により選出する。
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２　委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

３　委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代行する。

（議事）

第６条　委員会は，第３条第１項第１号から第５号の委員のうち，各１名以上を含め，委員の過半数が出席して

いなければ，議事を開くことができない。かつ，男女両性の委員で構成され，外部委員が複数含まれなければ

ならない。

２　審査対象となる研究計画に関係する委員は，当該研究計画の審査に関与してはならない。ただし，委員会の

求めに応じて会議に出席し，説明することを妨げない。

（委員以外の者の出席）

第７条　委員会が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見を聴くことができる。

２　委員会は，特別な配慮を必要とする者を研究対象者とする研究計画書の審査を行い，意見を述べる際は，必

要に応じてこれらの者について識見を有する者に意見を求めなければならない。

（審査の判定等）

第８条　審査の判定は，出席委員全員の合意によるものとし，倫理的観点及び科学的観点から特に次の各号に掲

げる事項に留意して審査するものとする。ただし，医療行為にあっては委員会見解とすることができるものと

する。

(1) 社会的及び学術的な意義を有する研究の実施

(2) 研究分野の特性に応じた科学的合理性の確保

(3) 研究により得られる利益及び研究対象者への負担その他の不利益の比較考量

(4) 独立かつ公正な立場に立った審査

(5) 研究対象者への事前の十分な説明及び自由な意思に基づく同意の取得

(6) 社会的に弱い立場にある者への特別な配慮

(7) 研究に利用する個人情報等の適切な管理

(8) 研究の質及び透明性の確保

２　前項による審査の判定は，次に掲げる表示により行うものとする。

(1) 承認

(2) 継続審査

(3) 不承認

(4) 停止（研究等の継続には更なる説明が必要）

(5) 中止（研究等の継続は適当でない）

（迅速審査等）

第９条　委員会は，次に掲げるいずれかに該当する審査について，当該委員長が指名する委員による審査（以下

「迅速審査」という。）を行い，意見を述べることができる。迅速審査の結果は委員会の意見として取り扱う

ものとし，当該審査結果は委員会に報告するものとする。

(1) 多機関共同研究であって，既に当該研究の全体について, 他の倫理審査委員会による一括審査によらず個

別の倫理審査委員会の審査を受け，その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査

(2) 研究計画書の軽微な変更に関する審査

(3) 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査

(4) 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査

(5) 症例報告に関する審査　

(6) その他委員長が必要と認めた場合の審査

２　前項第２号に該当する軽微な変更のうち, 次に掲げるものについては報告事項として取り扱うことができ

る。　
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(1) 研究者等の職名変更

(2) 研究者等の氏名変更　

(3) (3) 明らかな誤字脱字　

（専門委員）

第１０条　委員会に，専門の事項を調査検討するため，専門委員を置くことができる。

２　専門委員は，当該専門の事項に関する学識経験者のうちから，委員会の議を経て，委員長が委嘱する。

３　専門委員は，当該専門の事項に関する審査審議が終了したときは，その職が解かれるものとする。

４　専門委員は，委員会に出席し調査検討事項の報告を行い，審議に加わることができる。ただし，専門委員

は，審査の判定には加わることができない。

（申請手続）

第１１条　研究責任者（研究の実施に携わるとともに，当該研究に係る業務を統括する者をいう。）は，研究等

を実施しようとするときは，あらかじめ研究審査申請書（別紙様式第１号）及び研究実施計画書（以下「研究

計画書」という。）を委員会に提出しなければならない。

２　研究責任者は，既に承認を受けた研究計画を変更しようとするときは，研究変更申請書（別紙様式第４号）

に必要事項を記入し，委員会に提出しなければならない。

３　多機関共同研究において，本学にて一括審査を行う場合は, 関係書類を添えて委員会に審査を依頼するもの

とする。他の倫理審査委員会による一括審査を行う場合は, 関係書類を添えて委員会に提出するものとする。

（研究責任者等の出席）

第１２条　前条の規定により申請した研究責任者等は，委員会に出席し，又は委員会の求めに応じ，研究等の実

施計画の内容等の説明及び意見を述べることができる。

（審査結果）

第１３条　委員長は，審査審議終了後速やかにその判定結果を研究審査結果通知書（別紙様式第２－１号）（以

下「結果通知書」という）により研究責任者に通知するものとする。

２　医学系部門長は実施の可否を決定し, 研究実施許可通知書（別紙様式第２－２号）により, 研究責任者に通

知しなければならない。

３　多機関共同研究であって, 他の倫理審査委員会による一括審査により承認された場合, 当該研究の実施につ

いて医学系部門長の許可を受けなければならない。

（再審査）

第１４条　研究責任者は，審査の結果に異議があるときは，再審査申請書（別紙様式第３号）により再審査を求

めることができる。

２　再審査の結果通知については，前条の規定を準用する。この場合において，「審査結果通知書」とあるのは

「再審査結果通知書」と読み替えるものとする。

（研究等の実施状況等の報告）

第１５条　研究責任者は，毎年４月に委員会及び医学系部門長に研究実施状況報告書（別紙様式第５号）を提出

しなければならない。

２　研究責任者は，医療上やむを得ない事情のために研究計画書からの逸脱又は変更を行った場合は，緊急の危

険を回避するための研究実施計画書からの逸脱に関する報告書（別紙様式第６号）を委員会及び医学系部門長

に提出しなければならない。

３　委員会及び医学系部門長は，前２項の規定により報告書の提出を受けたときは，委員会の意見を求め，研究

等継続の適否を決定し，結果通知書により研究責任者に通知しなければならない。

（重篤な有害事象等の報告）

第１６条　研究責任者は，研究等に関連する重篤な有害事象等が発生した場合又は他施設で発生した重篤な副作

用等，被験者の安全に影響を及ぼす可能性のある重大な情報を入手した場合は，直ちにその内容を重篤な有害
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事象等に関する報告書（別紙様式第７号）等により委員会及び医学系部門長に報告しなければならない。ま

た，当該研究等が他の研究機関と共同で実施している場合，研究責任者は，当該他の研究機関の研究責任者に

対し，直ちにその内容を報告しなければならない。

２　医学系部門長は，前項の報告があったときは，速やかに必要な対応を行うとともに，委員会の意見を求め，

研究等継続の適否を決定し，結果通知書により研究責任者に通知しなければならない。

（研究等の終了又は中止の報告）

第１７条　研究責任者は，研究等を終了又は中止したときは，委員会及び医学系部門長に研究終了（中止）報告

書（別紙様式第８号）を提出しなければならない。

 (多機関共同研究の報告）　

第１８条　他の倫理審査委員会による一括審査により承認された研究は, 別紙様式第５号から第８号の報告書に

ついて, 前三条の要項にかかわらず医学系部門長に提出するものとする。

（審査資料の保存及び情報の公開）

第１９条　医学系部門長は，委員会の審査資料を当該研究等の終了報告される日までの期間（侵襲かつ介入研究

の資料にあっては，終了報告後５年間），適切に保管しなければならない。

２　医学系部門長は，委員会の規程及び手順書，委員名簿並びに開催状況及び審査の概要を作成し，公表しなけ

ればならない。ただし，公開することによって，研究対象者等の人権，研究等に係る独創性又は知的財産権の

保護に支障が生ずる場合は，委員会の議を経て，非公開にすることができる。

　（審査料の徴収）　

第２０条　委員会は，本学が参加しない研究の審査を依頼された場合は, 所定の期日までに, 次に定める審査に

要する費用（以下「審査料」という。）を徴収する。　

２　前項の規定にかかわらず, 委員会が特に必要と認めた場合は審査料を減免することができる。　

３　既納の審査料は, 原則として返還しない。　

 

     　　　 依頼機関 新規／継続・変更 単位 金額

   　　本学が参加しない

     　　　研究の審査

新規 １件 150,000円

継続・変更 １件 100,000円

 

（守秘義務）

第２１条　委員，専門委員及び委員会事務は，その職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。

その業務に従事しなくなった後も同様とする。

（事務）

第２２条　委員会の事務は，研究・地域連携推進部松岡キャンパス研究推進課において行う。

（雑則）

第２３条　この要項に定めるもののほか，この要項の実施に関し必要な事項は，委員会が定める。

　

附　則

１　この要項は，平成28年12月15日から施行する。

２　この要項の施行前に，福井大学医学部倫理審査委員会規程及び福井大学医学系研究倫理審査委員会規程に基

づき承認を受けた研究で，現に実施されている研究については，なお従前の例による。

３　この要項の施行日の前日において，医学系部門長から委嘱されている委員の任期については，この要項に基

づき委嘱されたものとみなし，平成30年３月31日までとする。
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附　則

この要項は，平成30年８月１日から施行する。　

附　則

この要項は，令和元年６月24日から施行し，平成31年４月１日から適用する。

附　則　

この要項は，令和２年５月21日から施行する。　

附　則　

この要項は，令和２年８月１日から施行する。　

附　則  令和３年９月16日改正

１　この要項は, 令和３年９月16日から施行し, 令和３年６月30日から適用する。

２　この要項の施行前に承認を受けた研究で, 現に実施されている研究については, なお従前の例によることが

できる。　

　

　別紙様式第１号（第１１条関係）

　別紙様式第２－１号（第１３条関係）　

  別紙様式第２－２号（第１３条関係）　

　別紙様式第３号（第１４条関係）　

　別紙様式第４号（第１１条関係）　

　別紙様式第５号（第１５条関係）　

　別紙様式第６号（第１５条関係）　

　別紙様式第７号（第１６条関係）　

　別紙様式第８号（第１７条関係）　
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福井大学におけるヒトを対象とする研究に関する規程

平成27年３月４日

福大規程第27号

（趣旨）

第１条　福井大学（以下「本学」という。）におけるヒトを対象とする研究の適正な実施につい

ては，ヘルシンキ宣言の倫理的原則及び次条に規定する法律及び指針等に定めるもののほか，こ

の規程の定めるところによる。

（定義）

第２条　この規程において「法律」とは，ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律（平

成12年法律第146号）及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関す

る法律（平成15年法律第97号）をいう。

２　この規程において「指針」とは，次の各号に掲げるものをいう。

(1) 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（令和３年文部科学省・厚生労働

省・経済産業省告示第１号）

(2) 遺伝子治療臨床研究に関する指針（平成16年文部科学省・厚生労働省告示第２号）

(3) 異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針（平成13年度厚生科学研究費厚

生科学特別研究事業）

(4) ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針（平成22年文部科学省・厚生労

働省告示第２号）

(5) ヒトＥＳ細胞の樹立に関する指針（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第２号）

(6) ヒトＥＳ細胞の分配及び使用に関する指針（平成26年文部科学省告示第174号）

(7) ヒトｉＰＳ細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針（平成22

年文部科学省告示第88号）

(8) 特定胚の取扱いに関する指針（平成21年文部科学省告示第83号）

（対象）

第３条　この規程におけるヒトを対象とする研究とは，前条に規定する法律及び指針の適用を受

ける研究のことをいう。

（学長の責務）

第４条　学長は，研究機関の長として，本学におけるヒトを対象とする研究に対する総括的な監

督を行うとともに，最終的な責任を負う。

２　学長は，本学における法律及び指針に定めるヒトを対象とする研究の適正な実施のため，研

究機関の長としての権限及び事務を，医学系部門長に委任する。

（医学系部門長の責務）

第５条　医学系部門長は，法律，指針及びこの規程に基づき，本学におけるヒトを対象とする研

究の適正な実施に関し管理及び監督を行わなければならない。

（個人情報保護等）
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第６条　本学におけるヒトを対象とする研究に係る個人情報の保護については，個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第57号），同法施行令（平成15年政令第507号）及び国立大学法人

福井大学の保有する個人情報の保護に関する規程（平成28年規程第100号）等によるもののほ

か，指針によるものとする。

（事務）

第７条　この規程に係る事務は，研究・地域連携推進部松岡キャンパス研究推進課において行

う。

（雑則）

第８条　この規程に定めるもののほか，本学におけるヒトを対象とする研究に関し必要な事項

は，医学系部門長が別に定める。

２　医学系部門長は，必要に応じ，本学におけるヒトを対象とする研究に関し，学長に報告を行

うものとする。

　

附　則

１　この規程は，平成27年４月１日から施行する。

２　この規程の施行日前に，「臨床研究に関する倫理指針（平成20年厚生労働省告示第415号）」

及び「疫学研究に関する倫理指針（平成19年文部科学省・厚生労働省告示第１号）」に基づき承

認された研究については，なお従前のとおりとする。

附　則（平成28年７月20日福大規程第91号）

この規程は，平成28年７月20日から施行する。

附　則（平成28年12月15日福大規程第197号）　

この規程は，平成28年12月15日から施行し，第６条の規定を除き，平成28年４月１日から適用す

る。　

附　則（平成31年３月30日福大規程第75号）

この規程は，平成31年４月１日から施行する。

附　則（令和２年７月31日福大規程第93号）

この規程は，令和２年８月１日から施行する。

附　則（令和３年５月31日福大規程第87号）

この規程は，令和３年６月30日から施行する。

附　則（令和４年３月17日福大規程第51号）

この規程は，令和４年４月１日から施行する。　
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福井大学医学系研究倫理審査委員会要項

平成28年12月15日

医学系部門長裁定

（趣旨）

第１条　福井大学（以下「本学」という。）におけるヒトを対象とする研究に関する規程第８条

第１項の規定に基づき，本学の教授，准教授，講師，助教及び医学系部門長が認めた者（以下

「研究者」という。）が行う医学系研究及び医療行為（以下「研究等」という。）の適正な実施

に関し，ヘルシンキ宣言に示された倫理規範，国が策定した指針，その他関係法令等の趣旨と倫

理的配慮のもとに検討し，調査審議することを目的とするため，本学に福井大学医学系研究倫理

審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（役割・責務等）

第２条　委員会は，次の各号に掲げる事項を実施し，遵守する。

(1) 研究責任者から研究の実施の適否等について意見を求められたときは，前条に定める指針等

に基づき，倫理的観点及び科学的観点から，当該研究に係る研究機関及び研究者等の利益相反

に関する情報も含めて中立的かつ公正に審査を行い，文書又は電磁的方法により意見を述べな

ければならない。

(2) 前号の規定により審査を行った研究等について，倫理的観点及び科学的観点から必要な調査

を行い，研究責任者に対して，研究計画書の変更，研究等の中止その他当該研究に関し必要な

意見を述べるものとする。

(3) 第１号の規定により審査を行った研究等のうち，侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究で

あって介入を行うものについて，当該研究の実施の適正性及び研究結果の信頼性を確保するた

めに必要な調査を行い，研究責任者に対して，研究計画書の変更，研究の中止その他当該研究

に関し必要な意見を述べるものとする。

(4) 委員及びその事務に従事する者は，第１号の規定により審査を行った研究等に関連する情報

の漏えい等，研究対象者等の人権を尊重する観点並びに当該研究の実施上の観点及び審査の中

立性若しくは公正性の観点から重大な懸念が生じた場合には，速やかに医学系部門長に報告し

なければならない。

(5) 委員及びその事務に従事する者は，審査及び関連する業務に先立ち，倫理的観点及び科学的

観点からの審査等に必要な知識を習得するための教育・研修を受けなければならない。また，

その後も，適宜継続して教育・研修を受けなければならない。

（組織）

第３条　委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし，委員のうち，少なくとも

２名は，女性とする。

(1) 医学領域の基礎医学系の専任教授 ２名

(2) 医学領域の臨床医学系（附属病院部を含む。）の専任教授 ４名

(3) 看護学領域の専任教授　２名

(4) 人文・社会科学の有識者　２名以上
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(5) 一般の立場の者　２名以上

(6) その他委員会が必要と認めた者　若干名

２　前項に掲げる委員は，医学系部門長が委嘱する。

３　第１項第４号から第６号までの委員については，本学の職員以外の者（以下「外部委員」と

いう。）を複数含むものとする。

（任期）

第４条　前条第１項に掲げる委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。

２　欠員により補充された委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（委員長）

第５条　委員会に委員長を置き，第３条第１項第１号から第３号の委員の互選により選出する。

２　委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

３　委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代行する。

（議事）

第６条　委員会は，第３条第１項第１号から第５号の委員のうち，各１名以上を含め，委員の過

半数が出席していなければ，議事を開くことができない。かつ，男女両性の委員で構成され，外

部委員が複数含まれなければならない。

２　審査対象となる研究計画に関係する委員は，当該研究計画の審査に関与してはならない。た

だし，委員会の求めに応じて会議に出席し，説明することを妨げない。

（委員以外の者の出席）

第７条　委員会が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見を聴くことがで

きる。

２　委員会は，特別な配慮を必要とする者を研究対象者とする研究計画書の審査を行い，意見を

述べる際は，必要に応じてこれらの者について識見を有する者に意見を求めなければならない。

（審査の判定等）

第８条　審査の判定は，出席委員全員の合意によるものとし，倫理的観点及び科学的観点から特

に次の各号に掲げる事項に留意して審査するものとする。ただし，医療行為にあっては委員会見

解とすることができるものとする。

(1) 社会的及び学術的な意義を有する研究の実施

(2) 研究分野の特性に応じた科学的合理性の確保

(3) 研究により得られる利益及び研究対象者への負担その他の不利益の比較考量

(4) 独立かつ公正な立場に立った審査

(5) 研究対象者への事前の十分な説明及び自由な意思に基づく同意の取得

(6) 社会的に弱い立場にある者への特別な配慮

(7) 研究に利用する個人情報等の適切な管理

(8) 研究の質及び透明性の確保

２　前項による審査の判定は，次に掲げる表示により行うものとする。

(1) 承認

(2) 継続審査
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(3) 不承認

(4) 停止（研究等の継続には更なる説明が必要）

(5) 中止（研究等の継続は適当でない）

（迅速審査等）

第９条　委員会は，次に掲げるいずれかに該当する審査について，当該委員長が指名する委員に

よる審査（以下「迅速審査」という。）を行い，意見を述べることができる。迅速審査の結果は

委員会の意見として取り扱うものとし，当該審査結果は委員会に報告するものとする。

(1) 多機関共同研究であって，既に当該研究の全体について, 他の倫理審査委員会による一括審

査によらず個別の倫理審査委員会の審査を受け，その実施について適当である旨の意見を得て

いる場合の審査

(2) 研究計画書の軽微な変更に関する審査

(3) 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査

(4) 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査

(5) 症例報告に関する審査　

(6) その他委員長が必要と認めた場合の審査

２　前項第２号に該当する軽微な変更のうち, 次に掲げるものについては報告事項として取り扱

うことができる。　

(1) 研究者等の職名変更

(2) 研究者等の氏名変更　

(3) (3) 明らかな誤字脱字　

（専門委員）

第１０条　委員会に，専門の事項を調査検討するため，専門委員を置くことができる。

２　専門委員は，当該専門の事項に関する学識経験者のうちから，委員会の議を経て，委員長が

委嘱する。

３　専門委員は，当該専門の事項に関する審査審議が終了したときは，その職が解かれるものと

する。

４　専門委員は，委員会に出席し調査検討事項の報告を行い，審議に加わることができる。ただ

し，専門委員は，審査の判定には加わることができない。

（申請手続）

第１１条　研究責任者（研究の実施に携わるとともに，当該研究に係る業務を統括する者をい

う。）は，研究等を実施しようとするときは，あらかじめ研究審査申請書（別紙様式第１号）及

び研究実施計画書（以下「研究計画書」という。）を委員会に提出しなければならない。

２　研究責任者は，既に承認を受けた研究計画を変更しようとするときは，研究変更申請書（別

紙様式第４号）に必要事項を記入し，委員会に提出しなければならない。

３　多機関共同研究において，本学にて一括審査を行う場合は, 関係書類を添えて委員会に審査

を依頼するものとする。他の倫理審査委員会による一括審査を行う場合は, 関係書類を添えて委

員会に提出するものとする。

（研究責任者等の出席）
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第１２条　前条の規定により申請した研究責任者等は，委員会に出席し，又は委員会の求めに応

じ，研究等の実施計画の内容等の説明及び意見を述べることができる。

（審査結果）

第１３条　委員長は，審査審議終了後速やかにその判定結果を研究審査結果通知書（別紙様式第

２－１号）（以下「結果通知書」という）により研究責任者に通知するものとする。

２　医学系部門長は実施の可否を決定し, 研究実施許可通知書（別紙様式第２－２号）により,

研究責任者に通知しなければならない。

３　多機関共同研究であって, 他の倫理審査委員会による一括審査により承認された場合, 当該

研究の実施について医学系部門長の許可を受けなければならない。

（再審査）

第１４条　研究責任者は，審査の結果に異議があるときは，再審査申請書（別紙様式第３号）に

より再審査を求めることができる。

２　再審査の結果通知については，前条の規定を準用する。この場合において，「審査結果通知

書」とあるのは「再審査結果通知書」と読み替えるものとする。

（研究等の実施状況等の報告）

第１５条　研究責任者は，毎年４月に委員会及び医学系部門長に研究実施状況報告書（別紙様式

第５号）を提出しなければならない。

２　研究責任者は，医療上やむを得ない事情のために研究計画書からの逸脱又は変更を行った場

合は，緊急の危険を回避するための研究実施計画書からの逸脱に関する報告書（別紙様式第６

号）を委員会及び医学系部門長に提出しなければならない。

３　委員会及び医学系部門長は，前２項の規定により報告書の提出を受けたときは，委員会の意

見を求め，研究等継続の適否を決定し，結果通知書により研究責任者に通知しなければならな

い。

（重篤な有害事象等の報告）

第１６条　研究責任者は，研究等に関連する重篤な有害事象等が発生した場合又は他施設で発生

した重篤な副作用等，被験者の安全に影響を及ぼす可能性のある重大な情報を入手した場合は，

直ちにその内容を重篤な有害事象等に関する報告書（別紙様式第７号）等により委員会及び医学

系部門長に報告しなければならない。また，当該研究等が他の研究機関と共同で実施している場

合，研究責任者は，当該他の研究機関の研究責任者に対し，直ちにその内容を報告しなければな

らない。

２　医学系部門長は，前項の報告があったときは，速やかに必要な対応を行うとともに，委員会

の意見を求め，研究等継続の適否を決定し，結果通知書により研究責任者に通知しなければなら

ない。

（研究等の終了又は中止の報告）

第１７条　研究責任者は，研究等を終了又は中止したときは，委員会及び医学系部門長に研究終

了（中止）報告書（別紙様式第８号）を提出しなければならない。

 (多機関共同研究の報告）　
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第１８条　他の倫理審査委員会による一括審査により承認された研究は, 別紙様式第５号から第

８号の報告書について, 前三条の要項にかかわらず医学系部門長に提出するものとする。

（審査資料の保存及び情報の公開）

第１９条　医学系部門長は，委員会の審査資料を当該研究等の終了報告される日までの期間（侵

襲かつ介入研究の資料にあっては，終了報告後５年間），適切に保管しなければならない。

２　医学系部門長は，委員会の規程及び手順書，委員名簿並びに開催状況及び審査の概要を作成

し，公表しなければならない。ただし，公開することによって，研究対象者等の人権，研究等に

係る独創性又は知的財産権の保護に支障が生ずる場合は，委員会の議を経て，非公開にすること

ができる。

　（審査料の徴収）　

第２０条　委員会は，本学が参加しない研究の審査を依頼された場合は, 所定の期日までに, 次

に定める審査に要する費用（以下「審査料」という。）を徴収する。　

２　前項の規定にかかわらず, 委員会が特に必要と認めた場合は審査料を減免することができ

る。　

３　既納の審査料は, 原則として返還しない。　

 

     　　　 依頼機関 新規／継続・変更 単位 金額

   　　本学が参加しない

     　　　研究の審査

新規 １件 150,000円

継続・変更 １件 100,000円

 

（守秘義務）

第２１条　委員，専門委員及び委員会事務は，その職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らし

てはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

（事務）

第２２条　委員会の事務は，研究・地域連携推進部松岡キャンパス研究推進課において行う。

（雑則）

第２３条　この要項に定めるもののほか，この要項の実施に関し必要な事項は，委員会が定め

る。

　

附　則

１　この要項は，平成28年12月15日から施行する。

２　この要項の施行前に，福井大学医学部倫理審査委員会規程及び福井大学医学系研究倫理審査

委員会規程に基づき承認を受けた研究で，現に実施されている研究については，なお従前の例に

よる。

３　この要項の施行日の前日において，医学系部門長から委嘱されている委員の任期について

は，この要項に基づき委嘱されたものとみなし，平成30年３月31日までとする。
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附　則

この要項は，平成30年８月１日から施行する。　

附　則

この要項は，令和元年６月24日から施行し，平成31年４月１日から適用する。

附　則　

この要項は，令和２年５月21日から施行する。　

附　則　

この要項は，令和２年８月１日から施行する。　

附　則  令和３年９月16日改正

１　この要項は, 令和３年９月16日から施行し, 令和３年６月30日から適用する。

２　この要項の施行前に承認を受けた研究で, 現に実施されている研究については, なお従前の

例によることができる。　

　

　別紙様式第１号（第１１条関係）

　別紙様式第２－１号（第１３条関係）　

  別紙様式第２－２号（第１３条関係）　

　別紙様式第３号（第１４条関係）　

　別紙様式第４号（第１１条関係）　

　別紙様式第５号（第１５条関係）　

　別紙様式第６号（第１５条関係）　

　別紙様式第７号（第１６条関係）　

　別紙様式第８号（第１７条関係）　
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既設の課程との関係

学部 博士前期課程 博士後期課程

博士前期課程（現修士課程）においては、８つの教育研究分野の１つを核としつつ、１～２の他教育研究分野を重ね、乳幼児
から高齢者まで生涯を通じた個人の発達を促進させる“生涯発達ヘルスケア”と“地域ヘルスケア”双方の視点を基盤とした研
究を進めていく。
博士後期課程では、異分野を融合し、データやICT・ロボット・AI等を利活用しながら、８つの教育研究分野の１つを核としつ

つも、更に多くの他教育研究分野を重ね、“生涯発達ヘルスケア”と、様々な課題の解決策を国内外に応用する“広域ヘルスケ
ア”を統合することにより、人々が生活を営む地域の特性に応じたヘルスケアを追求する“次世代ヘルスケア創生看護学”の研
究を進めていく。

なお、博士後期課程では博士前期課程（現修士課程）の様な教育研究分野を設けずに、学部から博士前期課程、博士後期課程
の教育・研究の連動性と継続性を整備する。

看
護
学
分
野

教育研究分野
基盤看護学 基礎看護学

臨床看護学
成人看護学

災害看護学

コミュニティ
看護学

老年看護学

精神看護学

地域看護学

公衆衛生看護学

育成期看護学
小児看護学

母性看護学・助産学

看
護
学
分
野

教育研究分野

研
究
コ
｜
ス

基礎看護学

成人看護学

災害看護学

がん看護学

老年看護学

精神看護学

地域看護学

母子看護学

生涯発達
ヘルスケア

地域
ヘルスケア

×

看
護
分
野

高
度
実
践
コ
｜
ス

がん看護学

老年看護学

災害看護学

看
護
学
分
野

教育研究分野

次世代ヘルスケア
創生看護学

広域
ヘルスケア

生涯発達
ヘルスケア

×

異分野融合、データや
ICT・ロボット・AI等
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既 設 の 課 程 と の 関 係 （ 学 び の イ メ ー ジ ）

専攻分野

対象地域

次
世
代
ヘ
ル
ス
ケ
ア
創
生
看
護
学

１つの教育研究分野を核として
他の教育研究分野を重ねる

データやICT・ロボット・AI等を利活用しながら、
さらに他の教育研究分野を重ねる

データやICT・ロボット・AI等を利活用しながら、
グローカルな視点で様々な課題の解決策を国内外に応用する

生
涯
発
達
ヘ
ル
ス
ケ
ア

老年看護学

がん

成人
災害

母子

地域

基礎

災害看護学

母子がん

成人

統合・実践

災害看護学

母子

成人

老年看護学

がん

基礎

生
涯
発
達
ヘ
ル
ス
ケ
ア

地域が抱える様々な課題の解決

地
域
ヘ
ル
ス
ケ
ア

博士前期課程 博士後期課程

異分野融合

（核となる教育研究分野）

（核となる教育研究分野）

（核となる教育研究分野）

（核となる教育研究分野）

広
域
ヘ
ル
ス
ケ
ア
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職種 氏名 研究概要・分野 研究テーマ

教授 長谷川智子

糖尿病患者や慢性疾患を持つ者が多い介護保険施設利用者に対

する看護師のアドバンス・ケア・プランニング支援の影響を評

価し、慢性疾患患者の意思決定により、自らの生活行動を変化

させるセルフマネジメント向上とそのための適切な看護教育介

入の提案をおこなう。

基礎看護学、地域看護学

教授 上原佳子

将来的に疾患に伴う症状のある対象者のストレス緩和および

QOL向上を目的とした補完代替療法として、タクティールマッ

サージを導入するために、長期的なタクティールマッサージで

の生理学的、心理学的指標による効果を検証を行い、子育て中

の親に対するQOL向上や虐待防止に有効な補完代替療法として

の適応を期待する。

基礎看護学

教授 佐藤大介

在院日数の短縮化と医療技術の進歩に伴い、高まる外来での継

続治療や個々の患者に応じたタイムリーな看護提供に応えるた

め、日々の生体情報及びＡＩをを用いた双方向型遠隔看護シス

テムの構築および社会実装に向けた研究に取り組む。

臨床看護学、地域看護学

教授 四谷淳子

高齢者のQOL向上を目標に褥瘡や排泄ケア等の老年症候群につ

いて予測、予防のための新たな看護方法論の創出に向けた老年

看護学の研究・教育を推進する。

基礎看護学、高齢者看護

学、臨床看護学、地域看護

学、医療福祉工学

教授 藤田亮介

高校生や大学生へ数学・統計学教育を行い、実践の観点から、

地域への数理・データサイエンス教育推進のために、新たな統

計学教育の教材の開発と、公開講座の企画・運営を推進する。

代数学、位相幾何学、統計

数学

特命教授 横山修

超高齢化社会における高齢者の下部尿路機能障害、性機能障害

を多面的に解析し、性行動障害の改善へのアプローチ方法の検

討や、夜間頻尿の改善による睡眠の質の改善を目的に、ガイド

ラインの構成等高齢者のＱＯＬ向上を目指して研究に取り組

む。

泌尿器科学

特命教授 酒井明子

昨今多発している自然災害状況下において、被災者の心理的ス

トレスの慢性化の予防や深刻なストレス反応の安定状態への回

復に向けて、心理的回復過程を分析し、心理的支援体制の検討

や更に長期的な視点を取り入れた多職種連携による支援に関す

る研究に取り組む。

地域看護学

教授 宇隨弘泰
血管平滑筋細胞における細胞外マトリックス分解酵素産生に関

する研究に取り組む。
循環器内科学、地域看護学

教授 波﨑由美子

統一された看護支援のないAYA世代女性がん患者の妊孕性温存

支援に関する課題について、がん治療前看護師の情報提供や意

思決定支援に関してパートナーシップという視点で看護支援方

略を検討し、価値観やニーズに応じた妊孕性温存意思決定の過

程をともに支える看護支援モデルを探求する。

生涯発達看護学

看護学専攻（博士前期課程）研究指導教員・研究指導補助教員の研究概要及びテーマ
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職種 氏名 研究概要・分野 研究テーマ

准教授 川口めぐみ

精神疾患をもつ人を支援する地域包括ケアシステムの構築の研

究に向けて、家族の長期的な支援が必要な統合失調症患者と、

その家族を取り巻くストレスや介護負担など様々な問題につい

て、家族レジリエンスを高めるための看護介入の効果の検証を

行い、看護支援プログラムの構築に取り組む。

臨床看護学、地域看護学

准教授 嶋雅代

生殖補助医療による女性ホルモン変動落差に伴う更年期様症状

を含むＱＯＬの低下など心身の健康状態とへルスリテラシーの

関連を明らかにし、不妊症看護認定看護師の視点も取り入れ

た、臨床的に有用な心身への健康支援プログラムを構築する。

生涯発達看護学

准教授 本田信治

癌をはじめ様々な病気に関わるヘテロクロマチンの形成・維持

の分子機構について、アカパンカビをモデル生物に用いて解析

に取り組む。

ゲノム生物学、応用分子細

胞生物学

講師 北野華奈恵

介護保健施設の医療従事者が、入所・通所している利用者に対

して行うことができるタクティールケアを活用した高齢者の睡

眠セルフマネジメント支援プログラムを構築し、高齢者のより

良い睡眠生活からQOLの向上やフレイルの予防・改善、医療費

の増大防止に資する研究を推進する。

基礎看護学、高齢者看護

学、生涯発達看護学

講師 平井孝治

自閉スペクトラム症（ASD）の味覚特性と食行動異常の関連の

評価や、摂食障害を持つ子どもの親の心理的負担の評価などか

ら、摂食障害やそれに伴う周囲の人間の精神的な問題について

倫理的に配慮した支援と心理教育の実施で改善を目指す。

臨床看護学、生涯発達看護

学、精神神経科学

講師 青木未来

高齢者の皮膚機能不全の重篤化をはじめとした皮膚環境の悪化

に伴う健康問題の予防のため、施設入居高齢者や地域在住高齢

者へのＡＩ等を用いた新たな皮膚評価の測定方法の検討と、皮

膚タイプの分類による保湿ケアの研究に取り組む。

高齢者看護学

講師 梅田尚子

新生児臍帯血中の多価不飽和脂肪酸代謝物の計測により、多価

不飽和脂肪酸代謝物が新生児に与える影響や、発達障がいの特

性を予測と関連の探求を行い、低体重児や発達障がい児への科

学的知見の構築を推進する。

生涯発達看護学、基礎看護

学
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授業担当教員一覧

必修 選択 学位

◎教授 四谷 淳子 博士（保健学）

教授 佐藤 大介 博士（看護学）

教授 上原 佳子 博士（小児発達学）

教授 波﨑 由美子 博士（看護学）

講師 青木 未来 博士（保健学）

講師 平井 孝治 博士（小児発達学）

◎教授 藤田 亮介 博士（理学）

教授 佐藤 大介 博士（看護学）

教授 宇隨 弘泰 博士（医学）

講師 平井 孝治 博士（小児発達学）

講師 青木 未来 博士（保健学）

◎教授 波﨑 由美子 博士（看護学）

准教授 嶋 雅代 博士（保健学）

准教授 川口 めぐみ 博士（保健学）

特命教授 酒井 明子 博士（人間科学）

アントレプレナーシップ論 1・2前 講義、演習 2 ◎教授（他） 竹本 拓治 博士（政策科学）

デザイン思考 1・2後 講義、演習 2 ◎教授（他） 竹本 拓治 博士（政策科学）

◎教授 四谷 淳子 博士（保健学）

教授 佐藤 大介 博士（看護学）

教授（他） 井上 博行 博士（工学）

准教授（他） ⾧宗 高樹 博士（工学）

◎准教授（他）磯崎 康太郎 博士（文学）

准教授（他） 生駒 俊英 修士（法学）

講師（他） 清水 麻友美 博士（社会学）

◎教授（他） 山村 修 博士（医学）

教授 宇隨 弘泰 博士（医学）

特命教授 酒井 明子 博士（人間科学）

講師 北野 華奈恵 博士（小児発達学）

教授（他） 岸 俊行 博士（人間科学）

◎准教授 川口 めぐみ 博士（保健学）

講師 梅田 尚子 博士（小児発達学）

講師 平井 孝治 博士（小児発達学）

◎教授 四谷 淳子 博士（保健学）

教授 佐藤 大介 博士（看護学）

准教授 川口 めぐみ 博士（保健学）

准教授 嶋 雅代 博士（保健学）

◎教授 上原 佳子 博士（小児発達学）

教授 四谷 淳子 博士（保健学）

教授 ⾧谷川 智子 博士（看護学）

教授 佐藤 大介 博士（看護学）

教授 藤田 亮介 博士（理学）

特命教授 横山 修 博士（医学）

特命教授 酒井 明子 博士（人間科学）

教授 宇隨 弘泰 博士（医学）

准教授 川口 めぐみ 博士（保健学）

准教授 嶋 雅代 博士（保健学）

異文化コミュニケーション 1・2後 講義、演習 1

地域医療ケア・マネジメント 1・2前 講義、演習 1

1・2前 講義、演習 1

 専門科目

次世代ヘルスケア創生看護学演習 2通 演習 2

1前 講義 1

共通

科目A

次世代ヘルスケア創生看護学特論 1通 講義 2

1後 講義 1

生涯発達とこころ

科目群
担当教員（◎科目責任者）

担当教員

共通

科目B

科目名
配当

年次
開講形式

単位数

共通

科目

保健医学におけるデータ解析法（量的） 1後 講義 1

保健医学におけるデータ解析法（質的）

アドバンストナーシングリサーチ

ヘルステック実践論 1前 講義、演習 1
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必修 選択 学位
科目群

担当教員（◎科目責任者）

担当教員
科目名

配当

年次
開講形式

単位数

◎教授 四谷 淳子 博士（保健学）

教授 ⾧谷川 智子 博士（看護学）

教授 上原 佳子 博士（小児発達学）

教授 佐藤 大介 博士（看護学）

教授 藤田 亮介 博士（理学）

教授 宇隨 弘泰 博士（医学）

教授 波﨑 由美子 博士（看護学）

特命教授 横山 修 博士（医学）

特命教授 酒井 明子 博士（人間科学）

准教授 川口 めぐみ 博士（保健学）

准教授 本田 信治 博士（理学）

講師 北野 華奈恵 博士（小児発達学）

講師 平井 孝治 博士（小児発達学）

講師 青木 未来 博士（保健学）

※1 担当教員の職名欄に「（他）」とあるのは、専任教員以外の教員

※2 配当年次の記載について 前期開講科目→前、後期開講科目→後、通年科目→通

16単位以上総   計

特別研究科目 次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 1～3通 演習 8
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国立大学法人福井大学特別雇用職員就業規則

平成19年11月21日

福大規則第18号

第１章　総則

（目的）

第１条　この規則は，「労働基準法」（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）第８９条の規定に

より，国立大学法人福井大学（以下「大学」という。）に勤務する職員のうち，契約期間を定めて特別な目的

をもって職務に従事する職員（以下「特別雇用職員」という。）の就業について定めることを目的とする。

（定義）

第２条　この規則で特別雇用職員とは，次の各号のいずれかに該当する職員とする。

一　１週間の勤務時間が３８時間４５分の特別教授，特任教授，特命教員及び特命職員

二　１週間の勤務時間が３８時間４５分に満たない特任教授，特命教員及び特命職員

２　特命教員及び特命職員の職名は，国立大学法人福井大学職員人事規程（平成１６年福大規程第５号）第３条

第２項の規定を準用し，適用する。

３　前項の規定にかかわらず，これによりがたい事情がある場合については，その職務内容にふさわしい職名と

することができる。

（遵守遂行）

第３条　大学及び特別雇用職員は，それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し，その実行に努めなければならな

い。

第２章　人事

（採用）

第４条　特別雇用職員の採用は，選考による。

（労働条件の明示）

第５条　学長は，特別雇用職員の採用に際しては，採用をしようとする職員に対し，次の事項を記載した文書を

交付する。

一　労働契約の期間に関する事項

二　就業の場所及び従事する業務に関する事項

三　始業及び終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日及び休暇に関する事項

四　給与に関する事項

五　退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

六　その他必要な事項

２　前項（第二号，第三号及び第六号に限る。）に規定する事項は，第７条における雇用期間の更新にあたって

は，業務量や本人の能力等を考慮して見直しを行うことがある。

　（試用期間）

第６条　特別雇用職員として採用された者には，採用の日から３か月間の試用期間を設ける。

ただし，国，地方自治体又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き大学の職員となった者については，

この限りでない。

２　試用期間中に特別雇用職員として，あるいは試用期間終了後正規の特別雇用職員とすることについて，学長

が勤務実績の不良なこと，心身に故障があることその他の事由に基づいて本学に引き続き雇用しておくことが

不適当と認めたときは，第１０条の規定により解雇することがある。

３　試用期間は勤続年数に通算する。

（雇用期間）
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第７条　特別雇用職員の雇用期間は，一会計年度の範囲内とする。

２　本法人との間で締結されたすべての雇用契約期間を通算した期間（以下「通算契約期間」という。）は５年

以内とする。ただし，次の各号に該当し，通算契約期間が５年を超えて雇用することがやむを得ないと学長が

判断した場合は除く。

一　プロジェクト期間が５年を超える業務に従事する場合

二　寄附講座及び寄附研究部門（共同研究講座及び共同研究部門を含む。）の延長により引き続き従事する場

合

三　免許・資格を要する職員で，その人材の確保が困難な次の職員

イ　臨床心理士，臨床発達心理士又は公認心理師の資格を有し，カウンセリング業務等を行うカウンセラ

ー，コーディネーター及び臨床心理士

ロ　医師免許を有し，診療業務に従事する者

ハ　医療職員

二　教員免許を有し，特別支援学校等における指導経験がある業務支援室主任指導員

四　医学部附属病院に勤務する者のうち，その雇用確保が病院収入（診療報酬請求）に影響する職員で，人材

の確保が困難な次の職員

保育士　

五　その他部局長より特に申出があり学長が認めた場合

３　雇用契約を更新しない場合の基準については，次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一　契約締結当初から，更新回数の上限を設けており，当該上限に当たる場合

二　前回の契約更新時に，更新しないことについて合意していた場合

三　当該雇用期間中において懲戒処分を受けている場合

四　本学の経営状況の悪化により，更新を行うことが困難である場合

五　担当業務を遂行する能力が十分ではない場合

六　職務命令に違反する行為を行った場合又は無断欠勤をしたこと等勤務成績が不良の場合

七　直近の健康診断の結果，業務遂行に問題がある場合

八　担当業務を終了又は中止した場合

九　担当業務に関連するプロジェクト等の事業を廃止又は縮小した場合若しくは外部資金受入が終了した場合

十　その他前各号に準ずる客観的かつ合理的な事由がある場合

４　雇用契約期間の満了日と次の雇用契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間が

６月以上あるときは，当該満了した雇用契約期間は，前項の通算契約期間に算入しない。

（最終雇用年齢）

第８条　特別雇用職員の雇用にあたっては，当該特別雇用職員の年齢が満６５歳に達した日以降の最初の３月３

１日を超えて雇用しないものとする。

２　前項の規定にかかわらず，特別な場合は，学長が定める。

（無期雇用契約転換職員）

第８条の２　労働契約法第１８条の規定に基づき，期間の定めのない雇用契約（以下「無期雇用契約」とい

う。）へ転換した者（以下「無期雇用契約転換職員」という。）については，無期雇用契約へ転換した直前に

適用されていた就業規則を適用する。ただし，この就業規則において有期雇用契約を前提とする規定は適用し

ない。なお，雇用期間の更新時に見直した第５条第１項（第二号，第三号及び第六号に限る。）に規定する事

項は，無期雇用契約へ転換後も定期的な見直しを行うことがある。

２　無期雇用契約転換職員における国立大学法人福井大学特別教授規程に規定する特別教授の職名については，

特別教授（無期）と，国立大学法人福井大学特任教授規程に規定する特任教授の職名については，特任教授
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（無期）と，国立大学法人福井大学特命教員規程第３条の職名及び国立大学法人福井大学特命職員規程第２条

第３項の名称については，それぞれ当該職名及び名称の後に「（無期）」を付する。

（無期雇用契約への転換の申込等）

第８条の３　無期雇用契約転換の申込みをしようとする者は，あらかじめ無期雇用契約転換申込書を契約期間の

満了の３０日前までに学長へ提出するよう努めなければならない。

２　前項の申込みがあった場合，学長は無期雇用契約転換申込受理通知書を申込み者に通知する。

３　第１項の申込みを取下げようとする者は，契約期間の満了を予定する日の１０日前までに無期雇用契約転換

申出取下げ書を学長に提出するよう努めなければならない。

（無期雇用契約転換職員の定年）

第８条の４　無期雇用契約転換職員の定年は，満６５歳とする。

２　無期雇用契約転換職員が前項の定年に達したときは，当該定年に達した日以後の最初の３月３１日に退職す

る。

３　第１項の定年に達した日以後に無期雇用契約転換職員となった者については，無期雇用契約転換職員となっ

た日を当該定年に達した日とみなし，その日以後の最初の３月３１日に退職する。

（退職）

第９条　特別雇用職員が次の各号の一に該当した場合には，退職とする。

一　雇用期間が満了した場合

二　自己都合により退職を申し出て，学長が承認したとき

三　死亡したとき

２　学長は雇用期間満了の後，雇用契約を更新しない場合は，雇用期間の満了する日の少なくとも３０日前に，

その旨を当該職員に通知する。

なお，当該職員が更新しない理由について証明書の交付を請求した場合は，遅滞なくこれを交付する。

３　特別雇用職員は，雇用期間中に自己の都合により退職しようとするときは，退職を予定する日の３０日前ま

でに，学長に退職届を提出しなければならない。ただし，やむを得ない事由により３０日前までに退職届を提

出できない場合は，１４日前までに提出しなければならない。

４　特別雇用職員は，退職届を提出しても，退職するまでは，従来の職務に従事しなければならない。

（解雇）

第１０条　学長は，特別雇用職員が次の各号の一に該当する場合には，解雇する。

一　勤務実績が著しく不良の場合

二　心身の故障のため業務の遂行に著しく支障があり，又はこれに堪えない場合

三　その他，業務に必要な適性を欠く場合

四　禁固以上の刑に処せられた場合

２　学長は，特別雇用職員が次の各号の一に該当する場合には，解雇することができる。

一　事業活動の縮小により特別雇用職員の減員等が必要となった場合

二　天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

３　前項による解雇は，次の各号をふまえて行う。

一　人員整理を行う経営上の必要性があること

二　解雇を回避する努力を行うこと

三　被解雇者の選定に合理性があること

四　被解雇者に対して，誠実に協議を行うこと

４　学長は，第１項及び第２項に定めるほか，特別雇用職員が第８条の２の規定により無期雇用契約転換職員と

なった後，第７条第３項第８号から第１０号の一に該当する場合には，当該無期雇用契約転換職員を解雇する

ことができる。
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（解雇制限）

第１１条　前条の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし，第１号の場合におい

て療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第８１条の規定によって打切補償を支払う場合又

は労基法第１９条第２項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は，この限りでない。

一　業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後３０日間

二　産前産後の女性特別雇用職員が，第３０条第１項第１４号及び第１５号の規定による休暇の期間及びその

後３０日間

（解雇予告）

第１２条　第１０条の規定により特別雇用職員を解雇する場合は，少なくとも３０日前に本人に予告するか，又

は平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし，所轄労働基準監督署長より解雇予告除外認定を

受けたときはこの限りでない。

（人事異動通知書）

第１３条　学長は，特別雇用職員が次の各号の一に該当する場合には，人事異動通知書（以下「通知書」とい

う。）を交付する。この場合，その異動を発令した時にその効力が発生するが，当該職員がその異動を了知す

るまでの間は，当該職員の不利益になるように取り扱うことはできない。

一　特別雇用職員を採用し，又は雇用期間を更新した場合

二　特別雇用職員の自己都合による退職を承認した場合

三　特別雇用職員が退職した場合（解雇又は自己都合退職の場合を除く。）

２　前項の規定にかかわらず，労働条件通知書により異動の内容が明示されている場合においては，人事異動通

知書の交付を省略することができる。

３　学長は，特別雇用職員を解雇する場合には，通知書を交付して行わなければならない。この場合，通知書を

交付した時にその効力が発生する。

第３章　給与

（給与の種類）

第１４条　特別雇用職員の給与は，本給，超過勤務手当，休日給，夜勤手当，宿日直手当，特殊勤務手当（診療

待機手当，救急診療手当，時間外手術等手当及び診療所勤務手当に限る。），住居手当，看護職員等処遇改善

手当，幼稚園教諭等処遇改善手当，遺伝診療特別手当及び通勤手当とする。

（本給）

第１５条　特別雇用職員の本給は年俸とし，その額は，学長が個別に定める。

２　特別雇用職員の本給月額は，年俸の１２分の１とする。

（超過勤務手当）

第１６条　第２７条の規定により正規の時間を超えて又は休日に勤務させた場合は，国立大学法人福井大学職員

給与規程（平成１６年福大規程第７号。以下「給与規程」という。）第１９条の規定に準じて超過勤務手当を

支給する。

２　前項の規定にかかわらず，第２条第２号に規定する特別雇用職員に対する次の超過勤務手当の単価は，勤務

１時間あたりの給与額と同額とする。

一　１日の勤務時間が正規の時間と合わせて７時間４５分までの範囲の勤務を割り振られた日の勤務

二　１週間に１日又は４週間に４日の休日（法定休日）が確保されている場合の，１週間の勤務時間が３８時

間４５分までの範囲の休日の勤務

（休日給）

第１７条　休日給は，第２条第１号に規定する特別雇用職員に第２７条の規定により休日に勤務させた場合に，

給与規程第２０条の規定に準じて支給する。

（宿日直手当）
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第１７条の２　宿日直手当は，給与規程第２３条の規定に準じて支給する。

（診療待機手当）

第１７条の３　診療待機手当は，給与規程第１８条及び国立大学法人福井大学職員の特殊勤務手当支給細則（平

成１６年福大細則第１２号。以下「特殊勤務手当支給細則」という。）第８条の規定に準じて支給する。

（住居手当）

第１７条の４　住居手当は，第２条第１号に規定する特別雇用職員に給与規程第１５条の規定に準じて支給す

る。

（時間外手術等手当）

第１７条の５　時間外手術等手当は，給与規程第１８条及び特殊勤務手当支給細則第９条の２の規定に準じて支

給する。

（看護職員等処遇改善手当）

第１７条の６　看護職員等処遇改善手当は，職員給与規程第２９条の３の規定に準じ，本学医学部附属病院又は

病院部に所属する特別雇用職員のうち，次の各号の一に該当する者に支給する。

一　看護師

二　臨床心理士，臨床発達心理士又は公認心理師の資格を有し，カウンセリング業務等を行うカウンセラー，

コーディネーター及び臨床心理士

三　保育士

２　第２条第１項第１号に規定する特別雇用職員における前項の手当の月額は，常勤職員に採用したものとした

場合における本給月額に１００分の３．７を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときはこれを切

り上げた額）とする。

３　第２条第１項第２号に規定する特別雇用職員における前項の手当の月額は，常勤職員に採用したものとした

場合における本給月額を基礎として，次の計算式により算出した額（その額に１円未満の端数が生じたときは

これを切り上げた額）とする。

本給相当額×１００分の３．７×（その者の１週間の勤務時間数／３８時間４５分）

４　前項までの規定により難い場合は，学長は別段の取扱いをすることができる。

（幼稚園教諭等処遇改善手当）　

第１７条の７　幼稚園教諭等処遇改善手当は，本学教育学部附属幼稚園に勤務する特別雇用職員に支給する。

２　前項の手当の月額は，次の各号に掲げる額（その額に１円未満の端数が生じたときはこれを切り上げた額）

とする。

一　第２条第１項第１号に規定する特別雇用職員　　9,000円

二　第２条第１項第２号に規定する特別雇用職員

9,000円×（その者の１週間の勤務時間数／３８時間４５分）　

（遺伝診療特別手当 ）

第１７条の８　遺伝診療特別手当は，給与規程第２９条の２の規定に準じて支給する。

（通勤手当）

第１８条　通勤手当は，給与規程第１６条の規定に準じて支給する。

２　前項の規定にかかわらず，その勤務の態様を考慮し適当と判断される場合には，当該特別雇用職員には，国

立大学法人福井大学旅費規程（平成１６年福大規程第２７号）に基づく旅費（以下「旅費」という。）を支給

し，通勤手当を支給しないことができる。

（給与の支給）

第１９条　特別雇用職員の給与は，その全額を現金で直接職員に支払う。ただし，法令等に基づき当該職員の給

与から控除すべき金額がある場合には，その者に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払う。
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２　特別雇用職員が給与の全額又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には，その方法に

よって支払うことができる。

３　本給月額，住居手当，看護職員等処遇改善手当，幼稚園教諭等処遇改善手当及び通勤手当は，その月の全額

を毎月１７日に，超過勤務手当及び休日給は，その月の分を翌月の１７日に支給する。ただし，支給日（この

項において，毎月１７日を「支給日」という。）が日曜日に当たるときは支給日の前々日，支給日が月曜日で

休日に当たるときは支給日の翌日，支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

４　第１項から前項に規定するもののほか，給与の支給に関し必要な事項は，給与規程第２条の規定を準用す

る。

（給与の減額）

第２０条　特別雇用職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合（有給の休暇として取り扱われる

場合は除く。）は，その勤務しないことにつき，特に承認があった場合を除き，勤務１時間あたりの給与額に

その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

２　前項の規定により減額の対象となる時間数は，その給与期間における欠勤等の時間数の合計であるものと

し，その合計時間数に１時間未満の端数が生じたときは，３０分以上の端数は１時間に切り上げ，３０分未満

の端数は切り捨てる。

（日割計算）

第２１条　新たに特別雇用職員となった者には，その日から給与を支給する。

２　特別雇用職員が退職し，又は解雇された場合には，その日までの給与を支給する。

３　特別雇用職員が死亡により退職した場合には，その月までの給与を支給する。

４　第１項又は第２項の規定により，給与を支給する場合であって，その月の初日から支給するとき以外のと

き，又はその月の末日まで支給するとき以外のときは，その給与額は，その月の現日数から休日の日数を差し

引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第２２条　第１６条及び第２０条に規定する勤務１時間当たりの給与額は，本給月額，看護職員等処遇改善手当

及び幼稚園教諭等処遇改善手当の月額を一会計年度における１箇月の平均所定労働時間数で除した金額とす

る。

（端数計算）

第２３条　前条に規定する勤務時間１時間あたりの給与額を算定する場合において，その額に５０銭未満の端数

を生じたときは，これを切り捨て，５０銭以上１円未満の端数を生じたときは，これを１円に切り上げる。

（端数の処理）

第２４条　この規則により計算した確定金額に１円未満の端数を生じたときは，これを切り捨てる。

第４章　勤務時間，休日，休暇等

（勤務時間）

第２５条　第２条第２号に規定する特別雇用職員の勤務時間は，１日につき７時間４５分以内，１週間につき３

８時間４５分未満の範囲内において定める。

２　第２条第１号に規定する特別雇用職員の勤務時間は，１日につき７時間４５分，１週間につき３８時間４５

分とし，始業時間，終業時間及び休憩時間については，次のとおりとする。

一　始業時間　午前８時３０分

二　終業時間　午後５時１５分

三　休憩時間　午後０時から午後１時

３　業務の都合上必要があると認める場合は，第１項及び第２項の規定にかかわらず１日の勤務時間を超えない

範囲で，始業，終業の時刻及び休憩時間を変更することがある。

（休日）
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第２６条　特別雇用職員の休日は，次のとおりとする。ただし，第２条第１項第２号に規定する特別雇用職員に

ついて，これにより難い場合は，別に定める。

一　日曜日（法定休日）

二　土曜日

三　国民の祝日に関する法律に規定する休日

四　１月２日，１月３日及び１２月２９日から３１日までの期間

２　学長は，前項に規定する休日に，業務の都合上，勤務を命ずる必要がある場合には，国立大学法人福井大学

職員就業規則（平成１６年福大規則第７号。以下「職員就業規則」という。）第５２条及び第５３条の規定に

準ずる。

３　休日の振替及び代休日の手続きについては，職員就業規則第５４条の規定に準ずる。

（時間外，深夜，休日，早出遅出勤務）

第２７条　学長は，第２５条の規定にかかわらず，労使協定の定めるところにより，必要がある場合には，特別

雇用職員に対して，その勤務時間を延長し又は休日に勤務させることがある。

２　前項の規定により勤務を命ぜられた時間が，第２５条に規定する勤務時間を通じて８時間を超える場合は，

１時間の休憩時間（所定勤務時間の途中に置かれる休憩時間を含む。）を勤務時間の途中に置かなければなら

ない。

３　小学校就学の始期に達するまでの子（育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律第２条第１号において子に含まれるものとされる者を含む。以下この条並びに第３０条第１項第８号，第

９号，同条第２項第３号及び第３１条において同じ。）の養育又は家族の介護を行う特別雇用職員であって，

超過勤務時間を短いものとすることを請求した者の法定の勤務時間を超える勤務については，別に定める。

４　学長は，小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う特別雇用職員が請求した場合に

は，別に定めるところにより，業務の正常な運営を妨げる場合を除き，深夜（午後１０時から午前５時までの

間をいう。）における勤務（以下「深夜勤務」という。）に従事させることはない。

５　学長は，小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う特別雇用職員が請求した場合に

は，別に定めるところにより，業務の正常な運営を妨げる場合を除き，早出遅出勤務をさせるものとする。

６　学長は，妊娠中又は出産後１年を経過しない特別雇用職員が請求した場合は，第１項の超過勤務又は休日に

勤務を命じない。

７　学長は，３歳未満の子の養育又は家族の介護を行う特別雇用職員が請求した場合には，別に定めるところに

より，業務の正常な運営を妨げる場合を除き，第１項の超過勤務又は休日に勤務を命じない。

（勤務時間の特例）

第２８条　学長は，第２５条の規定にかかわらず，第２条第１号に規定する特別雇用職員のうち，業務の性質上

必要がある職員については，労使協定の定めるところにより，変形労働時間制又は専門業務型裁量労働制専門

業務型裁量労働制を適用するものとする。

（１か月単位の変形労働時間制）

第２８条の２　業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある特別雇用職員については，１か月以内の一

定期間を平均し１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えない範囲において，休日及び勤務時間を別に割り振

ることがある。

２　前項の変形労働時間制による特別雇用職員の割振り単位期間，勤務の始業，終業時刻及び休憩時間は，職員

就業規則第４４条の２第２項の規定に準ずる。

３　第１項の特別雇用職員の各日・各週の勤務割振表については，当該１か月以内の一定の期間ごとに作成し，

当該期間の開始７日前までに各人に通知する。

（年次有給休暇）
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第２８条の３　学長は，第２条第１号に規定する特別雇用職員に対し，職員就業規則第５６条の規定に準じて年

次有給休暇を与えなければならない。

２　前項の規定によるものの他，学長は，職員就業規則第５６条の２の規定に準じて，時季を指定して与えなけ

ればならない。　

３　前項の年次有給休暇の届出及び単位については，職員就業規則第５７条及び第５８条の規定を準用する。

第２９条　学長は，第２条第２号に規定する特別雇用職員に対し，次に掲げる区分ごとに年次有給休暇を与えな

ければならない。

一　１週間の勤務日が５日以上とされている特別雇用職員，１週間の勤務日が４日以下とされている特別雇用

職員で１週間の勤務時間が３０時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている特別

雇用職員で１年間の勤務日が２１７日以上であるものが，雇用の日から６月間継続勤務し全勤務日の８割以

上出勤した場合は，次の１年間において１０日

二　一に掲げる特別雇用職員が，雇用の日から１年６月以上継続勤務し，継続勤務期間が６月を超えることと

なる日（以下「６月経過日」という。）から起算してそれぞれの１年間の全勤務日の８割以上出勤した場合

は，それぞれ次の１年間において，１０日に次の表の左欄に掲げる６月経過日から起算した継続勤務年数の

区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数（当該日数が20日を超える場合は，20日）

　

６月経過日から起算した

継続勤務年数

日数

１年 １日

２年 ２日

３年 ４日

４年 ６日

５年 ８日

６年以上 １０日

　

三　１週間の勤務日が４日以下とされている特別雇用職員（1週間の勤務時間が３０時間以上である職員を除

く。）及び週以外の期間によって勤務日が定められている特別雇用職員で1年間の勤務日が４８日以上２１

６日以下であるものが，雇用の日から６月間継続勤務し全勤務日の８割以上出勤し，又は雇用の日から１年

６月以上継続勤務し６月経過日から起算してそれぞれの１年間の全勤務日の８割以上出勤した場合それぞれ

次の１年間において，１週間の勤務日が４日以下とされている特別雇用職員にあっては次の表の左欄に掲げ

る１週間の勤務日の日数の区分に応じ，週以外の期間によって勤務日が定められている特別雇用職員にあっ

ては同表の中欄に掲げる１年間の勤務日の日数の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる雇用の日から起

算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

　

１週間の

勤務日の日数

４日 ３日 ２日 １日

１年間の勤務

日の日数

169日から

21６日まで

121日から168日ま

で

73日から

120日まで

48日から

72日まで

６月 ７日 ５日 ３日 １日

１年６月 ８日 ６日 ４日 ２日

２年６月 ９日 ６日 ４日 ２日

３年６月 10日 ８日 ５日 ２日
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４年６月 12日 ９日 ６日 ３日

５年６月 13日 10日 ６日 ３日

６年６月以上 15日 11日 ７日 ３日

　

２　前項の継続勤務期間とは原則として同一部署において，その雇用形態が社会通念上中断されていないと認め

られる場合の勤務を，また，全勤務日とは特別雇用職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし，

出勤した日数の算定にあたっては，年次有給休暇，年次有給休暇以外の有給休暇及び無給休暇の期間は，これ

を出勤したものとみなして取扱う。

３　学長は，年次有給休暇（第１項の規定により付与された年次有給休暇の日数が１０日以上である職員に係る

ものに限る。）の日数のうち５日については, 職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,付与日から１年

以内に,あらかじめ時季を指定して取得させなければならない。ただし，第１項の規定により年次有給休暇を

取得した場合においては，当該取得した日数分を５日から控除するものとする。　

４　年次有給休暇については，その時季につき，学長に届け出なければならない。この場合において，学長は，

業務の正常な運営に支障がある場合を除き，これを承認しなければならない。

５　年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は，２０日を限度として，次の１年間に繰

り越すことができる。

６　前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある特別雇用職員から年次有給休暇取得の届け出があった場

合には，繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取扱う。

７　年次有給休暇の付与の単位は，１日又は半日（所定勤務時間の前半分と後半分のいずれかをもって半日とす

る。）とする。ただし，労使協定の定めるところにより，一会計年度における年次有給休暇のうち５日を限度

として１時間を単位とすることができるものとし，1日を時間に換算する場合は，１日当たりの勤務時間と

し，半日を時間に換算する場合は，１日当たりの勤務時間の２分の１（それぞれ１時間未満の端数があるとき

はこれを切り上げた時間）とする。

８　年次有給休暇の届け出については，職員就業規則第５７条の規定に準ずる。

（年次有給休暇以外の休暇）

第３０条　学長は，次の各号に掲げる場合には，特別雇用職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与

える。

一　選挙権その他公民としての権利を行使する場合で，その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

は，必要と認められる期間

二　裁判員，証人，鑑定人，参考人等として国会，裁判所，地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

で，その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは，必要と認められる期間

三　地震，水害，火災その他の災害時において，退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合は，必要と認められる期間

四　地震，水害，火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められ

る場合は，必要と認められる期間

五　特別雇用職員の親族（職員就業規則別表第１２の親族の欄に掲げる親族に限る。）が死亡した場合で，特

別雇用職員が葬儀，服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であ

ると認められるときは，親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数（葬儀のため遠隔の地に赴く場合に

あっては，往復に要する日数を加えた日数）の範囲内の期間

六　特別雇用職員が結婚する場合で，結婚式，旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務し

ないことが相当であると認められるときは，結婚の日の５日前の日から当該結婚の日後１月を経過する日ま

での期間内における連続する５日の範囲内の期間　
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七　特別雇用職員が妻（事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。）の出産に伴い

勤務しないことが相当であると認められるときは，２日の範囲内の期間

八　特別雇用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては，１４週

間）前の日から当該出産の日以後１年を経過する日までの期間にある場合において，当該出産に係る子又は

小学校就学の始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する特別雇用職員が，これらの子の養育のた

め勤務しないことが相当であると認められるときは，５日の範囲内の期間

九　小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育する特別雇用職員が，その子の看護

（負傷し，若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るため子に予防接種又は健康診断を受けさ

せることをいう。）のため勤務しないことが相当であると認められるときは，一会計年度において５日（そ

の養育する小学校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場合にあっては，１０日）の範囲内の期間

十　一会計年度の７月１日から９月３０日までの間継続雇用され，かつ，雇用期間が，当該年度の７月１日か

ら９月３０日までを含めて６か月以上の特別雇用職員が，心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実の

ため勤務しないことが相当であると認められるときは，原則として,一会計年度の７月から９月までの期間

における，休日を除いて次の期間の範囲内の期間

イ　１週間の勤務時間が３０時間以上の場合　　　　　　　　　連続する３日

ロ　１週間の勤務時間数が２０時間以上３０時間未満の場合　　連続する２日

十一　職員の心身のリフレッシュ及び省エネルギーの一層の推進を図るため，大学が一斉休業を実施する次の

日。ただし，別に定める場合にあっては，一会計年度の６月から３月までの期間における，休日及び代休日

を除いて原則として連続する３日の範囲内の期間。

　

８月１４日の曜日 一斉休業日

日曜日 ８月の１２日（金），１５日（月）及び１６日（火）　　　

月曜日 ８月の１４日（月），１５日（火）及び１６日（水）

火曜日 ８月の１３日（月），１４日（火）及び１５日（水）

水曜日 ８月の１４日（水），１５日（木）及び１６日（金）

木曜日 ８月の１３日（水），１４日（木）及び１５日（金）

金曜日 ８月の１２日（水），１３日（木）及び１４日（金）

土曜日 ８月の１２日（木），１３日（金）及び１６日（月）

　

十二　特別雇用職員が負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害により，２週間以上にわたり常時介護を必

要とする対象家族（国立大学法人福井大学職員の介護休業等に関する規程（平成１６年福大規程第１２号）

第２条第２項に規定するものをいう。）を介護するため勤務しないことが相当であると認められるときは，

一会計年度において要介護状態の対象家族が１人の場合５日，要介護状態の対象家族が２人以上の場合１０

日の範囲内の期間

十三　特別雇用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときは，一会計

年度において５日（当該通院等が体外受精その他学長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10

日）の範囲内の期間

十四　６週間（多胎妊娠の場合にあっては，１４週間）以内に出産する予定である女性の特別雇用職員が申し

出た場合は，出産の日までの申し出た期間

十五　女性の特別雇用職員が出産した場合は，出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間（産後６週

間を経過した女性の特別雇用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間

を除く。）
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２　学長は，次の各号に掲げる場合には，特別雇用職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与える。

一　生後１年に達しない子を育てる特別雇用職員が，その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場

合は，１日に２回それぞれ３０分以内の期間（男性の特別雇用職員にあっては，その子の当該職員以外の親

が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇（これに相当する休暇を含む。）を

承認され，又は労基法第６７条の規定により同日における育児時間を請求した場合は，1日２回それぞれ３

０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間）

二　女性の特別雇用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められ

る場合は，必要と認められる期間

三　特別雇用職員が，職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり，その勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合は，必要と認められる期間

四　第２条第１号に規定する特別雇用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり，その勤務しないことが

やむを得ないと認められる場合（前２号に掲げる場合を除く。）は，一の年度（４月１日から翌年の３月３

１日までをいう。）において１０日の範囲内の期間

五　骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い，又は骨

髄移植のための配偶者，父母，子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で，当該申し出又は提供に

伴い必要な検査，入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは，必要と認められる期間

３　前２項の休暇は，必要に応じて１日，１時間又は１分を単位として取扱う。ただし，第１項第１４号及び第

１５号に掲げる場合においては，１日を単位として取扱わなければならない。

４　年次有給休暇以外の休暇の届け出については，職員就業規則第６２条の規定に準ずる

５　病院部及び医学部附属病院に所属する特別雇用職員並びに医学部に所属し，かつ，医学部附属病院で診療業

務に従事する特別雇用職員については，第１項第１０号中「一会計年度の７月から９月までの期間」とあるの

は「一会計年度の６月から３月までの期間」と読み替えて同号を適用するものとし，「連続する３日」及び

「連続する２日」の取扱いについては，１暦日ごとに分割することができるものとする。

６　第１項第１１号の「別に定める場合」とは，次のいずれかに該当するものをいう。この場合における休暇の

名称は一斉休業代替休暇とし，１暦日ごとに分割して取得することができるものとする。

一　一斉休業の期間中，業務の都合上，勤務が必要となる職員がある場合　

二　第１項第１１号に定める日において，災害その他避けることのできない事由により，学長が一斉休業を実

施しないと判断した場合

（育児休業，育児部分休業，育児短時間勤務又は出生時育児休業）

第３１条　特別雇用職員のうち，１歳に満たない子の養育を必要とする者は，学長に申し出て育児休業又は出生

時育児休業の適用を受けることができる。

２　次の各号のいずれかに該当する特別雇用職員は，学長に申し出て育児部分休業の適用を受けることができ

る。

一　小学校第３学年の終期を経過するまでの子の養育を必要とする第２条第１項第１号に規定する者

二　３歳に満たない子の養育を必要とする１日の所定労働時間が６時間を超える第２条第１項第２号に規定す

る者

３　次の各号のいずれかに該当する特別雇用職員は，学長に申し出て育児短時間勤務の適用を受けることができ

る。

一　小学校第３学年の終期を経過するまでの子の養育を必要とする第２条第１項第１号に規定する者

二　３歳に満たない子の養育を必要とする１日の所定労働時間が６時間を超える第２条第１項第２号に規定す

る者

４　育児休業，育児部分休業，育児短時間勤務又は出生時育児休業の対象者，手続き等の必要事項については，

別に定める国立大学法人福井大学職員の育児休業等に関する規程（平成１６年福大規程第１１号）による。こ
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の場合において，「契約職員」とあるのは「第２条第１項第１号に規定する特別雇用職員」と，「パート職

員」とあるのは「第２条第１項第２号に規定する特別雇用職員」と読み替えて適用するものとする。

（介護休業又は介護部分休業）

第３２条　特別雇用職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は，学長に申し出て介護休業又は介護部

分休業の適用を受けることができる。

２　介護休業又は介護部分休業の対象者，期間，手続等の必要事項については，別に定める国立大学法人福井大

学職員の介護休業等に関する規程（平成１６年福大規程第１２号）による。この場合において，「契約職員」

とあるのは「第２条第１項第１号に規定する特別雇用職員」と，「パート職員」とあるのは「第２条第１項第

２号に規定する特別雇用職員」と読み替えて適用するものとする。

第５章　福利厚生

（社会保険等）

第３３条　学長は，特別雇用職員が健康保険法（大正１１年法律第７０号），厚生年金保険法（昭和２９年法律

第１１５号），雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０

号）の基準により，被保険者に該当するときは，直ちに必要な手続きを行わなければならない。

第６章　雑則

（職員就業規則の準用）

第３４条　職員就業規則のうち，第２９条（退職証明書及び解雇理由証明書），第３４条（職務専念義務）第３

５条（職務専念義務免除期間），第３６条（職場規律），第３７条（遵守事項），第３８条（職員の倫理），

第３９条（ハラスメントに関する措置），第４０条（兼業及び他の事業等の従事），第４１条（知的所有

権），第４５条（事業場外の勤務），第４９条（宿日直），第５０条（出勤簿），第６８条（懲戒の事由），

第６９条（懲戒の種類等），第７０条（訓告等），第７１条（損害賠償），第７２条（安全・衛生管理），第

７３条（協力義務），第７４条（安全・衛生教育），第７５条（非常災害時の措置），第７６条（安全及び衛

生に関する遵守事項等），第７７条（健康診断），第７８条（就業の禁止），第７９条（業務上の災害補

償），第８０条（通勤途上災害），第８１条（宿舎利用基準），第８１条の２（保育施設），第８２条（苦情

処理）及び第８３条（施設の利用）の規定は，特別雇用職員に準用する。

　

附　則

（施行期日）

第１条　この規則は，平成19年11月21日から施行する。

（給与減額支給措置）

第２条　平成２４年６月１日から平成２６年３月３１日までの間，第２条第１号に規定する特別雇用職員の給与

については，国立大学法人福井大学職員給与規程附則第９条の規定を準用する。

附　則（平成20年３月19日福大規則第６号）

この規則は，平成20年４月１日から施行する。

附　則（平成20年５月20日福大規則第８号）

この規則は，平成20年５月20日から施行する。

附　則（平成21年３月17日福大規則第７号）

この規則は，平成21年４月１日から施行し，改正後の国立大学法人福井大学特別雇用職員就業規則第３０条第

１項第２号の規定は，平成21年５月21日から適用する。

附　則（平成22年２月16日福大規則第５号）

この規則は，平成22年２月16日から施行し，改正後の国立大学法人福井大学特別雇用職員就業規則第34条の規

定は，平成21年４月１日から適用する。

附　則（平成22年３月16日福大規則第９号）
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この規則は，平成22年４月１日から施行する。

附　則（平成22年９月15日福大規則第15号）

この規則は，平成22年10月１日から施行する。

附　則（平成22年11月17日福大規則第18号）

この規則は，平成22年12月１日から施行する。

附　則（平成22年12月１日福大規則第20号）

この規則は，平成23年４月１日から施行する。

附　則（平成23年３月16日福大規則第３号）

この規則は，平成23年３月16日から施行する。

附　則（平成24年３月21日福大規則第３号）

１　この規則は，平成24年４月１日から施行する。

２　前項の規定にかかわらず，改正後の国立大学法人福井大学特別雇用職員就業規則第１７条の４の規定は，職

員の在勤する部局等が移転した場合に限り，平成24年2月1日から適用する。この場合において，国立大学法人

福井大学職員の住居手当支給細則（平成１６年福大規則第６号）第６条による届け出を行う場合，この規則の

施行の日から１５日以内に届け出た場合に限り，第９条ただし書きの規定は適用しない。

附　則（平成24年５月29日福大規則第４号）

１　この規則は，平成24年６月１日から施行する。

２　前項の規定にかかわらず，改正後の国立大学法人福井大学特別雇用職員就業規則第１７条の２及び第１７条

の３の規定は，平成24年5月1日から適用する。

附　則（平成25年３月14日福大規則第11号）

１　この規則は，平25年４月１日から施行する。

２　平成25年３月31日以前の雇用契約期間については，通算契約期間に含めない。

３　第７条第４項の「６月」は，直前に満了した引き続く有期労働契約の契約期間が１０ヶ月以下の場合にあっ

ては，労働契約法で定める期間に読み替える。

４　第１項の規定にかかわらず，この規則の施行の日の前日から引き続き第２条第１号に規定する特別雇用職員

として在職している者の施行日における年次有給休暇の日数は，改正後の国立大学法人福井大学特別雇用職員

就業規則第２８条の２第１項により準用する職員就業規則第５６条第１項第３号の規定により付与される年次

有給休暇の日数とする。この場合において，職員就業規則第５６条第１項第３号本文中「国立大学法人の職

員，特定独立行政法人の職員，国家公務員，国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法（昭和

２９年法律第１４１号）の適用を受ける職員，地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年

法律第９９号）第１条に規定する公庫その他の業務が国の事務若しくは事業と綿密な関連を有する法人のうち

国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条の２各号に掲げる法人の職員から引き続き

職員となったもの（以下「交流職員等」という。）は，交流職員等」とあるのは，「第２条第１号に規定する

特別雇用職員」と読み替えるものとする。

附　則（平成26年８月11日福大規則第５号）

この規則は，平成26年８月11日から施行し，平成26年８月１日から適用する。

附　則（平成27年３月18日福大規則第７号）

この規則は，平成27年４月１日から施行する。

附　則（平成28年３月15日福大規則第６号）

この規則は，平成28年４月１日から施行する。

附　則（平成28年12月21日福大規則第40号）

この規則は，平成29年１月１日から施行する。

附　則（平成29年３月13日福大規則第７号）　
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この規則は，平成29年４月１日から施行する。

附　則（平成30年１月24日福大規則第１号）

この規則は，平成30年１月24日から施行する。

附　則（平成30年３月20日福大規則第６号）

１　この規則は，平成30年４月１日から施行する。

２　この規則の施行日の前日から引き続き特別雇用職員として在職している特命職員以外の職員で，改正後の国

立大学法人福井大学特別雇用職員就業規則第８条第１項に規定する年齢を超えるものについては，改正前の規

定を適用する。

附　則（平成31年３月20日福大規則第５号）

この規則は，平成31年４月１日から施行する。

附　則（令和元年６月26日福大規則第17号）

この規則は，令和元年７月１日から施行する。

附　則（令和２年３月25日福大規則第９号）

この規則は，令和２年４月１日から施行する。

附　則（令和２年５月29日福大規則第16号）

この規則は，令和２年６月１日から施行する。

附　則（令和４年３月16日福大規則第11号）　

この規則は，令和４年４月１日から施行する。　

附　則（令和４年９月26日福大規則第25号）　

この規則は，令和４年10月１日から施行する。

附　則（令和４年10月26日福大規則第29号）

１　この規則は，令和４年10月26日から施行する。

２　前項の規定にかかわらず，改正後の国立大学法人福井大学特別雇用職員就業規則第１７条の６の規定は，令

和４年10月１日から適用する。ただし，改正規則の施行の日において，この規則の適用を受ける職員として在

職しない場合は，前項の規定は適用しない。

附　則（令和５年３月20日福大規則第６号）

この規則は，令和５年４月１日から施行する。

附　則（令和５年10月30日福大規則第10号）

この規則は，令和５年11月１日から施行する。
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（１）新設組織の概要 

① 新設組織の概要（名称、入学定員（編入学定員）、収容定員、所在地） 

新設組織 入学定員 収容定員 
所在地 

（教育研究を行うキャンパス） 

福井大学大学院医学系研究科

博士後期課程看護学専攻 
３ ９ 

福井県吉田郡永平寺町松岡 

下合月 23 号 3 番地 

 

② 新設組織の特色 

１）本学博士後期課程の趣旨・目的 

本学博士後期課程看護学専攻では、高い倫理観と良識のもと、グローカルな視点と多

角的・科学的な分析能力を備え、卓越した看護理論・技術と異分野を融合し、データや

ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら、様々な課題の解決策を国内外に応用する“広

域ヘルスケア”及び乳幼児から老年期にいたる生涯を通じた個人の発達を促進させる

“生涯発達ヘルスケア”を統合・実践できる研究・教育者、トップリーダーを養成し、

看護学の発展と国内外の地域社会に貢献することを教育目標とする。 

主に「基礎看護学」、「成⼈看護学」、「災害看護学」、「地域看護学」、「⽼年看護学」、

「⺟⼦看護学」、「がん看護学」、及び「精神看護学」の教育研究分野の一つを核としつ

つも、更に多くの他教育研究分野を重ね、異分野の融合を図り、データや ICT・ロボッ

ト・AI 等を利活用しながら、様々な課題の解決策を国内外に応用する“広域ヘルスケ

ア”及び乳幼児から老年期にいたる生涯を通じた個人の発達を促進させる“生涯発達ヘ

ルスケア”を統合し、看護研究・実践を行う「次世代ヘルスケア創生看護学」を探究す

る。 

なお、博士後期課程における異分野融合教育を核とした新たな教育プログラムを実

施するため、現修士課程を博士前期課程に課程変更し、博士後期課程の研究・教育に繋

げるプログラムに見直しを行い、一貫性を担保する。 

 

２）本学博士後期課程の教育内容 

カリキュラム・ポリシーに基づき教育課程を編成するものとし、「共通科目 A」３科

目、「共通科目 B」６科目、「専門科目」２科目、学位論文に取り組む「特別研究科目」

である「次世代ヘルスケア創生看護学特別研究」で構成する。 

博士後期課程修了者には、研究・教育者、トップリーダーとして、異分野を融合し、

データや ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら、“広域ヘルスケア”と“生涯発達ヘ

ルスケア” を統合した新たな手法を開発し、実践していくことが期待されており、共

通科目 A において「アドバンストナーシングリサーチ」を履修し、リサーチクエスチ

ョンに適した研究手法の選択・博士論文の計画立案を行い、「保健医学におけるデータ

解析法」では、研究手法・博士論文の計画立案に則したデータ解析法（量的、若しくは

質的）を１年次に履修する。共通科目 B の異分野融合科目では、データや ICT・ロボ
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ット・AI 等を利活用するための基礎を学ぶ「ヘルステック実践論」を必修とし、それ

以外の異分野融合科目の中から学生の研究課題に見合った科目を学生と主研究指導教

員が相談して適切な科目を選択していく。 

この様な異分野と看護学各分野の融合から新たな看護学を創生する博士後期課程は、

日本の看護系大学にはない革新的な取り組みとなる。 

 

（２）人材需要の社会的な動向等 

① 新設組織で養成する人材の全国的、地域的、社会的動向の分析 

福井県は、⾼齢化率が 31.3％（令和 3 年）で全国よりも 5 年程度⾼齢化が先⾏してい

る⼀⽅で、社会活動を行う⾼齢者が多く、平均寿命も全国トップクラスの健康⻑寿県であ

る。⾼齢者の就業割合は 27.8%で全国 3 位、⾼齢者のボランティア行動者率は 29.3%

で 9 位、就労・社会貢献意欲が高い⾼齢者が多く、三世代家族で暮らしながら⼦育てに

協⼒するなど、⾼齢者が地域や家庭で⼀定の役割と⽣きがいを持って生活している。これ

らの要因から⾼齢者の元気⽣活率(要介護 1 以上の認定を受けていない⾼齢者の割合)は、

65 歳から 74 歳までの⾼齢者が 97.6%で全国 3 位、75 歳から 79 歳までの⾼齢者が

92.7%で全国 3 位となっている。現在、全国的にも⾼齢化率の上昇による多死社会と出

⽣率の低下による⼈⼝減少が社会問題となっているが、福井県においても、2000 年に

82 万 9 千⼈のピークを迎えて以来、⼈⼝減少が始まっており、国⽴社会保障・⼈⼝問題

研究所による推計では、2040 年には 64.7 万⼈まで減少する⾒通しとなっている。年齢

区分別にみると、65 歳以上の⽼年⼈⼝が増加する⼀⽅、15 歳未満の年少⼈⼝や 15〜64

歳の⽣産年齢⼈⼝は一貫して減少を続ける⾒込みであり、⾼齢化は 2040 年には約 37％

まで上昇すると報告されている。 

また、福井県内の外国人住民数は、2005 年から 2013 年までは減少傾向にあったも

のの、2014 年からはコロナ禍の影響の大きかった 2021 年を除き、増加基調で推移し

ており、2022 年 12 月末現在の本県の外国人住民数は、15,683 人、前年末比 399 人

増（2.6％増）、総人口に占める外国人住民割合は 2.09%と過去最高となっている。また、

国籍別で見ると、世界 82 か国・地域の人々が県内に在住しており、ブラジルが最も多く、

次いでベトナム、韓国・朝鮮、中国、フィリピンと多様性を増している状況にある。 

本県では 2015 年より「ふくい創⽣・⼈⼝減少対策戦略」を策定し、現在は第 2 期戦

略を実施しており、⼀⼈あたりの県⺠所得、安定した雇⽤環境や⼥性の働きやすさ、教育

環境の⾼さ等が総合的に評価され、福井県は「全４７都道府県幸福度ランキング 2022 年

版」（一般財団法人日本総合研究所編）において、総合１位となり、2014 年版、2016 年

版、2018 年版、2020 年版に続き、５回連続の「幸福度日本一」の評価を受けている。

一方で、先述のように、本県では今後さらなる⼈⼝減少が予測され、長寿命化及び人口減

少下における人材不足に対応し、増加する外国人住民も含め、医療・介護・福祉サービス

を安心して利用できる環境整備が課題となっており、これまでの看護専門領域のみによ

る地域保健医療の課題解決から脱却し、異分野融合に基づくイノベーション創出による
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次世代医療の実現、及び生涯健康を志向し、年齢を重ねても元気に生活できる社会の醸成

が急務となっている。このような問題意識から、令和２年 福井県長期ビジョンの重点施

策には、「新しい「健康文化」を創造するため、子どもから働く世代、高齢者まで全世代

にわたる疾病予防や就労促進など社会の仕組みを人生 100 年時代型に転換」や「本県が

先進的に進めてきた医療と介護の融合による在宅ケア体制の整備をさらに進め、フレイ

ル予防や生活支援など、医療や介護の必要がない高齢者へのアプローチも含めて、高齢者

が状態に応じた適切な支援を受けながら住み慣れた地域で暮らすことのできる「次世代

包括ケアシステム」を作出」が謳われており、これらは福井県のみならず国内外に共通す

る地域課題となっているところである。この様な現況下においては、国内外の地域で生じ

る様々な課題に対峙していく卓越した実践能力を有するトップリーダー、国内外の様々

な課題に応用できる看護学研究を先導できる研究・教育者の育成が重要となる。 

 

② 中長期的な入学対象人口の全国的、地域的動向の分析 

本年２月に改めて、具体に本学博士後期課程の趣旨・目的を示した上で、本学医学部附

属病院に勤務する修士以上の学位未取得のフルタイム看護師 720 名に対してキャリアア

ップに関するアンケート調査を行い、135 名から回答を得た。（資料１）本調査では、キ

ャリアアップを「強く望んでいる」、「どちらかといえば望んでいる」の合計が 48 名

（35.6%）となり、本設置構想による博士後期課程の設置については、「望ましい」、「ま

あ望ましい」の合計が 78 名（57.7%）となった。また学位の取得意向では、修士の学位

取得を希望する者が 26 名（19.3%）、博士の学位取得を希望する者が（14.1%）と全体

の３分の１以上が修士以上の学位取得を希望している。 

また、本学の構想する博士課程のうち、博士前期課程への進学について、「検討しても

よい」、「条件が合えば検討してもよい」の合計は、23 名（16.0%）であり、「将来必要

性を感じれば検討するかもしれない」と回答した 34 名（25.2%）を加えれば十分な潜在

的な需要があると判断できる。この潜在需要も含め、博士前期課程への進学意向が確認で

きる 57 名に対し、博士後期課程への進学意向を確認した結果、22 名（38.6%）が「検

討してもよい」、「条件が合えば検討してもよい」と回答しており、修士の学位取得意向を

持つ者の多くが博士の学位も取得する意欲を持っていることが確認できる。また「将来必

要性を感じれば検討するかもしれない」との回答は 30 名（52.6%）も存在している。ア

ンケートの自由記述でも「博士までとれるなら修士もここでいいと思える」との回答も得

られており、３ポリシーも含めて、本構想において博士前期課程と博士後期課程に一貫性

を持たせる見直しを行ったことは博士前期課程の学生確保にも相乗効果をもたらす期待

が持てる。 

 

③ 新設組織の主な学生募集地域 

県内大学（福井県立大学、敦賀市立看護大学及び福井医療大学）の看護学科教員の博士

号取得状況を見ると、教授 81.6%、准教授 27.3%、講師 0%、助教 5.6%と、職位が上
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がることに伴いその取得割合が増加している。学位の分野については、修士号取得者では

「看護学」が最も多く、博士号取得者においても「医学」に次いで「看護学」が多い。 

また、博士号取得者に係る学位授与機関の地域区分を見ると、北陸・甲信越（福井県外）

及び近畿が大半を占めており、福井県の近隣地域で学位を取得していることが確認され

る。このことから、今後も県内大学の看護学科教員がキャリアアップのため「看護学」の

博士号の取得を希望することが期待され、福井県が主な学生募集地域となる。（設置の趣

旨、資料３） 

 

（３）学生確保の見通し 

① 学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果  

 ア 既設組織における取組とその目標 

  本学修士課程（改組後は博士前期課程）において、学生確保に向けた具体的な取組を

以下のとおり行っている。 

・就職ガイダンス 

本学看護学科生（3 年次生）を対象に行う就職ガイダンス時（2 月）に進路選択

の一つとして大学院（修士課程）への進学について案内している。 

・福井県内医療機関訪問 

コロナ禍以前は、以下のとおり、県内の病院や施設、臨地実習等で関係している

病院・施設に教員が訪問し、大学院進学の依頼や履修・受験に関する説明を行って

いる。 

2015 年（17 施設）、2016 年（16 施設）、2017 年（20 施設）、 

2018 年（26 施設）、2019 年（26 施設） 

・社会人入学制度 

多様な学習形態として「働きながら学ぶ」ための社会人入学制度を設けており、

修士課程在学生 32 名中、31 名（97％）がこの制度を活用している（令和 5 年 4

月現在）。 

・長期履修制度 

２年間の学費で最長４年間在籍することができる長期履修制度を設けている。

この制度を修士課程在学生 32 名中、24 名（77％）が活用している（令和 5 年 4

月現在）。 

・遠隔授業システムの活用 

大学院修士課程で開講している授業は、対面形式のほか、遠隔授業システムを利

用したオンデマンド型やライブ配信による授業も積極的に実施している。オンデ

マンド型の場合、学生は、講義の動画を所定サイトから視聴でき、担当教員は、学

生からの質問等をサイト経由で受け取ることで、質疑応答や理解度の確認を随時

行い、対面授業と同等の教育効果を確保している。 

ライブ配信の場合、音声通信やチャット機能により、学生間の意見交換を可能と



－学生確保（本文）－6－ 

することで、対面での実施により近い形での講義を行っている。 

・授業料・入学金免除制度、奨学金制度 

本学や日本学生支援機構の制度により、人物ともに優れ、入学時の成績や学業成

績が優秀な学生、経済的理由によって就学困難な学生には、選考の上、入学料・授

業料の免除、徴収猶予、奨学金給付・貸与の制度が活用可能となっている。 

＜授業料・入学料免除制度（本学制度）＞ 

・入学料免除・徴収猶予（経済的理由） 

令和 5 年度入学生 12 名のうち、入学料免除（半額）2 名、徴収猶予 2 名 

・授業料免除・徴収猶予（成績優秀） 

 令和 5 年度入学生 12 名のうち、授業料免除（半額）4 名 

・授業料免除・徴収猶予（経済的理由） 

修士課程在学生（R5.4.1）32 名のうち、授業料免除（全額）2 名 

＜奨学金制度＞ 

・日本学生支援機構（貸与型） 

修士課程在学生（R5.4.1）32 名（社会人学生）のうち 1 名が活用 

・医学系研究科振興奨学金（給付型・本学制度） 

修士課程在学生（R5.4.1）32 名（社会人学生）のうち 1 名が活用 

 

イ 新設組織における取組とその目標 

 本学修士課程（改組後は博士前期課程）の実績を踏まえ、博士後期課程の学生確保

に向けた具体的な取組を以下のとおり行い、入学定員を確保していく。 

・就職ガイダンス 

本学看護学科生（3 年次生）を対象に行う就職ガイダンス時（2 月）に大学院（博

士前期・後期課程）への進学について案内する。 

・福井県内医療機関訪問 

県内の病院や施設、臨地実習等で関係している病院・施設に教員が訪問し、大学

院（博士前期・後期課程）への進学依頼や履修・受験に関する説明を行い、本学大

学院の理解や関心を深めてもらう。 

・社会人入学制度 

博士後期課程の入学者も、看護職としてのキャリアを継続しながら進学を希望

する学生は多いと考えており、大学院設置基準第 14 条の教育方法の特例の適用は

不可欠で、博士後期課程で高度な研究活動を進めていくには、多くの学修時間を必

要とすることから、引き続き就労先との連絡・調整・協働により学修環境を整備し

ていく 

・長期履修制度 

博士後期課程の標準修業年限は 3 年であるが、社会人入学者の修学を積極的に

支援するために、大学院設置基準第 14 条の教育方法の特例により、福井大学大学
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院学則に則り長期履修制度を導入していく。長期履修の許可を受けた学生は、修業

年限を４～６年とすることで、それまでに必要な単位を修得し、学位論文を完成さ

せていくことができる。 

・遠隔授業システムの活用 

講義は対面を基本とするものの、社会人学生への教育支援は必要であり、遠隔授

業システムを利用したオンデマンド型やライブ配信による授業も積極的に実施す

る。 

オンデマンド型の場合、学生は、講義の動画を所定サイトから視聴でき、担当教

員は、学生からの質問等をサイト経由で受け取ることにより、質疑応答や理解度の

確認を随時行い、対面授業と同等の教育効果を確保する。 

ライブ配信の場合は、音声通信やチャット機能により、学生間の意見交換を可能

とすることで、対面での実施により近い形での講義を行う。 

・授業料・入学金免除制度、奨学金制度 

＜入学料・検定料＞ 

入学料および検定料に関しては、本学修士課程（改組後は博士前期課程）を修

了し、引き続き博士後期課程に進学する者については、入学料および検定料を徴

取しない制度が整備されている。 

＜奨学金制度＞ 

本学や日本学生支援機構の制度により、人物ともに優れ、入学時の成績や学業

成績が優秀な学生、経済的理由によって就学困難な学生には、選考の上、入学料・

授業料の免除、徴収猶予、奨学金給付・貸与の制度が活用可能となっている。 

     キャリアアップに関するアンケート調査（資料１）において、「経済的理由（必

要な費用を捻出できない）」とした者は 49 名(43.8％)となっている。併せて、

2023 年 10 月に実施した博士後期課程（看護学専攻）アンケート調査結果にお

いて、本学博士後期課程への進学を希望または将来的に検討したいと回答して

いる者を対象に、大学院博士後期課程への進学を検討する際に重視する点を確

認した結果（設置の趣旨、資料２（質問１１））、「4.研究指導体制」、「3.カリキ

ュラム」に次いで、「5.学費」、「6.奨学金制度や授業料免除制度」を大学院博士

後期課程への進学を検討する際に重視していることが明らかになっていること

から、社会人大学院生を対象とした独自の奨学金制度「福井大学大学院医学系研

究科振興奨学金」の取組を強化する。 

 

ウ 当該取組の実績の分析結果に基づく、新設組織での入学者の見込み数 

上記イのとおり学生確保に向けた具体的な取組を行い、豊富な潜在的需要を顕在

化させる工夫を行うことで、十分に入学定員を満たす学生確保の見通しが立つと判

断している。 
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② 競合校の状況分析（立地条件、養成人材、教育内容と方法の類似性と定員充足状況）  

ア 競合校の選定理由と新設組織との比較分析、優位性 

福井県に博士（看護学）の学位を取得できる課程はなく、県内に競合校は存在しない。

また、福井県が位置する北陸地区（富山県・石川県・福井県）に目を向けると、博士

（看護学）の学位が取得できるのは、３大学（富山大学医学薬学教育部看護学専攻博

士後期課程、金沢大学医薬保健学総合研究科保健学専攻博士後期課程、石川県立看護

大学看護学研究科博士後期課程）あり、それらの課程の定員及び充足率は３大学が

100％以上の充足率となっている。 

・石川県立看護大学看護学研究科博士後期課程 

入学定員：3 人、収容定員：9 人 

学生数 

1 年 2 年 3 年 計 

6 人 1 人 11 人 18 人 

https://www.ishikawa-nu.ac.jp/university-guide/overview#3 

・金沢大学医薬保健学総合研究科保健学専攻博士後期課程 

入学定員：25 人、収容定員：75 人 

学生数 

1 年 2 年 3 年 計 

18 人 27 人 67 人 112 人 

https://www.kanazawa-u.ac.jp/digitalbook/gaiyo2023_v2/?pNo=32 

・富山大学医学薬学教育部看護学専攻博士後期課程 

入学定員：3 人、収容定員：9 人 

学生数 

1 年 2 年 3 年 計 

2 人 3 人 17 人 22 人 

https://www.u-toyama.ac.jp/e-book/outline2023/index.html#page=33 

※上記はいずれも令和 5 年 5 月 1 日現在の数値 

イ 競合校の入学志願動向等 

福井県に博士（看護学）の学位を取得できる課程はなく、県内に競合校は存在しない。 

 

エ 学生納付金等の金額設定の理由 

学生納付金については、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令（平成 16 年

文部科学省令第 16 号）に基づき、授業料の年額、入学料及び検定料の額を標準として

設定する。 

 

③ 学生確保に関するアンケート調査 

本学医学部附属病院に勤務するフルタイム看護師 753 名（R5.9.1 現在）のうち、修士

https://www.ishikawa-nu.ac.jp/university-guide/overview#3
https://www.kanazawa-u.ac.jp/digitalbook/gaiyo2023_v2/?pNo=32
https://www.u-toyama.ac.jp/e-book/outline2023/index.html#page=33
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号取得者（33 名、うち本学修了者 29 名）及び本学医学系研究科看護学専攻（修士課程）

在学者（29 名、うち本学医学部附属病院に勤務する看護師 11 名）の計 62 名にアンケ

ート調査（設置の趣旨、資料２）を実施した。調査結果では、20 名が本学博士後期課程

への進学を希望または将来的に検討したいと回答している。 

また、上記修士号既取得者 33 名のうち 29 名は本学の修了生、修士課程在学者 29 名

のうち 11 名が本学医学部附属病院に勤務する看護師であることから、これらの層を中心

に積極的に本学博士後期課程への進学を促していく。 

同時に、前述したキャリアアップに関するアンケート調査（資料１）の結果も踏まえ、

学部段階から博士後期課程までのカリキュラム接続を一層強化することにより、所属看

護師に修士課程（改組後は博士前期課程）進学を呼びかけ、博士後期課程へ繋げていくと

ともに、学部段階から大学院進学を見据えた意識付けを行い、学部からのストレート進学

者の増加も図っていく。 

 

④ 人材需要に関するアンケート調査等 

１）福井県からの要望（設置の趣旨、資料４－１） 

本学看護学科長が福井県庁大学私学課に看護学専攻博士後期課程の構想を説明し、

意見交換を行った際には、福井県長期ビジョンの重点施策の推進に資する構想であ

り、是非、設置願いたいとの積極的な後押しの言葉があり、２月に福井県知事から要

望書をいただいた。 

なお、今後、県とも協力し、同課程の周知などを実施していく。また、本学医学部

には、福井県の地域医療の推進に寄与することを目的として、地域医療推進講座（福

井県からの寄附講座）が設置されており、構想している看護学専攻博士後期課程にお

いて、同講座の教員による「地域医療ケア・マネジメント」の講義を予定している。 

２）福井県看護協会長と福井県看護連盟会長の座談会（設置の趣旨、資料４－２） 

先頃行われた両会長の座談会において、タスクシフト・多職種連携、AI・ICT の活

用による業務改善の重要性とともに、在宅療養や訪問看護を中心的に担うのは看護

師で、ショートステイやデイケアなどの介護施設でも看護機能が一層必要になり、人

材確保はより大きな課題との認識が示され、併せて、自宅で療養する人がどのような

生き方をしたいのか、人生をどう全うしたいのか、その人らしい選択ができるようお

手伝いをするのも、看護師の努めであり、新しい取組が新しい看護の技術や体制作り

につながるとのメッセージも伝えられた。 

本学看護学科長が福井県看護協会長に看護学専攻博士後期課程の構想を説明し、

意見交換を行った際にも上述したメッセージと併せて、今後、県内病院の看護部長職

等には、本後期課程設置により養成するトップリーダーの能力が必要不可欠である

との認識が示され、後期課程設置に向けた強い期待が寄せられたところである。 

 

３）県内大学各看護学科長へのアンケート調査 



－学生確保（本文）－10－ 

県内大学各看護学科長へのアンケート調査の結果、本学博士後期課程への進学を

勧める意向、自大学の教員として本学博士後期課程修了生を採用したい意向が強い

ことから、大学教員としても十分期待されるところである。（設置の趣旨、資料５） 

４）医療機関からの要望 

県内地域医療支援病院のうち病床数 400 床以上の大規模病院及び同 100 床以上

の公的病院（10 病院）の看護管理職へのアンケート調査の結果、部下に大学院への

進学を勧める意向、大学院修了者を積極的に採用したい意向が強く、看護師のキャリ

アアップのための大学院進学ニーズの高まりを確認したことから、トップリーダー

としての需要も十分であることが確認されている。（設置の趣旨、資料６） 

 

（４）新設組織の定員設定の理由 

１）本学博士後期課程の定員及びその根拠 

本申請においては博士後期課程の入学定員は１学年３名としている。 

本学医学部附属病院に勤務するフルタイム看護師 753 名（R5.9.1 現在）のうち、修士

号取得者（33 名、うち本学修了者 29 名）及び本学医学系研究科看護学専攻（修士課程）

在学者（29 名、うち本学医学部附属病院に勤務する看護師 11 名）の計 62 名にアンケ

ート調査を 2023 年 10 月に実施した。調査結果では、20 名（39 名×51.3％＝20.0

名）が本学博士後期課程への進学を希望または将来的に検討したいと回答している。（設

置の趣旨、資料２（質問８）） 

併せて、同調査では、本学博士後期課程への進学検討者（20 名）のうち、進学時期を

回答した者（18 名）の 33.3％が進学時期を「2025 年 4 月、開設１～４年後」として

いることから、設置後の早い時期には約６名（18 名×33.3％＝5.99 名）が本学博士後

期課程に進学を志すものと推測される。（設置の趣旨、資料２（質問１０））また、本学医

学部附属病院に勤務する修士以上の学位未取得者の中には博士前期課程進学の潜在需要

が極めて高く、その多くが博士後期課程進学意向を有していることが確認されている。

（資料１） 

以上の合理的・客観的な根拠に基づき、設置当初だけでなく、その後の継続的な学生確

保が見込まれている状況である。さらに、単なる定員確保の視点に留まらず、本県におけ

る看護学分野の博士前期課程入学者の裾野を拡げ、前期・後期の区分制博士課程設置の利

点を活かし、博士後期課程に進学する可能性のある潜在需要を喚起しつつ、博士後期課程

へとつなげていくことで、看護博士人材の量的・質的強化を図る狙いを本構想に持たせて

いる。 

併せて、入学定員を１学年３名とすることは、近年設置認可された他国立大学看護系後

期課程と同程度（浜松医科大学３名（R4)、滋賀医科大学３名（R6））であり、妥当な設

定と考えているが、設置後は、修士課程（改組後は博士前期課程）も含め、社会人大学院

生を対象とした独自の奨学金制度「福井大学大学院医学系研究科振興奨学金」の取組を強

化すること等により、需要を喚起し、質の高い学生の確保を図ることを予定している。 



附属病院看護師（修士以上の学位未取得者）に対するキャリアアップに関する 
アンケート調査について 

 
調査実施期間：令和６年２月８日～１６日 
調 査 対 象 ：本学医学部附属病院看護師（修士以上の学位未取得者）720 名 
 

 

 

 

38 名 

34 名 

46 名 

17 名 

134 名 

44 名 

18 名 
16 名 

33 名 

24 名 
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44 名 

41 名 

7 名 

28 名 

15 名 

45 名 33 名 

2 名 

55 名 

度数 構成比

時間的制約（必要な学習時間を

確保できない）
75 67.0%

自身の学習意欲 52 46.4%
経済的理由（必要な費用を捻出

できない）
49 43.8%

情報不足（必要な教育情報が得

られない）
28 25.0%

家族の理解 23 20.5%
教育機関・指導者不足（必要な

教育を行っている機関や指導者

がいない）

8 7.1%

職場の理解 8 7.1%
年齢等の理由 4 3.6%
健康上の理由 2 1.8%
育児・介護 2 1.8%
その他 6 5.4%
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13 名 
34 名 

19 名 

78 名 

90 名 

26 名 

10 名 

4 名 

15 名 

30 名 

7 名 

57 件の回答 
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【質問 12】その他、本学の大学院設置構想、または看護人材の育成に関し、ご意見やご要望

等があればご記載ください。（自由記述） 

・大学病院の管理者育成のためにも、博士課程修了者を育成してほしい。看護学科と病院

との連携強化を行っていきたい。 
・人材育成について、今後ニーズが向上すると思われる在宅療養や地域医療面への貢献と

しては病棟での地域リンクナースの存在や在宅療養室の相談室設置を行っているが、

大学病院で急性期医療や先端治療を学んだ看護師が、地域を現場として経験や知識を

発揮できるようになるといいと考える。 
・働きながら学べる環境を学校・病院が共同で考えてメソッドを作ったほうがいい。 
・博士までとれるなら修士もここでいいと思える。 
・看護の発展、地位向上の必要性があると思います。お若い方、家庭の状況が許すのであ

度数 構成比

さらに高度な専門知識や能力を

身に付けたいから
36 62.1%

臨床実践能力の向上のため 31 53.4%
将来、看護学分野の教育や研究

に携わる業務に就きたいから
11 19.0%

将来、臨床での指導的役割を担

いたいから
8 13.8%

博士後期課程での研究に関心が

あるため
7 12.1%

博士前期課程（修士）の教育で
は不十分だと考えるから

6 10.3%

博士前期課程（修士）の教育で

は不十分だと考えるから
3 5.2%

その他 1 1.7%

度数 構成比

学費 45 76.3%
カリキュラム 37 62.7%
奨学金制度や授業料免除制度 29 49.2%
通学時間・利便性など 28 47.5%
研究指導体制 27 45.8%
教員の研究力 20 33.9%
教員の臨床能力 19 32.2%
校舎・施設の充実 14 23.7%
 設置主体（国立・公立・私立など） 11 18.6%
その他 1 1.7%

－学生確保（資料）－4－



ればどんどん進学をしていただければ良いと思います。 
・成人教育になるが、臨床で働きながらの通学であれば、研究を導く術が長けている教員

の配置を希望したい。 
・大学院が設置され、今後の看護師のレベルアップ・人材育成が更に活発になると良いと

思います。 

－学生確保（資料）－5－



フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

－ 学長
ウエダ　タカノリ

上田　孝典
＜令和５年４月＞

医学博士 福井大学 学長 （令和５年４月～令和７年３月）

現　職
（就任年月）

別記様式第３号（その１）

（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

教 員 名 簿

学 長 又 は 校 長 の 氏 名 等

調書
番号

役職名 年齢
保有

学位等
月額基本給
（千円）

－ 教員名簿 － 1 － 



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

再判定 1 専 教授
ﾊｾｶﾞﾜ　ﾄﾓｺ
長谷川　智子
＜令和7年4月＞

博士（看護学）
次世代ヘルスケア創生看護学演習
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

2通
1～3通

2
8

1
3

福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域教授
（平成19年11月）

5日

可 アドバンストナーシングリサーチ※ 1前 0.1 1

再判定
次世代ヘルスケア創生看護学演習
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

2通
1～3通

2
8

1
3

可
アドバンストナーシングリサーチ※
保健医学におけるデータ解析法（量的）※

1前
1後

0.3
0.1

1
1

再判定

ヘルステック実践論※
次世代ヘルスケア創生看護学特論※
次世代ヘルスケア創生看護学演習
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

1前
1通
2通
1～3通

0.3
1.7
2
8

1
1
1
3

可 アドバンストナーシングリサーチ※ 1前 0.1 1

再判定

ヘルステック実践論※
次世代ヘルスケア創生看護学特論※
次世代ヘルスケア創生看護学演習
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

1前
1通
2通
1～3通

0.4
1.9
2
8

1
1
1
3

可 保健医学におけるデータ解析法（量的）※ 1後 0.5 1

再判定
次世代ヘルスケア創生看護学演習
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

2通
1～3通

2
8

1
3

再判定 6 専 特命教授
ﾖｺﾔﾏ　ｵｻﾑ
横山　修

＜令和7年4月＞
博士（医学）

次世代ヘルスケア創生看護学演習
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

2通
1～3通

2
8

1
3

元　福井大学学術研究院医学系部
門医学領域教授
（令和4年3月まで）

2日

可
保健医学におけるデータ解析法（質的）※
地域医療ケア・マネジメント※

1後
1・2前

0.4
0.1

1
1

再判定
次世代ヘルスケア創生看護学演習
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

2通
1～3通

2
8

1
3

可
保健医学におけるデータ解析法（量的）※
地域医療ケア・マネジメント※

1後
1・2前

0.1
0.4

1
1

再判定
次世代ヘルスケア創生看護学演習
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

2通
1～3通

2
8

1
3

可
アドバンストナーシングリサーチ※
保健医学におけるデータ解析法（質的）※

1前
1後

0.3
0.6

1
1

再判定 次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 1～3通 8 3

ﾅﾐｻﾞｷ　ﾕﾐｺ
波﨑　由美子
＜令和7年4月＞

教授専9 5日
福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域教授
（平成29年4月）

博士（看護学）

ｻｶｲ　ｱｷｺ
酒井　明子

＜令和7年4月＞
特命教授専7

5日
福井大学学術研究院医学系部門医
学領域准教授
（平成26年6月）

博士（医学）
ｳｽﾞｲ　ﾋﾛﾔｽ
宇隨　弘泰

＜令和7年4月＞
教授専8

5日
元　福井大学学術研究院医学系部
門看護学領域教授
（令和4年3月まで）

博士（人間科学）

ﾖﾂﾔ　ｼﾞﾕﾝｺ
四谷　淳子

＜令和7年4月＞
教授専4

5日
福井大学学術研究院医学系部門医
学領域教授
（平成28年4月）

博士（理学）
ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳｽｹ
藤田　亮介

＜令和7年4月＞
教授専5

5日
福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域教授
（平成28年4月）

博士（保健学）

5日
福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域教授
（令和4年4月）

博士（看護学）
ｻﾄｳ　ﾀﾞｲｽｹ
佐藤　大介

＜令和7年4月＞
教授専3

教授専2 5日
福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域教授
（令和3年4月）

担当授業科目
の名称

配 当
年 次

担 当
単位数

年 間
開 講 数

現　職
（就任年月）

申請に係る
研究科等の
職務に従事
す る
週当たり平
均 日 数

博士（小児発達
学）

ｳｴﾊﾗ　ﾖｼｺ
上原　佳子

＜令和7年4月＞

別記様式第３号（その２の２）

（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

教 員 の 氏 名 等

（医学系研究科看護学専攻博士後期課程）

前判定
結果

教員
区分

職位 年齢
保有
学位等

月額
基本給
（千円）

調書
番号

－ 教員名簿 － 2 － 



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

担当授業科目
の名称

配 当
年 次

担 当
単位数

年 間
開 講 数

現　職
（就任年月）

申請に係る
研究科等の
職務に従事
す る
週当たり平
均 日 数

前判定
結果

教員
区分

職位 年齢
保有
学位等

月額
基本給
（千円）

調書
番号

可
保健医学におけるデータ解析法（質的）※
生涯発達とこころ※

1後
1・2前

0.6
0.3

1
1

再判定
次世代ヘルスケア創生看護学特論※
次世代ヘルスケア創生看護学演習
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

1通
2通
1～3通

1.6
2
8

1
1
3

可 保健医学におけるデータ解析法（質的）※ 1後 0.5 1

再判定
次世代ヘルスケア創生看護学特論※
次世代ヘルスケア創生看護学演習

1通
2通

1.6
2

1
1

再判定 12 専 准教授
ﾎﾝﾀﾞ　ｼﾝｼﾞ
本田　信治

＜令和7年4月＞
博士（理学） 　　　　　　　次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 1～3通 8 3

福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域准教授
（令和5年4月）

5日

可 地域医療ケア・マネジメント※ 1・2前 0.1 1

再判定 次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 1～3通 8 3

可
アドバンストナーシングリサーチ※
保健医学におけるデータ解析法（量的）※
生涯発達とこころ※

1前
1後
1・2前

0.3
0.1
0.3

1
1
1

再判定 次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 1～3通 8 3

可
アドバンストナーシングリサーチ※
保健医学におけるデータ解析法（量的）※

1前
1後

0.4
0.1

1
1

再判定 次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 1～3通 8 3

可 16 専 講師
ｳﾒﾀﾞ　ﾅｵｺ
梅田　尚子

＜令和7年4月＞

博士（小児発達
学）

　 生涯発達とこころ※ 1・2前 0.3 1
福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域講師
（令和5年4月）

5日

－ 17 その他 教授
ﾀｹﾓﾄ　ﾀｸｼﾞ
竹本　拓治

＜令和7年4月＞
博士（政策科学）

アントレプレナーシップ論
デザイン思考

1・2前
1・2後

2
2

1
1

福井大学学術研究院基盤部門（地
域創生推進本部）教授
（平成31年4月）

－ 18 その他 准教授
ﾅｶﾞﾑﾈ　ｺｳｷ
長宗　高樹

＜令和7年4月＞
博士（工学）    ヘルステック実践論※ 1前 0.4 1

福井大学学術研究院工学系部門工
学領域准教授
（平成22年8月）

－ 19 その他 教授
ｲﾉｳｴ　ﾋﾛﾕｷ
井上　博行

＜令和7年4月＞
博士（工学）    ヘルステック実践論※ 1前 0.1 1

福井大学学術研究院教育・人文社
会系部門グローバル領域教授
（令和4年4月）

ﾋﾗｲ　ﾀｶﾊﾙ
平井　孝治

＜令和7年4月＞
講師専14

5日
福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域助教
（平成31年4月）

博士（保健学）
ｱｵｷ　ﾐｸ
青木　未来

＜令和7年4月＞
講師専15

5日
福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域助教
（平成29年4月）

博士（小児発達
学）

ｼﾏ　ﾏｻﾖ
嶋　雅代

＜令和7年4月＞
准教授専11

5日
福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域講師
（平成30年4月）

博士（小児発達
学）

ｷﾀﾉ　ｶﾅｴ
北野　華奈恵
＜令和7年4月＞

講師専13

5日
福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域准教授
（令和3年4月）

博士（保健学）

5日
福井大学学術研究院医学系部門看
護学領域准教授
（平成25年12月）

博士（保健学）
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾒｸﾞﾐ
川口　めぐみ
＜令和7年4月＞

准教授専10

－ 教員名簿 － 3 － 



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

担当授業科目
の名称

配 当
年 次

担 当
単位数

年 間
開 講 数

現　職
（就任年月）

申請に係る
研究科等の
職務に従事
す る
週当たり平
均 日 数

前判定
結果

教員
区分

職位 年齢
保有
学位等

月額
基本給
（千円）

調書
番号

－ 20 その他 准教授
ｲｿｻﾞｷ（ﾅｶﾀ）　ｺｳﾀﾛｳ
磯崎（中田）　康太郎
＜令和7年4月＞

博士（文学）    異文化コミュニケーション※ 1・2後 0.1 1
福井大学学術研究院教育・人文社
会系部門グローバル領域准教授
（平成22年4月）

－ 21 その他 准教授
ｲｺﾏ　ﾄｼﾋﾃﾞ
生駒　俊英

＜令和7年4月＞
修士（法学）    異文化コミュニケーション※ 1・2後 0.4 1

福井大学学術研究院教育・人文社
会系部門グローバル領域准教授
（平成25年4月）

－ 22 その他 講師
ｼﾐｽﾞ　ﾏﾕﾐ
清水　麻友美
＜令和7年4月＞

博士（社会学）    異文化コミュニケーション※ 1・2後 0.5 1
福井大学学術研究院教育・人文社
会系部門グローバル領域講師
（令和5年4月）

－ 23 その他 教授
ﾔﾏﾑﾗ　ｵｻﾑ
山村　修

＜令和7年4月＞
博士（医学）    地域医療ケア・マネジメント※ 1・2前 0.4 1

福井大学学術研究院医学系部門医
学領域教授
（令和3年4月）

－ 24 その他 教授
ｷｼ　ﾄｼﾕｷ
岸　俊行

＜令和7年4月＞
博士（人間科学）    生涯発達とこころ※ 1・2前 0.6 1

福井大学学術研究院教育・人文社
会系部門教員養成領域教授
（令和4年4月）

－ 教員名簿 － 4 － 



職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 1人 2人 4人 人 2人 9人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 1人 2人 人 人 人 3人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 2人 1人 1人 人 人 4人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 4人 5人 5人 人 2人 16人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

３　この書類は，申請又は届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度における状況を記載すること。

４　「基幹教員の年齢構成・学位保有状況」欄の「基幹教員」は，大学院の研究科又は研究科の専攻の場合，「専任教員」と読み替えること。

准教授

別記様式第３号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基幹教員の年齢構成・学位保有状況

教 授

講 師

助 教

合 計

（注）

１　この書類は，申請又は届出に係る学部等ごとに作成すること。

２　この書類は，基幹教員についてのみ作成すること。

５　専門職大学院若しくは専門職大学の前期課程を修了した者又は専門職大学又は専門職短期大学を卒業した者に対し授与された学位については，「その他」の欄にその数を

　記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記すること。

－ 教員名簿 － 5 － 



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－1－ 

審査意見への対応を記載した書類（６月） 
 

（目次） 大学院医学系研究科 看護学専攻 博士後期課程 

 

１．本専攻の教育研究分野である「次世代ヘルスケア創生看護学」の考え方や養成したい人材像

等に、「異分野を融合し、データや ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら」という記載があ

るが、学位論文の審査基準や研究科目である「次世代ヘルスケア創生看護学研究」のシラバス

にこれに類する記載が見受けられず、養成したい人材像を達成できる教育課程となっているの

か判断できない。そのため、審査意見２への対応も踏まえ、教育課程の妥当性を説明するとと

もに、必要に応じて審査基準及びシラバスを適切に改めること。（是正事項）・・・    ２ 

 

２．ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに「データや ICT・ロボット・AI 等を利

活用」との記載があり、これに関連する科目は「ヘルステック実践論」であるように見受けら

れるものの、「ヘルステック実践論」は選択科目であり、その他の科目も本ディプロマ・ポリ

シー及びカリキュラム・ポリシーに関連する内容となっているとは見受けられないことから、

適切な教育課程となっているのか判断できない。そのため、本ディプロマ・ポリシーに掲げる

能力を適切に修得できる教育課程となっていることについて説明をするとともに、必要に応じ

て教育課程を改めること。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １０ 

 

３．教員資格審査において、「不可」となった授業科目について、当該授業科目を担当する教員

を専任教員以外の教員で補充する場合には、当該授業科目の教育課程における位置付け等を明

確にした上で、当該教員を後任として補充することの妥当性について説明すること。（是正事

項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２６ 

 

４．審査意見以外で対応した事項 

１）博士前期課程における高度実践コースの博士後期課程への接続について・・・   ３１ 

２）博士後期課程における学びのイメージ図について・・・・・・・・・・・・・   ３３ 

３）研究基礎力試験（ＱＥ）の評価基準について・・・・・・・・・・・・・・・   ３５ 

４）カリキュラム・ポリシーとアドミッション・ポリシーとの関係性について・・   ３６ 

５）入学者選抜（社会人特別選抜）について・・・・・・・・・・・・・・・・・   ３８ 

６）博士後期課程終了後の進路及びその見通しについて・・・・・・・・・・・・   ３９ 



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－2－ 

（是正事項） 大学院医学系研究科 看護学専攻 博士後期課程 

 

１．本専攻の教育研究分野である「次世代ヘルスケア創生看護学」の考え方や養成したい人材像

等に、「異分野を融合し、データや ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら」という記載がある

が、学位論文の審査基準や研究科目である「次世代ヘルスケア創生看護学研究」のシラバスにこ

れに類する記載が見受けられず、養成したい人材像を達成できる教育課程となっているのか判断

できない。そのため、審査意見２への対応も踏まえ、教育課程の妥当性を説明するとともに、必

要に応じて審査基準及びシラバスを適切に改めること。 

 

（対応） 

 本学の理念を実現するための道標として、2040 年に向け、福井大学の未来像を具現化するため

「福大ビジョン 2040」を策定し、本学の未来像に向けたミッションの中で、 

 ・深い実践的教養を備える卓越高度専門職業人の育成 

   学部を超えた多職種連携教育、異分野融合教育、数理データサイエンス教育等を推進し、単

なる知識の習得に留まらない実践的教養を培う教育プログラムを構築するとともに、教学マネ

ジメント等学びの質保証を強化し、大学院レベルの創造性・専門性を主体とする教育を向上さ

せる。 

 ・世界に通じる研究の推進とイノベーション創出 

   学内外の連携（医教連携、医産工連携、農工連携等）を強化し、新しい研究分野（新興イメ

ージング開発、人間研究開発等）を開拓するとともに、社会的課題解決型研究を推進する。 

を掲げている。 

本構想は、これらミッションを実現するための一環として、入学から修了までの履修指導、研究

指導において、入学後すぐに学生が適切な研究指導を受け、研究を進められる様、学生ごとに主研

究指導教員と２名以上の副研究指導教員からなる「Program of Study Committee」を構築し、体

制を整える中で、「Program of Study Committee」には、データや ICT・ロボット・AI 等を専門

分野とする本学大学院の異分野の教員が参画し、学生の履修指導ならびに博士論文研究において、

異分野に関する助言を行っていくこととしている。 

 是正事項２でも後述するとおり、審査意見を踏まえ、適切な教育課程とするため、データや

ICT・ロボット・AI 等を利活用するための基礎的科目である「ヘルステック実践論」を１年次必修

科目とし、1～3 年次に配当する「次世代ヘルスケア創生看護学特別研究」の指導体制として、当

初は、「他の部門の教員からも横断的に助言を受ける。」とのみ記載していたが、「Program of 

Study Committee」に参画するデータや ICT・ロボット・AI 等を専門分野とする本学大学院の異

分野の教員からも横断的に助言を受けるものとする。」に修正し、より明確化を図った。 

 さらに専門科目（必修）である「次世代ヘルスケア創生看護学特論（１年次通年、２単位）」、

「次世代ヘルスケア創生看護学演習（２年次通年、２単位）」においてもデータや ICT・ロボッ

ト・AI 等を利活用した異分野融合型のイノベーティブな看護学研究推進の観点から、「Program of 

Study Committee」に参画するデータや ICT・ロボット・AI 等を専門分野とする本学大学院の異

分野の教員を含めて学生への助言を行う旨を各科目のシラバスに明記した。 

 また、学位論文審査体制についても、データや ICT・ロボット・AI 等、関連する異分野を評価

するため、審査委員会を設置する教授会において必要があると認めるときは、関連する異分野の研

究科教員１名以上を審査委員として加え、それ以外の場合は、主査の判断のもと、関連する異分野

の教員への相談や助言を柔軟に求めることができる協力体制を構築しておくことを明記するととも

に、審査基準を次のとおり改めた。 

 

 



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－3－ 

（１）専門看護学分野において、学術的な貢献や社会的な意義を有している。  

・卓越した看護理論・技術と異分野の融合により、データや ICT・ロボット・AI 等を利活用した

生涯健康を実現するためのヘルスケアシステム創生に資する研究課題であるか 

・ 多角的・科学的な分析により、グローカルな視点から様々な課題の解決策を国内外に応用する

“広域ヘルスケア”及び生涯を通じて個人の発達を促進させる“生涯発達ヘルスケア”双方の視点

から、健康課題への新たな看護実践におけるエビデンスが実証された研究課題であるか 

 以上により、３年間の教育課程において本専攻の掲げる養成したい人材像を十分に達成できる内

容となるよう対応した。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（９ページ） 

新 旧 

（２）共通科目 B 

「ヘルステック実践論」を１年次前期に、

「アントレプレナーシップ論」、「デザイン思

考」、「異文化コミュニケーション」、「地域医療

ケア・マネジメント」、「生涯発達とこころ」を

１～２年次に開講する異分野融合科目とする。 

（２）共通科目 B 

「アントレプレナーシップ論」、「デザイン思

考」、「ヘルステック実践論」、「異文化ヘルスコ

ミュニケーション」、「地域医療ケア・マネジメ

ント」、「生涯発達とこころ」の６科目から成る

異分野融合科目のなかから２単位以上選択す

る。 

３）特別研究科目 

特別研究科目として、「次世代ヘルスケア創

生看護学特別研究」を 1～3 年次に配置する。 

本科目は、各指導教員の下に、「次世代ヘルス

ケア創生看護学」に関する博士論文の課題研究

を企画・実施し、英語論文もしくは和文論文と

して公表し、博士論文にまとめる科目としてゼ

ミ形式で運営する。後述する「Program of 

Study Committee」を構築し、博士論文をま

とめる過程において、データや ICT・ロボッ

ト・AI 等の利活用やその他の異分野に関する

助言を行っていくこととしている。 

履修学生は、研究課題に応じた文献検討、研

究計画の策定、研究倫理審査委員会への申請と

承認を得たのち、研究の実施、データ分析、論

文作成・発表に取り組む。この一連の過程には

主研究指導教員・副研究指導教員等と十分な討

議を繰り返すことが予想され多くの時間を要す

ることから、演習の総時間から８単位の科目と

した。 

３）特別研究科目 

特別研究科目として、「次世代ヘルスケア創

生看護学特別研究」を 1～3 年次に配置する。 

本科目は、学生ごとに主研究指導教員１名及び

副研究指導教員２名以上に加えて、本学大学院

の他の研究科の教員の助言も得られる

「Program of Study Committee」を構成す

る。各指導教員の下に、「次世代ヘルスケア創

生看護学」に関する博士論文の課題研究を企

画・実施し、英語論文もしくは和文論文として

公表し、博士論文にまとめる科目としてゼミ形

式で運営する。 

履修学生は、研究課題に応じた文献検討、研

究計画の策定、研究倫理審査委員会への申請と

承認を得たのち、研究の実施、データ分析、論

文作成・発表に取り組む。この一連の過程には

主研究指導教員・副研究指導教員と十分な討議

を繰り返すことが予想され多くの時間を要する

ことから、演習の総時間から８単位の科目とし

た。 

１）教員の研究指導体制 

学生が適切な指導を受け、博士論文を完成さ

せるためには、学生と主研究指導教員、副研究

指導教員とのマッチングが重要であることか

ら、入学後すぐに学生が適切な研究指導を受

け、研究を進められる体制を整えている。 

学生は、本学の各教員の教育研究業績等を公

１）教員の研究指導体制 

学生が適切な指導を受け、博士論文を完成さ

せるためには、学生と主研究指導教員、副研究

指導教員とのマッチングが重要である。入学後

すぐに学生が適切な研究指導を受け、研究を進

められる体制を整えている。 



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－4－ 

開する Web データベース「研究者総覧」にア

クセスして、自己の研究課題に専門的指導が教

授される教員を検索することができる。学生

は、入学までに指導を受けることを希望する研

究指導教員と面談し、研究課題等を確認したう

えで指導希望教員を申請する。全ての学生につ

いて、主研究指導教員は、学生との入学前の事

前面談等の内容を踏まえ、2 名以上の副研究指

導教員を選定する。このように学生ごとに主研

究指導教員と２名以上の副研究指導教員からな

る「Program of Study Committee」を構築

し、医学系研究科教授会で審議のうえ、４月に

研 究 指 導 教 員 （「 Program of Study 

Committee」）を決定する。なお、構築する

「Program of Study Committee」には、デー

タや ICT・ロボット・AI 等を専門分野とする

本学大学院の異分野の教員が参画し、学生の履

修指導ならびに博士論文研究において、異分野

に関する助言を行っていくこととしている。 

指導教員は指導する学生に研究指導計画を明

示し、学生は各教員の研究及び指導計画を確認

することができる。研究テーマを変更する場合

には、申請によって指導教員を変更することが

できる。 

指導教員の決定後は、学生ごとに研究計画書

を作成し、研究テーマ、研究計画及び研究方法

を決定する。研究計画書は学生、指導教員及び

松岡キャンパス学務課で保管する。指導教員

は、毎年 6 月および 12 月に学生への個別指導

を行うことで、学生の状況に応じたオーダーメ

イドの履修指導、研究指導を実現する。また、

１年次末に、全ての学生を対象として研究計画

を発表する機会を設ける。研究計画発表会で

は、指導教員のみならず、「Program of Study 

Committee」に参画するデータや ICT・ロボッ

ト・AI 等を専門分野とする本学大学院の異分

野の教員からも横断的に助言を受けるものとす

る。必要に応じて、指導教員と相談のうえ、研

究計画を見直すことができるようにする。ま

た、2 年次の 10 月にプログレスレポート、レ

ポートに基づく口頭試問による研究基礎力試験

（ QE ； Qualifying Examination ） を 実 施 す

る。QE は、論文投稿に向けた研究の質の確認

及びその向上を図ることを主な目的として

「Program of Study Committee」が審査に当

学生は、本学の各教員の教育研究業績等を公

開する Web データベース「研究者総覧」にア

クセスして、自己の研究課題に専門的指導が教

授される教員を検索することができる。学生

は、入学までに指導を受けることを希望する研

究指導教員と面談し、研究課題等を確認したう

えで指導希望教員を申請する。全ての学生につ

いて、主研究指導教員との入学前の事前面談を

経て、医学系研究科教授会で審議のうえ、４月

に研究指導教員を決定する。教員は指導する学

生に研究指導計画を明示し、学生は各教員の研

究及び指導計画を確認することができる。研究

テーマを変更する場合には、申請によって指導

教員を変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導教員の決定後は、学生ごとに研究計画書

を作成し、研究テーマ、研究計画及び研究方法

を決定する。研究計画書は学生、指導教員及び

松岡キャンパス学務課で保管する。１年次末

に、全ての学生を対象として研究計画を発表す

る機会を設ける。研究計画発表会では、指導教

員のみならず、他の部門の教員からも横断的に

助言を受ける。必要に応じて、指導教員と相談

のうえ、研究計画を見直すことができるように

する。また、2 年次の 10 月に研究基礎力試験

（QE；Qualifying Examination）を実施す

る。2 年次 10 月に不合格であった場合は 2 年

次終了までに毎月再受験可能とし、指導教員を

中心に看護学科教員で合格に向けてフォローア

ップ（2 年次終了までに合格しなかった場合は

10 月に再受験とする。）する。QE には、マル

合教員、合教員の他に本学大学院の他の研究科

の教員も携わることとする。 
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たり、評価平均の 60%以上を合格とする。2 年

次 10 月に不合格であった場合は 2 年次終了ま

でに毎月再受験可能とし、指導教員を中心に看

護学科教員で合格に向けてフォローアップ（2

年次終了までに合格しなかった場合は 10 月に

再受験とする。）する。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（１１ページ） 

新 旧 

５．学位論文審査体制 

博士論文の審査は、福井大学学位規程の規定

に基づき、博士論文１編ごとに審査委員会を設

置し、医学系研究科所属マル合教員のうちから

３名以上の審査委員を選出し、博士論文の審査

を行わせるものとする。なお、学位規程におい

ては、教授会において必要があると認めるとき

は、他の研究科、大学院又は研究所等の教員等

を審査委員として加えることができると規定と

しており、この規定に基づき、教授会において

必要があると認めるときは、関連する本学大学

院の異分野の教員を審査委員として加え、論文

審査の客観性を担保するものとする。 

５．学位論文審査体制 

博士論文の審査は、福井大学学位規程の規定

に基づき、博士論文１編ごとに審査委員会を設

置し、医学系研究科所属マル合教員のうちから

３名以上の審査委員を選出し、博士論文の審査

を行わせるものとする。関連する他分野の研究

科教員１名を委任することができるものとして

おり、これにより論文審査の客観性を担保する

ものとする。 

１）審査申請資格要件 

（２）共通科目４単位以上【共通科目 A：必修

科目１単位、選択科目１単位以上、共通科目

B：必修科目１単位、選択科目１単位以上】、専

門科目４単位を修得していること 

１）審査申請資格要件 

（２）共通科目４単位以上【共通科目 A：必修

科目１単位、選択科目１単位以上、共通科目

B：選択科目２科目・２単位以上】、専門科目４

単位を修得していること 

２）審査体制 

主査１名、副査２名以上で編成する。主査及

び副査１名は主研究指導教員及び副研究指導教

員（共にマル合教員）とは異なるマル合教員が

担当し、副査のうち１名を主研究指導教員が担

当する。口頭発表と口頭試問による公開の最終

試験を実施する。なお、提出された学位論文の

審査は、データや ICT・ロボット・AI 等、関

連する異分野を評価するため、審査委員会を設

置する教授会において必要があると認めるとき

は、関連する異分野の研究科教員１名以上を審

査委員として加え、それ以外の場合は、主査の

判断のもと、異分野の研究科教員への相談や助

言を柔軟に求めることができる協力体制を構築

しておく。また最終試験は、公開による口頭発

表と口頭試問によって実施する。これにより論

文審査の客観性と公平性を担保する。 

２）審査体制 

主査１名、副査２名で編成する。主査及び副

査１名は主研究指導教員及び副研究指導教員

（共にマル合教員）とは異なるマル合教員が担

当し、副査のうち１名を主研究指導教員が担当

する。口頭発表と口頭試問による公開の最終試

験を実施する。これにより論文審査の客観性と

公平性を担保する。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（１２ページ） 

新 旧 

３）審査基準 

（１）専門看護学分野において、学術的な貢献

や社会的な意義を有している。 

・卓越した看護理論・技術と異分野の融合によ

り、データや ICT・ロボット・AI 等を利活

用した生涯健康を実現するためのヘルスケア

システム創生に資する研究課題であるか 

・多角的・科学的な分析により、グローカルな

視点から様々な課題の解決策を国内外に応用

する“広域ヘルスケア”及び生涯を通じて個人

の発達を促進させる“生涯発達ヘルスケア”双

方の視点から、健康課題への新たな看護実践

におけるエビデンスが実証された研究課題で

あるか 

３）審査基準 

（１）専門看護学分野において、学術的な貢献

や社会的な意義を有している。 

・人を生涯発達理論から理解し、健康課題への

新たな看護実践におけるエビデンスが実証さ

れた研究課題であるか 

・生涯健康を実現するためのヘルスケアシステ

ム創生に資する研究課題であるか 

 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（１８ページ） 

新 旧 

４．専門科目 

専門科目である「次世代ヘルスケア創生看護学

特論」、および「次世代ヘルスケア創生看護学

演習」は、博士前期課程（現修士課程）で基礎

看護学、成⼈看護学、災害看護学、地域看護

学、⽼年看護学、⺟⼦看護学、がん看護学、精

神看護学の教育・研究実績のある専任教員を配

置し、一部教員担当で個別化するのではなく、

複数教員がチームとして担当する相互作用可能

な編成とし、「Program of Study 

Committee」に参画するデータや ICT・ロボ

ット・AI 等を専門分野とする本学大学院の異

分野の教員を含めて学生への助言を行っていく

ことで、卓越した看護理論・技術と異分野の融

合を図る。 

４．専門科目 

専門科目である「次世代ヘルスケア創生看護学

特論」、および「次世代ヘルスケア創生看護学

演習」は、博士前期課程（現修士課程）で基礎

看護学、成⼈看護学、災害看護学、地域看護

学、⽼年看護学、⺟⼦看護学、がん看護学、精

神看護学の教育・研究実績のある専任教員を配

置し、一部教員担当で個別化するのではなく、

複数教員がチームとして担当し、相互作用可能

な編成とする。 

５．特別研究科目 

「次世代ヘルスケア創生看護学特別研究」は、

専門科目の講義・演習との一貫性を保証し、学

生が次世代ヘルスケア創生看護学に寄与する研

究課題について、研究計画の策定、研究の遂

行、結果の解析、論文化を進められるように学

修する科目である。主研究指導教員・研究指導

補助教員１４名を配置するとともに、

「Program of Study Committee」に参画する

データや ICT・ロボット・AI 等を専門分野と

５．特別研究科目 

「次世代ヘルスケア創生看護学特別研究」は、

専門科目の講義・演習との一貫性を保証し、学

生が次世代ヘルスケア創生看護学に寄与する研

究課題について、研究計画の策定、研究の遂

行、結果の解析、論文化を進められるように学

修する科目である。主研究指導教員・研究指導

補助教員１６名を配置する。 
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する本学大学院の異分野の教員を助言者として

配置するものとする。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（１９ページ） 

新 旧 

Ⅹ．研究の実施についての考え方、体制、取組 

（略） 

博士論文を完成させるため、学生が適切な研

究指導を受け、研究を進められる体制を整え

る。具体には、学生ごとに主指導教員と２名以

上の副研究指導教員からなる「Program of 

Study Committee」を構築し、学生の履修指

導ならびに博士論文研究に係る指導を行ってい

く。「Program of Study Committee」には、

データや ICT・ロボット・AI 等を専門分野と

する本学大学院の異分野の教員が参画し、学生

の履修指導ならびに博士論文研究において、異

分野に関する指導を行っていくこととしてい

る。 

（略） 

研究の進捗状況報告においては、指導教員のみ

ならず、「Program of Study Committee」に

参画するデータや ICT・ロボット・AI 等を専

門分野とする本学大学院の異分野の教員からも

横断的に助言を受けブラッシュアップできる体

制とする。 

Ⅹ．研究の実施についての考え方、体制、取組 

（略） 

博士論文を完成させるため、学生が適切な研

究指導を受け、研究を進められる体制を整え

る。●。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

研究の進捗状況報告においては、指導教員のみ

ならず、他研究科の教員からも横断的に助言を

受けブラッシュアップできる体制とする。 

 

（新旧対照表）シラバス（ヘルステック実践論） 

新 旧 

《開講時期》 

1 年次 前期 

《開講時期》 

1～2 年次 前期 

《学習目標》 

ヘルステックは、健康（ヘルス）と技術（テク

ノロジー）を融合した言葉であり、医学と工学

の双方を含んだ幅広い領域にわたる。本講義で

は，看護学の臨床ニーズと工学技術（データ、

ICT、ロボット、AI など）を融合させ、臨床や

地域のヘルスケアに還元できる看護ケア技術や

機器・システムを開発するために必要な基礎知

識の習得を目指す。さらに、データ、ICT、ロ

ボット、AI などを活用するための方法論を理

解し、自らの研究に応用する能力を養う。 

《学習目標》 

ヘルステックは、健康（ヘルス）と技術（テク

ノロジー）を融合した言葉であり、医学と工学

の双方を含んだ幅広い領域にわたる。本講義で

は，生体の特異性とその計測解析法を理解し，

工学技術の診断・治療への応用について学び，

工学技術を基にした医療機器・健康機器など看

護技術の研究開発に必要となる技術や考え方を

身につける。 
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《各回の授業の内容》 

(回) （主題） （学修内容） （教員） 

8 

 
次世代ヘル
スケアへの
応用と発展 

工学技術を基にした
次世代ヘルスケアへ
応用できる医療機
器・健康機器など看
護技術開発への応用
と発展について討論 

四谷・ 
佐藤・ 
長宗・ 
井上 

 

《各回の授業の内容》 

(回) （主題） （学修内容） （教員） 

8 

 
次世代ヘル
スケアへの
応用と発展 

次世代ヘルスケアへ
応用できる看護技術
開発への応用と発展
について討論 

四谷・ 
佐藤 

 

 

《到達目標》 

（略） 

5.看護と工学を融合した次世代ヘルスケアへの

応用と発展について思考できる。 

《到達目標》 

（略） 

5.看護と工学を融合した次世代ヘルスケアへの

応用について思考できる。 

 

（新旧対照表）シラバス（次世代ヘルスケア創生看護学特論） 

新 旧 

《学習目標》 

2. 共通科目で得た工学的技術の基礎的知識や

方法論を、看護理論・技術と異分野を融合し

た看護技術・ケアシステムの開発や社会実装

への方策、そしてそれらを学際的に発展、体

系化させる方法を探求し、理解する。 

《学習目標》 

2.異分野の知識や発想を融合させることによっ

て達成された産業界でのイノベーションの実例

を学び、専門領域内に確立することの課題なら

びに異分野との協働の重要性と課題を探求し、

理解する。 

《その他履修上の注意点等》 

＜学習相談助言体制＞ 

・データや ICT・ロボット・AI 等を利活用し

た異分野融合型のイノベーティブな看護学研

究 推進 の観点 から 、「 Program of Study 

Committee」に参画する本学大学院の他の

研究科の教員を含めて学生への助言を行う。 

 

 

（追加） 

 

（新旧対照表）シラバス（次世代ヘルスケア創生看護学演習） 

新 旧 

《学習目標》 

3.地域の健康課題やグローバル化を視点に新し

い保健・医療・福祉のヘルスケアシステムの

創出につながる地域的・国際的課題解決のた

めの研究力を養う。 

 

（追加） 

《その他履修上の注意点等》 

＜学習相談助言体制＞ 

・データや ICT・ロボット・AI 等を利活用し

た異分野融合型のイノベーティブな看護学研

究 推進 の観点 から 、「 Program of Study 

Committee」に参画する本学大学院の他の

研究科の教員を含めて学生への助言を行う。 

 

（追加） 
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（新旧対照表）シラバス（次世代ヘルスケア創生看護学特別研究） 

新 旧 

《学修目標》 

1.個々の興味・関心に従い累積した学習成果を

活用し、データや ICT・ロボット・AI 等を利

活用した異分野融合型のイノベーティブな研究

課題の焦点化、研究方法論の決定を行い、研究

計画書を作成する。 

《学修目標》 

1.個々の興味・関心に従い累積した学習成果を

活用し、研究課題の焦点化、研究方法論の決定

を行い、研究計画書を作成する。 

 

 

《各回の授業の内容》 

(回) （主題） （学修内容） （教員） 

1- 

40 
研究課題の
明確化と計
画書の立案 

1) 略 
2)研究課題、研究方
法論に関わる文献検
討の結果と研究指導
教員からの助言・指
導に基づき、異分野
融合型のイノベーテ
ィブな研究計画書を
完成する。 

研究指
導教員
および
研究指
導補助
教員 

41-
80 

研究計画の
調整及び倫
理審査 
データの収
集・分析 

3)〜5) 略 
6)適時適切なタイミ
ングで研究指導教員
からの助言・指導を
受け、データ収集・
分析の適切性を評価
する。 

研究指
導教員
および
研究指
導補助
教員 

 

《各回の授業の内容》 

(回) （主題） （学修内容） （教員） 

1- 

40 
研究課題の
明確化と計
画書の立案 

1) 略 
2) 研究課題、研究
方法論に関わる文献
検討の結果に基づ
き、研究計画書を完
成する。 
 

 

 

 

研究指
導教員
および
研究指
導補助
教員 

41-
80 

研究計画の
調整及び倫
理審査 
データの収
集・分析 

3)〜5) 略 
6)データ収集・分析
の適切性を評価す
る。 
 
 
 

研究指
導教員
および
研究指
導補助
教員 

 

《その他履修上の注意点等》 

＜学習相談助言体制＞ 

・データや ICT・ロボット・AI 等を利活用し

た異分野融合型のイノベーティブな看護学研

究 推進 の観点 から 、「 Program of Study 

Committee」に参画する本学大学院の他の

研究科の教員を助言者として配置するものと

する。 

 

 

（追加） 
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（是正事項） 大学院医学系研究科 看護学専攻 博士後期課程 

 

２．ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに「データや ICT・ロボット・AI 等を

利活用」との記載があり、これに関連する科目は「ヘルステック実践論」であるように見受け

られるものの、「ヘルステック実践論」は選択科目であり、その他の科目も本ディプロマ・ポ

リシー及びカリキュラム・ポリシーに関連する内容となっているとは見受けられないことか

ら、適切な教育課程となっているのか判断できない。そのため、本ディプロマ・ポリシーに掲

げる能力を適切に修得できる教育課程となっていることについて説明をするとともに、必要に

応じて教育課程を改めること。 

 

（対応） 

 当初は、一般選抜による入学者と社会人選抜による入学者のデジタルデバイドを考慮した結果、

「ヘルステック実践論」をデータや ICT・ロボット・AI 等を利活用するための基礎的科目と位置

づけ、選択科目としていたが、審査意見を踏まえ、適切な教育課程とするため、データや ICT・ロ

ボット・AI 等を利活用するための基礎的科目である「ヘルステック実践論」を１年次必修科目と

した上で、「次世代ヘルスケア創生看護学特論」、「次世代ヘルスケア創生看護学演習」及び「次世

代ヘルスケア創生看護学特別研究」のシラバスに「Program of Study Committee」に参画する本

学大学院の他の研究科の教員を含めて学生への助言を行う旨を明記した。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（８ページ） 

新 旧 

２．教育課程編成の特色（資料８－１・８－

２・８－３・８－４（ カリキュラム構成・カ

リキュラムマップ・「Program of Study 

Committee」について・QE 実施要項につい

て）） 

１）共通科目 

 共通科目を A と B に区分する。共通科目 A 

において「アドバンストナーシングリサーチ」

を履修し、リサーチクエスチョンに適した研究

手法の選択・博士論文の計画立案を行い、「保

健医学におけるデータ解析法」では、研究手

法・博士論文の計画立案に則したデータ解析法

（量的、若しくは質的）を１年次に履修する。

共通科目 B の異分野融合科目では、データや

ICT・ロボット・AI 等を利活用するための基礎

を学ぶ「ヘルステック実践論」を必修とし、そ

れ以外の異分野融合科目の中から学生の研究課

題に見合った科目を学生と主研究指導教員が相

談して適切な科目を選択していく。 

２．教育課程編成の特色（資料８－１・８－２

（ カリキュラム構成・カリキュラムマップ）） 

 

 

 

１）共通科目 

 共通科目を A と B に区分する。共通科目 A 

において「アドバンストナーシングリサーチ」

を履修し、リサーチクエスチョンに適した研究

手法の選択・博士論文の計画立案を行い、「保

健医学におけるデータ解析法」では、研究手

法・博士論文の計画立案に則したデータ解析法

（量的、若しくは質的）を１年次に履修した上

で、共通科目 B の異分野融合科目の中から学生

の研究課題に見合った科目を学生と主研究指導

教員が相談して適切な科目を選択していく。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（９ページ） 

新 旧 

（２）共通科目 B 

「ヘルステック実践論」を１年次前期に、

「アントレプレナーシップ論」、「デザイン思

考」、「異文化コミュニケーション」、「地域医療

ケア・マネジメント」、「生涯発達とこころ」を

１～２年次に開講する異分野融合科目とする。 

（２）共通科目 B 

「アントレプレナーシップ論」、「デザイン思

考」、「ヘルステック実践論」、「異文化ヘルスコ

ミュニケーション」、「地域医療ケア・マネジメ

ント」、「生涯発達とこころ」の６科目から成る

異分野融合科目のなかから２単位以上選択す

る。 

３）特別研究科目 

特別研究科目として、「次世代ヘルスケア創

生看護学特別研究」を 1～3 年次に配置する。 

本科目は、各指導教員の下に、「次世代ヘルス

ケア創生看護学」に関する博士論文の課題研究

を企画・実施し、英語論文もしくは和文論文と

して公表し、博士論文にまとめる科目としてゼ

ミ形式で運営する。後述する「Program of 

Study Committee」を構築し、博士論文をま

とめる過程において、データや ICT・ロボッ

ト・AI 等の利活用やその他の異分野に関する

助言を行っていくこととしている。 

履修学生は、研究課題に応じた文献検討、研

究計画の策定、研究倫理審査委員会への申請と

承認を得たのち、研究の実施、データ分析、論

文作成・発表に取り組む。この一連の過程には

主研究指導教員・副研究指導教員等と十分な討

議を繰り返すことが予想され多くの時間を要す

ることから、演習の総時間から８単位の科目と

した。 

３）特別研究科目 

特別研究科目として、「次世代ヘルスケア創

生看護学特別研究」を 1～3 年次に配置する。 

本科目は、学生ごとに主研究指導教員１名及び

副研究指導教員２名以上に加えて、本学大学院

の他の研究科の教員の助言も得られる

「Program of Study Committee」を構成す

る。各指導教員の下に、「次世代ヘルスケア創

生看護学」に関する博士論文の課題研究を企

画・実施し、英語論文もしくは和文論文として

公表し、博士論文にまとめる科目としてゼミ形

式で運営する。 

履修学生は、研究課題に応じた文献検討、研

究計画の策定、研究倫理審査委員会への申請と

承認を得たのち、研究の実施、データ分析、論

文作成・発表に取り組む。この一連の過程には

主研究指導教員・副研究指導教員と十分な討議

を繰り返すことが予想され多くの時間を要する

ことから、演習の総時間から８単位の科目とし

た。 

１）教員の研究指導体制 

学生が適切な指導を受け、博士論文を完成さ

せるためには、学生と主研究指導教員、副研究

指導教員とのマッチングが重要であることか

ら、入学後すぐに学生が適切な研究指導を受

け、研究を進められる体制を整えている。 

学生は、本学の各教員の教育研究業績等を公

開する Web データベース「研究者総覧」にア

クセスして、自己の研究課題に専門的指導が教

授される教員を検索することができる。学生

は、入学までに指導を受けることを希望する研

究指導教員と面談し、研究課題等を確認したう

えで指導希望教員を申請する。全ての学生につ

いて、主研究指導教員は、学生との入学前の事

前面談等の内容を踏まえ、2 名以上の副研究指

導教員を選定する。このように学生ごとに主研

１）教員の研究指導体制 

学生が適切な指導を受け、博士論文を完成さ

せるためには、学生と主研究指導教員、副研究

指導教員とのマッチングが重要である。入学後

すぐに学生が適切な研究指導を受け、研究を進

められる体制を整えている。 

学生は、本学の各教員の教育研究業績等を公

開する Web データベース「研究者総覧」にア

クセスして、自己の研究課題に専門的指導が教

授される教員を検索することができる。学生

は、入学までに指導を受けることを希望する研

究指導教員と面談し、研究課題等を確認したう

えで指導希望教員を申請する。全ての学生につ

いて、主研究指導教員との入学前の事前面談を

経て、医学系研究科教授会で審議のうえ、４月

に研究指導教員を決定する。教員は指導する学
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究指導教員と２名以上の副研究指導教員からな

る「Program of Study Committee」を構築

し、医学系研究科教授会で審議のうえ、４月に

研 究 指 導 教 員 （「 Program of Study 

Committee」）を決定する。なお、構築する

「Program of Study Committee」には、デー

タや ICT・ロボット・AI 等を専門分野とする

本学大学院の異分野の教員が参画し、学生の履

修指導ならびに博士論文研究において、異分野

に関する助言を行っていくこととしている。 

指導教員は指導する学生に研究指導計画を明

示し、学生は各教員の研究及び指導計画を確認

することができる。研究テーマを変更する場合

には、申請によって指導教員を変更することが

できる。 

指導教員の決定後は、学生ごとに研究計画書を

作成し、研究テーマ、研究計画及び研究方法を

決定する。研究計画書は学生、指導教員及び松

岡キャンパス学務課で保管する。指導教員は、

毎年 6 月および 12 月に学生への個別指導を行

うことで、学生の状況に応じたオーダーメイド

の履修指導、研究指導を実現する。また、１年

次末に、全ての学生を対象として研究計画を発

表する機会を設ける。研究計画発表会では、指

導教員のみならず、「Program of Study 

Committee」に参画するデータや ICT・ロボ

ット・AI 等を専門分野とする本学大学院の異

分野の教員からも横断的に助言を受けるものと

する。必要に応じて、指導教員と相談のうえ、

研究計画を見直すことができるようにする。ま

た、2 年次の 10 月にプログレスレポート、レ

ポートに基づく口頭試問による研究基礎力試験

（QE；Qualifying Examination）を実施す

る。QE は、論文投稿に向けた研究の質の確認

及びその向上を図ることを主な目的として

「Program of Study Committee」が審査に当

たり、評価平均の 60%以上を合格とする。2

年次 10 月に不合格であった場合は 2 年次終了

までに毎月再受験可能とし、指導教員を中心に

看護学科教員で合格に向けてフォローアップ

（2 年次終了までに合格しなかった場合は 10

月に再受験とする。）する。 

生に研究指導計画を明示し、学生は各教員の研

究及び指導計画を確認することができる。研究

テーマを変更する場合には、申請によって指導

教員を変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導教員の決定後は、学生ごとに研究計画書を

作成し、研究テーマ、研究計画及び研究方法を

決定する。研究計画書は学生、指導教員及び松

岡キャンパス学務課で保管する。１年次末に、

全ての学生を対象として研究計画を発表する機

会を設ける。研究計画発表会では、指導教員の

みならず、他の部門の教員からも横断的に助言

を受ける。必要に応じて、指導教員と相談のう

え、研究計画を見直すことができるようにす

る。また、2 年次の 10 月に研究基礎力試験

（QE；Qualifying Examination）を実施す

る。2 年次 10 月に不合格であった場合は 2 年

次終了までに毎月再受験可能とし、指導教員を

中心に看護学科教員で合格に向けてフォローア

ップ（2 年次終了までに合格しなかった場合は

10 月に再受験とする。）する。QE には、マル

合教員、合教員の他に本学大学院の他の研究科

の教員も携わることとする。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（１０ページ） 

新 旧 

２）履修指導 

博 士後期課程修了のために、主研究指導教員

は、学生が履修モデルに基づいて、共通科目４

単位以上（共通科目 A：必修科目１単位、選択

科目１単位以上、共通科目 B：必修科目１単

位、選択科目１単位以上）、専門科目４単位、

特別研究科目８単位の 16 単位以上を履修し単

位を取得すると共に、必要な研究指導を受けて

学位論文を作成するよう指導する。学生が諸科

目の学修成果を「次世代ヘルスケア創生看護学

特別研究」に統合させて研究を達成できるよう

に指導する。 

２）履修指導 

博士後期課程修了のために、主研究指導教員

は、学生が履修モデルに基づいて、共通科目４

単位以上（共通科目 A：必修科目１単位、選択

科目１単位、共通科目 B：選択科目２科目・２

単位以上）、専門科目４単位、特別研究科目８

単位の 16 単位以上を履修し単位を取得すると

共に、必要な研究指導を受けて学位論文を作成

するよう指導する。学生が諸科目の学修成果を

「次世代ヘルスケア創生看護学特別研究」に統

合させて研究を達成できるように指導する。 

３．修了要件 

16 単位（共通科目４単位以上【共通科目

A：必修科目１単位、選択科目１単位以上、共

通科目 B：必修科目１単位、選択科目１単位以

上】、専門科目４単位、特別研究科目８単位）

以上を修得し、かつ、学位論文を提出しその審

査及び最終試験に合格することにより、博士

（看護学）の学位を授与する。 

３．修了要件 

16 単位（共通科目４単位以上【共通科目

A：必修科目１単位、選択科目１単位、共通科

目 B：選択科目２科目・２単位以上】、専門科

目４単位、特別研究科目８単位）以上を修得

し、かつ 、学位論文を提出しその審査及び最

終試験に合格することにより、博士（看護学）

の学位を授与する。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（１８ページ） 

新 旧 

４．専門科目 

専門科目である「次世代ヘルスケア創生看護

学特論」、および「次世代ヘルスケア創生看護

学演習」は、博士前期課程（現修士課程）で基

礎看護学、成⼈看護学、災害看護学、地域看護

学、⽼年看護学、⺟⼦看護学、がん看護学、精

神看護学の教育・研究実績のある専任教員を配

置し、一部教員担当で個別化するのではなく、

複数教員がチームとして担当する相互作用可能

な編成とし、「Program of Study 

Committee」に参画するデータや ICT・ロボ

ット・AI 等を専門分野とする本学大学院の異

分野の教員を含めて学生への助言を行っていく

ことで、卓越した看護理論・技術と異分野の融

合を図る。 

４．専門科目 

専門科目である「次世代ヘルスケア創生看護

学特論」、および「次世代ヘルスケア創生看護

学演習」は、博士前期課程（現修士課程）で基

礎看護学、成⼈看護学、災害看護学、地域看護

学、⽼年看護学、⺟⼦看護学、がん看護学、精

神看護学の教育・研究実績のある専任教員を配

置し、一部教員担当で個別化するのではなく、

複数教員がチームとして担当し、相互作用可能

な編成とする。 

５．特別研究科目 

「次世代ヘルスケア創生看護学特別研究」

は、専門科目の講義・演習との一貫性を保証

し、学生が次世代ヘルスケア創生看護学に寄与

する研究課題について、研究計画の策定、研究

５．特別研究科目 

「次世代ヘルスケア創生看護学特別研究」

は、専門科目の講義・演習との一貫性を保証

し、学生が次世代ヘルスケア創生看護学に寄与

する研究課題について、研究計画の策定、研究
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の遂行、結果の解析、論文化を進められるよう

に学修する科目である。主研究指導教員・研究

指導補助教員１４名を配置するとともに、

「Program of Study Committee」に参画する

データや ICT・ロボット・AI 等を専門分野と

する本学大学院の異分野の教員を助言者として

配置するものとする。 

の遂行、結果の解析、論文化を進められるよう

に学修する科目である。主研究指導教員・研究

指導補助教員１６名を配置する。 

 

（新旧対照表）学生の確保の見通し等を記載した書類（２ページ） 

新 旧 

博士後期課程修了者には、（略）１年次に履

修する。共通科目 B の異分野融合科目では、デ

ータや ICT・ロボット・AI 等を利活用するた

めの基礎を学ぶ「ヘルステック実践論」を必修

とし、それ以外の異分野融合科目の中から学生

の研究課題に見合った科目を学生と主研究指導

教員が相談して適切な科目を選択していく。 

博士後期課程修了者には、（略）１年次に履

修した上で、共通科目 B の異分野融合科目の中

から、学生の研究課題に見合った科目を学生と

主研究指導教員が相談して適切な科目を選択し

ていく。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（資料）（28 ページ） 

資料８－１：カリキュラム構成 

新 
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旧 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（資料）（30 ページ） 

資料８－３：「Program of Study Committee」について 

新 

 

旧 （追加） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（資料）（31 ページ） 

資料８－４：QE 実施要項について 

新 福井大学大学院医学系研究科博士後期課程看護学専攻における研究基礎力試験 

（QE；Qualifying Examination）実施要項 

令和 年  月  日 

医学系研究科長裁定 

 
（目的） 

第１条 この要項は、福井大学医学系研究科博士後期課程看護学専攻における、論文投稿に

向けた研究の質を確保し、その向上を図るとともに、研究進捗を確認するために実施す

る研究基礎力試験（QE；Qualifying Examination）の実施に関し必要な事項を定める。 

（対象者） 

第２条 大学院医学系研究科博士後期課程看護学専攻に在学している原則第２学年学生を対

象とする。 

（試験方法） 

第３条 試験は、20 分の口頭発表、10分の質疑応答により、毎年 10月に実施する。 

２ 発表内容は次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 研究テーマ 

(2) 研究目的 

(3) データ収集等、研究方法 

(4) 分析方法 

(5) 結果と考察 

(6) 今後の展望 

３ 評価は、当該学生の研究指導教員（「Program of Study Committee」）を審査員とし、

次の各号に定める項目により、合計 50点の配点で行う。 

(1) 研究内容に関するレポート（20 点） 

(2) プレゼンテーション技術・論理性（10点） 

(3) 今後の研究計画（10点）  

(4) 質疑への応答（10点） 

（合否判定） 

第４条 合否判定は、大学院医学系研究科課程委員会において行う。 

２ 合格基準は次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 合格基準は、審査員の評価点数平均が 30 点以上であること 

(2) 評価点平均が 30 点以上であっても、各審査員の評価項目において１つでも０点があ

った場合は不合格とする 

（不合格者の取り扱い） 

第５条 不合格者がいる限り、11月以降、毎月、第３条に規定する試験方法により再試験

を実施し、不合格者はこれを受験するものとする。 

２ この試験に合格できない場合は、学位論文審査申請資格を得ることができない。 

（雑則） 

第６条 この要項に定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は、医学系研究科長が

定める。 

 

附 則 

この要項は、令和 年 月日から施行する。 
 

旧 （追加） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（資料）（33 ページ） 

資料１0：履修モデル 

新 

 
 

履修モデル（標準）

アドバンストナーシングリサーチ 1

保健医学におけるデータ解析法（量的） 1

ヘルステック実践論 1

アントレプレナーシップ論 2

次世代ヘルスケア創生看護学特論 2

次世代ヘルスケア創生看護学演習 2

特別研究科目 次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 8

17

履修モデル（長期履修）

アドバンストナーシングリサーチ 1

保健医学におけるデータ解析法（量的） 1

ヘルステック実践論 1

アントレプレナーシップ論 2

次世代ヘルスケア創生看護学特論 2

次世代ヘルスケア創生看護学演習 2

特別研究科目 次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 8

17

共通科目A

共通科目A

専門科目

合計

共通科目B

共通科目B

専門科目

合計

履修科目名 単位
履修時期

１年次 ２年次 ３年次 ４・５・６年次

履修科目名 単位
履修時期

１年次 ２年次 ３年次
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旧 

 
 

 

  

履修モデル（標準）

アドバンストナーシングリサーチ 1

保健医学におけるデータ解析法（量的） 1

アントレプレナーシップ論 2

生涯発達とこころ 1

次世代ヘルスケア創生看護学特論 2

次世代ヘルスケア創生看護学演習 2

特別研究科目 次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 8

17

履修モデル（長期履修）

アドバンストナーシングリサーチ 1

保健医学におけるデータ解析法（量的） 1

アントレプレナーシップ論 2

生涯発達とこころ 1

次世代ヘルスケア創生看護学特論 2

次世代ヘルスケア創生看護学演習 2

特別研究科目 次世代ヘルスケア創生看護学特別研究 8

17

共通科目A

共通科目A

専門科目

合計

共通科目B

共通科目B

専門科目

合計

履修科目名 単位
履修時期

１年次 ２年次 ３年次 ４・５・６年次

履修科目名 単位
履修時期

１年次 ２年次 ３年次
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（新旧対照表）基本計画書（6 ページ） 

教育課程等の概要（医学系研究科看護学専攻博士後期課程） 

新 

 
 

必

　

修

選

　

択

自

　

由

講

　

義

演

　

習

実

験

・

実

習

教

　

授

准

教

授

講

　

師

助

　

教

助

　

手

（

助

手

を

除

く

）

基

幹

教

員

以

外

の

教

員

1前 1 ◯ 4 2

オムニバス方

式・共同（一

部）

1後 1 ◯ 3 2 オムニバス方式

1後 1 ◯ 2 2

オムニバス方

式・共同（一

部）

－ － 1 2 0 9 2 4 0 0 0

1・2前 2 ◯ 1 ※演習

1・2後 2 ◯ 1 ※演習

1前 1 ◯ 2 2

オムニバス方

式・共同（一

部）※演習

1・2後 1 ◯ 3
オムニバス方式

※演習

1・2前 1 ◯ 2 1 1
オムニバス方式

※演習

1・2前 1 ◯ 1 2 1

オムニバス方

式・共同（一

部）※演習

－ － 1 7 0 4 1 3 0 0 9

1通 2 ◯ 2 2

オムニバス方

式・共同（一

部）

2通 2 ◯ 8 2

－ － 4 0 0 10 4 0 0 0 0

1～3通 8 ◯ 9 2 3

－ － 8 0 0 9 2 3 0 0 0

－ － 14 9 0 32 9 10 0 0 9

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（医学系研究科看護学専攻博士後期課程）

科目

区分
授業科目の名称 配当年次

主要授

業科目

単位数 授業形態 基幹教員等の配置

備考

共

通

科

目

共

通

科

目

A

アドバンストナーシングリサーチ

保健医学におけるデータ解析法（量的）

保健医学におけるデータ解析法（質的）

小計（3科目）

小計（6科目）

－

－

専門

科目 次世代ヘルスケア創生看護学特論

次世代ヘルスケア創生看護学演習

小計（2科目） －

共

通

科

目

B

アントレプレナーシップ論

デザイン思考

ヘルステック実践論

異文化コミュニケーション

地域医療ケア・マネジメント

生涯発達とこころ

特別

研究

科目
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

小計（1科目） －

合計（12科目） －

学位又は称号 　博士（看護学） 学位又は学科の分野 　保健衛生学関係（看護学関係）

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

16単位（共通科目４単位以上【共通科目A：必修科目１単位、選択科目１単位以上、共

通科目B：必修科目１単位、選択科目１単位以上】、専門科目４単位、特別研究科目８

単位）以上を修得し、かつ、学位論文を提出しその審査及び最終試験に合格することに

より、博士（看護学）の学位を授与する。

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週

１時限の授業の標準時間 90分
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旧 

 
 

 

  

必

　

修

選

　

択

自

　

由

講

　

義

演

　

習

実

験

・

実

習

教

　

授

准

教

授

講

　

師

助

　

教

助

　

手

（

助

手

を

除

く

）

基

幹

教

員

以

外

の

教

員

1前 1 ◯ 4 2

オムニバス方

式・共同（一

部）

1後 1 ◯ 1 2 2 オムニバス方式

1後 1 ◯ 2 2

オムニバス方

式・共同（一

部）

－ － 1 2 0 7 2 4 0 0 2

1・2前 2 ◯ 1 ※演習

1・2後 2 ◯ 1 ※演習

1・2前 1 ◯ 2 2

オムニバス方

式・共同（一

部）※演習

1・2後 1 ◯ 1 2 3
オムニバス方

式・共同※演習

1・2前 1 ◯ 1 1 2
オムニバス方式

※演習

1・2前 1 ◯ 1 2 1

オムニバス方

式・共同（一

部）※演習

－ － 0 8 0 6 1 5 0 0 8

1通 2 ◯ 2 2

オムニバス方

式・共同（一

部）

2通 2 ◯ 8 2

－ － 4 0 0 10 4 0 0 0 0

1～3通 8 ◯ 9 3 4

－ － 8 0 0 9 3 4 0 0 0

－ － 13 10 0 32 10 13 0 0 10

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（医学系研究科看護学専攻博士後期課程）

科目

区分
授業科目の名称 配当年次

主要授

業科目

単位数 授業形態 基幹教員等の配置

備考

共

通

科

目

共

通

科

目

A

アドバンストナーシングリサーチ

保健医学におけるデータ解析法（量的）

保健医学におけるデータ解析法（質的）

小計（3科目）

小計（6科目）

－

－

専門

科目 次世代ヘルスケア創生看護学特論

次世代ヘルスケア創生看護学演習

小計（2科目） －

共

通

科

目

B

アントレプレナーシップ論

デザイン思考

ヘルステック実践論

異文化ヘルスコミュニケーション

地域医療ケア・マネジメント

生涯発達とこころ

特別

研究

科目
次世代ヘルスケア創生看護学特別研究

小計（1科目） －

合計（12科目） －

学位又は称号 　博士（看護学） 学位又は学科の分野 　保健衛生学関係（看護学関係）

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

16単位（共通科目４単位以上【共通科目A：必修科目１単位、選択科目１単位以上、共

通科目B：選択科目２科目・２単位以上】、専門科目４単位、特別研究科目８単位）以

上を修得し、かつ、学位論文を提出しその審査及び最終試験に合格することにより、博

士（看護学）の学位を授与する。

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週

１時限の授業の標準時間 90分
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（新旧対照表）シラバス（ヘルステック実践論） 

新 旧 

《開講時期》 

1 年次 前期 

《開講時期》 

1～2 年次 前期 

《学習目標》 

ヘルステックは、健康（ヘルス）と技術（テク

ノロジー）を融合した言葉であり、医学と工学

の双方を含んだ幅広い領域にわたる。本講義で

は，看護学の臨床ニーズと工学技術（データ、

ICT、ロボット、AI など）を融合させ、臨床や

地域のヘルスケアに還元できる看護ケア技術や

機器・システムを開発するために必要な基礎知

識の習得を目指す。さらに、データ、ICT、ロ

ボット、AI などを活用するための方法論を理

解し、自らの研究に応用する能力を養う。 

《学習目標》 

ヘルステックは、健康（ヘルス）と技術（テク

ノロジー）を融合した言葉であり、医学と工学

の双方を含んだ幅広い領域にわたる。本講義で

は，生体の特異性とその計測解析法を理解し，

工学技術の診断・治療への応用について学び，

工学技術を基にした医療機器・健康機器など看

護技術の研究開発に必要となる技術や考え方を

身につける。 

《各回の授業の内容》 

(回) （主題） （学修内容） （教員） 

8 

 
次世代ヘル
スケアへの
応用と発展 

工学技術を基にした
次世代ヘルスケアへ
応用できる医療機
器・健康機器など看
護技術開発への応用
と発展について討論 

四谷・ 
佐藤・ 
長宗・ 
井上 

 

《各回の授業の内容》 

(回) （主題） （学修内容） （教員） 

8 

 
次世代ヘル
スケアへの
応用と発展 

次世代ヘルスケアへ
応用できる看護技術
開発への応用と発展
について討論 

四谷・ 
佐藤 

 

 

《到達目標》 

（略） 

5.看護と工学を融合した次世代ヘルスケアへの

応用と発展について思考できる。 

《到達目標》 

（略） 

5.看護と工学を融合した次世代ヘルスケアへの

応用について思考できる。 

 

（新旧対照表）シラバス（次世代ヘルスケア創生看護学特論） 

新 旧 

《学習目標》 

2. 共通科目で得た工学的技術の基礎的知識や

方法論を、看護理論・技術と異分野を融合し

た看護技術・ケアシステムの開発や社会実装

への方策、そしてそれらを学際的に発展、体

系化させる方法を探求し、理解する。 

《学習目標》 

2.異分野の知識や発想を融合させることによっ

て達成された産業界でのイノベーションの実例

を学び、専門領域内に確立することの課題なら

びに異分野との協働の重要性と課題を探求し、

理解する。 

《その他履修上の注意点等》 

＜学習相談助言体制＞ 

・データや ICT・ロボット・AI 等を利活用し

た異分野融合型のイノベーティブな看護学研

究 推進 の観点 から 、「 Program of Study 

Committee」に参画する本学大学院の他の

研究科の教員を含めて学生への助言を行う。 

 

 

（追加） 
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（新旧対照表）シラバス（次世代ヘルスケア創生看護学演習） 

新 旧 

《学習目標》 

3.地域の健康課題やグローバル化を視点に新し

い保健・医療・福祉のヘルスケアシステムの

創出につながる地域的・国際的課題解決のた

めの研究力を養う。 

 

（追加） 

《その他履修上の注意点等》 

＜学習相談助言体制＞ 

・データや ICT・ロボット・AI 等を利活用し

た異分野融合型のイノベーティブな看護学研

究 推進 の観点 から 、「 Program of Study 

Committee」に参画する本学大学院の他の

研究科の教員を含めて学生への助言を行う。 

 

（追加） 

 

（新旧対照表）シラバス（次世代ヘルスケア創生看護学特別研究） 

新 旧 

《学修目標》 

1.個々の興味・関心に従い累積した学習成果を

活用し、データや ICT・ロボット・AI 等を利

活用した異分野融合型のイノベーティブな研究

課題の焦点化、研究方法論の決定を行い、研究

計画書を作成する。 

《学修目標》 

1.個々の興味・関心に従い累積した学習成果を

活用し、研究課題の焦点化、研究方法論の決定

を行い、研究計画書を作成する。 

 

 

《各回の授業の内容》 

(回) （主題） （学修内容） （教員） 

1- 

40 
研究課題の
明確化と計
画書の立案 

1) 略 
2)研究課題、研究方
法論に関わる文献検
討の結果と研究指導
教員からの助言・指
導に基づき、異分野
融合型のイノベーテ
ィブな研究計画書を
完成する。 

研究指
導教員
および
研究指
導補助
教員 

41-
80 

研究計画の
調整及び倫
理審査 
データの収
集・分析 

3)〜5) 略 
6)適時適切なタイミ
ングで研究指導教員
からの助言・指導を
受け、データ収集・
分析の適切性を評価
する。 

研究指
導教員
および
研究指
導補助
教員 

 

《各回の授業の内容》 

(回) （主題） （学修内容） （教員） 

1- 

40 
研究課題の
明確化と計
画書の立案 

1) 略 
2) 研究課題、研究
方法論に関わる文献
検討の結果に基づ
き、研究計画書を完
成する。 
 

 

 

 

研究指
導教員
および
研究指
導補助
教員 

41-
80 

研究計画の
調整及び倫
理審査 
データの収
集・分析 

3)〜5) 略 
6)データ収集・分析
の適切性を評価す
る。 
 
 
 

研究指
導教員
および
研究指
導補助
教員 
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《その他履修上の注意点等》 

＜学習相談助言体制＞ 

・データや ICT・ロボット・AI 等を利活用し

た異分野融合型のイノベーティブな看護学研

究 推進 の観点 から 、「 Program of Study 

Committee」に参画する本学大学院の他の

研究科の教員を助言者として配置するものと

する。 

 

 

（追加） 
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（是正事項） 大学院医学系研究科 看護学専攻 博士後期課程 

３．教員資格審査において、「不可」となった授業科目について、当該授業科目を担当する教員

を専任教員以外の教員で補充する場合には、当該授業科目の教育課程における位置付け等を明

確にした上で、当該教員を後任として補充することの妥当性について説明すること。 
 

（対応） 

 当初は、科目名称を「異文化ヘルスコミュニケーション」として、到達目標を「日本における保

健医療サービスと異文化コミュニケーションの現状や必要性について説明できる。」としていた

が、審査意見を踏まえ、グローバル化の中で変容する地域社会の現状と課題を理解し、地域から見

た視点、及び異なった社会的文脈にあるグローバルな視点の双方から課題解決の方向性を理解、併

せて、英語文献や資料の読解能力・プレゼンテーション能力を養うとする学習目標に、より則した

授業内容、到達目標に変更し、授業科目の内容をより適切に表す科目名称「異文化コミュニケーシ

ョン」に変更、担当教員を整理した。 
 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（９ページ） 

新 旧 

（２）共通科目 B 

「ヘルステック実践論」を１年次前期に、「ア

ントレプレナーシップ論」、「デザイン思考」、

「異文化コミュニケーション」、「地域医療ケ

ア・マネジメント」、「生涯発達とこころ」を１

～２年次に開講する異分野融合科目とする。 

（２）共通科目 B 

「アントレプレナーシップ論」、「デザイン思

考」、「ヘルステック実践論」、「異文化ヘルスコ

ミュニケーション」、「地域医療ケア・マネジメ

ント」、「生涯発達とこころ」の６科目から成る

異分野融合科目のなかから２単位以上選択す

る。 
 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（１８ページ） 

新 旧 

３．共通科目（共通科目 B） 

異分野融合科目として、「アントレプレナーシ

ップ論」、「デザイン思考」は大学院工学研究科

の教員（専任教員以外の教員）が、「異文化コ

ミュニケーション」は大学院国際地域マネジメ

ント研究科の教員（専任教員以外の教員）が担

当（兼担）し、「ヘルステック実践論」は大学

院工学研究科及び大学院国際地域マネジメント

研究科の教員（専任教員以外の教員）と専任教

員が、「地域医療ケア・マネジメント」は大学

院医学系研究科の教員（専任教員以外の教員）

と専任教員が、「生涯発達とこころ」は大学院

福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連

合教職開発研究科の教員（専任教員以外の教

員）と専任教員が担当するオムニバス形式の科

目とする。 

３．共通科目（共通科目 B） 

異分野融合科目として、「アントレプレナーシ

ップ論」、「デザイン思考」は大学院工学研究科

の教員（専任教員以外の教員）が担当（兼担）

し、「ヘルステック実践論」は大学院工学研究

科及び大学院国際地域マネジメント研究科の教

員（専任教員以外の教員）と専任教員が、「異

文化ヘルスコミュニケーション」は大学院国際

地域マネジメント研究科の教員（専任教員以外

の教員）と専任教員が、「地域医療ケア・マネ

ジメント」は大学院医学系研究科の教員（専任

教員以外の教員）と専任教員が、「生涯発達と

こころ」は大学院福井大学・岐阜聖徳学園大

学・富山国際大学連合教職開発研究科の教員

（専任教員以外の教員）と専任教員が担当する

オムニバス形式の科目とする。 
 

（新旧対照表）シラバス（異文化コミュニケーション） 

新 旧 

【別紙１－１】参照 【別紙１－２】参照 



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－27－ 

【別紙１－１】 

 

教育研究区分： 共通科目（共通科目Ｂ） 科目番号： 07 

単 位 数： 1 単位 コマ数 8 開講時期： 1～2 年次 後期 

授業科目名：  キーワード： 

異文化コミュニケーション 

Intercultural Communication 
異文化 コミュニケーション 

 

担当教員名 職名／所属 E メールアドレス 

○磯崎 康太郎 
准教授／教育・人文社会系部門総

合グローバル領域 
isozaki@u-fukui.ac.jp 

生駒 俊英 
准教授／教育・人文社会系部門総

合グローバル領域 
ikoma@u-fukui.ac.jp 

清水 麻友美 
講師／教育・人文社会系部門総合

グローバル領域 
cw-fukui@u-fukui.ac.jp 

学修目標 

1. グローバル化の中で変容する地域社会の現状と課題を理解し、地域から見た視点，および異なった社会的文脈

にあるグローバルな視点の双方から課題解決の方向性を理解するための基礎的能力を養う。 

2. 英語文献や資料の読解能力・プレゼンテーション能力を養う。 

 

各回の授業の内容 

(回) （主題） （学修内容） （教員） 

1 国民と歴史をめぐる欧州諸国の現状 近年欧州において顕著となっている国民や愛

国心をめぐる問題の背景について考え，現在

の欧州諸国における社会事情について理解を

深める。 

磯崎 

2 欧州諸国における家族制度 欧州諸国における家族制度（婚姻制度・離婚

制度）について，それぞれの歴史的な背景や

変遷を踏まえ理解する。 

生駒 

3 欧州諸国における家族政策 欧米諸国において，少子高齢化や子どもの貧

困問題といった問題に対して，国としてどの

ような対策がとられているのか，その家族政

策について概観する。 

生駒 

4 新たな問題に対する対応 近時，日本でも議論がなされている LGBT に関

する問題等，新たにクローズアップされてい

る問題を概観し，欧州諸国においてどのよう

な対応がなされているのかを理解する。 

生駒 

5 ブラジルにおける人種と社会１ 

―多人種多民族国家ブラジル― 

多人種多民族国家・ブラジルについて、その

基礎知識と人種をめぐる議論の概要を把握す

る。 

清水 

 

6 ブラジルにおける人種と社会２ 

―人種をめぐる歴史― 

ブラジルの人種・民族的多様性が形成された

歴史的経緯について学ぶ。 

清水 

 

7 ブラジルにおける人種と社会３ 

―人種と社会経済格差― 

多様性が社会経済格差として表面化する、現

代のブラジル社会を理解する。 

清水 

 

8 ブラジルにおける人種と社会４ 

―アファーマティブ・アクション― 

これまで学び調べたことをもとに、ブラジル

における、社会経済格差の現状とアファーマ

清水 

 

mailto:isozaki@u-fukui.ac.jp
mailto:ikoma@u-fukui.ac.jp
mailto:cw-fukui@u-fukui.ac.jp
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ティブ・アクションの課題についてディベー

トを行う。 
 

授業の形式 授業形態 

講義 対面・ 遠隔（オンデマンド）・ 遠隔（リアルタイ

ム） 

上記の中から併用 

アクティブ・ラーニングの導入状況 

・実験・実習 ・プレゼンテーション ・グループワーク ・ディスカッション  

到達目標 

1. グローバル化における地域社会の役割や課題、社会経済格差の現状と異文化コミュニケーションの課題につい

て説明できる。 

2. 英語文献や資料を読解し、英語によるプレゼンテーションができる。 

準備学習（予習・復習） 

〇予習 

1. 授業前には英語文献や資料を十分に読み、興味のあるテーマや国内外の文献、ニュースなどについて調べる 

（1 時間／毎回） 

2. 担当教員の指示に従って課題やプレゼンテーション（英語でのプレゼンテーションを含む。）準備に取り組む 

（5 時間／第 5-8 回） 

〇復習 

1. 講義資料を復習して学習内容を振り返る（30 分／毎回）。 

2. プレゼンテーションされた内容から、興味や関心のある文献をさらに探求する（2 時間／毎回） 

成績評価方法 

討論の内容，プレゼンテーションやレポートを各教員が評価のうえ，担当教員の合議により総合的に評価する。 

1．到達目標の達成度：討論の内容，プレゼンテーションやレポートにより評価する。 

2．評価方法：討論の内容 50％，プレゼンテーション・レポート 50％ 

3.評価の基準：①課題を的確にとらえているか ②内容が一貫しているか ③自己の考えが論理的に述べられてい

るか ④グローバル化における地域社会の役割や課題、社会経済格差の現状と異文化コミュニケーションの課題に

ついて説明できているか ⑤英語文献や資料を読解し、英語でのプレゼンテーションができているか 

成績評価基準 

福井大学大学院学則、及び福井大学における成績評価基準等に関する規程の成績評価基準に従い、60点以上を合格

として、秀・優・良・可・不可の５段階で評価する。 

教科書及び参考書 

特に指定しないが、教員が適宜紹介する。 

その他履修上の注意点等 

質問はメールにて受け付けます。 

代表者 

（氏名・E-Mail） 
磯崎 康太郎・isozaki@u-fukui.ac.jp 

 

  

mailto:isozaki@u-fukui.ac.jp
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【別紙１－２】 

 

教育研究区分： 共通科目（共通科目Ｂ） 科目番号： 07 

単 位 数： 1 単位 コマ数 8 開講時期： 1～2 年次 後期 

授業科目名：  キーワード： 

異文化ヘルスコミュニケーション 

Intercultural Health Communication 
異文化 ヘルスコミュニケーション 

保健医療サービス 

担当教員名 職名／所属 E メールアドレス 

○長谷川 智子 教授／医学系部門看護学領域 hasekatz@u-fukui.ac.jp 

磯崎 康太郎 
准教授／教育・人文社会系部門総

合グローバル領域 
isozaki@u-fukui.ac.jp 

生駒 俊英 
准教授／教育・人文社会系部門総

合グローバル領域 
ikoma@u-fukui.ac.jp 

清水 麻友美 
講師／教育・人文社会系部門総合

グローバル領域 
cw-fukui@u-fukui.ac.jp 

青木 未来 講師／医学系部門看護学領域 m-aoki@u-fukui.ac.jp  

平井 孝治 講師／医学系部門看護学領域 hirai-t@u-fukui.ac.jp  

学修目標 

1. グローバル化の中で変容する地域社会の現状と課題を理解し、地域から見た視点，および異なった社会的文脈

にあるグローバルな視点の双方から課題解決の方向性を理解するための基礎的能力を養う。 

2. 英語論文の読解能力・プレゼンテーション能力を養う。 

 

各回の授業の内容 

(回) （主題） （学修内容） （教員） 

1 国民と歴史をめぐる欧州諸国の現状 近年欧州において顕著となっている国民や愛

国心をめぐる問題の背景について考え，現在

の欧州諸国における社会事情について理解を

深める。 

長谷川 

磯崎 

2 欧州諸国における家族制度 欧州諸国における家族制度（婚姻制度・離婚

制度）について，それぞれの歴史的な背景や

変遷を踏まえ理解する。 

長谷川 

生駒 

3 欧州諸国における家族政策 欧米諸国において，少子高齢化や子どもの貧

困問題といった問題に対して，国としてどの

ような対策がとられているのか，その家族政

策について概観する。 

長谷川 

生駒 

4 新たな問題に対する対応 近時，日本でも議論がなされている LGBT に関

する問題等，新たにクローズアップされてい

る問題を概観し，欧州諸国においてどのよう

な対応がなされているのかを理解する。 

長谷川 

生駒 

5 ブラジルにおける人種と社会１ 

―多人種多民族国家ブラジル― 

多人種多民族国家・ブラジルについて、その

基礎知識と人種をめぐる議論の概要を把握す

る。 

清水 

平井 

6 ブラジルにおける人種と社会２ 

―人種をめぐる歴史― 

ブラジルの人種・民族的多様性が形成された

歴史的経緯について学ぶ。 

清水 

平井 

7 ブラジルにおける人種と社会３ 多様性が社会経済格差として表面化する、現 清水 

mailto:hasekatz@u-fukui.ac.jp
mailto:isozaki@u-fukui.ac.jp
mailto:ikoma@u-fukui.ac.jp
mailto:cw-fukui@u-fukui.ac.jp
mailto:m-aoki@u-fukui.ac.jp
mailto:hirai-t@u-fukui.ac.jp
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―人種と社会経済格差― 代のブラジル社会を理解する。 平井 

8 ブラジルにおける人種と社会４ 

―アファーマティブ・アクション― 

これまで学び調べたことをもとに、ブラジル

におけるアファーマティブ・アクションと医

療サービスの課題についてディベートを行

う。 

長谷川 

清水 

青木 

平井 
 

授業の形式 授業形態 

講義 対面・ 遠隔（オンデマンド）・ 遠隔（リアルタイ

ム） 

上記の中から併用 

アクティブ・ラーニングの導入状況 

・実験・実習 ・プレゼンテーション ・グループワーク ・ディスカッション  

到達目標 

1. グローバル化における地域社会、異文化コミュニケーションの役割や課題を説明できる。 

2. 日本における保健医療サービスと異文化コミュニケーションの現状や必要性について説明できる。 

3. 英語論文の読解能力・プレゼンテーション能力を養う。 

準備学習（予習・復習） 

〇予習 

1. 授業前には文献や資料を十分に読み、興味のあるテーマや国内外の文献、ニュースなどについて調べる（1 時

間／毎回） 

2. 担当教員の指示に従って課題やプレゼンテーション準備に取り組む（5 時間／第 5-8 回） 

〇復習 

1. 講義資料を復習して学習内容を振り返る（30 分／毎回）。 

2. プレゼンテーションされた内容から興味や関心のある文献からさらに探求する（2 時間／毎回） 

成績評価方法 

討論の内容，プレゼンテーションやレポートを各教員が評価のうえ，担当教員の合議により総合的に評価する。 

1．到達目標の達成度：討論の内容，プレゼンテーションやレポートにより評価する。 

2．評価方法：討論の内容 50％，プレゼンテーション・レポート 50％ 

3.評価の基準：①課題を的確にとらえているか ②内容が一貫しているか ③自己の考えが論理的に述べられてい

るか ④グローバル化における地域社会、異文化コミュニケーションの役割や課題、日本における保健医療サービ

スと異文化コミュニケーションの現状や必要性について説明できているか ⑤英語論文を抄読し、英語でのプレゼ

ンテーションができているか 

成績評価基準 

福井大学大学院学則、及び福井大学における成績評価基準等に関する規程の成績評価基準に従い、60点以上を合格

として、秀・優・良・可・不可の５段階で評価する。 

教科書及び参考書 

特に指定しないが、教員が適宜紹介する。 

その他履修上の注意点等 

質問はメールにて受け付けます。 

代表者 

（氏名・E-Mail） 
長谷川 智子・hasekatz@u-fukui.ac.jp 
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－審査意見への対応を記載した書類（６月）－31－ 

（審査意見以外で対応した事項） 大学院医学系研究科 看護学専攻 博士後期課程 

 

４―１）博士前期課程における高度実践コースの博士後期課程への接続について 

 

（対応） 

 博士前期課程の高度実践コースにおいても、博士前期課程の８つの教育研究分野の１つを核とし

つつ、１～２の他教育研究分野を重ね、乳幼児から⾼齢者まで生涯を通じた個人の発達を促進させ

る“生涯発達ヘルスケア”と“地域ヘルスケア”双方の視点を基盤とした実践能力の修得を行って

いることから、本資料を修正するとともに、設置の趣旨（本文）に追記した。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（13 ページ） 

新 旧 

博士前期課程（現修士課程）の研究コース及

び高度実践コースにおいては、上記「修士課程

の教育の特色」に記載のとおり特色ある研究や

高度な看護実践⼒の修得を行っている。そして

新たに設ける「がん看護学」では、がん患者の

身体的・精神的な苦痛を理解し、患者やその家

族に対して QOL の視点に立った看護について

の研究、「精神看護学」では、様々なライフス

テージにある人のメンタルヘルスやこころの疾

患をもつ人とその家族への看護についての研究 

を行う予定である。これら、研究コース及び高

度実践コースでは、上記８つの教育研究分野の

１つを核としつつ、１～２の他教育研究分野を

重ね、乳幼児から⾼齢者まで生涯を通じた個人

の発達を促進させる“生涯発達ヘルスケア”と

“地域ヘルスケア”双方の視点を基盤とした研

究と実践能力の修得を進めていく。 

 

博士前期課程（現修士課程）において、主に

「基礎看護学」では、看護の質やプロセスなど

についての研究、「成⼈看護学」では、成⼈期

における様々な健康問題に対する看護について

の研究、「災害看護学」では、減災・防災を含

む災害の特性を踏まえた適切な看護についての

研究、「地域看護学」では、地域で暮らす人々

の様々なライフステージや健康課題への看護に

ついての研究、「⽼年看護学」では、複雑な健

康問題を持つ高齢者の QOL を向上させるため

の看護についての研究、「⺟⼦看護学」では、

次世代の健康・養育を担う女性と子どもへの看

護についての研究を行う。そして新たに設ける

「がん看護学」では、がん患者の身体的・精神

的な苦痛を理解し、患者やその家族に対して

QOL の視点に立った看護についての研究、「精

神看護学」では、様々なライフステージにある

人のメンタルヘルスやこころの疾患をもつ人と

その家族への看護についての研究 を行う予定

である。このように、上記８つの教育研究分野

の１つを核としつつ、１～２の他教育研究分野

を重ね、乳幼児から⾼齢者まで生涯を通じた個

人の発達を促進させる“生涯発達ヘルスケア”

と“地域ヘルスケア”双方の視点を基盤とした

研究を進めていく。 

 

 

   



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－32－ 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（資料）（49 ページ） 

資料１４：既設の課程との関係 

新 

 
旧 

 
 

  



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－33－ 

（審査意見以外で対応した事項） 大学院医学系研究科 看護学専攻 博士後期課程 

 

４－２）博士後期課程における学びのイメージ図について 

 

（対応） 

審査意見１及び２を踏まえて、大学設置の趣旨（資料）p48 の博士前期課程の専攻分野に一例と

して記載した「災害看護学」と「老年看護学」は核となる教育研究分野であることを明記した上

で、「ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら、」の文言を追記する修正を行う等、博士後期課程に

おける学びのイメージ図を分かりやすくした。 

 

  



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－34－ 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（資料）（50 ページ） 

資料１４：既設の課程との関係（学びのイメージ） 

新 

 
旧 

 
 

  



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－35－ 

（審査意見以外で対応した事項） 大学院医学系研究科 看護学専攻 博士後期課程 

 

４－３）研究基礎力試験（ＱＥ）の評価基準について 

 

（対応） 

 QE の評価は、プログレスレポート及びレポートに基づく口頭試問を行い、「Program of Study 

Committee」が審査し、評価平均の 60%以上を合格とすることとしており、評価基準にその旨追

記した。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（10 ページ） 

新 旧 

また、2 年次の 10 月にプログレスレポート、

レポートに基づく口頭試問による研究基礎力試

験（QE；Qualifying Examination）を実施す

る。QE は、論文投稿に向けた研究の質の確認

及びその向上を図ることを主な目的として

「Program of Study Committee」が審査に当

たり、評価平均の 60%以上を合格とする。 

また、2 年次の 10 月に研究基礎力試験（QE；

Qualifying Examination）を実施する。 

 

  



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－36－ 

（審査意見以外で対応した事項） 大学院医学系研究科 看護学専攻 博士後期課程 

 

４－４）カリキュラム・ポリシーとアドミッション・ポリシーとの関係性について 

 

（対応） 

 設置の趣旨を記載した書類（資料）について、カリキュラム・ポリシーとアドミッション・ポリ

シーとの関係性を示す矢印が不明瞭となっていたことから、カリキュラム・ポリシーから伸びる矢

印を明確にした。 

 

  



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－37－ 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（資料）（29 ページ） 

資料８－２：カリキュラムマップ 

新 

 
 

旧 

 
 



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－38－ 

（審査意見以外で対応した事項） 大学院医学系研究科 看護学専攻 博士後期課程 

 

４－５）入学者選抜（社会人特別選抜）について 

 

（対応） 

 社会人の選抜にあたっては、一定期間、看護職として活躍している社会人を対象とし、「経験を

踏まえた看護の課題」についても評価することとしており、一般選抜とは評価の観点が異なること

が明確となるよう文言を追記した。 

 また、当初、社会人の選抜の名称を「社会人特別選抜」としていたが、「特別」の文言があるこ

とで「社会人特別選抜」の受験者は一般選抜の受験者より優遇されるのではといった疑念を生じさ

せる恐れがあることから、選抜の名称から「特別」の文言を削除した。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（17 ページ） 

新 旧 

（2）社会人選抜 

 修士の学位や専門職学位を有する者および同

等以上の学力があると認めた者で、看護師、保

健師または助産師の免許を有し、一定期間看護

職として活躍している社会人に対し、成績証明

書、研究計画書、口頭試問および英語能力試験

（TOEIC スコア）で評価して選抜する。研究

計画書、口頭試問および英語能力試験では、志

望する教育研究区分の専門的知識、語学力、大

学院で学ぶ意欲、適性、看護に対する姿勢・経

験を踏まえた看護の課題、目的意識等を総合的

に評価する。 

（2）社会人特別選抜 

 修士の学位や専門職学位を有する者および同

等以上の学力があると認めた者で、看護師、保

健師または助産師の免許を有し、看護職として

活躍している社会人に対し、成績証明書、研究

計画書、口頭試問および英語能力試験（TOEIC

スコア）で評価して選抜する。研究計画書、口

頭試問および英語能力試験では、志望する教育

研究区分の専門的知識、語学力、大学院で学ぶ

意欲、適性、看護に対する姿勢、目的意識等を

総合的に評価する。 

 

 

  



－審査意見への対応を記載した書類（６月）－39－ 

（審査意見以外で対応した事項） 大学院医学系研究科 看護学専攻 博士後期課程 

 

４－６）博士後期課程終了後の進路及びその見通しについて 

 

（対応） 

 本看護学選考博士後期課程終了者の進路としては、研究者としての活動も見込まれるため、文言

を追記した。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類（７ページ） 

新 旧 

６．博士後期課程修了後の進路及びその見通し 

 博士後期課程修了者には、研究・教育者、ト

ップリーダーとして、異分野を融合し、データ

や ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら、

“広域ヘルスケア”と“生涯発達ヘルスケア” を

統合した新たな手法を開発し、実践・研究して

いくことが期待される。 

６．博士後期課程修了後の進路及びその見通し 

 博士後期課程修了者には、研究・教育者、ト

ップリーダーとして、異分野を融合し、データ

や ICT・ロボット・AI 等を利活用しながら、

“広域ヘルスケア”と“生涯発達ヘルスケア” を

統合した新たな手法を開発し、実践していくこ

とが期待される。 
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